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令和６年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査
結果のポイント・概要
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令和６年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果のポイント

※１ 基本給等 ＝ 基本給（月額） ＋ 手当のうち毎月決まって支払われる手当（通勤手当、扶養手当、超過労働給与額等は含まない。）

※２ 平均給与額 ＝ 基本給（月額）＋ 手当 ＋ 一時金（４～９月の支給金額の１／６。賞与等含む。）

※３ 金額は１０円未満を四捨五入している。

※４ 調査対象となった施設・事業所に、令和５年度と令和６年度ともに在籍している介護職員について比較している。

給与等の引き上げの対象者

５６．０％施設・事業所の職員全員

９．９％調査対象サービスの従事者全員

１０．４％調査対象サービスの福祉・介護職員全員

１３．６％
何らかの要件に該当した調査対象サー
ビスの従事者

○ 福祉・介護職員等処遇改善加算を取得している施設・事業所における福祉・介護職員（常勤の者）の基本給等(※１)について、令和

５年度と令和６年度を比較すると１２，８６０円の増（＋５．３４％）となっている。

○ また、平均給与額(※２)については、令和５年度と令和６年度を比較すると１９，９７０円の増（＋６．４９％）となっている。

福祉・介護職員以外に配分した職員の範囲（複数回
答）※上位５つを掲載

８０．５％
サービス管理責任者・児童発達支援管
理責任者・サービス提供責任者

３５．６％事務員

２７．１％看護職員

１８．９％
福祉・介護職員以外の配置指導員等（賃金
向上達成指導員、目標工賃達成指導員等）

１８．２％
理学療法士・作業療法士、機能訓練担当職
員（言語聴覚士含む）、心理指導担当職員

差 額令和６年９月令和５年９月福祉・介護職員等処遇改善加算取得

＋１２，８６０円２５３，７１０円２４０，８５０円基 本 給 等（常勤の者）

＋１９，９７０円３２７，７２０円３０７，７５０円平 均 給 与 額

賃金改善の実施方法（複数回答）

６９．０％ベースアップ等により対応

４０．６％定期昇給

１９．４％各種手当の新設

２３．６％既存の各種手当の引き上げ

５０．６％賞与等の引き上げまたは新設

※ 国保連データ（令和６年９月サービス提供分）

参考）国保連データ本調査（Ｒ６．９時点）令和６年度の加算の取得状況

８７．７％ ※８７．０％福祉・介護職員等処遇改善加算（新加算）

４１．４％ ※４９．５％① 新加算Ⅰ

２７．８％ ※１８．７％② 新加算Ⅱ

１１．９％ ※１２．３％③ 新加算Ⅲ

２．６％ ※３．６％④ 新加算Ⅳ

４．０％ ※２．９％⑤ 新加算Ⅴ（経過措置）

福祉・介護職員等処遇改善加算の届出を行わない理由
（複数回答）※上位４つを掲載 ※その他を除く

３２．４％事務作業が煩雑

１７．３％届出に必要となる事務を行える職員がいない

１５．２％算定要件を達成できない

１１．３％賃金改善の必要性がないため

加算額の一部の令和７年度への繰越状況

１５．２％
加算額の一部を令和７年度に繰り越
した（予定）

７７．８％
加算の全額を令和６年度分の賃金改
善に充てた（予定）
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福祉・介護職員等処遇改善加算

2

令和６年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査の概要

○ 調査の目的 障害福祉サービス等従事者の処遇の状況及び処遇改善加算の影響等の評価を行うとともに、報酬改定のための
基礎資料を得る。

○ 調査時期 令和６年10月（参考：令和４年度調査の調査時期は令和４年12月）

○ 調査対象等
・調査対象 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、障害者支

援施設(施設入所支援)、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支
援Ｂ型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、
居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設

・抽出方法 層化無作為抽出法により抽出
・調査客体数 14,402施設・事業所
・有効回答数 7,828施設・事業所（有効回答率：54.4％）
・調査項目 福祉・介護職員等処遇改善加算の取得（届出）状況、

調査対象施設・事業所に在籍する介護従事者等の給与（令和５年９月と令和６年９月における給与） 等

（加算率は生活介護のもの）

キャリアパス要件Ⅴ
（経験技能のある福祉・介護職員の配置）

キャリアパス要件Ⅳ
（改善後の賃金額）

キャリアパス要件Ⅲ
（昇給の仕組み）

キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ
（任用要件・賃金体系、研修の実施等）

職場環境等要件

月額賃金改善要件Ⅰ
（加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金で配分）

加算Ⅰ

加算Ⅱ

加算Ⅲ

加

算

Ⅳ

特定Ⅰ

1.4%
特定Ⅰ

1.4%
特定Ⅰ

1.4%
特定Ⅰ

1.4%
特定Ⅰ

1.4%
特定Ⅰ

1.4%

ベア

1.1%

ベア

1.1%

ベア

1.1%
処遇Ⅰ

4.4%
処遇Ⅰ

4.4% 処遇Ⅱ

3.2%
処遇Ⅱ

3.2% 処遇Ⅲ

1.8%
処遇Ⅲ

1.8%

6.9% 5.8% 5.7% 4.6% 4.3% 3.2%

特定Ⅱ

1.3%
特定Ⅱ

1.3%
特定Ⅱ

1.3%
特定Ⅱ

1.3%
特定Ⅱ

1.3%
特定Ⅱ

1.3%

ベア

1.1%

ベア

1.1%

ベア

1.1%
処遇Ⅰ

4.4%
処遇Ⅰ

4.4% 処遇Ⅱ

3.2%
処遇Ⅱ

3.2% 処遇Ⅲ

1.8%
処遇Ⅲ

1.8%

6.8% 5.7% 5.6% 4.5% 4.2% 3.1%

ベア

1.1%

ベア

1.1%

ベア

1.1%
処遇Ⅰ

4.4%
処遇Ⅰ

4.4% 処遇Ⅱ

3.2%
処遇Ⅱ

3.2% 処遇Ⅲ

1.8%
処遇Ⅲ

1.8%

5.5% 4.4% 4.3% 3.2% 2.9% 1.8%

取得

なし

（引き上げ分）+1.2% （引き上げ分）+ 1.2%

（引き上げ分）+1.2%

（引き上げ分）+ 1.2%

新加算Ⅰ 新加算Ⅱ 新加算Ⅲ 新加算Ⅳ

取得

なし

新加算Ⅰグループ 新加算Ⅱグループ 新加算Ⅲ・Ⅳグループ

6.9% ⇒ 8.1%

（1.2%上乗せ）

6.8% ⇒ 8.0%

（1.2%上乗せ）
5.5% ⇒ 6.7%

（1.2%上乗せ）
4.3% ⇒ 5.5%

（1.2%上乗せ）

加算率
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␠
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○加算の取得（届出）状況

福祉・介護職員等処遇改善加算の取得状況をみると、加算を「取得（届出）している」事業所が８７．
０％、加算を「取得（届出）していない」事業所が１３．０％となっている。
また、加算の種類別（Ⅰ）～（Ⅴ）の取得状況をみると、加算（Ⅰ）を取得（届出）している事業所が

４９．５％ となっている。
（統計表第17表）

3

Ⅰ 処遇改善にかかる加算等の取得（届出）状況等について

福祉・介護職員等
処遇改善加算（新
加算）届出をしてい

ない

福祉・介護職
員等処遇改善
加算（新加算）
の届出をして
いる

加算（Ⅴ）加算（Ⅳ）加算（Ⅲ）加算（Ⅱ）加算（Ⅰ）

13.0%2.9%3.6%12.3%18.7%49.5%87.0%全 体

17.7%1.8%2.4%11.3%35.6%31.1%82.3%居宅介護

8.6%4.8%2.9%12.1%45.3%26.3%91.4%重度訪問介護

5.2%3.8%3.6%14.3%15.7%57.4%94.8%生活介護

2.5%2.8%3.7%10.8%0.6%79.7%97.5%施設入所支援

13.8%4.1%4.7%15.7%19.2%42.5%86.2%就労継続支援Ａ型

12.7%3.2%5.7%12.4%15.1%50.8%87.3%就労継続支援Ｂ型

13.4%2.9%4.3%12.0%26.5%40.9%86.6%共同生活援助（介護サービス包括型）

11.8%1.9%3.5%15.9%26.4%40.4%88.2%児童発達支援

5.7%1.7%1.7%14.7%22.7%53.7%94.3%放課後等デイサービス

8.9%3.3%3.3%9.8%1.6%73.2%91.1%福祉型障害児入所施設

26.4%2.3%4.6%6.9%1.1%58.6%73.6%医療型障害児入所施設

注）令和６年９月30日時点の取得（届出）状況である。

○加算（Ⅱ）の取得（届出）を行っていない理由

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）を取得（届出）している事業所における加算（Ⅱ）の取得（届
出）を行っていない理由をみると、「改善後の年額賃金要件を定めることにより、職種間・事業所間の
賃金のバランスがとれなくなることが懸念されるため」が３３．０％、「改善後の年額賃金要件を定め
るための事務作業が煩雑であるため」が３２．４％となっている。

（統計表第41表）

4

（複数回答）

⑤④③②①

改善後の年額賃金
要件を定めることに
より、賃金管理を行う
ことが今後難しくなる

ため

改善後の年額賃金
要件を定めることに
より、福祉・介護職員
間の賃金バランスが
とれなくなることが懸
念されるため

改善後の年額賃金
要件をどのようにして
定めたらよいかわか

らないため

改善後の年額賃金
要件を定めるための
事務作業が煩雑であ

るため

改善後の年額賃金
要件を定めることに
より、職種間・事業所
間の賃金のバランス
がとれなくなることが
懸念されるため

23.0%28.4%29.7%32.4%33.0%全 体

27.9%14.0%34.9%32.6%20.9%居宅介護

24.4%15.6%28.9%42.2%24.4%重度訪問介護

15.4%40.4%36.5%30.8%44.2%生活介護

17.1%31.4%20.0%25.7%54.3%施設入所支援

22.0%26.0%34.0%32.0%24.0%就労継続支援Ａ型

19.6%26.1%39.1%26.1%19.6%就労継続支援Ｂ型

15.6%24.4%44.4%28.9%24.4%共同生活援助（介護サービス包括型）

24.0%34.0%30.0%36.0%18.0%児童発達支援

22.7%36.4%31.8%31.8%36.4%放課後等デイサービス

33.3%50.0%16.7%50.0%58.3%福祉型障害児入所施設

・・・・・・・・・・・・・・・医療型障害児入所施設

注１）令和６年９月30日時点の状況である。
注２）福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）の届出を行わない理由は上位５位を掲載している。
注３）集計対象数が10未満の場合は「・・・」と表章している。
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○加算（Ⅲ）の取得（届出）を行っていない理由

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）を取得（届出）している事業所における加算（Ⅲ）の取得（届
出）を行っていない理由をみると、「昇給の仕組みを設けることにより、職種間・事業所間の賃金のバ
ランスがとれなくなることが懸念されるため」が３７．８％、「昇給の仕組みをどのようにして定めた
らよいかわからないため」が３３．６％となっている。

（統計表第45表）

5

（複数回答）

昇給の仕組みにつ
いて、法人内又は
施設・事業所内で合
意形成することが難

しいため

昇給の仕組みを設
けることにより、職
種間・事業所間の
賃金のバランスがと
れなくなることが懸
念されるため

昇給の仕組みを設
けることにより、賃
金管理を行うことが
今後難しくなるため

昇給の仕組みを設
けるための事務作
業が煩雑であるた

め

昇給の仕組みをど
のようにして定めた
らよいかわからない

ため

11.8%37.8%21.8%29.8%33.6%全 体

・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護

18.2%54.5%27.3%27.3%36.4%重度訪問介護

7.7%46.2%15.4%38.5%46.2%生活介護

25.0%33.3%16.7%41.7%50.0%施設入所支援

0.0%33.3%33.3%40.0%66.7%就労継続支援Ａ型

9.5%28.6%28.6%19.0%38.1%就労継続支援Ｂ型

0.0%25.0%37.5%50.0%25.0%共同生活援助（介護サービス包括型）

0.0%45.5%9.1%36.4%9.1%児童発達支援

・・・・・・・・・・・・・・・放課後等デイサービス

・・・・・・・・・・・・・・・福祉型障害児入所施設

・・・・・・・・・・・・・・・医療型障害児入所施設

注１）令和６年９月30日時点の状況である。
注２）集計対象数が10未満の場合は「・・・」と表章している。

○加算の取得（届出）をしない理由

福祉・介護職員等処遇改善加算の取得（届出）をしていない事業所における加算を取得しない理由をみ
ると、「事務作業が煩雑」が３２．４％、「届出に必要となる事務を行える職員がいない」が１７．３％、
「算定要件を達成できない」が１５．２％となっている。

（統計表第53表）

6

（複数回答）

算定要件を
達成できない

賃金改善の
必要性がない

非常勤職員等
の処遇上の
問題

利用者負担
の発生

追加費用負担
の発生

令和8年度以
降の取扱が
不明

届出に必要と
なる事務を
行える職員が
いない

事務作業が
煩雑

対象施設・事
業所の制約の
ため困難

15.2%11.3%5.3%3.9%3.3%4.2%17.3%32.4%8.2%全 体

11.9%1.5%1.5%11.9%4.5%3.0%23.9%29.9%4.5%居宅介護

25.0%9.4%6.3%12.5%3.1%3.1%18.8%43.8%6.3%重度訪問介護

0.0%15.8%5.3%5.3%5.3%5.3%5.3%31.6%0.0%生活介護

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・施設入所支援

15.9%9.1%2.3%6.8%2.3%4.5%25.0%34.1%2.3%就労継続支援Ａ型

23.4%12.8%8.5%6.4%2.1%0.0%21.3%36.2%4.3%就労継続支援Ｂ型

22.0%12.0%6.0%4.0%4.0%4.0%28.0%36.0%4.0%
共同生活援助（介護サービ
ス包括型）

10.8%13.5%2.7%0.0%2.7%2.7%18.9%32.4%5.4%児童発達支援

11.8%11.8%11.8%0.0%0.0%5.9%35.3%47.1%5.9%放課後等デイサービス

0.0%10.0%0.0%10.0%0.0%10.0%0.0%0.0%10.0%福祉型障害児入所施設

0.0%13.6%0.0%0.0%4.5%4.5%0.0%4.5%18.2%医療型障害児入所施設

注１）令和６年９月30日時点の状況である。
注２）集計対象数が10未満の場合は「・・・」と表章している。
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○事務作業が煩雑とする具体的な事情

福祉・介護職員等処遇改善加算の取得（届出）をしていない理由について、「事務作業が煩雑」と回答
した事業所の具体的な事情をみると、「処遇改善計画書を作成するための事務作業が煩雑であるため」が
８５．９％、「処遇改善実績報告書を作成するための事務作業が煩雑であるため」が７７．９％となって
いる。

（統計表第53表）

7

（複数回答）

勤務時間や勤務日数等に応じ
て、処遇改善加算の総額から
個々の職員の支給額を算定す
る事務作業が煩雑であるため

処遇改善実績報告書を
作成するための事務作業が

煩雑であるため

処遇改善計画書を作成するた
めの事務作業が煩雑であるた

め

58.9%77.9%85.9%全 体

57.9%73.7%89.5%居宅介護

50.0%64.3%71.4%重度訪問介護

・・・・・・・・・生活介護

・・・・・・・・・施設入所支援

73.3%80.0%93.3%就労継続支援Ａ型

37.5%56.3%81.3%就労継続支援Ｂ型

55.6%88.9%83.3%共同生活援助（介護サービス包括型）

33.3%91.7%91.7%児童発達支援

・・・・・・・・・放課後等デイサービス

・・・・・・・・・福祉型障害児入所施設

・・・・・・・・・医療型障害児入所施設

注１）令和６年９月30日時点の状況である。
注２）集計対象数が10未満の場合は「・・・」と表章している。

○給与等の引き上げの対象者

給与等の引き上げの対象者をみると、「施設・事業所の職員全員について、給与等を引き上げ（予
定）」が５６．０％となっている。

（統計表第73表）

給与等を引き上げ
る予定だが、対象
者については未定

何らかの要件に該
当した調査対象
サービスにおける従
事者のみ、給与等
を引き上げ（予定）

調査対象サービス
における福祉・介護
職員全員について、
給与等を引き上げ

（予定）

調査対象サービス
における従事者全
員について、給与等
を引き上げ（予定）

施設・事業所の職
員全員について、給
与等を引き上げ（予

定）

7.5%13.6%10.4%9.9%56.0%全 体

7.4%16.4%19.8%13.1%41.9%居宅介護

11.7%11.7%17.1%19.7%35.8%重度訪問介護

6.6%11.5%7.9%8.8%64.4%生活介護

1.9%9.5%1.9%7.9%77.1%施設入所支援

14.3%16.2%12.0%10.9%44.0%就労継続支援Ａ型

7.1%14.9%9.2%10.7%56.5%就労継続支援Ｂ型

8.3%16.9%13.2%8.0%51.8%共同生活援助（介護サービス包括型）

10.4%25.0%7.9%6.1%47.1%児童発達支援

8.5%18.8%11.4%13.7%45.4%放課後等デイサービス

1.9%10.2%2.8%6.5%77.8%福祉型障害児入所施設

2.0%15.2%2.0%10.1%69.7%医療型障害児入所施設

注）令和６年９月30日時点の状況である。

8
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○加算を配分した職員の範囲

福祉・介護職員等処遇改善加算の福祉・介護職員以外への配分状況をみると、サービス管理責任者・
児童発達支援管理責任者・サービス提供責任者の割合が高くなっている。

（統計表第21表）

9

福祉・介護職員
以外の配置指導
員等（賃金向上
達成指導員、目
標工賃達成指導

員等）

事務員調理員
管理栄養士・栄

養士

理学療法士・作
業療法士、機能
訓練担当職員
（言語聴覚士含
む）、心理指導担

当職員

看護職員

サービス管理責
任者・児童発達
支援管理責任
者・サービス提供

責任者

18.9%35.6%14.9%17.2%18.2%27.1%80.5%

（参考）令和４年度調査における福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の配分状況

事務員調理員
管理栄養士・栄養

士

理学療法士・作業
療法士、機能訓練
担当職員（言語聴
覚士含む）

看護職員

サービス管理責任
者・児童発達支援
管理責任者・サー
ビス提供責任者

35.8%15.1%19.4%17.9%29.0%75.0%

（複数回答）

（複数回答）

注）福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしていると回答した施設・事業所の状況である。

○賃金改善の実施方法

令和６年度の賃金改善の実施方法をみると、「ベースアップ等により対応」が６９．０％、「賞与等
（一時金を含む）の支給金額の引き上げまたは新設により対応」が５０．６％となっている。

（統計表第25表）

10

（複数回答）

その他

賞与等（一時金を
含む）の支給金
額の引き上げま
たは新設により

対応

既存の各種手当
を引き上げて対
応（決まって毎月
支払われる手当

以外）

各種手当の新設
により対応（決
まって毎月支払
われる手当以外）

定期昇給を実施
することで対応

ベースアップ等に
より対応

0.3%50.6%23.6%19.4%40.6%69.0%全 体

0.3%56.1%26.0%17.0%26.3%68.9%居宅介護

0.3%55.4%19.1%27.3%25.5%64.2%重度訪問介護

0.3%42.6%22.0%15.9%47.2%69.6%生活介護

0.3%43.5%28.1%24.9%61.5%69.1%施設入所支援

0.7%52.6%25.5%12.8%31.4%67.9%就労継続支援Ａ型

0.0%52.6%28.8%15.8%40.6%65.0%就労継続支援Ｂ型

0.6%50.0%24.1%20.1%39.5%65.1%共同生活援助（介護サービス包括型）

0.0%60.6%21.7%22.7%38.3%72.2%児童発達支援

1.4%61.8%18.0%23.0%37.5%71.4%放課後等デイサービス

0.0%42.9%23.2%22.3%50.0%72.3%福祉型障害児入所施設

0.0%28.1%35.9%18.8%53.1%65.6%医療型障害児入所施設

注１）福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしていると回答した施設・事業所の状況である。
注２）「ベースアップ等」とは、賃金表の改定により基本給又は決まって毎月支払われる手当の額を変更し、賃金水準を一律に引き上げることを指す。
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○加算額の一部の令和７年度への繰り越し状況

加算額の一部の令和７年度への繰越状況をみると、「加算額の一部を令和７年度に繰り越した（予
定）」が１５．２％、「加算の全額を令和６年度分の賃金改善に充てた（予定）」が７７．８％となっている。

（統計表第33表）

加算の全額を令和６年度分の賃金改善
に充てた（予定）

加算額の一部を令和７年度に繰り越した
（予定）

77.8%15.2%全 体

74.4%11.9%居宅介護

74.2%14.4%重度訪問介護

78.0%15.9%生活介護

79.2%18.6%施設入所支援

78.1%13.1%就労継続支援Ａ型

78.0%15.5%就労継続支援Ｂ型

74.1%19.8%共同生活援助（介護サービス包括型）

78.7%14.8%児童発達支援

77.4%17.7%放課後等デイサービス

80.4%9.8%福祉型障害児入所施設

75.0%21.9%医療型障害児入所施設

注１）令和６年９月30日時点の状況である。
注２）福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしていると回答した施設・事業所の状況である。

11

○加算額の一部の令和７年度への繰り越し状況

加算額の一部の令和７年度への繰越状況をみると、「加算額の一部を令和７年度に繰り越した（予
定）」が１５．２％、「加算の全額を令和６年度分の賃金改善に充てた（予定）」が７７．８％となっている。

（統計表第33表）

加算の全額を令和６年度分の賃金改善
に充てた（予定）

加算額の一部を令和７年度に繰り越した
（予定）

77.8%15.2%全 体

74.4%11.9%居宅介護

74.2%14.4%重度訪問介護

78.0%15.9%生活介護

79.2%18.6%施設入所支援

78.1%13.1%就労継続支援Ａ型

78.0%15.5%就労継続支援Ｂ型

74.1%19.8%共同生活援助（介護サービス包括型）

78.7%14.8%児童発達支援

77.4%17.7%放課後等デイサービス

80.4%9.8%福祉型障害児入所施設

75.0%21.9%医療型障害児入所施設

注１）令和６年９月30日時点の状況である。
注２）福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしていると回答した施設・事業所の状況である。

11
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○賃上げ促進税制の適用有無

令和６年度の賃上げ促進税制の適用有無をみると、「賃上げ促進税制の対象外（社会福祉法人）」が３
９．４％、「未定」が２７．８％となっている。

（統計表第69表）

12

未定
賃上げ促進税制の
対象外（その他）

賃上げ促進税制の
対象外

（社会福祉法人）

（賃上げ促進税制の
対象であるが）
適用を受けない予

定

（賃上げ促進税制の
対象であり）

適用を受ける予定

27.8%4.0%39.4%8.4%17.5%全 体

34.9%0.0%18.5%11.7%30.9%居宅介護

42.5%0.0%10.4%13.0%30.4%重度訪問介護

16.9%1.2%65.6%7.3%9.1%生活介護

0.3%1.6%98.1%0.0%0.0%施設入所支援

47.4%1.1%12.4%13.5%22.6%就労継続支援Ａ型

29.5%2.1%36.9%12.5%16.7%就労継続支援Ｂ型

31.0%2.8%42.6%4.3%18.1%共同生活援助（介護サービス包括型）

37.5%4.3%15.0%12.5%27.1%児童発達支援

45.8%2.6%12.5%9.2%26.6%放課後等デイサービス

0.0%4.6%94.4%0.9%0.0%福祉型障害児入所施設

1.0%34.3%64.6%0.0%0.0%医療型障害児入所施設

注１）令和６年２月１日～令和６年９月30日の間の状況である。
注２）「給与等を引き上げた」または「令和６年１月末時点の給与水準を維持しているが、１年以内に引き上げる予定」と回答した施設・事業所の状況である。

○障害福祉サービス等従事者の平均基本給等の状況（常勤の者、職種別）

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅴ）を取得（届出）している事業所における福
祉・介護職員（常勤の者）の平均基本給等について、令和５年９月と令和６年９月の状況を
比較すると、１２,８６０円の増となっている。

（統計表第88表）

13

差
（令和６年－令和５年）

令和５年９月令和６年９月

12,860円240,850円253,710円福祉・介護職員

15,080円303,380円318,460円サービス管理責任者

13,080円292,650円305,730円看護職員

10,840円292,070円302,910円理学療法士・作業療法士

12,270円273,160円285,430円機能訓練担当職員（言語聴覚士含む）

11,620円306,000円317,620円心理指導担当職員

11,930円263,540円275,470円管理栄養士・栄養士

10,670円217,760円228,430円調理員

12,710円257,090円269,800円事務員

【処遇改善加算Ⅰ～Ⅴ取得事業所】

注１）令和５年９月30日と令和６年９月30日ともに在籍している者の平均基本給等を比較している。
注２）基本給等は基本給（月額）＋手当のうち毎月決まって支払われる手当（通勤手当、扶養手当、超過労働給与額等は含まない。）
注３）平均基本給等は10円未満を四捨五入している。

Ⅱ 障害福祉サービス等従事者の平均給与額等の状況について
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○障害福祉サービス等従事者の平均給与額の状況（常勤の者、職種別）

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅴ）を取得（届出）している事業所における福
祉・介護職員（常勤の者）の平均給与額について、令和５年９月と令和６年９月の状況を比
較すると、１９,９７０円の増となっている。

（統計表第86表）

14

差
（令和６年－令和５年）

令和５年９月令和６年９月

19,970円307,750円327,720円福祉・介護職員

20,360円385,120円405,480円サービス管理責任者

22,260円399,130円421,390円看護職員

18,620円381,230円399,850円理学療法士・作業療法士

27,370円346,750円374,120円機能訓練担当職員（言語聴覚士含む）

15,620円432,230円447,850円心理指導担当職員

19,270円347,820円367,090円管理栄養士・栄養士

14,390円285,000円299,390円調理員

17,820円339,260円357,080円事務員

注１）令和５年９月30日と令和６年９月30日ともに在籍している者の平均給与額を比較している。
注２）平均給与額は基本給（月額）＋手当＋一時金（４～９月支給金額の１／６）
注３）平均給与額は10円未満を四捨五入している。

○福祉・介護職員の平均給与額の内訳（常勤の者）

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅴ）を取得（届出）している事業所における福
祉・介護職員（常勤の者）の平均給与額について、基本給、手当、一時金（賞与等）ごとに、
令和５年９月と令和６年９月の状況を比較すると、基本給が６，４５０円の増、手当が８,
４７０円の増、一時金が５，０７０円の増となっている。

（統計表第88表）

15

差
（令和６年－令和５年）

令和５年９月令和６年９月

19,970円307,750円327,720円平均給与額

6,450円201,360円207,810円うち、基本給

8,470円61,450円69,920円うち、手当

5,070円44,930円50,000円うち、一時金（賞与等）

注１）令和５年９月30日と令和６年９月30日ともに在籍している者の平均給与額を比較している。
注２）手当は職務手当、処遇改善手当、通勤手当、家族手当などが含まれるほか、時間外手当（早朝・深夜・休日手当等）も含まれる。
注３）一時金は賞与その他臨時支給分として４～９月に支給された金額の１／６
注４）平均給与額は10円未満を四捨五入している。このため合計が合わないことがある。
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○福祉・介護職員の平均給与額の状況（常勤の者、サービス種類別）

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅴ）を取得（届出）している事業所における福
祉・介護職員（常勤の者）の平均給与額について、令和５年９月と令和６年９月の状況を比
較すると、各サービスにおいて１万円以上の増加額となっている。

（統計表第90表）

16

差
（令和６年－令和５年）

令和５年９月令和６年９月

19,970円307,750円327,720円全 体

19,830円297,720円317,550円居宅介護

31,150円316,390円347,540円重度訪問介護

21,460円295,540円317,000円生活介護

21,110円350,510円371,620円施設入所支援

18,960円270,100円289,060円就労継続支援Ａ型

15,440円273,690円289,130円就労継続支援Ｂ型

16,860円274,190円291,050円共同生活援助（介護サービス包括型）

20,180円273,760円293,940円児童発達支援

19,510円266,600円286,110円放課後等デイサービス

22,910円371,120円394,030円福祉型障害児入所施設

17,450円393,390円410,840円医療型障害児入所施設

注１）令和５年９月30日と令和６年９月30日ともに在籍している者の平均給与額を比較している。
注２）平均給与額は基本給（月額）＋手当＋一時金（４～９月支給金額の１／６）
注３）平均給与額は10円未満を四捨五入している。

○福祉・介護職員の平均給与額の状況（常勤の者、勤続年数別）

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅴ）を取得（届出）している事業所における福
祉・介護職員（常勤の者）の平均給与額について、令和５年９月と令和６年９月の状況を勤
続年数別に比較すると、勤続年数にかかわらず増となっている。

（統計表第104表）
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差
（令和６年－令和５年）

令和５年９月令和６年９月
平均年齢
（歳）

19,970円307,750円327,720円44.9
全 体
【平均勤続年数 ：７．９年】

42,070円248,610円290,680円40.5１年（勤続１年～１年１１か月）

21,080円278,410円299,490円40.9２年（勤続２年～２年１１か月）

16,260円280,490円296,750円41.9３年（勤続３年～３年１１か月）

16,120円294,120円310,240円43.0４年（勤続４年～４年１１か月）

15,900円308,230円324,130円45.5５年～９年

15,130円358,240円373,370円49.4１０年以上

注１）令和５年９月30日と令和６年９月30日ともに在籍している者の平均給与額を比較している。
注２）平均給与額は基本給（月額）＋手当＋一時金（４～９月支給金額の１／６）
注３）平均給与額は10円未満を四捨五入している。
注４）勤続年数は令和６年９月までに勤続した年数であり、同一法人の経営する施設・事業所における勤続年数は通算して計上している。
注５）勤続１年の者の差額が大きくなっているのは、例えば、令和５年４月から勤務を開始した福祉・介護職員の場合、令和５年６月期の賞与の算定に係る

勤続月数が他の職員に比較して短いため、賞与の支給額が相対的に低くなることによって、令和５年９月の平均給与額が低くなることが一つの要因
として考えられる。
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白紙ページ

○福祉・介護職員の平均給与額の状況（常勤の者、保有資格別）

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅴ）を取得（届出）している事業所における福
祉・介護職員（常勤の者）の平均給与額について、保有資格別にみると、保有資格の有無に
かかわらず増となっている。

（統計表第102表）
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差
（令和６年－令和５年）

令和５年９月令和６年９月
平均勤続年数

（年）

19,970円307,750円327,720円7.9全 体

20,880円338,520円359,400円9.3保有資格あり

20,030円336,430円356,460円9.6介護福祉士

複
数
回
答

21,540円360,830円382,370円8.9社会福祉士

20,510円350,750円371,260円8.4精神保健福祉士

25,120円353,990円379,110円8.8
（たんの吸引等）認定特
定行為業務従事者

19,410円288,570円307,980円7.0保有資格なし

注１）令和５年９月30日と令和６年９月30日ともに在籍している者の平均給与額を比較している。
注２）平均給与額は基本給（月額）＋手当＋一時金（４～９月支給金額の１／６）
注３）平均給与額は10円未満を四捨五入している。
注４）平均勤続年数は令和６年９月までに勤続した年数であり、同一法人の経営する施設・事業所における勤続年数は通算して計上している。

○給与等の引き上げ以外の処遇改善状況

給与等の引き上げ以外の処遇改善状況について、職場環境等要件の各区分別に実施率が高いのは、
・入職促進に向けた取組のうち、「法人・事業所の経営理念や支援方針などの明確化」が 71.4%
・資質の向上やキャリアアップに向けた支援のうち、「研修の受講支援等」が 77.8%
・両立支援・多様な働き方の推進のうち、「有給休暇が取得しやすい環境の整備」が 80.9%
・腰痛を含む心身の健康管理のうち、「事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等」が 78.4%
・生産性向上のための業務改善の取組のうち、「業務手順書の作成等」が 74.8%
・やりがい・働きがいの醸成のうち、「職員の気づきを踏まえたケア内容等の改善」が 86.3%
となっている。

（統計表第85表）

Ⅲ 給与等の引き上げ以外の処遇改善状況について

未実施実施

入職促進に向けた取組

15.2%71.4%法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

資質の向上やキャリアアップに向けた支援

10.2%77.8%
働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取
得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職
員に対するマネジメント研修の受講支援等

両立支援・多様な働き方の推進

7.9%80.9%有給休暇が取得しやすい環境の整備

腰痛を含む心身の健康管理

9.6%78.4%事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

生産性向上のための業務改善の取組

12.8%74.8%業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

やりがい・働きがいの醸成

4.6%86.3%
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた
勤務環境や支援内容の改善

注１）当該設問に未回答の施設・事業所があるため、構成割合の合計は100％にならない場合がある。
注２）職場環境等要件については、各区分ごとの実施率の上位１位を掲載している。
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令和６年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査
調査結果報告書
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１ 調査概要

（１） 目 的

（２） 調査時期

（３） 調査対象等

（４） 主な調査項目

２ 集計方法

※

３ 回収状況

調査対象数 有効回答数 有効回答率

② ③ ④（③／②）

14,402 7,828 54.4%

障害福祉サービス等従事者の集計にあたっては、原則として調査対象施設・事業所に令和５年９月

と令和６年９月にともに在籍している者についてのみ集計対象としている。

施設・事業所数

①

166,407

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支

援、障害者支援施設(施設入所支援)、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継

続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助、児童発達支援、医療型

児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入

所施設及び医療型障害児入所施設

② 抽出方法： 調査対象サービスごとに、層化無作為抽出法により、2.9％～全数で抽出

③ 調査客体数：14,402施設・事業所

④ 有効回答数：7,828施設・事業所（有効回答率：54.4％）

福祉・介護職員等処遇改善加算の取得（届出）状況、調査対象施設・事業所に在籍する介護従事者等の

給与（令和５年９月と令和６年９月における給与）　等

単純集計

① 調査対象

調査概要・集計方法について

障害福祉サービス等従事者の処遇の状況及び処遇改善加算の影響等の評価を行うとともに、報酬改定

のための基礎資料を得ることを目的とする。

令和６年10月
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集計表目次

集計事項 頁
Ⅰ．福祉・介護職員処遇改善加算等（旧３加算）の届出状況（令和５年度）

１．福祉・介護職員処遇改善加算の届出状況
第 1 表 サービス別にみた福祉・介護職員処遇改善加算の届出状況 20
第 2 表 施設・事業所規模別にみた福祉・介護職員処遇改善加算の届出状況 20
第 3 表 法人種類別にみた福祉・介護職員処遇改善加算の届出状況 22
第 4 表 設立年数別にみた福祉・介護職員処遇改善加算の届出状況 22

２．福祉・介護職員等特定処遇改善加算の届出状況
第 5 表 サービス別にみた特定処遇改善加算の届出状況 22
第 6 表 施設・事業所規模別にみた特定処遇改善加算の届出状況 22
第 7 表 法人種類別にみた特定処遇改善加算の届出状況 24
第 8 表 設立年数別にみた特定処遇改善加算の届出状況 24

３．福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出状況
第 9 表 サービス別にみた福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出状況 25
第 10 表 施設・事業所規模別にみた福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出状況 25
第 11 表 法人種類別にみた福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出状況 27
第 12 表 設立年数別にみた福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出状況 27

４．福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の届出状況
第 13 表 サービス別にみた福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の届出状況 27
第 14 表 施設・事業所規模別にみた福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の届出状況 27
第 15 表 法人種類別にみた福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の届出状況 29
第 16 表 設立年数別にみた福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の届出状況 29

Ⅱ．福祉・介護職員等処遇改善加算（新加算）の届出状況（令和６年６月以降）
１．福祉・介護職員等処遇改善加算の届出状況

第 17 表 サービス別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出状況 30
第 18 表 施設・事業所規模別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出状況 31
第 19 表 法人種類別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出状況 32
第 20 表 設立年数別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出状況 32

２．福祉・介護職員等処遇改善加算を配分した職員の範囲
第 21 表 サービス別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算を配分した職員の範囲 33
第 22 表 施設・事業所規模別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算を配分した職員の範囲 33
第 23 表 法人種類別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算を配分した職員の範囲 35
第 24 表 設立年数別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算を配分した職員の範囲 35

３．福祉・介護職員等処遇改善加算による賃金改善の実施方法
第 25 表 サービス別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算による賃金改善の実施方法 36
第 26 表 施設・事業所規模別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算による賃金改善の実施方法 36
第 27 表 法人種類別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算による賃金改善の実施方法 38
第 28 表 設立年数別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算による賃金改善の実施方法 38
第 29 表 サービス別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算における計画時点でのベースアップ等の割合 38
第 30 表 施設・事業所規模別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算における計画時点でのベースアップ等の割合 39
第 31 表 法人種類別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算における計画時点でのベースアップ等の割合 40
第 32 表 設立年数別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算における計画時点でのベースアップ等の割合 40
第 33 表 サービス別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算における令和７年度への繰り越し状況 41
第 34 表 施設・事業所規模別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算における令和７年度への繰り越し状況 41
第 35 表 法人種類別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算における令和７年度への繰り越し状況 43
第 36 表 設立年数別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算における令和７年度への繰り越し状況 43
第 37 表 サービス別にみた経験・技能のある福祉人材の賃金改善等の状況 43
第 38 表 施設・事業所規模別にみた経験・技能のある福祉人材の賃金改善等の状況 44
第 39 表 法人種類別にみた経験・技能のある福祉人材の賃金改善等の状況 45
第 40 表 設立年数別にみた経験・技能のある福祉人材の賃金改善等の状況 45

４．上位区分の届出を行っていない理由・加算の届出を行っていない理由
第 41 表 サービス別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）の届出を行っていない理由 46
第 42 表 施設・事業所規模別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）の届出を行っていない理由 46
第 43 表 法人種類別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）の届出を行っていない理由 48
第 44 表 設立年数別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）の届出を行っていない理由 48
第 45 表 サービス別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）の届出を行っていない理由 49
第 46 表 施設・事業所規模別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）の届出を行っていない理由 49
第 47 表 法人種類別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）の届出を行っていない理由 51
第 48 表 設立年数別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）の届出を行っていない理由 51
第 49 表 サービス別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅳ）の届出を行っていない理由 51
第 50 表 施設・事業所規模別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅳ）の届出を行っていない理由 52
第 51 表 法人種類別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅳ）の届出を行っていない理由 53
第 52 表 設立年数別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅳ）の届出を行っていない理由 54
第 53 表 サービス別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出を行っていない理由 54
第 54 表 施設・事業所規模別にみた福祉・介護職員等処遇改善の届出を行っていない理由 55
第 55 表 法人種類別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出を行っていない理由 56
第 56 表 設立年数別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出を行っていない理由 56

Ⅲ．障害福祉サービス等における給与等の状況（相談支援を除くサービス）
１．給与等引上げの実施状況

第 57 表 サービス別にみた給与等引上げの実施状況 57
第 58 表 施設・事業所規模別にみた給与等引上げの実施状況 57
第 59 表 法人種類別にみた給与等引上げの実施状況 59
第 60 表 設立年数別にみた給与等引上げの実施状況 59

２．給与等引上げの内容
第 61 表 サービス別にみた給与等引上げの実施内容 59
第 62 表 施設・事業所規模別にみた給与等引上げの実施内容 60
第 63 表 法人種類別にみた給与等引上げの実施内容 61
第 64 表 設立年数別にみた給与等引上げの実施内容 62
第 65 表 サービス別にみた給与等を引き上げた理由 62
第 66 表 施設・事業所規模別にみた給与等を引き上げた理由 62
第 67 表 法人種類別にみた給与等を引き上げた理由 64
第 68 表 設立年数別にみた給与等を引き上げた理由 64
第 69 表 サービス別にみた賃上げ促進税制適用の有無 64
第 70 表 施設・事業所規模別にみた賃上げ促進税制適用の有無 65
第 71 表 法人種類別にみた賃上げ促進税制適用の有無 66
第 72 表 設立年数別にみた賃上げ促進税制適用の有無 66

３．給与等引上げの対象者
第 73 表 サービス別にみた給与等引上げの対象者 67
第 74 表 施設・事業所規模別にみた給与等引上げの対象者 67
第 75 表 法人種類別にみた給与等引上げの対象者 69
第 76 表 設立年数別にみた給与等引上げの対象者 69

統計表
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Ⅲ．障害福祉サービス等における給与等の状況（相談支援を除くサービス）
４．給与等引上げの具体的な要件

第 77 表 サービス別にみた給与等引上げの具体的な要件 69
第 78 表 施設・事業所規模別にみた給与等引上げの具体的な要件 70
第 79 表 法人種類別にみた給与等引上げの具体的な要件 71
第 80 表 設立年数別にみた給与等引上げの具体的な要件 72

５．給与等の引上げを行わなかった理由
第 81 表 サービス別にみた給与等の引上げを行わなかった理由 72
第 82 表 施設・事業所規模別にみた給与等の引上げを行わなかった理由 72
第 83 表 法人種類別にみた給与等の引上げを行わなかった理由 74
第 84 表 設立年数別にみた給与等の引上げを行わなかった理由 74

６．給与等の引上げ以外の処遇改善等の取組み
第 85 表 給与等の引上げ以外の処遇改善等の取組み 75

Ⅳ．障害福祉サービス等従事者の平均給与額等の状況
１．福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における障害福祉サービス等従事者の平均給与額等

第 86 表 職種別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における障害福祉サービス等従事者の平均給与額等（常勤） 76
第 87 表 職種別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における障害福祉サービス等従事者の平均給与額等（非常勤） 76
第 88 表 職種別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における障害福祉サービス等従事者の平均給与額等の内訳（常勤） 77
第 89 表 職種別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における障害福祉サービス等従事者の平均給与額等の内訳（非常勤） 77

２．福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等
第 90 表 サービス別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（常勤） 78
第 91 表 サービス別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（非常勤） 78
第 92 表 施設・事業所規模別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（常勤） 79
第 93 表 施設・事業所規模別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（非常勤） 81
第 94 表 法人種類別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（常勤） 83
第 95 表 法人種類別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（非常勤） 83
第 96 表 設立年数別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（常勤） 83
第 97 表 設立年数別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（非常勤） 83
第 98 表 職位別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（常勤） 84
第 99 表 職位別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（非常勤） 85
第 100 表 年齢階級別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（常勤） 86
第 101 表 年齢階級別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（非常勤） 86
第 102 表 保有資格別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（常勤） 86
第 103 表 保有資格別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（非常勤） 86
第 104 表 勤続年数別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（常勤） 87
第 105 表 勤続年数別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（非常勤） 87
第 106 表 勤続年数別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均基本給額（常勤） 88
第 107 表 勤続年数別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均基本給額（非常勤） 88
第 108 表 職種別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における障害福祉サービス等従事者の基本給与額等の構成割合（常勤） 89
第 109 表 職種別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における障害福祉サービス等従事者の基本給与額等の構成割合（非常勤） 89

３．福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における障害福祉サービス等従事者の平均給与額等（勤続１年未満の者を含む）
第 110 表 職種別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における障害福祉サービス等従事者の平均給与額等（常勤）（勤続１年未満の者を含む） 90
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第 112 表 サービス別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（常勤）（勤続１年未満の者を含む） 91
第 113 表 サービス別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（非常勤）（勤続１年未満の者を含む） 91

４．福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしていない事業所等の状況を含めた障害福祉サービス等従事者の平均給与額等
第 114 表 職種別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしていない事業所等の状況を含めた障害福祉サービス等従事者の平均給与額等（常勤） 92
第 115 表 職種別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしていない事業所等の状況を含めた障害福祉サービス等従事者の平均給与額等（非常勤） 92
第 116 表 サービス別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしていない事業所等の状況を含めた福祉・介護職員の平均給与額等（常勤） 93
第 117 表 サービス別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしていない事業所等の状況を含めた福祉・介護職員の平均給与額等（非常勤） 93

Ⅴ．相談支援等の事業所に在籍する障害福祉サービス等従事者の処遇改善状況等
１．給与等引上げの実施状況

第 118 表 （相談支援等の事業所）給与等の引上げの実施状況 94
第 119 表 （相談支援等の事業所）法人種類別にみた給与等引上げの実施状況 94
第 120 表 （相談支援等の事業所）設立年数別にみた給与等引上げの実施状況 94

２．給与等引上げの内容
第 121 表 （相談支援等の事業所）給与等引上げの実施内容 94
第 122 表 （相談支援等の事業所）法人種類別にみた給与等引上げの実施内容 94
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第 129 表 （相談支援等の事業所）設立年数別にみた給与等引上げの対象者 95
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第 136 表 （相談支援等の事業所）給与等の引上げを行わなかった理由 97
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Ⅰ．福祉・介護職員処遇改善加算等（旧３加算）の届出状況（令和５年度）
１．福祉・介護職員処遇改善加算の届出状況

第1表 サービス別にみた福祉・介護職員処遇改善加算の届出状況

全体 6,109
居宅介護 379
重度訪問介護 373
同行援護 348
行動援護 360
療養介護 103
生活介護 364
短期入所 346
重度障害者等包括支援 4
施設入所支援 325
自立訓練（機能訓練） 100
自立訓練（生活訓練） 319
就労移行支援 310
就労継続支援Ａ型 318
就労継続支援Ｂ型 370
共同生活援助（介護サービス包括型） 374
共同生活援助（日中サービス支援型） 172
共同生活援助（外部サービス利用型） 292
児童発達支援 314
放課後等デイサービス 300
居宅訪問型児童発達支援 106
保育所等訪問支援 322
福祉型障害児入所施設 123
医療型障害児入所施設 87

第2表 施設・事業所規模別にみた福祉・介護職員処遇改善加算の届出状況

全体 6,109
居宅介護 379

9回以下 29
10回以上29回以下 58
30回以上49回以下 40
50回以上99回以下 82
100回以上199回以下 87
200回以上299回以下 27
300回以上 55

重度訪問介護 373
9回以下 71
10回以上29回以下 68
30回以上49回以下 47
50回以上99回以下 63
100回以上199回以下 64
200回以上299回以下 18
300回以上 34

同行援護 348
9回以下 104
10回以上29回以下 115
30回以上49回以下 53
50回以上99回以下 42
100回以上199回以下 14
200回以上299回以下 8
300回以上 9

行動援護 360
9回以下 85
10回以上29回以下 108
30回以上49回以下 55
50回以上99回以下 64
100回以上199回以下 29
200回以上299回以下 9
300回以上 8

療養介護 103
40人以下 11
41人以上60人以下 27
61人以上80人以下 12
81人以上 53

生活介護 364
20人以下 236
21人以上40人以下 78
41人以上60人以下 40
61人以上80人以下 10
81人以上 0

短期入所 346
20人以下 323
21人以上40人以下 7
41人以上60人以下 6
61人以上80人以下 0
81人以上 4

施設入所支援 325
40人以下 129
41人以上60人以下 144
61人以上80人以下 33
81人以上 19

自立訓練（機能訓練） 100
20人以下 70
21人以上40人以下 21
41人以上60人以下 5
61人以上80人以下 2
81人以上 1

施設・
事業所数

令和５年度の福祉・介護職員処遇改善加算の届出状況をみると、届出をしている施設・事業所は85.9％、届出をしていない施設・事業所は14.1％となっている。また、処遇改善加算届出85.9％のうち、処遇改善加算（Ⅰ）が70.0％、処遇改善加
算（Ⅱ）が8.0％、処遇改善加算（Ⅲ）が7.9％となっている。

85.9%
82.6%
89.8%
90.8%
91.1%
82.5%
92.3%
85.3%

100.0%
96.9%
77.0%
85.9%
88.4%
83.6%
83.0%
84.5%
89.0%
72.3%
86.0%

2.3%

52.7%
72.3%
81.3%
48.1%
68.9%
77.2%
62.1%

旧処遇改善加算（Ⅱ）
8.0%

12.1%
14.7%
12.6%
10.6%
3.9%
8.5%
6.4%

25.0%
7.1%

10.0%
6.9%
3.2%
6.0%
7.3%

93.0%
59.4%
78.9%
89.4%
73.6%

旧処遇改善加算（Ⅰ）
70.0%
62.5%
68.9%
71.6%
72.2%
65.0%
74.5%
73.1%
75.0%
81.2%
60.0%
71.5%
80.0%
66.0%
63.5%
67.1%
79.7%

14.7%
0.0%
3.1%

23.0%
14.1%
11.6%
16.4%

5.8%
0.0%
8.6%
7.0%
7.5%
5.2%

11.6%
12.2%
10.4%

旧処遇改善加算（Ⅲ）
7.9%
7.9%
6.2%
6.6%
8.3%

13.6%
9.3%

7.0%
4.1%
7.9%
7.3%
5.3%
9.4%
5.9%
6.5%

100.0%
87.5%

100.0%
91.1%
90.6%
85.2%
96.4%
93.8%

100.0%

90.5%
89.1%
94.4%
91.2%
90.8%
90.4%
89.6%
92.5%
90.5%

75.0%
80.5%
94.3%
88.9%
94.5%
89.8%
91.5%
91.2%
85.1%

26.4%

届出をしている 届出をしていない

85.9%
82.6%
51.7%
74.1%

旧処遇改善加算（Ⅲ）
7.9%
7.9%

13.8%
8.6%

17.0%
15.5%
11.0%
27.7%
14.0%
7.0%

40.6%
21.1%
10.6%

5.2%
11.6%
6.4%
6.3%
1.9%
4.0%
5.7%
9.2%

14.1%
17.4%
10.2%
9.2%
8.9%

17.5%
7.7%

80.0%
50.0%

100.0%

100.0%
96.9%
96.1%
97.9%
97.0%
94.7%
77.0%
78.6%
76.2%

96.2%
90.0%

100.0%
-

85.3%
85.1%
85.7%

100.0%
-

88.9%
87.5%
82.5%
45.5%
92.6%

100.0%
81.1%
92.3%
91.1%

旧処遇改善加算（Ⅰ）
70.0%
62.5%
24.1%
55.2%
50.0%
64.6%
70.1%
66.7%
83.6%
68.9%
69.0%
69.1%
61.7%
65.1%
78.1%
55.6%

36.4%
70.4%
83.3%
64.2%
74.5%
72.0%
78.2%
77.5%
90.0%

72.2%
68.2%
67.6%
69.1%
79.7%
86.2%
88.9%
62.5%
65.0%

79.4%
71.6%
74.0%
67.8%
77.4%
59.5%
92.9%
75.0%
77.8%

84.0%
87.9%
78.9%
60.0%
65.7%
47.6%
40.0%
50.0%

100.0%

-
73.1%
73.1%
71.4%
83.3%

-
100.0%
81.2%
76.7%

15.7%
11.3%
16.7%
7.1%

12.5%
11.1%
10.6%
11.8%
9.3%

旧処遇改善加算（Ⅱ）
8.0%

12.1%
13.8%
10.3%
15.0%
11.0%
14.9%
11.1%
9.1%

14.7%
15.5%
13.2%
14.9%
17.5%
9.4%

38.9%
5.9%

12.6%
9.6%

10.0%
11.4%
9.5%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

-
0.0%
7.1%
7.8%
7.6%
0.0%

10.5%

5.7%
8.5%
8.5%
9.0%
7.5%

10.0%
-

6.4%
6.8%

16.4%
7.8%
6.9%
0.0%

25.0%
3.9%
0.0%
3.7%
0.0%

0.0%
0.0%

13.6%
9.1%

18.5%
16.7%
11.3%
9.3%

10.6%

0.0%
0.0%

11.1%
8.3%

10.6%
8.3%

10.9%
6.3%
6.9%

7.9%
1.6%
0.0%
5.9%
6.6%
6.7%
6.1%
3.8%

14.3%

10.0%
4.9%
9.2%

11.1%
1.8%
6.2%
7.0%
8.8%
8.5%

40.0%
0.0%
0.0%

0.0%
8.6%

11.6%
6.3%
9.1%
5.3%
7.0%
1.4%

19.0%

9.0%
5.0%
0.0%

-
5.8%
5.3%

14.3%
16.7%

-

8.8%
9.2%
9.6%

10.4%
7.5%
9.5%
0.0%

12.5%
0.0%

14.1%
17.4%
48.3%
25.9%
25.0%
19.5%
5.7%

11.1%
5.5%

10.2%
8.5%
8.8%

14.9%
9.5%

10.9%
5.6%

2.1%
3.0%
5.3%

23.0%
21.4%
23.8%
20.0%
50.0%
0.0%

-
14.7%
14.9%
14.3%
0.0%

-
0.0%
3.1%
3.9%

54.5%
7.4%
0.0%

18.9%
7.7%
8.9%
3.8%

10.0%
0.0%

8.9%
9.4%

14.8%
3.6%
6.3%
0.0%

11.1%
12.5%
17.5%

施設・
事業所数 届出をしている 届出をしていない
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自立訓練（生活訓練） 319
20人以下 297
21人以上40人以下 19
41人以上60人以下 3
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労移行支援 310
20人以下 300
21人以上40人以下 7
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ａ型 318
20人以下 297
21人以上40人以下 17
41人以上60人以下 2
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ｂ型 370
20人以下 293
21人以上40人以下 68
41人以上60人以下 9
61人以上80人以下 0
81人以上 0

共同生活援助（介護サービス包括型） 374
4人以下 26
5人 30
6人 23
7人 32
8人以上10人以下 62
11人以上13人以下 28
14人以上16人以下 38
17人以上20人以下 44
21人以上30人以下 35
31人以上 43

共同生活援助（日中サービス支援型） 172
4人以下 2
5人 3
6人 1
7人 7
8人以上10人以下 55
11人以上13人以下 6
14人以上16人以下 15
17人以上20人以下 70
21人以上30人以下 4
31人以上 6

共同生活援助（外部サービス利用型） 292
4人以下 36
5人 15
6人 29
7人 31
8人以上10人以下 40
11人以上13人以下 27
14人以上16人以下 19
17人以上20人以下 36
21人以上30人以下 35
31人以上 21

児童発達支援 314
10人以下 272
11人以上20人以下 24
21人以上 14

放課後等デイサービス 300
10人以下 279
11人以上20人以下 17
21人以上 2

居宅訪問型児童発達支援 106
9回以下 65
10回以上19回以下 11
20回以上 19

保育所等訪問支援 322
9回以下 159
10回以上19回以下 77
20回以上 75

福祉型障害児入所施設 123
10人以下 12
11人以上20人以下 31
21人以上30人以下 38
31人以上40人以下 19
41人以上50人以下 14
51人以上60人以下 6
61人以上70人以下 0
71人以上80人以下 1
81人以上 2

医療型障害児入所施設 87
10人以下 5
11人以上20人以下 0
21人以上30人以下 4
31人以上40人以下 5
41人以上50人以下 9
51人以上60人以下 14
61人以上70人以下 1
71人以上80人以下 4
81人以上 41

-
83.6%
83.8%
82.4%

85.9%
85.9%
84.2%

100.0%
-
-

71.4%
83.3%

-
100.0%
50.0%
73.6%
60.0%

-
25.0%

78.9%
76.1%
81.8%
81.3%
89.4%
83.3%
96.8%
92.1%
94.7%

64.3%
93.0%
93.9%
82.4%

100.0%
59.4%
61.5%
81.8%
57.9%

77.5%
66.7%
68.4%
80.6%
80.0%
90.5%
86.0%
89.3%
58.3%

93.3%
88.6%

100.0%
100.0%
72.3%
66.7%
73.3%
44.8%
74.2%

100.0%

60.0%
44.4%
85.7%

100.0%
100.0%
85.4%

95.3%
89.0%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
81.8%

100.0%

84.5%
53.8%
70.0%
73.9%
93.8%
82.3%
89.3%
89.5%
84.1%

50.0%
-
-

83.0%
80.9%
92.6%
77.8%

-
-

88.4%
88.3%
85.7%

100.0%
-

100.0%
-
-

66.0%
67.3%
47.1%
50.0%

-
-

71.5%
71.4%
68.4%

100.0%
-
-

80.0%
79.7%
85.7%

75.4%
45.8%
50.0%
81.3%
84.2%

100.0%
52.7%
41.7%
46.7%
31.0%
67.7%
60.0%
44.4%
52.6%

50.0%
66.7%

100.0%
100.0%
74.5%

100.0%
73.3%
78.6%

100.0%

56.5%
59.4%
67.7%
85.7%
60.5%
68.2%
77.1%
93.0%
79.7%

63.5%
62.1%
70.6%
55.6%

-
-

67.1%
34.6%
53.3%

100.0%
100.0%
70.7%

100.0%
50.0%
62.1%
40.0%

-
0.0%

40.0%
33.3%
85.7%

72.0%
77.2%
83.3%
71.0%
78.9%
89.5%
71.4%
66.7%

-

41.2%
50.0%
48.1%
50.8%
45.5%
52.6%
68.9%
67.9%
68.8%

55.6%
60.0%
71.4%
72.3%

6.9%
7.1%
5.3%

0.0%
10.5%
4.5%
5.7%
2.3%
4.1%

50.0%
33.3%
0.0%

0.0%
-
-

7.0%
3.8%
6.7%
8.7%

12.5%
8.1%

6.0%
5.7%

11.8%
0.0%

-
-

7.3%
7.2%
8.8%

0.0%
-
-

3.2%
3.3%
0.0%
0.0%

-
-

9.2%
27.3%
5.3%
5.9%
5.7%
7.8%
5.3%
6.5%
0.0%

7.3%
7.7%
0.0%

14.3%
5.3%
5.0%
5.9%

50.0%
9.4%

6.7%
6.9%
3.2%

10.0%
3.7%
5.3%

13.9%
5.7%
0.0%

0.0%
3.6%
0.0%
6.7%
2.9%
0.0%
0.0%
7.9%

13.9%

5.2%
5.3%
0.0%
0.0%

-
-

11.6%
10.8%
23.5%

7.5%
7.4%

10.5%
0.0%

-
-

6.4%
6.3%

12.5%

13.3%
7.1%
0.0%
0.0%

11.6%
11.1%
20.0%
6.9%
3.2%

17.1%
0.0%
5.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.6%
0.0%

10.4%
15.4%
10.0%
8.7%

21.9%
6.5%
3.6%

18.4%
11.4%

0.0%
-
-

12.2%
11.6%
13.2%
22.2%

-
-

20.0%
11.1%
0.0%
0.0%
0.0%
9.8%

0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%
9.2%

20.0%
-

25.0%

4.0%
2.5%
5.2%
4.0%
5.7%
0.0%

12.9%
5.3%
5.3%

0.0%
6.3%
4.7%

35.3%
0.0%
1.9%
1.5%
9.1%
0.0%

7.5%
18.5%
10.5%
11.1%
14.3%
19.0%

26.1%
6.3%

17.7%
10.7%
10.5%
15.9%
0.0%
4.7%

11.0%

17.0%
19.1%
7.4%

22.2%
-
-

15.5%
46.2%
30.0%

0.0%
-
-

16.4%
16.2%
17.6%
50.0%

-
-

14.1%
14.1%
15.8%
0.0%

-
-

11.6%
11.7%
14.3%

17.6%
0.0%

40.6%
38.5%
18.2%
42.1%
21.1%
23.9%
18.2%

19.4%
20.0%
9.5%

14.0%
10.7%
41.7%
35.7%
7.0%
6.1%

0.0%
27.7%
33.3%
26.7%
55.2%
25.8%
22.5%
33.3%
31.6%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

18.2%
0.0%
6.7%

11.4%
0.0%

0.0%
0.0%

14.6%

0.0%
50.0%
26.4%
40.0%

-
75.0%
40.0%
55.6%
14.3%

18.7%
10.6%
16.7%
3.2%
7.9%
5.3%

28.6%
16.7%

-

0.0%
-

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
4.9%

12.9%
7.9%
0.0%
0.0%

16.7%
-

0.0%
0.0%
2.3%

施設・
事業所数 届出をしている 届出をしていない旧処遇改善加算（Ⅰ） 旧処遇改善加算（Ⅱ） 旧処遇改善加算（Ⅲ）
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第3表 法人種類別にみた福祉・介護職員処遇改善加算の届出状況

6,109
121
146

2,130
154

2,469
709
12

368

第4表 設立年数別にみた福祉・介護職員処遇改善加算の届出状況

全体 6,109
５年未満 1,457
５年以上10年未満 1,293
10年以上15年未満 1,054
15年以上20年未満 791
20年以上25年未満 462
25年以上30年未満 224
30年以上 828

２．福祉・介護職員等特定処遇改善加算の届出状況

第5表 サービス別にみた特定処遇改善加算の届出状況

全体 5,245
居宅介護 313
重度訪問介護 335
同行援護 316
行動援護 328
療養介護 85
生活介護 336
短期入所 295
重度障害者等包括支援 4
施設入所支援 315
自立訓練（機能訓練） 77
自立訓練（生活訓練） 274
就労移行支援 274
就労継続支援Ａ型 266
就労継続支援Ｂ型 307
共同生活援助（介護サービス包括型） 316
共同生活援助（日中サービス支援型） 153
共同生活援助（外部サービス利用型） 211
児童発達支援 270
放課後等デイサービス 279
居宅訪問型児童発達支援 63
保育所等訪問支援 254
福祉型障害児入所施設 110
医療型障害児入所施設 64

第6表 施設・事業所規模別にみた特定処遇改善加算の届出状況

全体 5,245
居宅介護 313

9回以下 15
10回以上29回以下 43
30回以上49回以下 30
50回以上99回以下 66
100回以上199回以下 82
200回以上299回以下 24
300回以上 52

重度訪問介護 335
9回以下 65
10回以上29回以下 62
30回以上49回以下 40
50回以上99回以下 57
100回以上199回以下 57
200回以上299回以下 17
300回以上 31

同行援護 316
9回以下 94
10回以上29回以下 103
30回以上49回以下 49
50回以上99回以下 38
100回以上199回以下 14
200回以上299回以下 7
300回以上 9

行動援護 328
9回以下 77
10回以上29回以下 92
30回以上49回以下 53
50回以上99回以下 60
100回以上199回以下 29
200回以上299回以下 8
300回以上 7

66.5%
72.3%
62.1%
67.3%
57.9%
71.4%

100.0%
44.4%
75.6%
67.5%

施設・
事業所数

施設・
事業所数

全体
都道府県、市区町村、広域連合・一部事務組合
社会福祉協議会
社会福祉法人（社会福祉協議会以外）
医療法人
営利法人（株式・合名・合資・合同会社）

その他の法人（社団・財団、農協、生協、学校等）

特定非営利活動法人（ＮＰＯ）
独立行政法人（のぞみの園、国立病院機構以外）・地方独立行政法人

令和５年度の福祉・介護職員処遇改善加算の届出事業所における、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の届出状況をみると、令和５年度の処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅲ）届出事業所のうち、処遇改善加算の届出をしている施設・事業所は
75.7％、届出をしていない施設・事業所は24.3％となっている。

85.9%
12.4%
82.9%
93.8%

旧処遇改善加算（Ⅱ）
8.0%
2.5%

15.8%
7.3%

14.1%
87.6%
17.1%
6.2%

85.9%
82.1%

旧処遇改善加算（Ⅱ）
8.0%
7.8%

14.1%
17.9%

6.5%
8.5%
8.2%
0.0%
7.1%

旧処遇改善加算（Ⅲ）
7.9%
2.5%

15.8%
7.8%
9.7%
6.4%

12.3%
0.0%
7.6%

49.4%
85.7%
86.7%
0.0%

82.3%

旧処遇改善加算（Ⅰ）
70.0%
7.4%

51.4%
78.7%
33.1%
70.8%
66.3%
0.0%

67.7%

12.5%
14.0%
14.4%
10.8%
10.3%
12.9%

施設・
事業所数 届出をしている 届出をしていない

施設・
事業所数 届出をしている 届出をしていない

7.7%
7.0%
8.3%

10.2%
8.9%
7.9%

旧処遇改善加算（Ⅲ）
7.9%
5.4%
7.1%
9.4%

10.0%
8.9%
9.8%
8.6%

87.5%
86.0%
85.6%
89.2%
89.7%
87.1%

旧処遇改善加算（Ⅰ）
70.0%
68.9%
72.7%
69.5%
67.3%
70.1%
71.0%
70.7%

50.6%
14.3%
13.3%

100.0%
17.7%

75.7%
74.4%
80.0%
74.4%
66.7%
74.2%
68.3%
70.8%
90.4%
77.0%
81.5%
74.2%
67.5%
87.7%
70.2%
70.6%
77.4%

80.4%
77.4%
81.7%
72.4%
62.5%
71.4%

51.7%
50.0%
14.3%

21.1%
21.4%
28.6%
22.2%
43.3%
36.4%
41.3%
41.5%
56.7%

旧特定処遇改善加算
（Ⅰ）

41.9%
35.5%
40.0%
39.5%
16.7%
31.8%
28.0%
33.3%
59.6%
33.7%
20.0%
30.6%
22.5%
40.4%
36.8%
47.1%
61.3%
33.2%
38.3%
35.0%
34.7%

22.2%
32.3%
31.2%
39.1%
35.8%
25.0%
20.7%
12.5%
57.1%

23.5%
16.1%
33.2%
34.0%
27.2%
32.7%
36.8%
50.0%
71.4%

旧特定処遇改善加算
（Ⅱ）

18.4%
39.0%
40.0%
34.9%
50.0%
42.4%
40.2%
37.5%
30.8%
43.3%
61.5%
43.5%
45.0%
47.4%
33.3%

旧特定処遇改善加算（加
算区分なし）

15.4%

27.6%
37.5%
28.6%

42.1%
28.6%
0.0%

55.6%
24.4%
32.5%
19.6%
22.6%
18.3%

24.3%
25.6%
20.0%
25.6%
33.3%
25.8%
31.7%
29.2%
9.6%

23.0%
18.5%
25.8%
32.5%
12.3%
29.8%
29.4%
22.6%
33.5%
27.7%
37.9%
32.7%

75.6%
81.7%
61.6%
79.3%
74.9%
76.2%
79.1%
80.9%
81.3%

75.7%
74.4%
77.0%
66.5%
75.6%
78.8%
76.8%
81.0%
75.0%
84.4%
80.5%
75.2%
77.7%
68.4%
72.0%

75.0%
84.4%
7.8%
1.5%
1.8%
3.0%
4.6%

76.2%

11.7%
25.9%
17.6%
22.7%
23.7%
20.1%

1.8%

64.1%
38.9%
55.6%
54.8%

79.1%
79.7%

旧特定処遇改善加算
（Ⅱ）

18.4%
39.0%
43.3%
33.2%
32.3%
2.4%

13.4%

15.6%
9.5%

12.0%
20.7%

57.1%
64.2%
63.9%
44.7%
55.7%
49.7%

旧特定処遇改善加算
（Ⅰ）

41.9%
35.5%
33.7%
33.2%
43.3%
76.5%
59.2%

25.1%
23.8%
20.9%
19.1%
18.8%

届出をしている 届出をしていない

届出をしている 届出をしていない

79.1%

24.3%
25.6%
23.0%
33.5%
24.4%
21.2%
23.2%
19.0%
25.0%
15.6%
19.5%
24.8%
22.3%
31.6%
28.0%
24.4%
18.3%
38.4%
20.7%

1.6%

旧特定処遇改善加算（加
算区分なし）

15.4%

4.2%
81.0%
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療養介護 85
40人以下 5
41人以上60人以下 25
61人以上80人以下 12
81人以上 43

生活介護 336
20人以下 215
21人以上40人以下 75
41人以上60人以下 36
61人以上80人以下 10
81人以上 0

短期入所 295
20人以下 275
21人以上40人以下 6
41人以上60人以下 6
61人以上80人以下 0
81人以上 4

施設入所支援 315
40人以下 124
41人以上60人以下 141
61人以上80人以下 32
81人以上 18

自立訓練（機能訓練） 77
20人以下 55
21人以上40人以下 16
41人以上60人以下 4
61人以上80人以下 1
81人以上 1

自立訓練（生活訓練） 274
20人以下 255
21人以上40人以下 16
41人以上60人以下 3
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労移行支援 274
20人以下 265
21人以上40人以下 6
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ａ型 266
20人以下 249
21人以上40人以下 14
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ｂ型 307
20人以下 237
21人以上40人以下 63
41人以上60人以下 7
61人以上80人以下 0
81人以上 0

共同生活援助（介護サービス包括型） 316
4人以下 14
5人 21
6人 17
7人 30
8人以上10人以下 51
11人以上13人以下 25
14人以上16人以下 34
17人以上20人以下 37
21人以上30人以下 35
31人以上 41

共同生活援助（日中サービス支援型） 153
4人以下 2
5人 3
6人 1
7人 7
8人以上10人以下 45
11人以上13人以下 6
14人以上16人以下 14
17人以上20人以下 62
21人以上30人以下 4
31人以上 6

共同生活援助（外部サービス利用型） 211
4人以下 24
5人 11
6人 13
7人 23
8人以上10人以下 31
11人以上13人以下 18
14人以上16人以下 13
17人以上20人以下 29
21人以上30人以下 28
31人以上 19

児童発達支援 270
10人以下 243
11人以上20人以下 14
21人以上 9

放課後等デイサービス 279
10人以下 262
11人以上20人以下 14
21人以上 2

居宅訪問型児童発達支援 63
9回以下 40
10回以上19回以下 9
20回以上 11

94.4%
80.5%
83.6%
68.8%
75.0%

100.0%
100.0%
75.2%
74.5%

80.4%
100.0%
100.0%

-
75.0%
84.4%
79.0%
85.8%
93.8%

91.7%
74.4%
76.8%
74.4%
76.0%
91.7%
80.0%

-
81.0%

78.8%
80.0%
80.0%

72.5%
84.0%
85.3%
78.4%
68.6%
87.8%
81.7%

100.0%
100.0%

71.4%
85.7%

-
-

75.6%
71.4%
76.2%
64.7%
60.0%

-
68.4%
70.3%
42.9%

100.0%
-
-

72.0%
71.7%

87.5%
66.7%

-
-

77.7%
78.5%
50.0%

100.0%
-

76.2%
77.5%
77.8%
81.8%

84.2%
79.3%
78.2%
92.9%
88.9%
74.9%
75.6%
64.3%
50.0%

70.8%
72.7%
61.5%
43.5%
71.0%
33.3%
61.5%
58.6%
60.7%

100.0%
57.1%
86.7%
83.3%
64.3%
83.9%
75.0%
66.7%
61.6%

55.8%
61.3%
72.2%
70.0%

-

76.5%
80.0%
80.0%
83.3%
72.1%
59.2%

21.4%
100.0%

-
-

55.7%
53.2%
61.9%
85.7%

-

-
63.9%
64.2%
50.0%

100.0%
-
-

44.7%
46.2%

43.8%
75.0%
0.0%

100.0%
64.2%
63.5%
75.0%
66.7%

-

57.1%
60.0%

64.3%
50.0%

21.7%
25.8%
27.8%
53.8%
41.4%
50.0%
68.4%
55.6%
54.3%

83.3%
64.3%
64.5%
25.0%
50.0%
38.9%
37.5%
36.4%
30.8%

51.4%
48.6%
80.5%
64.1%

100.0%
66.7%

100.0%
57.1%
64.4%

-
49.7%
57.1%
33.3%
17.6%
33.3%
35.3%
68.0%
55.9%

71.4%
66.7%
54.8%
54.2%

0.0%
9.5%
9.4%

12.5%
0.0%

-
-

12.0%
12.5%

15.6%
16.4%
18.8%
0.0%
0.0%

0.0%
-

2.4%
0.0%
0.0%
8.3%
2.3%

13.4%
15.8%
12.0%
5.6%

36.4%
30.8%
21.7%
45.2%
5.6%

17.6%
0.0%

33.3%
0.0%
0.0%

22.2%
0.0%
0.0%

19.4%

42.9%
47.1%
26.7%
37.3%
16.0%
29.4%
27.0%
20.0%
7.3%

-
11.7%
14.3%
3.2%
0.0%

-
-

25.9%
14.3%

0.0%
0.0%

-
-

20.7%
20.9%
21.4%
0.0%

-

21.4%
0.0%
0.0%

7.7%
17.2%
10.7%
15.8%
23.7%
23.9%
21.4%
22.2%
20.1%

50.0%
16.7%
22.7%
33.3%

80.4%
100.0%
100.0%

-
75.0%
84.4%
79.0%
85.8%
93.8%

4.2%
2.8%
2.7%

13.9%
10.0%

-
81.0%

6.3%
0.0%

-
-

-
3.0%
3.2%
0.0%
0.0%

-
-

4.6%
4.2%

0.0%
0.0%

-
-

1.8%
1.9%
0.0%
0.0%

-

94.4%
7.8%
7.3%
6.3%
0.0%

100.0%
0.0%
1.5%
1.6%

21.2%
20.0%
20.0%
8.3%

25.6%
23.2%

76.2%
77.5%
77.8%
81.8%

-
22.3%
21.5%
50.0%
0.0%

-
-

31.6%
29.7%

31.3%
25.0%
0.0%
0.0%

24.8%
25.5%
12.5%
33.3%

-

-
25.0%
15.6%
21.0%
14.2%
6.3%
5.6%

19.5%
16.4%

25.6%
24.0%
8.3%

20.0%
-

19.0%
19.6%
0.0%
0.0%

15.8%
20.7%
21.8%

16.7%
35.7%
16.1%
25.0%
33.3%
38.4%
29.2%
27.3%
38.5%

21.6%
31.4%
12.2%
18.3%
0.0%
0.0%
0.0%

42.9%
13.3%

-
24.4%
28.6%
23.8%
35.3%
40.0%
27.5%
16.0%
14.7%

57.1%
0.0%

-
-

28.0%
28.3%
28.6%
14.3%

-

18.2%

7.1%
11.1%
25.1%
24.4%
35.7%
50.0%
23.8%
22.5%
22.2%

56.5%
29.0%
66.7%
38.5%
41.4%
39.3%

施設・
事業所数 届出をしている 届出をしていない旧特定処遇改善加算

（Ⅰ）
旧特定処遇改善加算

（Ⅱ）
旧特定処遇改善加算（加

算区分なし）
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保育所等訪問支援 254
9回以下 121
10回以上19回以下 63
20回以上 61

福祉型障害児入所施設 110
10人以下 10
11人以上20人以下 30
21人以上30人以下 35
31人以上40人以下 18
41人以上50人以下 10
51人以上60人以下 5
61人以上70人以下 0
71人以上80人以下 1
81人以上 1

医療型障害児入所施設 64
10人以下 3
11人以上20人以下 0
21人以上30人以下 1
31人以上40人以下 3
41人以上50人以下 4
51人以上60人以下 12
61人以上70人以下 1
71人以上80人以下 4
81人以上 35

第7表 法人種類別にみた特定処遇改善加算の届出状況

5,245
15

121
1,999

76
2,116

615
0

303

第8表 設立年数別にみた特定処遇改善加算の届出状況

全体 5,245
５年未満 1,196
５年以上10年未満 1,132
10年以上15年未満 906
15年以上20年未満 677
20年以上25年未満 412
25年以上30年未満 201
30年以上 721

施設・
事業所数

施設・
事業所数

営利法人（株式・合名・合資・合同会社）
特定非営利活動法人（ＮＰＯ）

旧特定処遇改善加算
（Ⅱ）

18.4%
0.0%

14.9%
8.9%

21.1%
27.3%
19.3%

24.3%
46.7%
48.8%
18.3%

独立行政法人（のぞみの園、国立病院機構以外）・地方独立行政法人
その他の法人（社団・財団、農協、生協、学校等）

全体
都道府県、市区町村、広域連合・一部事務組合
社会福祉協議会
社会福祉法人（社会福祉協議会以外）
医療法人

74.0%
74.5%
80.1%

17.3%

75.7%
53.3%
51.2%
81.7%
67.1%
73.8%
72.5%

-
69.6%

旧特定処遇改善加算
（Ⅰ）

41.9%
33.3%
33.1%
45.6%
35.5%
39.5%
42.9%

-
38.0%

24.3%
23.8%
26.1%
27.2%
26.0%
25.5%
19.9%

6.2%

旧特定処遇改善加算（加
算区分なし）

15.4%
12.0%
11.7%
9.6%

10.0%
12.6%
27.9%
37.2%

旧特定処遇改善加算
（Ⅱ）

18.4%
24.1%
21.1%
15.2%
22.5%
19.2%
12.9%

82.7%

旧特定処遇改善加算
（Ⅰ）

41.9%
40.1%
41.1%
48.0%
41.5%
42.7%
39.3%
39.3%

75.7%
76.2%
73.9%
72.8%

32.9%
26.2%
27.5%

-
30.4%

-
19.5%

旧特定処遇改善加算（加
算区分なし）

15.4%
20.0%
3.3%

27.2%
10.5%
7.0%

10.2%
-

12.2%

90.0%
80.0%

-
100.0%
100.0%

79.1%
78.5%
82.5%
75.4%
80.9%

71.4%

81.3%
100.0%

-
100.0%
100.0%
75.0%
91.7%

100.0%
100.0%

80.0%
83.3%
82.9%
66.7%

100.0%
100.0%
75.0%
91.7%

100.0%
100.0%
68.6%

66.7%
80.0%
80.0%

-
100.0%
100.0%
79.7%

100.0%
-

79.1%
80.0%
80.0%
82.9%

0.0%
0.0%
0.0%
2.9%

-
0.0%
0.0%
1.6%
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%

1.8%
0.0%
3.3%
0.0%
0.0%

10.0%
0.0%

82.5%
75.4%

79.1%
78.5%

0.0%
0.0%

25.0%
8.3%
0.0%
0.0%

28.6%

33.3%
10.0%
20.0%

-
0.0%
0.0%

18.8%
0.0%

-

20.9%
21.5%
17.5%
24.6%
19.1%
20.0%
16.7%
17.1%

届出をしている 届出をしていない

届出をしている 届出をしていない

施設・
事業所数 届出をしている 届出をしていない旧特定処遇改善加算

（Ⅰ）
旧特定処遇改善加算

（Ⅱ）
旧特定処遇改善加算（加

算区分なし）
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３．福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出状況

第9表 サービス別にみた福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出状況

施設・
事業所数

全体 5,245
居宅介護 313
重度訪問介護 335
同行援護 316
行動援護 328
療養介護 85
生活介護 336
短期入所 295
重度障害者等包括支援 4
施設入所支援 315
自立訓練（機能訓練） 77
自立訓練（生活訓練） 274
就労移行支援 274
就労継続支援Ａ型 266
就労継続支援Ｂ型 307
共同生活援助（介護サービス包括型） 316
共同生活援助（日中サービス支援型） 153
共同生活援助（外部サービス利用型） 211
児童発達支援 270
放課後等デイサービス 279
居宅訪問型児童発達支援 63
保育所等訪問支援 254
福祉型障害児入所施設 110
医療型障害児入所施設 64

第10表 施設・事業所規模別にみた福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出状況

施設・
事業所数

全体 5,245
居宅介護 313

9回以下 15
10回以上29回以下 43
30回以上49回以下 30
50回以上99回以下 66
100回以上199回以下 82
200回以上299回以下 24
300回以上 52

重度訪問介護 335
9回以下 65
10回以上29回以下 62
30回以上49回以下 40
50回以上99回以下 57
100回以上199回以下 57
200回以上299回以下 17
300回以上 31

同行援護 316
9回以下 94
10回以上29回以下 103
30回以上49回以下 49
50回以上99回以下 38
100回以上199回以下 14
200回以上299回以下 7
300回以上 9

行動援護 328
9回以下 77
10回以上29回以下 92
30回以上49回以下 53
50回以上99回以下 60
100回以上199回以下 29
200回以上299回以下 8
300回以上 7

療養介護 85
40人以下 5
41人以上60人以下 25
61人以上80人以下 12
81人以上 43

生活介護 336
20人以下 215
21人以上40人以下 75
41人以上60人以下 36
61人以上80人以下 10
81人以上 0

短期入所 295
20人以下 275
21人以上40人以下 6
41人以上60人以下 6
61人以上80人以下 0
81人以上 4

施設入所支援 315
40人以下 124
41人以上60人以下 141
61人以上80人以下 32
81人以上 18

自立訓練（機能訓練） 77
20人以下 55
21人以上40人以下 16
41人以上60人以下 4
61人以上80人以下 1
81人以上 1

  令和５年度の福祉・介護職員処遇改善加算の届出事業所における、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出状況をみると、届出をしている施設・事業所は89.7％、届出をしていない施設・事業所は10.3％となっている。

届出をしている

89.7%
88.8%
88.1%
86.7%
86.6%
90.6%
91.4%
91.9%

100.0%
96.5%

93.0%
100.0%
93.5%
86.7%
88.3%
84.5%
95.9%
76.3%
85.7%

90.9%
87.8%

100.0%
96.2%
88.1%
93.8%
77.4%
77.5%
87.7%

7.5%
1.8%
6.3%

届出をしている

89.7%
88.8%
60.0%
81.4%
93.3%

98.2%
93.8%

届出をしていない

10.3%
11.2%
11.9%
13.3%
13.4%
9.4%
8.6%
8.1%
0.0%
3.5%
6.5%

13.1%
9.1%

17.3%
10.4%
11.7%
6.5%

14.2%
10.7%
8.6%
9.5%

82.7%
89.6%
88.3%
93.5%
85.8%
89.3%
91.4%
90.5%
92.5%

93.5%
86.9%
90.9%

96.5%
96.0%
95.7%

100.0%
100.0%
93.5%
94.5%
93.8%
75.0%

97.2%
100.0%

-
91.9%
92.0%

100.0%
100.0%

-
100.0%

100.0%
90.6%
80.0%
92.0%
91.7%
90.7%
91.4%
90.2%
90.7%

100.0%
88.9%
86.6%
83.1%
92.4%
79.2%
86.7%
86.2%

100.0%

100.0%
100.0%

8.3%
9.3%
8.6%
9.8%
9.3%
2.8%
0.0%

-
8.1%

7.6%
20.8%
13.3%
13.8%
0.0%
0.0%
9.4%

20.0%
8.0%

11.7%
15.5%
4.1%

23.7%
14.3%
0.0%

11.1%
13.4%
16.9%

届出をしていない

10.3%
11.2%
40.0%
18.6%
6.7%
9.1%

12.2%
0.0%
3.8%

11.9%
6.2%

22.6%
22.5%
12.3%
7.0%
0.0%
6.5%

13.3%

0.0%
6.5%
5.5%
6.3%

25.0%
0.0%
0.0%

8.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%
3.5%
4.0%
4.3%
0.0%
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施設・
事業所数

自立訓練（生活訓練） 274
20人以下 255
21人以上40人以下 16
41人以上60人以下 3
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労移行支援 274
20人以下 265
21人以上40人以下 6
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ａ型 266
20人以下 249
21人以上40人以下 14
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ｂ型 307
20人以下 237
21人以上40人以下 63
41人以上60人以下 7
61人以上80人以下 0
81人以上 0

共同生活援助（介護サービス包括型） 316
4人以下 14
5人 21
6人 17
7人 30
8人以上10人以下 51
11人以上13人以下 25
14人以上16人以下 34
17人以上20人以下 37
21人以上30人以下 35
31人以上 41

共同生活援助（日中サービス支援型） 153
4人以下 2
5人 3
6人 1
7人 7
8人以上10人以下 45
11人以上13人以下 6
14人以上16人以下 14
17人以上20人以下 62
21人以上30人以下 4
31人以上 6

共同生活援助（外部サービス利用型） 211
4人以下 24
5人 11
6人 13
7人 23
8人以上10人以下 31
11人以上13人以下 18
14人以上16人以下 13
17人以上20人以下 29
21人以上30人以下 28
31人以上 19

児童発達支援 270
10人以下 243
11人以上20人以下 14
21人以上 9

放課後等デイサービス 279
10人以下 262
11人以上20人以下 14
21人以上 2

居宅訪問型児童発達支援 63
9回以下 40
10回以上19回以下 9
20回以上 11

保育所等訪問支援 254
9回以下 121
10回以上19回以下 63
20回以上 61

福祉型障害児入所施設 110
10人以下 10
11人以上20人以下 30
21人以上30人以下 35
31人以上40人以下 18
41人以上50人以下 10
51人以上60人以下 5
61人以上70人以下 0
71人以上80人以下 1
81人以上 1

医療型障害児入所施設 64
10人以下 3
11人以上20人以下 0
21人以上30人以下 1
31人以上40人以下 3
41人以上50人以下 4
51人以上60人以下 12
61人以上70人以下 1
71人以上80人以下 4
81人以上 35

78.6%
95.2%
82.4%
76.7%
80.4%
92.0%
91.2%
94.6%
88.6%

-
-

89.6%
88.2%
95.2%
85.7%

-
-

88.3%

90.6%
100.0%
100.0%

-
-

82.7%
83.5%
71.4%

100.0%

86.9%
85.9%

100.0%
100.0%

-
-

90.9%

届出をしている

100.0%
93.3%

100.0%
100.0%
100.0%

91.4%
91.6%
85.7%

100.0%
90.5%

100.0%
66.7%

100.0%
92.5%

77.8%
92.3%
89.7%
92.9%
94.7%
89.3%
89.3%
92.9%
88.9%

95.2%
100.0%
100.0%
85.8%
75.0%
90.9%
84.6%
82.6%
83.9%

97.6%
93.5%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
93.3%

100.0%
78.6%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
94.3%

100.0%
-

100.0%
100.0%
93.8%
66.7%

-
100.0%
66.7%

94.2%
95.2%
86.9%
98.2%

-
17.3%
16.5%
28.6%
0.0%

-
-

10.4%
11.8%

0.0%
0.0%

-
-

9.1%
9.4%
0.0%
0.0%

-

13.1%
14.1%

届出をしていない

25.0%
9.1%

15.4%
17.4%
16.1%
22.2%
7.7%

10.3%
7.1%

0.0%
0.0%
6.7%
0.0%

21.4%
4.8%
0.0%
0.0%

14.2%

19.6%
8.0%
8.8%
5.4%

11.4%
2.4%
6.5%
0.0%
0.0%

4.8%
14.3%

-
-

11.7%
21.4%
4.8%

17.6%
23.3%

6.3%
33.3%

-
0.0%

33.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
6.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%

9.5%
0.0%

33.3%
0.0%
7.5%
5.8%
4.8%

13.1%
1.8%

5.3%
10.7%
10.7%
7.1%

11.1%
8.6%
8.4%

14.3%
0.0%

5.7%
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第11表 法人種類別にみた福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出状況

施設・
事業所数

5,245
15

121
1,999

76
2,116

615
0

303

第12表 設立年数別にみた福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出状況

施設・
事業所数

全体 5,245
５年未満 1,196
５年以上10年未満 1,132
10年以上15年未満 906
15年以上20年未満 677
20年以上25年未満 412
25年以上30年未満 201
30年以上 721

４．福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の届出状況

第13表 サービス別にみた福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の届出状況

施設・
事業所数

全体 4,707
居宅介護 278
重度訪問介護 295
同行援護 274
行動援護 284
療養介護 77
生活介護 307
短期入所 271
重度障害者等包括支援 4
施設入所支援 304
自立訓練（機能訓練） 72
自立訓練（生活訓練） 238
就労移行支援 249
就労継続支援Ａ型 220
就労継続支援Ｂ型 275
共同生活援助（介護サービス包括型） 279
共同生活援助（日中サービス支援型） 143
共同生活援助（外部サービス利用型） 181
児童発達支援 241
放課後等デイサービス 255
居宅訪問型児童発達支援 57
保育所等訪問支援 235
福祉型障害児入所施設 108
医療型障害児入所施設 60

第14表 施設・事業所規模別にみた福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の届出状況

施設・
事業所数

全体 4,707
居宅介護 278

9回以下 9
10回以上29回以下 35
30回以上49回以下 28
50回以上99回以下 60
100回以上199回以下 72
200回以上299回以下 24
300回以上 50

重度訪問介護 295
9回以下 61
10回以上29回以下 48
30回以上49回以下 31
50回以上99回以下 50
100回以上199回以下 53
200回以上299回以下 17
300回以上 29

同行援護 274
9回以下 83
10回以上29回以下 87
30回以上49回以下 47
50回以上99回以下 29
100回以上199回以下 12
200回以上299回以下 7
300回以上 8

行動援護 284
9回以下 64
10回以上29回以下 85
30回以上49回以下 42
50回以上99回以下 52
100回以上199回以下 25
200回以上299回以下 8
300回以上 7

社会福祉協議会
社会福祉法人（社会福祉協議会以外）
医療法人
営利法人（株式・合名・合資・合同会社）
特定非営利活動法人（ＮＰＯ）
独立行政法人（のぞみの園、国立病院機構以外）・地方独立行政法人
その他の法人（社団・財団、農協、生協、学校等）

全体
都道府県、市区町村、広域連合・一部事務組合

届出をしていない

10.3%
13.8%
11.4%
11.9%
7.5%
8.3%
7.0%
5.1%

届出をしている

89.7%
86.2%
88.6%
88.1%
92.5%
91.7%
93.0%
94.9%

-
87.1%

届出をしていない

10.3%
13.3%
17.4%
5.9%

14.5%
13.4%
10.4%

-
12.9%

届出をしている

89.7%
86.7%
82.6%
94.1%
85.5%
86.6%
89.6%

届出をしていない

12.4%
14.7%
17.3%
18.6%
14.1%
7.8%

10.7%
6.3%
0.0%
4.6%

12.5%
10.1%
10.8%
25.0%
13.8%

93.7%
100.0%
95.4%
87.5%
89.9%
89.2%
75.0%
86.2%
88.9%

令和５年度の福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出事業所における、令和６年２月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の届出状況をみると、届出をしている施設・事業所は87.6％、届出をしていない施設・事業所は12.4％
となっている。

届出をしている

87.6%
85.3%
82.7%
81.4%
85.9%
92.2%
89.3%

86.0%
82.7%
83.6%
83.3%
77.4%
78.0%
83.0%
88.2%
96.6%

届出をしている

87.6%
85.3%

100.0%
77.1%
82.1%
88.3%
90.3%
70.8%

11.1%
10.5%
11.6%
12.0%
12.5%
17.5%
10.6%
7.4%

10.0%

89.5%
88.4%
88.0%
87.5%
82.5%
89.4%
92.6%
90.0%

89.1%
85.9%
83.3%
82.7%
88.0%
87.5%
85.7%

81.4%
88.0%
82.8%
72.3%
72.4%
75.0%
85.7%
87.5%
85.9%

12.0%
12.5%
14.3%

27.6%
25.0%
14.3%
12.5%
14.1%
10.9%
14.1%
16.7%
17.3%

届出をしていない

12.4%
14.7%
0.0%

22.9%
17.9%
11.7%
9.7%

29.2%
14.0%
17.3%
16.4%
16.7%
22.6%
22.0%
17.0%
11.8%
3.4%

18.6%
12.0%
17.2%
27.7%
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施設・
事業所数

療養介護 77
40人以下 4
41人以上60人以下 23
61人以上80人以下 11
81人以上 39

生活介護 307
20人以下 194
21人以上40人以下 68
41人以上60人以下 35
61人以上80人以下 10
81人以上 0

短期入所 271
20人以下 253
21人以上40人以下 6
41人以上60人以下 6
61人以上80人以下 0
81人以上 4

施設入所支援 304
40人以下 119
41人以上60人以下 135
61人以上80人以下 32
81人以上 18

自立訓練（機能訓練） 72
20人以下 52
21人以上40人以下 15
41人以上60人以下 3
61人以上80人以下 1
81人以上 1

自立訓練（生活訓練） 238
20人以下 219
21人以上40人以下 16
41人以上60人以下 3
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労移行支援 249
20人以下 240
21人以上40人以下 6
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ａ型 220
20人以下 208
21人以上40人以下 10
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ｂ型 275
20人以下 209
21人以上40人以下 60
41人以上60人以下 6
61人以上80人以下 0
81人以上 0

共同生活援助（介護サービス包括型） 279
4人以下 11
5人 20
6人 14
7人 23
8人以上10人以下 41
11人以上13人以下 23
14人以上16人以下 31
17人以上20人以下 35
21人以上30人以下 31
31人以上 40

共同生活援助（日中サービス支援型） 143
4人以下 2
5人 3
6人 1
7人 7
8人以上10人以下 42
11人以上13人以下 6
14人以上16人以下 11
17人以上20人以下 59
21人以上30人以下 4
31人以上 6

共同生活援助（外部サービス利用型） 181
4人以下 18
5人 10
6人 11
7人 19
8人以上10人以下 26
11人以上13人以下 14
14人以上16人以下 12
17人以上20人以下 26
21人以上30人以下 26
31人以上 18

児童発達支援 241
10人以下 217
11人以上20人以下 13
21人以上 8

放課後等デイサービス 255
10人以下 240
11人以上20人以下 12
21人以上 2

居宅訪問型児童発達支援 57
9回以下 40
10回以上19回以下 6
20回以上 11

93.7%
93.7%
83.3%

100.0%
-

100.0%
95.4%
94.1%
97.0%

95.7%
100.0%
89.7%
89.3%
86.6%
92.6%
94.3%

100.0%
-

92.2%
75.0%

届出をしている

86.6%
86.7%
66.7%

-
-

88.9%
81.8%
85.0%
71.4%

-
-

75.0%
75.5%
70.0%
0.0%

-
-

86.2%

89.5%
93.8%

100.0%
-
-

89.2%
88.8%

100.0%
100.0%

93.8%
94.4%
87.5%
88.5%
86.7%
66.7%

100.0%
100.0%
89.9%

92.3%
77.8%
88.0%
87.6%
92.3%
87.5%
87.5%
87.5%
83.3%

88.4%
88.9%
90.0%

100.0%
78.9%
88.5%
78.6%
91.7%
96.2%

100.0%
100.0%
71.4%
92.9%

100.0%
100.0%
88.1%
50.0%
83.3%

73.9%
92.7%
87.0%
96.8%
88.6%
87.1%
97.5%
89.5%

100.0%

13.4%
7.4%
5.7%
0.0%

-
6.3%
6.3%

16.7%
0.0%

7.8%
25.0%
4.3%
0.0%

10.3%
10.7%

届出をしていない

30.0%
100.0%

-
-

13.8%
13.4%
13.3%
33.3%

-

-
10.8%
11.3%
0.0%
0.0%

-
-

25.0%
24.5%

13.3%
33.3%
0.0%
0.0%

10.1%
10.5%
6.3%
0.0%

-

-
0.0%
4.6%
5.9%
3.0%
6.3%
5.6%

12.5%
11.5%

21.1%
11.5%
21.4%
8.3%
3.8%
7.7%

22.2%
12.0%
12.4%

0.0%
0.0%

11.9%
50.0%
16.7%
11.6%
11.1%
10.0%
0.0%

11.4%
12.9%
2.5%

10.5%
0.0%
0.0%
0.0%

28.6%
7.1%

-
11.1%
18.2%
15.0%
28.6%
26.1%
7.3%

13.0%
3.2%

27.3%

7.7%
12.5%
12.5%
12.5%
16.7%
0.0%

17.5%
15.0%
16.7%

100.0%
82.5%
85.0%
83.3%
72.7%
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施設・
事業所数

保育所等訪問支援 235
9回以下 114
10回以上19回以下 60
20回以上 53

福祉型障害児入所施設 108
10人以下 10
11人以上20人以下 28
21人以上30人以下 35
31人以上40人以下 18
41人以上50人以下 10
51人以上60人以下 5
61人以上70人以下 0
71人以上80人以下 1
81人以上 1

医療型障害児入所施設 60
10人以下 2
11人以上20人以下 0
21人以上30人以下 1
31人以上40人以下 2
41人以上50人以下 4
51人以上60人以下 12
61人以上70人以下 1
71人以上80人以下 4
81人以上 33

第15表 法人種類別にみた福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の届出状況

施設・
事業所数

4,707
13

100
1,881

65
1,833

551
0

264

第16表 設立年数別にみた福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の届出状況

施設・
事業所数

全体 4,707
５年未満 1,031
５年以上10年未満 1,003
10年以上15年未満 798
15年以上20年未満 626
20年以上25年未満 378
25年以上30年未満 187
30年以上 684

営利法人（株式・合名・合資・合同会社）
特定非営利活動法人（ＮＰＯ）
独立行政法人（のぞみの園、国立病院機構以外）・地方独立行政法人
その他の法人（社団・財団、農協、生協、学校等）

全体
都道府県、市区町村、広域連合・一部事務組合
社会福祉協議会
社会福祉法人（社会福祉協議会以外）
医療法人

100.0%
87.9%

100.0%
90.0%

100.0%
-

100.0%
50.0%
75.0%

100.0%
100.0%

92.6%
90.0%
85.7%

0.0%
50.0%
25.0%
0.0%
0.0%
0.0%

12.1%

届出をしている

87.6%

11.1%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%

10.0%
0.0%

-

10.6%
9.6%

11.7%
9.4%
7.4%

10.0%
14.3%
2.9%

届出をしていない

97.1%
88.9%

100.0%
100.0%

-
100.0%

89.4%
90.4%
88.3%
90.6%

届出をしている

届出をしていない

12.4%
17.7%
14.9%
12.2%
10.7%
8.2%
5.3%
6.9%

届出をしている

87.6%
82.3%
85.1%
87.8%
89.3%
91.8%
94.7%
93.1%

84.6%
78.0%
93.9%
89.2%
83.7%
84.9%

-
79.2%

届出をしていない

12.4%
15.4%
22.0%
6.1%

10.8%
16.3%
15.1%

-
20.8%
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Ⅱ．福祉・介護職員等処遇改善加算（新加算）の届出状況（令和６年６月以降）
１．福祉・介護職員等処遇改善加算の届出状況

第17表 サービス別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出状況

全体 6,543
居宅介護 379
重度訪問介護 373
同行援護 348
行動援護 360
療養介護 103
生活介護 364
短期入所 346
重度障害者等包括支援 4
施設入所支援 325
自立訓練（機能訓練） 100
自立訓練（生活訓練） 319
就労移行支援 310
就労継続支援Ａ型 318
就労継続支援Ｂ型 370
就労定着支援 249
自立生活援助 185
共同生活援助（介護サービス包括型） 374
共同生活援助（日中サービス支援型） 172
共同生活援助（外部サービス利用型） 292
児童発達支援 314
放課後等デイサービス 300
居宅訪問型児童発達支援 106
保育所等訪問支援 322
福祉型障害児入所施設 123
医療型障害児入所施設 87

（加算Ⅴの届出区分）
施設・

事業所数
全体 193
居宅介護 7
重度訪問介護 18
同行援護 23
行動援護 17
療養介護 2
生活介護 14
短期入所 7
重度障害者等包括支援 0
施設入所支援 9
自立訓練（機能訓練） 2
自立訓練（生活訓練） 4
就労移行支援 6
就労継続支援Ａ型 13
就労継続支援Ｂ型 12
就労定着支援 0
自立生活援助 0
共同生活援助（介護サービス包括型） 11
共同生活援助（日中サービス支援型） 1
共同生活援助（外部サービス利用型） 18
児童発達支援 6
放課後等デイサービス 5
居宅訪問型児童発達支援 3
保育所等訪問支援 9
福祉型障害児入所施設 4
医療型障害児入所施設 2

施設・
事業所数

全体 193
居宅介護 7
重度訪問介護 18
同行援護 23
行動援護 17
療養介護 2
生活介護 14
短期入所 7
重度障害者等包括支援 0
施設入所支援 9
自立訓練（機能訓練） 2
自立訓練（生活訓練） 4
就労移行支援 6
就労継続支援Ａ型 13
就労継続支援Ｂ型 12
就労定着支援 0
自立生活援助 0
共同生活援助（介護サービス包括型） 11
共同生活援助（日中サービス支援型） 1
共同生活援助（外部サービス利用型） 18
児童発達支援 6
放課後等デイサービス 5
居宅訪問型児童発達支援 3
保育所等訪問支援 9
福祉型障害児入所施設 4
医療型障害児入所施設 2

施設・
事業所数

11.1%
0.0%

5.6%
0.0%

2.8%
2.8%
3.3%

1.7%
2.8%
2.8%

3.5%
0.0%
3.7%
3.0%
3.4%
1.3%

令和６年６月以降の福祉・介護職員等処遇改善加算（新加算）の届出状況をみると、届出をしている施設・事業所は87.0％、届出をしていない施設・事業所は13.0％となっている。また、加算届出87.0％のうち、加算（Ⅰ）が49.5％、加算
（Ⅱ）が18.7％、加算（Ⅲ）が12.3％、加算（Ⅳ）が3.6％、加算（Ⅴ）（経過措置）が2.9％となっている。

1.6%
1.1%

9.8%
6.9%

53.7%
44.3%
57.1%
73.2%

新加算（Ⅱ）

18.7%
35.6%
45.3%
34.5%
34.7%
1.9%

58.6%

94.3%
63.2%
82.3%
91.1%

届出をしている

11.8%
5.7%

36.8%
17.7%
8.9%

26.4%

新加算（Ⅳ）

3.6%
2.4%
2.9%
3.7%
2.5%
5.8%
3.6%

3.2%
11.4%
26.5%
20.9%
17.8%
26.4%
22.7%
7.5%
8.7%

5.7%
10.9%

15.7%
3.2%
0.0%
0.6%

13.0%
9.7%

11.3%
19.2%
15.1%

12.1%
0.0%

10.8%
14.0%
14.1%
12.3%
15.7%
12.4%
10.0%
9.7%

12.0%
6.4%

16.4%
15.9%
14.7%

新加算（Ⅲ）

12.3%
11.3%
12.1%
12.1%
12.2%
8.7%

14.3%

73.6%

新加算（Ⅰ）

49.5%
31.1%
26.3%
35.3%
39.7%
62.1%
57.4%
66.5%

100.0%
79.7%
46.0%
60.5%
64.2%
42.5%
50.8%
69.5%
28.1%
40.9%
62.2%
28.1%
40.4%

87.0%
82.3%
91.4%
92.2%
93.9%
80.6%
94.8%
87.3%

100.0%
97.5%
78.0%
89.0%
91.0%
86.2%
87.3%
86.7%
54.1%
86.6%
93.6%
76.0%
88.2%

届出をしていない

区分1

11.4%
28.6%
0.0%
8.7%

17.6%
0.0%

14.3%

3.3%
2.3%

13.0%
17.7%
8.6%
7.8%
6.1%

19.4%
5.2%

12.7%
0.0%
2.5%

22.0%
11.0%
9.0%

13.8%
12.7%
13.3%
45.9%
13.4%
6.4%

24.0%

4.6%

新加算（Ⅴ）
（経過措置）

2.9%
1.8%
4.8%
6.6%
4.7%
1.9%
3.8%
2.0%
0.0%
2.8%
2.0%
1.3%
1.9%
4.1%
3.2%
0.0%
0.0%
2.9%
0.6%
6.2%
1.9%

4.7%
5.7%
4.0%
4.9%
4.3%
3.5%
7.5%
3.5%
1.7%

-
18.2%
0.0%

20.0%
0.0%

44.4%
0.0%
0.0%

区分2

5.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
7.1%

42.9%
-

11.1%
0.0%

50.0%
0.0%
7.7%
8.3%

14.3%
-

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

15.4%
8.3%

-

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

区分4

6.2%
0.0%

16.7%
4.3%

11.8%
0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

区分3

7.3%
0.0%

33.3%
26.1%
5.9%
0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
-

0.0%
0.0%
5.6%
0.0%

-
-

0.0%
0.0%
0.0%

16.7%
0.0%
0.0%

11.1%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
8.3%

-
-

18.2%
0.0%

11.1%
0.0%

-
-

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

20.0%
0.0%
0.0%

0.0%
5.6%

16.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

区分5

0.5%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

33.3%
15.4%
0.0%

-
-

0.0%

0.0% 6.2% 0.5% 12.4% 16.6%
42.9% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3%
17.6% 4.7%

区分8 区分9 区分10 区分11 区分12 区分13 区分14

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

25.0%
50.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

区分7

7.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

50.0%
14.3%
0.0%

-
44.4%
50.0%
25.0%
0.0%
0.0%
8.3%

-
-

9.1%

0.0%
0.0%

区分6

3.6%
0.0%
5.6%
4.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%

7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 50.0%
14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.6%

23.5% 5.9% 0.0% 5.9% 0.0% 5.9% 23.5%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0%

11.1% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 5.6% 22.2%
17.4% 8.7% 0.0% 13.0% 4.3% 8.7% 4.3%

16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 33.3%
15.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 38.5%

0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%
25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

- - - - - - -
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 44.4% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
22.2% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 11.1%

- - - - - - -
27.3% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 9.1% 9.1%

16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 16.7%
- - - - - - -

0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0%

66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 44.4% 0.0% 0.0% 0.0%

33.3% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0%
40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0%
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第18表 施設・事業所規模別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出状況

全体 6,543
居宅介護 379

9回以下 29
10回以上29回以下 58
30回以上49回以下 40
50回以上99回以下 82
100回以上199回以下 87
200回以上299回以下 27
300回以上 55

重度訪問介護 373
9回以下 71
10回以上29回以下 68
30回以上49回以下 47
50回以上99回以下 63
100回以上199回以下 64
200回以上299回以下 18
300回以上 34

同行援護 348
9回以下 104
10回以上29回以下 115
30回以上49回以下 53
50回以上99回以下 42
100回以上199回以下 14
200回以上299回以下 8
300回以上 9

行動援護 360
9回以下 85
10回以上29回以下 108
30回以上49回以下 55
50回以上99回以下 64
100回以上199回以下 29
200回以上299回以下 9
300回以上 8

療養介護 103
40人以下 11
41人以上60人以下 27
61人以上80人以下 12
81人以上 53

生活介護 364
20人以下 236
21人以上40人以下 78
41人以上60人以下 40
61人以上80人以下 10
81人以上 0

短期入所 346
20人以下 323
21人以上40人以下 7
41人以上60人以下 6
61人以上80人以下 0
81人以上 4

施設入所支援 325
40人以下 129
41人以上60人以下 144
61人以上80人以下 33
81人以上 19

自立訓練（機能訓練） 100
20人以下 70
21人以上40人以下 21
41人以上60人以下 5
61人以上80人以下 2
81人以上 1

自立訓練（生活訓練） 319
20人以下 297
21人以上40人以下 19
41人以上60人以下 3
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労移行支援 310
20人以下 300
21人以上40人以下 7
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ａ型 318
20人以下 297
21人以上40人以下 17
41人以上60人以下 2
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ｂ型 370
20人以下 293
21人以上40人以下 68
41人以上60人以下 9
61人以上80人以下 0
81人以上 0

共同生活援助（介護サービス包括型） 374
4人以下 26
5人 30
6人 23
7人 32
8人以上10人以下 62
11人以上13人以下 28
14人以上16人以下 38
17人以上20人以下 44
21人以上30人以下 35
31人以上 43

89.7%
89.4%
88.9%
95.3%

100.0%
-

87.3%
86.7%

100.0%
100.0%

-
100.0%
97.5%

80.6%
54.5%
85.2%
91.7%
81.1%
94.8%
94.1%
97.4%
92.5%

100.0%
93.9%
92.9%
89.8%
94.5%

100.0%
96.6%
88.9%

100.0%

94.4%
94.1%
92.2%
92.3%
92.2%
94.3%
88.1%

100.0%
100.0%

-
87.3%
86.0%
94.1%
77.8%

-
-

86.6%
57.7%

85.7%
100.0%

-
-

86.2%
86.9%
82.4%
50.0%

-

100.0%
89.0%
88.9%
94.7%
66.7%

-
-

91.0%
91.0%

95.3%
99.3%

100.0%
94.7%
78.0%
81.4%
71.4%
80.0%
50.0%

80.0%
65.2%
90.6%
85.5%
89.3%
97.4%
88.6%
94.3%

100.0%

66.3%
71.4%
83.3%

-
75.0%
79.7%
70.5%
86.1%
87.9%

83.3%
62.3%
57.4%
48.7%
70.5%
82.5%
60.0%

-
66.5%

34.3%
41.8%
53.1%
44.8%
33.3%
25.0%
62.1%
27.3%
66.7%

36.5%
34.8%
37.7%
33.3%
21.4%
50.0%
33.3%
39.7%
36.5%

67.6%
55.6%

-
-

40.9%
19.2%
33.3%
4.3%

25.0%

-
42.5%
43.4%
29.4%
50.0%

-
-

50.8%
46.8%

63.2%
66.7%

-
-

64.2%
64.3%
57.1%

100.0%
-

78.9%
46.0%
50.0%
38.1%
40.0%
0.0%

100.0%
60.5%
60.3%

37.1%
35.7%
44.7%
54.5%
45.7%
83.7%

14.3%
14.3%
0.0%
0.0%

20.0%
-

3.2%
2.5%

14.3%
16.7%

-
25.0%
0.6%

1.9%
0.0%
3.7%
0.0%
1.9%

15.7%
19.5%
10.3%
2.5%

33.3%
34.7%
27.1%
37.0%
32.7%
32.8%
41.4%
44.4%
75.0%

28.6%
64.3%
25.0%

13.5%
12.2%
17.0%
4.8%
7.1%
0.0%

22.2%
12.2%
14.1%

33.3%
43.5%
37.5%
25.8%
25.0%
34.2%
20.5%
31.4%
7.0%

-
15.1%
16.7%
8.8%

11.1%
-
-

26.5%
15.4%

0.0%
0.0%

-
-

19.2%
19.9%
5.9%
0.0%

-

0.0%

12.0%
28.6%
0.0%

-

0.0%
14.0%
12.9%
14.3%
20.0%
50.0%
0.0%

14.1%
14.1%

12.1%
14.3%
0.0%

-
0.0%

10.8%
15.5%
9.7%
3.0%

8.3%
9.4%

14.3%
16.9%
11.5%
2.5%

20.0%
-

12.1%

15.7%
14.5%
6.3%
6.9%

11.1%
0.0%
8.7%
9.1%
7.4%

3.4%
0.0%
0.0%
5.8%

18.2%
3.7%
0.0%
5.7%
3.6%

11.9%
0.0%

12.5%
0.0%
2.5%
7.1%
0.9%
0.0%
1.6%

21.0%
14.3%
10.5%
6.8%
5.7%
4.7%

5.9%
0.0%

-
-

12.0%
15.4%
3.3%

17.4%
12.5%

-

-
1.3%
1.3%
0.0%
0.0%

-
-

4.7%
4.4%

4.8%
0.0%
0.0%
0.0%
3.4%
3.4%
5.3%
0.0%

-

-
0.0%
3.7%
6.2%
0.7%
6.1%
5.3%
3.0%
2.9%

3.8%
2.6%
5.0%
0.0%

-
3.5%
3.7%
0.0%
0.0%

4.5%
5.7%
2.3%

-
4.3%
7.7%

10.0%
0.0%

12.5%
1.6%
0.0%
2.6%

11.8%
0.0%

-
-

5.7%
4.4%

10.3%
11.1%

-

新加算（Ⅰ）

49.5%
31.1%
6.9%

34.5%
10.0%
26.8%
33.3%
40.7%
54.5%
26.3%
7.0%

23.5%
19.1%
25.4%
35.9%
50.0%
55.9%
35.3%

87.0%
82.3%
48.3%
74.1%
77.5%
78.0%
93.1%
96.3%
94.5%
91.4%
93.0%

新加算（Ⅱ）

18.7%
35.6%
34.5%
25.9%
47.5%
32.9%
42.5%
40.7%
29.1%
45.3%
66.2%
44.1%
29.8%
49.2%
46.9%
22.2%
23.5%
34.5%
35.6%
33.9%
34.0%

9.7%
9.8%

10.5%
0.0%

-
-

11.3%
11.3%

0.8%
0.0%
0.0%
5.3%

13.0%

新加算（Ⅲ）

12.3%
11.3%
3.4%
8.6%

17.5%
15.9%
11.5%
14.8%
3.6%

12.1%
12.7%
16.2%
17.0%
9.5%
6.3%

16.7%
11.8%
12.1%

15.7%
15.2%
29.4%
0.0%

-
-

12.4%
14.3%

15.8%
0.0%

-
-

12.3%

新加算（Ⅳ）

3.6%
2.4%
0.0%
3.4%
2.5%
1.2%
3.4%
0.0%
3.6%
2.9%
0.0%
4.4%
2.1%
3.2%
4.7%
5.6%
2.9%
3.7%
2.9%
3.5%
0.0%

11.1%
4.7%
8.2%
1.9%
5.5%
6.3%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
6.6%
3.8%
7.8%
5.7%
9.5%
7.1%

12.5%

新加算（Ⅴ）
（経過措置）

2.9%
1.8%
3.4%
1.7%
0.0%
1.2%
2.3%
0.0%
3.6%
4.8%
7.0%
1.5%

21.3%
1.6%
1.6%

0.0%
1.3%
1.3%
0.0%
0.0%

-
-

1.9%
2.0%

2.3%
2.8%
3.0%
5.3%
2.0%
1.4%
0.0%

20.0%
0.0%

0.0%
-

2.0%
2.2%
0.0%
0.0%

-
0.0%
2.8%

1.9%
0.0%
3.7%
0.0%
1.9%
3.8%
5.1%
2.6%
0.0%

0.0%
0.0%
3.1%
0.0%

14.3%
5.3%
2.3%
5.7%
2.3%

-
3.2%
3.8%
1.5%
0.0%

-
-

2.9%
0.0%

0.0%
0.0%

-
-

4.1%
4.0%
5.9%
0.0%

-

13.0%
17.7%
51.7%
25.9%
22.5%
22.0%
6.9%
3.7%
5.5%
8.6%
7.0%

10.3%
10.6%
11.1%
4.7%
5.6%
5.9%
7.8%

13.3%
0.0%
0.0%

-
0.0%
2.5%
4.7%
0.7%
0.0%

8.3%
18.9%
5.2%
5.9%
2.6%
7.5%
0.0%

-
12.7%

10.2%
5.5%
0.0%
3.4%

11.1%
0.0%

19.4%
45.5%
14.8%

7.7%
7.8%
5.7%

11.9%
0.0%
0.0%
0.0%
6.1%
7.1%

5.9%
22.2%

-
-

13.4%
42.3%
20.0%
34.8%
9.4%

-
13.8%
13.1%
17.6%
50.0%

-
-

12.7%
14.0%

5.3%
33.3%

-
-

9.0%
9.0%

14.3%
0.0%

-

5.3%
22.0%
18.6%
28.6%
20.0%
50.0%
0.0%

11.0%
11.1%

14.5%
10.7%
2.6%

11.4%
5.7%
0.0%

施設・
事業所数 届出をしている 届出をしていない
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共同生活援助（日中サービス支援型） 172
4人以下 2
5人 3
6人 1
7人 7
8人以上10人以下 55
11人以上13人以下 6
14人以上16人以下 15
17人以上20人以下 70
21人以上30人以下 4
31人以上 6

共同生活援助（外部サービス利用型） 292
4人以下 36
5人 15
6人 29
7人 31
8人以上10人以下 40
11人以上13人以下 27
14人以上16人以下 19
17人以上20人以下 36
21人以上30人以下 35
31人以上 21

児童発達支援 314
10人以下 272
11人以上20人以下 24
21人以上 14

放課後等デイサービス 300
10人以下 279
11人以上20人以下 17
21人以上 2

居宅訪問型児童発達支援 106
9回以下 65
10回以上19回以下 11
20回以上 19

保育所等訪問支援 322
9回以下 159
10回以上19回以下 77
20回以上 75

福祉型障害児入所施設 123
10人以下 12
11人以上20人以下 31
21人以上30人以下 38
31人以上40人以下 19
41人以上50人以下 14
51人以上60人以下 6
61人以上70人以下 0
71人以上80人以下 1
81人以上 2

医療型障害児入所施設 87
10人以下 5
11人以上20人以下 0
21人以上30人以下 4
31人以上40人以下 5
41人以上50人以下 9
51人以上60人以下 14
61人以上70人以下 1
71人以上80人以下 4
81人以上 41

第19表 法人種類別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出状況

6,543
121
150

2,290
171

2,613
788
13

397

第20表 設立年数別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出状況

全体 6,543
５年未満 1,572
５年以上10年未満 1,468
10年以上15年未満 1,107
15年以上20年未満 828
20年以上25年未満 488
25年以上30年未満 235
30年以上 845

特定非営利活動法人（ＮＰＯ）
独立行政法人（のぞみの園、国立病院機構以外）・地方独立行政法人
その他の法人（社団・財団、農協、生協、学校等）

社会福祉協議会
社会福祉法人（社会福祉協議会以外）
医療法人
営利法人（株式・合名・合資・合同会社）

全体
都道府県、市区町村、広域連合・一部事務組合

84.2%
86.1%
88.6%
90.5%
88.2%
91.9%
54.2%
71.4%
94.3%

100.0%
100.0%
76.0%
63.9%
66.7%
62.1%
77.4%
77.5%
63.0%

93.6%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
90.9%

100.0%
93.3%
94.3%

41.5%
29.2%
42.9%
53.7%
53.8%
52.9%
50.0%

13.9%
13.3%
13.8%
25.8%
25.0%
25.9%
26.3%
36.1%
40.0%

100.0%
71.4%
65.5%
83.3%
66.7%
62.9%
25.0%
33.3%
28.1%

62.2%
50.0%
33.3%

15.8%
16.7%
11.4%
9.5%

26.4%
27.9%
8.3%

28.6%
22.7%

75.0%
66.7%
17.8%
22.2%
6.7%

17.2%
19.4%
32.5%
11.1%

20.9%
50.0%
66.7%
0.0%

14.3%
18.2%
16.7%
13.3%
15.7%

9.5%
15.9%
16.5%
12.5%
0.0%

14.7%
14.7%
17.6%
0.0%

13.9%
33.3%
13.8%
25.8%
10.0%
14.8%
31.6%
13.9%
14.3%

0.0%
14.3%
5.5%
0.0%
6.7%
8.6%
0.0%
0.0%

16.4%

6.4%
0.0%
0.0%

3.7%

0.0%
0.0%
7.1%
0.0%
0.0%
7.5%
0.0%
6.7%

17.2%

3.5%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.8%

85.7%
100.0%
100.0%
87.8%

-
100.0%
50.0%
73.6%
40.0%

-
25.0%
60.0%
44.4%

87.0%
88.0%
91.1%
91.7%
96.8%
92.1%
94.7%
71.4%

100.0%

95.0%
82.4%

100.0%
63.2%
67.7%
81.8%
68.4%
82.3%
78.0%

61.9%
40.4%

65.9%

58.6%
40.0%

-
0.0%

40.0%
33.3%
78.6%

100.0%
100.0%

75.0%
74.2%
81.6%
63.2%
57.1%
83.3%

-
100.0%
50.0%

44.3%
50.8%
36.4%
47.4%
57.1%
55.3%
61.0%
61.3%
73.2%

0.0%
0.0%
0.0%
2.4%

-
0.0%
0.0%
1.1%
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%

9.1%
10.7%
1.6%
0.0%
3.2%
0.0%
0.0%
7.1%
0.0%

23.7%
5.9%
0.0%
7.5%
6.2%
9.1%

15.8%
8.7%
8.2%

5.9%
50.0%
2.8%
1.5%
9.1%

12.2%

6.9%
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%
7.1%
0.0%
0.0%

16.7%
3.2%
5.3%

26.3%
7.1%

16.7%
-

0.0%
0.0%

5.7%
7.7%
9.1%
0.0%

10.9%
10.7%
10.4%
8.0%
9.8%

3.2%
7.5%
3.7%

10.5%
13.9%
5.7%
9.5%
3.5%

0.0%
20.0%
11.1%
0.0%
0.0%
0.0%
4.9%

0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%
4.6%
0.0%

-

5.3%
2.8%
1.3%
3.9%
5.3%
3.3%
0.0%
9.7%
2.6%

4.2%
0.0%
1.7%
1.1%

3.2%
2.5%
7.4%

0.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
6.7%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
2.4%

-
0.0%
0.0%
2.3%
0.0%

-
25.0%
0.0%
0.0%

2.6%
2.7%
3.3%
0.0%
6.5%
2.6%
5.3%
0.0%
0.0%

1.8%
0.0%
0.0%
2.8%
1.5%

18.2%
0.0%
2.8%
2.5%

0.0%
5.6%

17.1%
0.0%
1.9%
2.2%
0.0%
0.0%
1.7%

0.0%
0.0%
6.2%

13.9%
6.7%
0.0%

8.1%
45.8%
28.6%
5.7%
5.0%

17.6%
0.0%

36.1%
33.3%
37.9%
22.6%
22.5%
37.0%
15.8%
13.9%
11.4%

0.0%
0.0%
9.1%
0.0%
6.7%
5.7%
0.0%
0.0%

24.0%

6.4%
0.0%
0.0%

新加算（Ⅰ）

49.5%
5.0%

31.3%
67.8%
24.0%
40.9%
46.2%
0.0%

39.0%

87.0%
12.4%
83.3%
92.6%
59.6%
89.2%
85.9%

12.2%

施設・
事業所数 届出をしている 届出をしていない新加算（Ⅰ） 新加算（Ⅱ） 新加算（Ⅲ） 新加算（Ⅳ） 新加算（Ⅴ）

（経過措置）

26.4%
60.0%

-
75.0%
40.0%
55.6%
14.3%
0.0%
0.0%

8.3%
3.2%
7.9%
5.3%

28.6%
0.0%

-
0.0%

50.0%

36.8%
32.3%
18.2%
31.6%
17.7%
22.0%
13.0%
12.0%
8.9%

9.5%
11.8%

新加算（Ⅴ）
（経過措置）

2.9%
1.7%

10.7%
2.2%
4.1%
3.3%
2.7%
0.0%
2.5%

新加算（Ⅳ）

3.6%
2.5%

12.0%
2.6%

14.6%
2.9%
4.8%

0.0%
18.1%

新加算（Ⅲ）

12.3%
3.3%

18.0%
10.1%
10.5%
13.4%
13.1%
0.0%

17.9%

新加算（Ⅱ）

18.7%
0.0%

11.3%
9.9%
6.4%

28.5%
19.2%

49.5%
44.0%
45.4%
50.0%
46.0%
51.6%
60.9%
65.0%

100.0%
17.9%

87.0%
87.6%
86.3%
85.8%
86.2%

新加算（Ⅱ）

18.7%
26.6%
20.2%
16.4%
19.2%

新加算（Ⅳ）

3.6%
2.6%
3.9%
4.0%
4.3%

0.0%
82.1%

13.0%
87.6%
16.7%
7.4%

40.4%
10.8%
14.1%

0.0%
4.5%

施設・
事業所数 届出をしている 届出をしていない

施設・
事業所数 届出をしている 届出をしていない

13.0%
12.4%
13.7%
14.2%
13.8%
11.3%
10.6%
12.0%

2.9%
2.1%
4.9%

新加算（Ⅴ）
（経過措置）

2.9%
2.9%
2.9%
3.1%
2.7%
3.7%
4.3%
2.6%

19.7%
11.5%
5.3%

新加算（Ⅲ）

12.3%
11.6%
13.9%
12.5%
14.0%
10.9%
10.6%
10.3%

88.7%
89.4%
88.0%

新加算（Ⅰ）
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２．福祉・介護職員等処遇改善加算を配分した職員の範囲

第21表 サービス別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算を配分した職員の範囲 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 5,695
居宅介護 312
重度訪問介護 341
同行援護 321
行動援護 338
療養介護 83
生活介護 345
短期入所 302
重度障害者等包括支援 4
施設入所支援 317
自立訓練（機能訓練） 78
自立訓練（生活訓練） 284
就労移行支援 282
就労継続支援Ａ型 274
就労継続支援Ｂ型 323
就労定着支援 216
自立生活援助 100
共同生活援助（介護サービス包括型） 324
共同生活援助（日中サービス支援型） 161
共同生活援助（外部サービス利用型） 222
児童発達支援 277
放課後等デイサービス 283
居宅訪問型児童発達支援 67
保育所等訪問支援 265
福祉型障害児入所施設 112
医療型障害児入所施設 64

第22表 施設・事業所規模別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算を配分した職員の範囲 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 5,695
居宅介護 312

9回以下 14
10回以上29回以下 43
30回以上49回以下 31
50回以上99回以下 64
100回以上199回以下 81
200回以上299回以下 26
300回以上 52

重度訪問介護 341
9回以下 66
10回以上29回以下 61
30回以上49回以下 42
50回以上99回以下 56
100回以上199回以下 61
200回以上299回以下 17
300回以上 32

同行援護 321
9回以下 96
10回以上29回以下 106
30回以上49回以下 50
50回以上99回以下 37
100回以上199回以下 14
200回以上299回以下 8
300回以上 9

行動援護 338
9回以下 79
10回以上29回以下 97
30回以上49回以下 52
50回以上99回以下 64
100回以上199回以下 28
200回以上299回以下 8
300回以上 8

療養介護 83
40人以下 6
41人以上60人以下 23
61人以上80人以下 11
81人以上 43

生活介護 345
20人以下 222
21人以上40人以下 76
41人以上60人以下 37
61人以上80人以下 10
81人以上 0

5.6%
17.0%
22.2%
44.7%
12.6%
12.6%

80.6%
71.0%
80.2%
84.5%
73.9%
85.6%
84.1%
89.6%
84.5%

98.1%
94.1%
93.9%
92.6%
79.1%
94.3%
99.1%

100.0%

サービス管理
責任者・児
童発達支援
管理責任
者・サービス
提供責任者

80.5%
71.5%
67.2%
70.4%
74.9%
91.6%
82.3%
77.8%

100.0%
94.0%
70.5%
85.9%
83.7%
83.6%
81.7%

99.1%
97.4%
98.2%
98.9%
94.2%
96.6%
94.9%
92.0%
97.8%

97.0%
99.0%
98.2%
98.8%
98.8%

100.0%
99.1%
99.3%

100.0%

福祉・介護
職員

10.6%
2.7%

41.5%
38.9%
59.7%
58.1%
33.9%
78.1%

管理栄養
士・栄養士

17.2%
0.6%
1.8%
0.9%
4.7%

75.9%
27.2%
43.7%
25.0%
86.4%
38.5%
6.0%
6.7%
4.4%
5.9%

14.1%
59.7%
19.2%
70.5%
76.6%

理学療法士・
作業療法士、
機能訓練担
当職員（言
語聴覚士含
む）、心理指
導担当職員

18.2%
2.6%
2.3%
1.9%
4.4%

73.5%
16.8%
20.2%
0.0%

31.9%
61.5%
9.2%

11.0%
2.6%
3.4%

16.7%
11.0%
4.9%

看護職員

27.1%
7.4%
7.9%
5.3%

11.8%
73.5%
66.1%
60.6%
50.0%
92.1%
62.8%
14.1%
9.9%
4.4%

14.6%

44.9%
31.7%
25.5%
13.9%
29.4%
24.1%
34.0%
26.9%

75.9%
81.3%

調理員

14.9%
3.2%
2.1%
3.1%
8.0%

57.8%
24.3%
27.8%
25.0%
45.1%
15.4%
15.1%
11.7%
8.0%

19.8%
6.5%

12.0%
12.3%
20.5%
9.5%
6.1%

5.1%
12.0%
9.6%

15.5%
6.3%
3.2%
3.9%

10.4%
12.8%

その他

6.9%
0.6%
3.8%
1.6%
1.8%

21.7%
10.7%
11.9%
25.0%
20.8%
5.1%
4.9%
5.0%
3.6%
5.3%
6.0%
7.0%
5.6%
8.7%
3.6%
4.3%

27.8%
15.0%
14.5%
19.3%
17.6%
14.4%
13.8%
11.9%
8.3%

41.6%
21.2%
22.7%
17.7%
26.9%
24.2%

福祉・介護職
員以外の配
置指導員等
（賃金向上

達成指導員、
目標工賃達
成指導員

等）

18.9%
0.6%
0.3%
2.8%
4.7%
9.6%

24.1%
17.9%
0.0%

22.4%
10.3%
22.9%
30.1%
59.5%
56.3%

事務員

35.6%
29.5%
25.5%
27.1%
27.8%
80.7%
52.2%
59.6%

100.0%
88.3%

95.2%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
98.8%

100.0%
97.2%

100.0%

100.0%
93.5%
98.4%

100.0%
100.0%
100.0%
98.2%
97.0%
96.7%

5.7%
14.9%
4.2%

22.3%
21.9%

福祉・介護
職員

97.0%
99.0%

100.0%

調理員

14.9%
3.2%
0.0%

19.6%
9.4%

83.0%
84.4%

2.5%
11.9%
8.3%

44.6%
54.7%

92.9%
90.6%

看護職員

27.1%
7.4%
7.1%
2.3%
6.5%
9.4%
8.6%
7.7%
7.7%
7.9%
7.6%
8.2%
0.0%

17.9%
4.9%
5.9%
9.4%
5.3%
5.2%
5.7%

6.0%

98.6%
100.0%
100.0%
100.0%

-

96.4%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
99.1%

97.3%
100.0%
100.0%
100.0%
98.8%
98.7%

100.0%
98.1%
98.4%

74.9%
79.7%
71.1%
80.8%
67.2%
85.7%
62.5%
62.5%
91.6%

68.8%
70.4%
65.6%
68.9%
86.0%
67.6%
85.7%
75.0%
44.4%

サービス管理
責任者・児
童発達支援
管理責任
者・サービス
提供責任者

80.5%
71.5%
71.4%
74.4%
74.2%
65.6%
65.4%
73.1%
84.6%
67.2%
66.7%
62.3%
78.6%
60.7%
77.0%
52.9%

-

83.3%
91.3%
90.9%
93.0%
82.3%
81.1%
84.2%
81.1%

100.0%

66.1%
59.5%
69.7%
89.2%

100.0%
-

10.9%
0.0%

12.5%
12.5%
73.5%
66.7%
73.9%
63.6%
76.7%

8.0%
2.7%
7.1%
0.0%
0.0%

11.8%
16.5%
12.4%
9.6%

0.0%
4.4%
7.6%
4.1%
1.9%
4.7%
0.0%
0.0%

12.5%

5.9%
0.0%
1.9%
0.0%
3.8%
2.0%
2.7%
0.0%
0.0%

理学療法士・
作業療法士、
機能訓練担
当職員（言
語聴覚士含
む）、心理指
導担当職員

18.2%
2.6%

14.3%
2.3%
3.2%
0.0%
4.9%
0.0%
0.0%
2.3%
1.5%
6.6%
0.0%
0.0%
3.3%

50.0%
-

73.5%
50.0%
78.3%
63.6%
76.7%
16.8%
15.3%
14.5%
21.6%

72.1%
27.2%
13.5%
35.5%
78.4%
80.0%

-

1.9%
6.3%
0.0%
0.0%

12.5%
75.9%
50.0%
91.3%
72.7%

1.9%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
4.7%
7.6%
4.1%

管理栄養
士・栄養士

17.2%
0.6%
7.1%
2.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.8%
1.5%
6.6%
0.0%
0.0%
1.6%
0.0%
0.0%
0.9%
1.0%

0.0%
0.0%

12.5%
57.8%
33.3%
56.5%
63.6%
60.5%
24.3%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
8.0%
8.9%
8.2%
7.7%
9.4%

0.0%
0.0%
3.3%
5.9%
0.0%
3.1%
4.2%
5.7%
0.0%

2.3%
6.5%
0.0%
3.7%
3.8%
5.8%
2.1%
4.5%
1.6%

16.2%
30.3%
54.1%
50.0%

-

事務員

35.6%
29.5%
14.3%
20.9%
25.8%
28.1%
28.4%
34.6%
44.2%
25.5%
15.2%
21.3%
16.7%
32.1%
36.1%
17.6%

-

50.0%
78.3%
81.8%
86.0%
52.2%
42.8%
60.5%
83.8%
80.0%

27.8%
27.8%
26.8%
34.6%
31.3%
14.3%
25.0%
12.5%
80.7%

43.8%
27.1%
22.9%
25.5%
32.0%
32.4%
21.4%
50.0%
33.3%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
4.7%
1.3%
4.1%
5.8%

福祉・介護職
員以外の配
置指導員等
（賃金向上

達成指導員、
目標工賃達
成指導員

等）

18.9%
0.6%
7.1%
0.0%
0.0%
0.0%
1.2%
0.0%
0.0%
0.3%
0.0%
1.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.8%
0.0%
5.7%

24.1%
22.1%
31.6%
24.3%
10.0%

-

10.9%
0.0%
0.0%

12.5%
9.6%
0.0%

17.4%
18.2%
4.7%

その他

6.9%
0.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.2%
0.0%
1.9%
3.8%
1.5%
6.6%
2.4%
0.0%
6.6%

21.7%
16.7%
26.1%
18.2%
20.9%
10.7%
9.5%

13.2%
13.5%

0.0%
1.8%
1.3%
2.1%
5.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

11.8%
3.1%
1.6%
0.0%
1.9%
0.0%
5.4%
7.1%
0.0%

10.0%
-

新加算の届出をした施設・事業所に、加算を配分した職員の範囲を聞いたところ、「福祉・介護職員」の割合が97.0%と最も高く、福祉・介護職員以外では、「サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者・サービス提供責任者」が80.5%となってい
る。
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施設・
事業所数

短期入所 302
20人以下 280
21人以上40人以下 7
41人以上60人以下 6
61人以上80人以下 0
81人以上 4

施設入所支援 317
40人以下 123
41人以上60人以下 143
61人以上80人以下 33
81人以上 18

自立訓練（機能訓練） 78
20人以下 57
21人以上40人以下 15
41人以上60人以下 4
61人以上80人以下 1
81人以上 1

自立訓練（生活訓練） 284
20人以下 264
21人以上40人以下 18
41人以上60人以下 2
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労移行支援 282
20人以下 273
21人以上40人以下 6
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ａ型 274
20人以下 258
21人以上40人以下 14
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ｂ型 323
20人以下 252
21人以上40人以下 64
41人以上60人以下 7
61人以上80人以下 0
81人以上 0

共同生活援助（介護サービス包括型） 324
4人以下 15
5人 24
6人 15
7人 29
8人以上10人以下 53
11人以上13人以下 25
14人以上16人以下 37
17人以上20人以下 39
21人以上30人以下 33
31人以上 43

共同生活援助（日中サービス支援型） 161
4人以下 2
5人 3
6人 1
7人 7
8人以上10人以下 50
11人以上13人以下 6
14人以上16人以下 14
17人以上20人以下 66
21人以上30人以下 4
31人以上 6

共同生活援助（外部サービス利用型） 222
4人以下 23
5人 10
6人 18
7人 24
8人以上10人以下 31
11人以上13人以下 17
14人以上16人以下 16
17人以上20人以下 31
21人以上30人以下 31
31人以上 19

児童発達支援 277
10人以下 250
11人以上20人以下 13
21人以上 10

放課後等デイサービス 283
10人以下 265
11人以上20人以下 14
21人以上 2

居宅訪問型児童発達支援 67
9回以下 44
10回以上19回以下 9
20回以上 13

保育所等訪問支援 265
9回以下 124
10回以上19回以下 67
20回以上 66

-
100.0%
99.1%
98.4%
99.3%

100.0%
100.0%
97.4%
98.2%

99.3%
99.3%

100.0%
100.0%

-
97.8%

100.0%
100.0%
93.3%
96.6%

100.0%
96.0%

100.0%

100.0%
100.0%

-
-

96.6%
95.6%

100.0%
100.0%

-

-
98.9%
98.9%

100.0%
100.0%

-
-

94.2%
93.8%

93.3%
100.0%
100.0%
100.0%
98.2%
98.1%

100.0%
100.0%

-

92.8%
92.9%

100.0%
79.1%
81.8%
88.9%

95.8%
96.8%
94.1%
87.5%

100.0%
96.8%

100.0%
93.9%
93.6%

100.0%
100.0%
97.0%

100.0%
100.0%
94.1%
91.3%
80.0%
88.9%

94.9%
100.0%
97.7%
98.1%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
98.0%

61.5%
94.3%
93.5%
94.0%
98.5%

92.3%
100.0%
92.6%

85.9%
85.6%
88.9%

100.0%
-
-

83.7%
83.2%

100.0%

94.4%
100.0%
88.9%
70.5%
75.4%
53.3%
75.0%
0.0%

100.0%

77.8%
76.8%
85.7%

100.0%
-

100.0%
94.0%
92.7%

67.7%
70.6%
81.3%

0.0%
66.7%

100.0%
71.4%
80.0%

100.0%
92.9%
89.4%
75.0%

73.3%
79.3%
79.2%
68.0%
83.8%
87.2%
78.8%
95.3%
84.5%

81.7%
79.0%
92.2%
85.7%

-
-

80.2%
60.0%
79.2%

100.0%
-
-

83.6%
84.1%
71.4%

100.0%
-
-

100.0%
73.9%
56.5%
70.0%
72.2%
79.2%

81.8%

92.9%
100.0%
89.6%
90.9%
88.9%
84.6%
84.5%
82.3%
89.6%

74.2%
74.2%
94.7%
85.6%
84.8%
92.3%

100.0%
84.1%
84.2%

83.3%
-

75.0%
92.1%
89.4%
92.3%

100.0%
94.4%
62.8%

60.6%
60.7%
28.6%

-
-

22.2%
0.0%

29.2%
6.7%

10.3%
11.3%
20.0%

3.9%
7.1%

100.0%
-
-

14.6%
11.9%
25.0%
14.3%

-
-

9.9%
9.9%
0.0%

100.0%
-
-

4.4%

63.2%
60.0%
75.0%

100.0%
0.0%

14.1%
13.6%
22.2%
0.0%

14.1%
14.7%
7.1%
0.0%

59.7%
65.9%

16.7%
8.3%

12.9%
11.8%
0.0%

12.9%
12.9%
21.1%
12.6%

40.0%
66.7%
50.0%
45.5%
25.0%
66.7%
12.6%
17.4%
10.0%

24.3%
28.2%
36.4%
34.9%
44.7%
50.0%
33.3%

100.0%
14.3%

55.6%
38.5%
19.2%
18.5%
22.4%
16.7%

10.8%
15.4%
60.0%

0.0%
9.2%
8.7%

11.1%
50.0%

-
-

11.0%
11.0%

26.8%
31.5%
36.4%
61.1%
61.5%
63.2%
53.3%
75.0%

100.0%

20.2%
20.4%
14.3%
50.0%

-
0.0%

31.9%

10.6%
50.0%
0.0%
0.0%

14.3%
4.0%
0.0%
7.1%

15.2%

0.0%
0.0%
6.9%
1.9%
8.0%
2.7%
7.7%
6.1%

11.6%

-
3.4%
3.2%
4.7%
0.0%

-
-

4.9%
0.0%

0.0%
100.0%

-
-

2.6%
2.3%
7.1%
0.0%

-

38.5%
35.7%

100.0%
59.7%
68.2%
33.3%
46.2%
58.1%
54.0%

0.0%
3.2%
3.2%

10.5%
41.5%
41.2%
38.5%
60.0%
38.9%

0.0%
16.7%
2.7%
0.0%
0.0%
0.0%
8.3%
0.0%
0.0%

43.7%
43.2%

53.7%
68.2%

4.4%
3.9%
7.1%

100.0%
-
-

5.9%
4.4%

12.5%

0.0%
-
-

6.7%
6.2%

16.7%
100.0%

-
-

38.5%
36.8%
40.0%
75.0%
0.0%
0.0%
6.0%
4.9%

22.2%

28.6%
66.7%

-
50.0%
86.4%
78.0%
90.9%
97.0%
88.9%

0.0%
5.6%
4.2%
6.5%
0.0%
0.0%

12.9%
9.7%

10.5%

14.3%
12.0%
66.7%
42.9%
10.6%
25.0%
0.0%
6.3%
4.3%

8.0%
16.2%
10.3%
9.1%

18.6%
15.5%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
-
-

9.6%
0.0%
0.0%
6.7%

10.3%
7.5%

15.9%
0.0%
0.0%

12.8%
14.5%
13.4%
10.6%

3.2%
1.6%

15.4%
30.0%
3.9%
4.2%
0.0%
0.0%

10.4%

-
11.7%
11.7%
0.0%

100.0%
-
-

8.0%
8.1%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

15.1%
15.2%
11.1%
50.0%

-

-
75.0%
45.1%
43.1%
42.7%
51.5%
66.7%
15.4%
21.1%

27.8%
26.1%
28.6%
50.0%

25.0%
0.0%
9.5%
8.7%

10.0%
11.1%

10.3%
15.2%
20.9%
20.5%
0.0%
0.0%
0.0%

28.6%
14.0%

-
12.3%
6.7%

12.5%
20.0%
6.9%
7.5%
8.0%

16.2%

7.1%
0.0%

-
-

19.8%
16.3%
34.4%
14.3%

-

0.0%
8.3%

11.3%
4.5%
7.6%

23.1%
40.0%
2.5%
2.6%
0.0%
0.0%

11.9%
13.6%
22.2%

8.3%
12.9%
0.0%
0.0%
9.7%

19.4%
5.3%
6.1%
4.0%

50.0%
28.6%
24.2%

59.6%
58.6%
42.9%

100.0%
-

100.0%
88.3%
82.9%

29.4%
26.2%
40.6%
42.9%

-
-

26.9%
13.3%
25.0%

100.0%
-
-

13.9%
13.2%
14.3%

100.0%
-
-

31.7%
31.4%
38.9%
0.0%

-
-

25.5%
24.9%
50.0%

90.2%
97.0%
94.4%
44.9%
47.4%
33.3%
50.0%

100.0%
0.0%

22.7%
21.2%
30.8%
60.0%
17.7%
18.1%

33.3%
21.2%
26.1%
20.0%
5.6%
8.3%

29.0%
17.6%
12.5%

0.0%
33.3%
0.0%

28.6%
36.0%
66.7%
42.9%
45.5%
50.0%

26.7%
27.6%
28.3%
16.0%
18.9%
33.3%
30.3%
39.5%
41.6%

19.7%

7.1%
50.0%
26.9%
25.0%
33.3%
30.8%
24.2%
27.4%
22.4%

32.3%
22.6%
15.8%

-
-

59.5%

12.3%
6.7%
0.0%
0.0%
0.0%

22.9%
23.1%
16.7%
50.0%

16.7%
-

25.0%
22.4%
27.6%
18.2%
18.2%
27.8%
10.3%

17.9%
18.6%
0.0%

0.0%
15.4%
8.3%
7.3%
9.0%
9.1%

13.6%
23.1%
20.0%
13.8%
14.0%
14.3%
0.0%

11.9%
13.6%

22.2%
12.5%
16.1%
11.8%
6.3%

32.3%
19.4%
21.1%
14.4%

10.0%
50.0%
42.9%
21.2%
25.0%
16.7%
17.6%
8.7%

20.0%

16.2%
20.5%
27.3%
23.3%
19.3%
0.0%
0.0%
0.0%

14.3%

-
-

14.5%
0.0%

12.5%
13.3%
10.3%
7.5%
8.0%

60.1%
42.9%

100.0%
-
-

56.3%
56.0%
59.4%
42.9%

-
-

30.1%
29.7%
33.3%
0.0%

0.0%
0.0%

-
-

3.6%
3.1%

14.3%
0.0%

-

0.0%
4.9%
4.9%
5.6%
0.0%

-
-

5.0%
5.1%

18.7%
23.1%
27.3%
5.6%
5.1%
3.5%
6.7%

25.0%
0.0%

11.9%
11.4%
28.6%
33.3%

-
0.0%

20.8%

0.0%
0.0%
3.6%
4.3%
0.0%
5.6%
4.2%
3.2%
0.0%

8.7%
0.0%

33.3%
0.0%

14.3%
2.0%
0.0%

14.3%
12.1%

12.5%
0.0%
6.9%

15.1%
0.0%
2.7%
5.1%
0.0%
2.3%

-
5.3%
3.6%

10.9%
14.3%

-
-

5.6%
6.7%

9.0%
1.5%

6.0%
0.0%
0.0%

14.9%
11.4%
33.3%
15.4%
4.2%
3.2%

6.3%
3.2%
3.2%
5.3%
4.3%
4.0%
0.0%

20.0%
5.7%

福祉・介護
職員

サービス管理
責任者・児
童発達支援
管理責任
者・サービス
提供責任者

看護職員

理学療法士・
作業療法士、
機能訓練担
当職員（言
語聴覚士含
む）、心理指
導担当職員

管理栄養
士・栄養士 調理員 事務員

福祉・介護職
員以外の配
置指導員等
（賃金向上

達成指導員、
目標工賃達
成指導員

等）

その他
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施設・
事業所数

福祉型障害児入所施設 112
10人以下 11
11人以上20人以下 30
21人以上30人以下 35
31人以上40人以下 18
41人以上50人以下 10
51人以上60人以下 6
61人以上70人以下 0
71人以上80人以下 1
81人以上 1

医療型障害児入所施設 64
10人以下 2
11人以上20人以下 0
21人以上30人以下 1
31人以上40人以下 3
41人以上50人以下 4
51人以上60人以下 12
61人以上70人以下 1
71人以上80人以下 4
81人以上 36

第23表 法人種類別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算を配分した職員の範囲 （複数回答）

施設・
事業所数

5,695
15

125
2,120

102
2,330

677
0

326

第24表 設立年数別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算を配分した職員の範囲 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 5,695
５年未満 1,377
５年以上10年未満 1,267
10年以上15年未満 950
15年以上20年未満 714
20年以上25年未満 433
25年以上30年未満 210
30年以上 744

営利法人（株式・合名・合資・合同会社）
特定非営利活動法人（ＮＰＯ）
独立行政法人（のぞみの園、国立病院機構以外）・地方独立行政法人
その他の法人（社団・財団、農協、生協、学校等）

全体
都道府県、市区町村、広域連合・一部事務組合
社会福祉協議会
社会福祉法人（社会福祉協議会以外）
医療法人

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

94.4%
100.0%
100.0%

-
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

-

99.1%
100.0%
100.0%
100.0%

福祉・介護
職員

100.0%
100.0%
90.6%

100.0%
-

100.0%
66.7%

100.0%
91.7%

92.9%
100.0%
83.3%
97.1%
88.9%

100.0%
100.0%

-

サービス管理
責任者・児
童発達支援
管理責任
者・サービス
提供責任者

-
100.0%
100.0%
75.0%
75.0%

100.0%
75.0%
75.0%

71.4%
77.8%
70.0%

100.0%
-

100.0%
100.0%
76.6%
50.0%

70.5%
72.7%
56.7%

看護職員

10.0%
31.4%
55.6%
60.0%
33.3%

理学療法士・
作業療法士、
機能訓練担
当職員（言
語聴覚士含
む）、心理指
導担当職員

83.3%
100.0%
100.0%
75.0%

-
0.0%

100.0%
78.1%
50.0%

-
100.0%
66.7%
75.0%

33.9%
45.5%

100.0%
-

100.0%
66.7%

100.0%
91.7%

100.0%
100.0%
72.2%

70.0%
68.6%
83.3%
90.0%
83.3%

-
0.0%

100.0%
81.3%

75.9%
90.9%

管理栄養
士・栄養士

0.0%
66.7%
25.0%
58.3%

100.0%
25.0%
58.3%

44.4%
70.0%
50.0%

-
100.0%
100.0%
54.7%

100.0%
-

44.6%
18.2%
43.3%
42.9%

調理員

100.0%
100.0%
83.3%

100.0%
100.0%
84.4%

100.0%
-

100.0%
66.7%

100.0%
75.0%

83.0%
81.8%
73.3%
85.7%
88.9%
90.0%
83.3%

-

事務員

14.3%
11.1%
30.0%
33.3%

-
0.0%
0.0%
9.4%

50.0%

19.6%
36.4%
20.0%

福祉・介護職
員以外の配
置指導員等
（賃金向上

達成指導員、
目標工賃達
成指導員

等）

-
0.0%

33.3%
0.0%

25.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%

21.9%
0.0%

-
100.0%
66.7%
25.0%

22.3%
27.3%
20.0%
17.1%
33.3%
30.0%
16.7%

その他

25.5%
8.2%

15.2%
-

13.8%

理学療法士・
作業療法士、
機能訓練担
当職員（言
語聴覚士含
む）、心理指
導担当職員

18.2%
46.7%
6.4%

25.1%
9.8%

15.2%
11.7%

-
13.2%

93.1%
96.2%
96.0%

-
93.6%

サービス管理
責任者・児
童発達支援
管理責任
者・サービス
提供責任者

80.5%
93.3%
71.2%
86.8%
78.4%
76.4%
79.0%

-
74.5%

16.7%
0.0%

25.0%
19.4%

福祉・介護
職員

97.0%
100.0%
100.0%
98.6%

看護職員

27.1%
60.0%
18.4%
54.1%

管理栄養
士・栄養士

17.2%
40.0%
3.2%

43.4%

事務員

35.6%
40.0%
30.4%
58.5%

0.0%
2.8%

100.0%
100.0%
88.9%

その他

6.9%
6.7%
3.2%

13.0%
2.9%
2.5%
4.6%

-

15.7%
19.6%
30.4%

-
20.9%

福祉・介護職
員以外の配
置指導員等
（賃金向上

達成指導員、
目標工賃達
成指導員

等）

18.9%
13.3%
4.8%

25.2%
12.7%
14.1%
19.8%

-
17.5%

5.9%
0.6%
2.7%

-
3.1%

調理員

14.9%
13.3%
6.4%

30.5%
4.9%
3.8%

10.0%
-

9.2%

66.7%

理学療法士・
作業療法士、
機能訓練担
当職員（言
語聴覚士含
む）、心理指
導担当職員

18.2%
17.6%
17.4%
16.1%
10.5%
14.5%
17.6%
32.5%98.7%

サービス管理
責任者・児
童発達支援
管理責任
者・サービス
提供責任者

80.5%
79.1%
79.2%
79.7%
77.9%
78.8%
83.3%
88.8%

5.5%

福祉・介護
職員

97.0%
95.4%
96.0%
97.8%
97.9%
97.9%
99.0%

看護職員

27.1%
14.7%
17.4%
22.7%
26.5%
27.5%
48.1%

管理栄養
士・栄養士

17.2%
4.0%
6.6%

13.8%
13.6%
16.2%

その他

6.9%
3.6%
4.2%
5.9%
4.9%
9.5%

15.7%
16.5%

福祉・介護職
員以外の配
置指導員等
（賃金向上

達成指導員、
目標工賃達
成指導員

等）

18.9%
16.5%
18.2%
22.0%
17.1%
18.2%
17.6%
23.0%

事務員

35.6%
21.5%
24.3%
34.2%
37.4%
41.3%
63.8%
70.0%

41.4%
61.2%

調理員

14.9%
6.7%
8.8%

14.8%
13.4%
14.5%
30.0%
37.6%
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３．福祉・介護職員等処遇改善加算による賃金改善の実施方法

第25表 サービス別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算による賃金改善の実施方法 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 5,695
居宅介護 312
重度訪問介護 341
同行援護 321
行動援護 338
療養介護 83
生活介護 345
短期入所 302
重度障害者等包括支援 4
施設入所支援 317
自立訓練（機能訓練） 78
自立訓練（生活訓練） 284
就労移行支援 282
就労継続支援Ａ型 274
就労継続支援Ｂ型 323
就労定着支援 216
自立生活援助 100
共同生活援助（介護サービス包括型） 324
共同生活援助（日中サービス支援型） 161
共同生活援助（外部サービス利用型） 222
児童発達支援 277
放課後等デイサービス 283
居宅訪問型児童発達支援 67
保育所等訪問支援 265
福祉型障害児入所施設 112
医療型障害児入所施設 64

（一時金の支給（予定）月） （複数回答）
施設・

事業所数
全体 2,880
居宅介護 175
重度訪問介護 189
同行援護 186
行動援護 166
療養介護 29
生活介護 147
短期入所 133
重度障害者等包括支援 1
施設入所支援 138
自立訓練（機能訓練） 26
自立訓練（生活訓練） 148
就労移行支援 144
就労継続支援Ａ型 144
就労継続支援Ｂ型 170
就労定着支援 118
自立生活援助 28
共同生活援助（介護サービス包括型） 162
共同生活援助（日中サービス支援型） 79
共同生活援助（外部サービス利用型） 101
児童発達支援 168
放課後等デイサービス 175
居宅訪問型児童発達支援 41
保育所等訪問支援 146
福祉型障害児入所施設 48
医療型障害児入所施設 18

第26表 施設・事業所規模別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算による賃金改善の実施方法 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 5,695
居宅介護 312

9回以下 14
10回以上29回以下 43
30回以上49回以下 31
50回以上99回以下 64
100回以上199回以下 81
200回以上299回以下 26
300回以上 52

重度訪問介護 341
9回以下 66
10回以上29回以下 61
30回以上49回以下 42
50回以上99回以下 56
100回以上199回以下 61
200回以上299回以下 17
300回以上 32

同行援護 321
9回以下 96
10回以上29回以下 106
30回以上49回以下 50
50回以上99回以下 37
100回以上199回以下 14
200回以上299回以下 8
300回以上 9

  新加算の届出をした施設・事業所に、賃金改善の実施方法を聞いたところ、「ベースアップ等により対応」の割合が69.0%と最も高く、次いで、「賞与等（一時金を含む）の支給金額の引き上げまたは新設により対応」が50.6%となっている。

ベースアップ等により対応

69.0%
68.9%
64.2%
64.8%
72.2%
66.3%
69.6%

65.6%

定期昇給を実施することで
対応

40.6%
26.3%
25.5%
30.5%
34.6%
56.6%
47.2%
50.0%
75.0%
61.5%
57.7%
41.2%
42.2%
31.4%
40.6%
50.0%
45.0%
39.5%
32.9%
43.2%
38.3%
37.5%

64.0%
65.1%
78.3%
59.5%
72.2%
71.4%
76.1%
69.8%
72.3%

62.6%
100.0%
69.1%
74.4%
70.8%
78.4%
67.9%
65.0%
77.8%

26.1%
20.3%
21.7%
18.0%
26.9%
24.5%
23.2%

既存の各種手当を引き上げ
て対応（決まって毎月支払

われる手当以外）

23.6%
26.0%
19.1%
25.2%
26.3%
32.5%
22.0%
26.2%
25.0%
28.1%
23.1%
21.8%
18.8%
25.5%
28.8%
15.7%

41.8%
41.9%
50.0%
53.1%

各種手当の新設により対応
（決まって毎月支払われる

手当以外）

19.4%
17.0%
27.3%
22.4%
17.5%
21.7%
15.9%
23.8%
25.0%
24.9%
21.8%
17.6%
13.1%
12.8%
15.8%
13.0%
20.0%
20.1%
19.3%

14.0%
25.8%
15.6%
18.5%
11.5%
19.2%
27.3%

56.1%
50.0%
41.9%
45.2%
54.7%
58.0%
80.8%
63.5%
55.4%

30.4%
35.4%

その他

0.3%
0.3%
0.3%
0.6%
0.0%
0.0%
0.3%
0.0%
0.0%
0.3%
0.0%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.6%
0.0%

35.9%

賞与等（一時金を含む）
の支給金額の引き上げまた

は新設により対応

50.6%
56.1%
55.4%
57.6%
49.1%
34.9%
42.6%
44.0%
25.0%
43.5%
33.3%
52.1%
51.1%
52.6%
52.6%
54.6%
28.0%
50.0%
49.1%
45.5%
60.6%
61.8%

20.0%
24.1%

57.5%
66.0%
56.8%
78.6%
50.0%

100.0%

66.7%
59.0%
52.4%
64.3%
72.1%
64.7%
75.0%
64.8%
70.8%

68.9%
57.1%
60.5%
58.1%
67.2%
72.8%
73.1%
80.8%
64.2%

0.0%
0.0%
1.4%
1.5%
0.8%
0.0%
0.0%

ベースアップ等により対応

69.0%

定期昇給を実施することで
対応

40.6%

各種手当の新設により対応
（決まって毎月支払われる

手当以外）

19.4%

既存の各種手当を引き上げ
て対応（決まって毎月支払

われる手当以外）

23.6%

賞与等（一時金を含む）
の支給金額の引き上げまた

は新設により対応

50.6%

その他

0.3%

令和６年
６月
32.6%
33.7%
29.1%
27.4%

61.2%
55.1%
42.9%
28.1%

15.8%
22.7%
23.0%
10.4%
22.6%
22.3%
18.8%

17.0%
7.1%

26.3%
7.1%

27.9%
22.6%
21.9%
23.5%
26.9%
42.3%
25.5%

34.0%
30.0%
29.7%
28.6%
62.5%
33.3%

28.8%
21.3%
19.0%
19.6%
29.5%
41.2%
31.3%
30.5%
25.0%

26.0%
50.0%
20.9%
32.3%
31.3%
23.5%
15.4%
23.1%
19.1%

18.9%
32.0%
27.0%
35.7%
25.0%
0.0%

33.3%
31.1%
14.3%
21.4%
27.9%
17.6%
34.4%
22.4%
19.8%

24.5%
36.0%
18.9%
35.7%
25.0%
22.2%

25.8%
11.5%
23.8%
21.4%
13.1%
17.6%
18.8%
25.2%
21.9%

0.0%
0.0%
2.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.6%
0.0%

0.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.2%
0.0%
0.0%
0.3%

60.4%
56.0%
62.2%
57.1%
75.0%
33.3%

53.0%
52.5%
52.4%
53.6%
65.6%
41.2%
65.6%
57.6%
55.2%

0.9%
0.0%
2.7%
0.0%
0.0%
0.0%

31.7%
29.8%
25.1%
19.5%
19.9%
8.3%

16.7%

令和６年
８月
13.2%
16.0%
19.6%
14.5%
18.1%
3.4%

10.2%
16.5%
0.0%
4.3%

11.5%
10.8%
7.6%

17.4%
14.7%
5.9%

31.7%
30.8%
52.1%
33.3%

令和６年
７月
25.2%
26.3%
28.6%
23.7%
28.9%
17.2%
33.3%
21.1%
0.0%

10.1%
11.5%
31.8%
34.7%
25.0%
28.2%
20.3%
7.1%

26.5%
20.3%

22.9%
30.6%
31.4%
46.4%
32.1%

30.9%

25.3%
31.0%
31.3%
35.3%
0.0%

53.6%
46.2%

5.6%

令和６年
９月

6.6%
10.3%
11.1%
13.4%
9.6%
3.4%
4.1%
3.0%
0.0%
3.6%
3.8%
5.4%
4.2%
7.6%
6.5%
1.7%
0.0%
2.5%
8.9%
1.0%
4.2%
6.9%

7.1%
9.3%
7.6%

12.9%
10.7%
20.0%
4.9%

21.2%
6.3%

令和６年
11月

7.9%
5.7%
6.9%
7.5%

10.2%
3.4%
6.1%
3.8%
0.0%
4.3%

23.1%
5.4%

18.8%
3.5%
8.2%

23.7%

12.2%
10.3%
8.3%
5.6%

令和６年
10月

5.1%
6.3%
6.9%
8.1%
9.6%
6.9%
3.4%
2.3%
0.0%
4.3%
3.8%
3.4%
6.3%
4.9%
4.1%
0.8%
3.6%
4.9%
7.6%

5.6%

令和７年
３月
34.2%
25.1%
31.2%
28.0%
35.5%
48.3%
39.5%
42.9%

100.0%
52.9%
23.1%
30.4%
30.6%
31.3%
39.4%
25.4%
7.1%

35.8%
31.6%
37.6%
25.6%
30.9%

3.6%

令和６年
12月
69.1%
73.1%
70.4%
67.7%
69.9%
55.2%
66.7%
66.2%

100.0%
66.7%
69.2%
73.0%
71.5%
67.4%
68.8%
63.6%
75.0%
71.0%
77.2%
74.3%
73.8%
72.0%

3.4%
4.1%
3.8%
0.0%
3.6%
3.8%
5.4%
7.6%
4.9%
3.5%
0.0%

5.6%
7.6%
1.0%
3.6%
3.4%

1.0%

4.8%
3.4%
6.8%
3.0%
0.0%
5.1%
3.8%
3.4%
3.5%
4.2%
5.3%
0.8%
3.6%
4.9%
7.6%

31.7%
38.4%
66.7%
55.6%5.6%

3.6%
6.2%
6.3%
3.0%
7.1%
6.3%
4.9%

11.6%
4.2%

48.8%
64.4%
58.3%

2.4%
5.5%
6.3%

6.5%
5.1%

12.2%
7.5%
4.2%

1.0%
5.4%
4.0%
2.4%
5.5%

10.4%
5.6%

51.9%
26.7%
30.4%

5.6%

令和７年
２月

4.4%
4.6%
5.8%
3.8%
6.0%

55.6%

令和７年
１月

5.5%
5.1%

11.1%
9.1%
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施設・
事業所数

行動援護 338
9回以下 79
10回以上29回以下 97
30回以上49回以下 52
50回以上99回以下 64
100回以上199回以下 28
200回以上299回以下 8
300回以上 8

療養介護 83
40人以下 6
41人以上60人以下 23
61人以上80人以下 11
81人以上 43

生活介護 345
20人以下 222
21人以上40人以下 76
41人以上60人以下 37
61人以上80人以下 10
81人以上 0

短期入所 302
20人以下 280
21人以上40人以下 7
41人以上60人以下 6
61人以上80人以下 0
81人以上 4

施設入所支援 317
40人以下 123
41人以上60人以下 143
61人以上80人以下 33
81人以上 18

自立訓練（機能訓練） 78
20人以下 57
21人以上40人以下 15
41人以上60人以下 4
61人以上80人以下 1
81人以上 1

自立訓練（生活訓練） 284
20人以下 264
21人以上40人以下 18
41人以上60人以下 2
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労移行支援 282
20人以下 273
21人以上40人以下 6
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ａ型 274
20人以下 258
21人以上40人以下 14
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ｂ型 323
20人以下 252
21人以上40人以下 64
41人以上60人以下 7
61人以上80人以下 0
81人以上 0

共同生活援助（介護サービス包括型） 324
4人以下 15
5人 24
6人 15
7人 29
8人以上10人以下 53
11人以上13人以下 25
14人以上16人以下 37
17人以上20人以下 39
21人以上30人以下 33
31人以上 43

共同生活援助（日中サービス支援型） 161
4人以下 2
5人 3
6人 1
7人 7
8人以上10人以下 50
11人以上13人以下 6
14人以上16人以下 14
17人以上20人以下 66
21人以上30人以下 4
31人以上 6

共同生活援助（外部サービス利用型） 222
4人以下 23
5人 10
6人 18
7人 24
8人以上10人以下 31
11人以上13人以下 17
14人以上16人以下 16
17人以上20人以下 31
21人以上30人以下 31
31人以上 19

児童発達支援 277
10人以下 250
11人以上20人以下 13
21人以上 10

72.2%
59.5%
80.4%

74.4%
75.4%
73.3%
75.0%
0.0%

100.0%
70.8%
71.2%
66.7%

42.9%
33.3%

-
75.0%
69.1%
67.5%
71.3%
63.6%
72.2%

62.8%
69.6%
70.3%
65.8%
73.0%
70.0%

-
62.6%
63.2%

73.1%
79.7%
75.0%
62.5%
50.0%
66.3%
83.3%
73.9%
54.5%

66.7%
58.1%
78.3%
50.0%
33.3%

100.0%

71.4%
-
-

65.1%
40.0%
66.7%
73.3%
58.6%
67.9%

67.9%
67.1%
78.6%

100.0%
-
-

65.0%
64.3%
67.2%

50.0%
-
-

78.4%
77.7%

100.0%
100.0%

-
-

72.2%
73.2%
53.8%
70.0%

50.0%
61.1%
58.3%
61.3%
41.2%
50.0%
67.7%
64.5%
73.7%

100.0%
72.0%
66.7%
85.7%
81.8%

100.0%
83.3%
59.5%
52.2%

72.0%
75.7%
66.7%

48.8%
47.2%
42.3%
56.6%
54.1%
60.0%

-
50.0%
50.0%

34.6%
35.9%
32.1%
12.5%
50.0%
56.6%
66.7%
52.2%
90.9%

34.6%
38.0%
33.0%

31.4%
30.2%
50.0%

100.0%
-
-

40.6%
38.9%
45.3%

50.0%
-
-

42.2%
42.9%
33.3%
0.0%

-
-

57.7%
56.1%
66.7%
50.0%

100.0%
0.0%

41.2%
40.9%
44.4%

57.1%
50.0%

-
25.0%
61.5%
54.5%
69.2%
57.6%
55.6%

0.0%

14.3%
-
-

20.1%

38.3%
36.8%
46.2%
60.0%

60.0%
43.2%
48.7%
45.5%
44.2%
32.9%

100.0%
33.3%
0.0%

57.1%
-
-

39.5%
13.3%
25.0%
33.3%
44.8%
32.1%

13.3%
29.2%
13.3%
31.0%

24.9%
22.0%
26.6%
30.3%
22.2%

60.0%
44.4%
41.7%
48.4%
58.8%
50.0%
32.3%
38.7%
26.3%

28.6%
28.0%
33.3%
35.7%
34.8%
50.0%
16.7%
43.2%
47.8%

27.9%
15.9%
16.2%
19.7%
8.1%

10.0%
-

23.8%
23.2%

13.5%
15.6%
17.9%
0.0%

12.5%
21.7%
0.0%

21.7%
9.1%

12.9%
29.4%
18.8%
16.1%
25.8%
5.3%

0.0%
8.0%

16.7%
7.1%

36.4%
0.0%

16.7%
15.8%
13.0%

16.0%
29.7%
15.4%
33.3%
14.0%
19.3%
0.0%
0.0%

10.0%
5.6%

16.7%

23.1%
24.6%
13.3%
25.0%

100.0%
0.0%

21.8%
22.0%
16.7%

14.3%
16.7%

-
50.0%
28.1%
30.1%
27.3%
27.3%
22.2%

32.6%
22.0%
25.2%
15.8%
13.5%
30.0%

-
26.2%
26.1%

36.5%

17.5%
24.1%
16.5%

12.8%
13.2%
7.1%
0.0%

-

13.2%

10.0%
5.6%

29.2%
16.1%
17.6%
18.8%
16.1%
22.6%
21.1%

0.0%
32.0%
16.7%
14.3%
25.8%
50.0%

26.3%
17.7%
23.7%

-
15.8%
15.1%
18.8%

0.0%
-
-

13.1%
13.6%
0.0%
0.0%

-
-

21.8%
22.8%
13.3%
25.0%
0.0%

100.0%
17.6%
18.9%
0.0%

42.9%
33.3%

-
0.0%

16.7%
20.3%
34.8%

32.1%

22.7%
22.0%
23.1%
20.0%

21.7%
20.4%
46.2%
20.0%

26.6%
39.3%
50.0%
12.5%
32.5%
33.3%
30.4%
36.4%

40.0%
18.9%
20.5%
39.4%
20.9%
26.1%
50.0%
66.7%
0.0%

0.0%
-
-

24.1%
33.3%
20.8%
20.0%
17.2%
15.1%

25.5%
25.6%
21.4%
0.0%

-
-

28.8%

30.2%
42.6%
47.3%
30.3%
45.9%
20.0%

-
44.0%
43.2%

51.9%
51.6%
50.0%
37.5%
37.5%
34.9%
0.0%

52.2%
36.4%

41.9%
41.2%
37.5%
51.6%
48.4%
42.1%

28.6%
46.0%
33.3%
42.9%
56.1%
50.0%
66.7%
45.5%
39.1%

60.0%
48.6%
53.8%
39.4%
44.2%
49.1%
50.0%
33.3%

100.0%

57.1%
-
-

50.0%

53.2%
50.0%

50.0%
-
-

51.1%
50.9%
66.7%
0.0%

-

18.8%

50.0%
-
-

18.8%
18.7%
16.7%
0.0%

-
-

0.0%
0.0%

0.0%
-
-

0.7%
0.7%
0.0%
0.0%

-
-

49.1%
41.8%
53.6%

52.6%
53.5%
42.9%
0.0%

-
-

52.6%

60.6%
62.0%
38.5%
50.0%

53.3%
54.2%
60.0%
34.5%
56.6%

0.0%
0.0%
0.0%

その他

-

33.3%
36.8%
26.7%
25.0%
0.0%
0.0%

52.1%
53.0%
38.9%

42.9%
33.3%

-
75.0%
43.5%
37.4%
46.2%
48.5%
55.6%

50.0%
61.1%
41.7%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

-
0.0%
0.3%
0.0%
0.7%
0.0%
0.0%

0.0%
0.3%
0.0%
0.0%
0.0%

10.0%
-

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
-
-

0.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.9%

0.7%
0.8%
0.0%
0.0%

-
-

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

ベースアップ等により対応 定期昇給を実施することで
対応

各種手当の新設により対応
（決まって毎月支払われる

手当以外）

既存の各種手当を引き上げ
て対応（決まって毎月支払

われる手当以外）

賞与等（一時金を含む）
の支給金額の引き上げまた

は新設により対応
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施設・
事業所数

放課後等デイサービス 283
10人以下 265
11人以上20人以下 14
21人以上 2

居宅訪問型児童発達支援 67
9回以下 44
10回以上19回以下 9
20回以上 13

保育所等訪問支援 265
9回以下 124
10回以上19回以下 67
20回以上 66

福祉型障害児入所施設 112
10人以下 11
11人以上20人以下 30
21人以上30人以下 35
31人以上40人以下 18
41人以上50人以下 10
51人以上60人以下 6
61人以上70人以下 0
71人以上80人以下 1
81人以上 1

医療型障害児入所施設 64
10人以下 2
11人以上20人以下 0
21人以上30人以下 1
31人以上40人以下 3
41人以上50人以下 4
51人以上60人以下 12
61人以上70人以下 1
71人以上80人以下 4
81人以上 36

第27表 法人種類別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算による賃金改善の実施方法 （複数回答）

施設・
事業所数

5,695
15

125
2,120

102
2,330

677
0

326

第28表 設立年数別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算による賃金改善の実施方法 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 5,695
５年未満 1,377
５年以上10年未満 1,267
10年以上15年未満 950
15年以上20年未満 714
20年以上25年未満 433
25年以上30年未満 210
30年以上 744

第29表 サービス別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算における計画時点でのベースアップ等の割合

施設・
事業所数

全体 3,510
居宅介護 158
重度訪問介護 165
同行援護 160
行動援護 198
療養介護 66
生活介護 255
短期入所 181
重度障害者等包括支援 3
施設入所支援 241
自立訓練（機能訓練） 37
自立訓練（生活訓練） 174
就労移行支援 172
就労継続支援Ａ型 168
就労継続支援Ｂ型 230
就労定着支援 114
自立生活援助 52
共同生活援助（介護サービス包括型） 223
共同生活援助（日中サービス支援型） 113
共同生活援助（外部サービス利用型） 135
児童発達支援 175
放課後等デイサービス 187
居宅訪問型児童発達支援 29
保育所等訪問支援 146
福祉型障害児入所施設 79
医療型障害児入所施設 49

全体
都道府県、市区町村、広域連合・一部事務組合
社会福祉協議会
社会福祉法人（社会福祉協議会以外）
医療法人
営利法人（株式・合名・合資・合同会社）
特定非営利活動法人（ＮＰＯ）
独立行政法人（のぞみの園、国立病院機構以外）・地方独立行政法人

71.2% 30.1% 22.7%

67.7% 54.2%
22.9%
22.2%

令和６年度に行ったベース
アップ等による賃金の増加率

（b÷(a-b-c)）
5.5%
6.2%
5.2%
3.6%
6.0%
4.7%

その他の法人（社団・財団、農協、生協、学校等）

6.1%
7.3%
8.2%
5.7%
6.9%
4.1%
5.9%
5.4%
6.2%

0.0%
-

100.0%
33.3%
75.0%
66.7%

70.0%
74.3%
77.8%
70.0%
50.0%

-
100.0%

0.0%
65.6%

81.8%
66.7%
61.5%
69.8%
66.9%
67.2%
77.3%
72.3%
81.8%

71.4%
70.6%
85.7%

100.0%
76.1%

ベースアップ等により対応

0.0%
-

0.0%
33.3%
75.0%
75.0%

100.0%
75.0%
47.2%

43.3%
54.3%
50.0%
70.0%
33.3%

-
100.0%

0.0%
53.1%

45.5%
33.3%
38.5%
41.9%
46.0%
47.8%
31.8%
50.0%
45.5%

37.5%
38.1%
21.4%
50.0%
41.8%

定期昇給を実施することで
対応

50.0%
-

0.0%
0.0%

25.0%
8.3%

20.0%
22.9%
22.2%
10.0%
16.7%

-
0.0%

100.0%
18.8%

4.5%
11.1%
30.8%
22.6%
21.8%
25.4%
22.7%
22.3%
36.4%

23.0%
24.2%
7.1%
0.0%

10.4%

各種手当の新設により対応
（決まって毎月支払われる

手当以外）

100.0%
50.0%
27.8%

13.3%
25.7%
38.9%
30.0%
16.7%

-
0.0%
0.0%

35.9%

29.5%
22.2%
23.1%
24.5%
25.0%
31.3%
19.7%
23.2%
18.2%

18.0%
17.4%
35.7%
0.0%

26.9%

既存の各種手当を引き上げ
て対応（決まって毎月支払

われる手当以外）

56.8%
66.7%
76.9%
55.1%
48.4%
49.3%
71.2%
42.9%
45.5%

61.8%
62.3%
64.3%
0.0%

61.2%

賞与等（一時金を含む）
の支給金額の引き上げまた

は新設により対応

2.3%
0.0%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
1.5%
0.0%
0.0%

1.4%
1.5%
0.0%
0.0%
1.5%

その他

73.3%
52.0%
53.5%
39.2%
31.9%
32.5%

-

ベースアップ等により対応

69.0%
66.7%
70.4%
68.0%
52.0%
69.7%
71.5%

-

0.0%
-

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%

33.3%
0.0%

50.0%
27.8%

0.0%
25.0%
22.2%

0.0%
75.0%
69.4%

0.0%
-

0.0%
0.0%

50.0%

50.0%
31.4%
44.4%
50.0%
50.0%

-
100.0%

0.0%
28.1%

100.0%
-

0.0%
66.7%
25.0%
41.7%

0.0%

ベースアップ等により対応

69.0%
68.6%
69.1%
70.3%
69.7%
71.1%
63.8%

定期昇給を実施することで
対応

40.6%
34.1%
37.3%
39.9%
44.0%
38.6%
51.4%

各種手当の新設により対応
（決まって毎月支払われる

手当以外）
19.4%
20.4%
18.9%
17.6%
17.8%
17.3%

その他

0.3%
0.0%
0.8%
0.3%
0.0%
0.3%
0.6%

-
18.1%

賞与等（一時金を含む）
の支給金額の引き上げまた

は新設により対応
50.6%
26.7%
44.0%
38.8%
38.2%
60.2%
56.0%

-
54.3%

既存の各種手当を引き上げ
て対応（決まって毎月支払

われる手当以外）
23.6%
6.7%

16.0%
24.7%
16.7%
23.9%
24.7%

-

各種手当の新設により対応
（決まって毎月支払われる

手当以外）
19.4%
20.0%
11.2%
19.0%
24.5%
19.8%
18.2%

-

定期昇給を実施することで
対応

40.6%

その他

0.3%
0.5%
0.1%
0.4%
0.6%
0.0%
0.0%
0.4%

賞与等（一時金を含む）
の支給金額の引き上げまた

は新設により対応
50.6%
57.4%
53.4%
51.2%
44.4%
46.0%
37.1%
44.5%

既存の各種手当を引き上げ
て対応（決まって毎月支払

われる手当以外）
23.6%
23.2%
22.0%
24.2%
23.5%
22.9%
24.8%
26.7%

c)令和６年度のベースアップ
等以外による賃金改善見
込額の1/12（千円）

168
97

160
78

122
771
206
264
735
357
72
76
73

103
97

2,230
5,522
2,505
9,660

56,816

b)令和６年度のベースアッ
プ等による賃金改善見込額

の1/12（千円）
291
177
185
89

158
2,391

231
443
328
623
372
135
233
105
121
167
84

197

a)令和６年９月の賃金総
額（千円）

5,776
3,150
3,892
2,658
2,915

53,801
4,245
6,811
5,062

11,881
5,807
3,468
4,254
2,141
2,165
3,603
1,692
3,060
4,509
1,949
3,052

259
1,079

93
31

106
140
123
111
95

360
94

258
108
141
100
414
127
542

2,393
6.1%
4.5%

5.0%
5.3%
7.1%
6.3%
6.3%
5.0%
4.9%
8.7%
5.6%

  新加算の届出をした施設・事業所における、計画時点でのベースアップ等による賃金の増加率は、平均で5.5%となっている。（賃金総額及び賃金改善見込み額の平均から算出）
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第30表 施設・事業所規模別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算における計画時点でのベースアップ等の割合

施設・
事業所数

全体 3,510
居宅介護 158

9回以下 7
10回以上29回以下 21
30回以上49回以下 17
50回以上99回以下 33
100回以上199回以下 40
200回以上299回以下 15
300回以上 25

重度訪問介護 165
9回以下 33
10回以上29回以下 33
30回以上49回以下 19
50回以上99回以下 31
100回以上199回以下 24
200回以上299回以下 7
300回以上 16

同行援護 160
9回以下 51
10回以上29回以下 43
30回以上49回以下 27
50回以上99回以下 21
100回以上199回以下 7
200回以上299回以下 4
300回以上 6

行動援護 198
9回以下 45
10回以上29回以下 64
30回以上49回以下 29
50回以上99回以下 36
100回以上199回以下 14
200回以上299回以下 5
300回以上 5

療養介護 66
40人以下 5
41人以上60人以下 19
61人以上80人以下 7
81人以上 35

生活介護 255
20人以下 173
21人以上40人以下 47
41人以上60人以下 27
61人以上80人以下 8
81人以上 0

短期入所 181
20人以下 169
21人以上40人以下 4
41人以上60人以下 2
61人以上80人以下 0
81人以上 4

施設入所支援 241
40人以下 92
41人以上60人以下 110
61人以上80人以下 25
81人以上 14

自立訓練（機能訓練） 37
20人以下 30
21人以上40人以下 5
41人以上60人以下 2
61人以上80人以下 0
81人以上 0

自立訓練（生活訓練） 174
20人以下 158
21人以上40人以下 14
41人以上60人以下 2
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労移行支援 172
20人以下 165
21人以上40人以下 4
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ａ型 168
20人以下 158
21人以上40人以下 9
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ｂ型 230
20人以下 175
21人以上40人以下 49
41人以上60人以下 6
61人以上80人以下 0
81人以上 0

共同生活援助（介護サービス包括型） 223
4人以下 11
5人 18
6人 10
7人 17
8人以上10人以下 37
11人以上13人以下 18
14人以上16人以下 28
17人以上20人以下 32
21人以上30人以下 25
31人以上 24

5.3%
9.5%
7.1%
5.2%
3.8%
6.8%
4.0%
6.0%
4.8%

令和６年度に行ったベース
アップ等による賃金の増加率

（b÷(a-b-c)）

5.5%
6.2%
2.0%
2.6%
4.4%
4.5%

b)令和６年度のベースアッ
プ等による賃金改善見込額

の1/12（千円）

291
177
24
69
43
70

c)令和６年度のベースアップ
等以外による賃金改善見
込額の1/12（千円）

168
97
5

43
50
55

107
115
228
160
118
75
69

289
112

8.7%
-

7.3%
7.2%
4.9%
2.3%

-
13.5%
5.7%

4.7%
3.5%
2.9%
5.3%
5.3%
6.1%
5.4%
6.2%
6.3%

6.6%
6.0%
3.9%
6.3%
6.1%
6.9%
6.1%
2.7%
8.5%

2.2%
7.8%
3.6%
2.4%
3.0%
3.7%
5.2%
2.2%
6.0%

-
6.2%
7.0%
4.5%
5.7%

-
-

7.1%
3.9%

2.8%
1.4%

-
-

5.4%
5.6%
4.1%
1.2%

-

-
4.1%
4.1%
4.1%
3.6%

-
-

5.9%
6.5%

5.6%
6.2%
4.9%
5.0%
6.9%
6.9%
6.4%
7.8%

-

5.4%
3.8%
6.2%
5.9%
5.4%
9.0%
5.2%
6.7%
9.3%

2,254
3,485
3,874
5,863
5,964

53,801
24,138
42,191
26,411

2,660
2,154
3,795
1,849
3,487
3,799
2,915
1,644
3,108

a)令和６年９月の賃金総
額（千円）

5,776
3,150
1,233
2,799
1,064
1,673
2,171
5,762
7,348
3,892
1,932
1,905
3,101
3,222
6,426

11,064
7,666
2,658
2,411

5,715
-
-

4,254
3,724

27,577
4,866

-
-

5,807
5,067
6,481

15,215
-
-

3,468
3,088
7,429

4,046
9,350

-
6,444

11,881
8,860

12,160
16,247
21,732

69,818
4,245
2,667
5,665
9,656

11,773
-

6,811
6,784

1,784
3,568
2,167
5,769
7,587

4,459
-
-

3,060
1,102
1,100
4,334
1,107
1,305

2,141
2,116
2,323
4,412

-
-

2,165
1,888
2,876

222
158
59

173
123
221
215
154
466

232
523
89
54
75
75

186
38

175

103
490
472
185
67

116
118
166
289

-
135
120
288
183

-
-

233
224

460
689
714

1,020
372
321
390

1,093
-

883
-

443
438
185
197

-
687
623

2,391
783

1,185
1,283
3,497

231
130
310
549

54
157
63
68
86

289
103
354
627

-
121
117
121
234

-
-

197
37

739
65

-
-

105
107
87
45

-

70
411
78
62

97
530

-
683
357
241
354
842
268

887
206
110
372
372
739

-
264
224

100
75

162
101

1
771
915
436
999

71
68
60
65

379
188
122
71

198

121
-
-

106
110
39
82
23
76

103
101
94

500
-
-

97
99
87

440
-
-

73
74
66
7
-
-

72
72
44

136
-
-

76
66

134

119
77
91

160
234
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施設・
事業所数

共同生活援助（日中サービス支援型） 113
4人以下 0
5人 2
6人 1
7人 6
8人以上10人以下 35
11人以上13人以下 5
14人以上16人以下 13
17人以上20人以下 44
21人以上30人以下 4
31人以上 3

共同生活援助（外部サービス利用型） 135
4人以下 14
5人 6
6人 13
7人 17
8人以上10人以下 21
11人以上13人以下 13
14人以上16人以下 11
17人以上20人以下 17
21人以上30人以下 15
31人以上 8

児童発達支援 175
10人以下 155
11人以上20人以下 11
21人以上 7

放課後等デイサービス 187
10人以下 170
11人以上20人以下 14
21人以上 2

居宅訪問型児童発達支援 29
9回以下 21
10回以上19回以下 5
20回以上 3

保育所等訪問支援 146
9回以下 77
10回以上19回以下 40
20回以上 28

福祉型障害児入所施設 79
10人以下 9
11人以上20人以下 20
21人以上30人以下 26
31人以上40人以下 13
41人以上50人以下 7
51人以上60人以下 3
61人以上70人以下 0
71人以上80人以下 1
81人以上 0

医療型障害児入所施設 49
10人以下 1
11人以上20人以下 0
21人以上30人以下 1
31人以上40人以下 1
41人以上50人以下 3
51人以上60人以下 9
61人以上70人以下 1
71人以上80人以下 2
81人以上 30

第31表 法人種類別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算における計画時点でのベースアップ等の割合

施設・
事業所数

3,510
13
87

1,501
65

1,223
425

0
196

第32表 設立年数別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算における計画時点でのベースアップ等の割合

施設・
事業所数

全体 3,510
５年未満 734
５年以上10年未満 758
10年以上15年未満 602
15年以上20年未満 420
20年以上25年未満 299
25年以上30年未満 154
30年以上 543

営利法人（株式・合名・合資・合同会社）
特定非営利活動法人（ＮＰＯ）
独立行政法人（のぞみの園、国立病院機構以外）・地方独立行政法人
その他の法人（社団・財団、農協、生協、学校等） 6.1% 2,181 121

5.5% 14,020
396
713

社会福祉協議会
社会福祉法人（社会福祉協議会以外）
医療法人

全体
都道府県、市区町村、広域連合・一部事務組合

5.0%
7.3%
4.5%

11.3%
5.0%
4.6%
6.9%
6.7%
4.9%

5.1%
7.0%
6.3%
3.3%
3.6%
4.0%
4.7%
5.2%
5.8%

6.3%
-

2.8%
4.1%
5.1%
6.0%
5.6%

10.3%
5.5%

2.5%
3.0%
5.1%
5.0%

-
2.4%

-
4.5%
2.3%

-
4.4%
1.2%
7.8%

3.9%
7.9%
6.1%
4.1%
4.0%
7.2%
6.2%
8.4%
6.3%

4.7%
6.4%
9.7%
8.7%

1,077
1,227
1,595
2,639
8,726

1,672
2,850
4,233
5,122
4,984
9,525

16,516
1,949
2,127

4,509
-

1,831
1,338

65,613
-

44,269
28,349
21,519
48,320

9,160
12,447
7,760

11,060
7,260

-
19,551

-
56,816

6,495
2,261
4,148
2,505
2,737
1,784
2,902
9,660
4,077

3,052
2,681
3,420

11,253
2,230
2,198
2,586
2,327
5,522

3,087
1,777

684
763

58

258
-

50
45
77

157
202
467
251

-
450

-
2,393
1,371

-
1,880

329
1,530

64
206
542
146
342
826
441
825
402

95
149
190
414
529
98

137
127
131

55
105
108
754
141
113
211
677
100

440
1,076

108
66

104
67
30
37

111
93

132
476
95
92

115
169
360

92
49
18
15
17
65
52

121
1,327

72
63

448
101
157
536
128
123
35

140
-
3

189

2.3%
5.4%
5.7%
7.2%
4.5%
6.7%

-

4,778
-
0

456
304
774

2,995
1,012
1,158

238
186
249
369
517

-
281

-
1,079

451
93

163
94
95
97
85

259
356

1,179
577

2,232
3,099

22,906
47,308
66,662

9.6%
4.7%
3.6%
5.6%
5.2%

c)令和６年度のベースアップ
等以外による賃金改善見
込額の1/12（千円）

168
106
94

264
32

100
101

-

b)令和６年度のベースアッ
プ等による賃金改善見込額

の1/12（千円）

291
307
127
503
124
130
139

-

c)令和６年度のベースアップ
等以外による賃金改善見
込額の1/12（千円）

168
96

104
147
167
135
261
370

79

令和６年度に行ったベース
アップ等による賃金の増加率

（b÷(a-b-c)）

5.5%
4.7%
5.0%
5.8%
6.3%
5.0%
5.7%

a)令和６年９月の賃金総
額（千円）

5,776
2,989
2,910
5,829
4,667
5,438
7,565

b)令和６年度のベースアッ
プ等による賃金改善見込額

の1/12（千円）

291
131
134
309
268
252

a)令和６年９月の賃金総
額（千円）

5,776
13,524
2,584
9,662
1,884
3,134
2,323

-

令和６年度に行ったベース
アップ等による賃金の増加率

（b÷(a-b-c)）

5.5%

令和６年度に行ったベース
アップ等による賃金の増加率

（b÷(a-b-c)）

a)令和６年９月の賃金総
額（千円）

b)令和６年度のベースアッ
プ等による賃金改善見込額

の1/12（千円）

c)令和６年度のベースアップ
等以外による賃金改善見
込額の1/12（千円）

40



第33表 サービス別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算における令和７年度への繰り越し状況

施設・
事業所数

全体 5,695
居宅介護 312
重度訪問介護 341
同行援護 321
行動援護 338
療養介護 83
生活介護 345
短期入所 302
重度障害者等包括支援 4
施設入所支援 317
自立訓練（機能訓練） 78
自立訓練（生活訓練） 284
就労移行支援 282
就労継続支援Ａ型 274
就労継続支援Ｂ型 323
就労定着支援 216
自立生活援助 100
共同生活援助（介護サービス包括型） 324
共同生活援助（日中サービス支援型） 161
共同生活援助（外部サービス利用型） 222
児童発達支援 277
放課後等デイサービス 283
居宅訪問型児童発達支援 67
保育所等訪問支援 265
福祉型障害児入所施設 112
医療型障害児入所施設 64

第34表 施設・事業所規模別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算における令和７年度への繰り越し状況

施設・
事業所数

全体 5,695
居宅介護 312

9回以下 14
10回以上29回以下 43
30回以上49回以下 31
50回以上99回以下 64
100回以上199回以下 81
200回以上299回以下 26
300回以上 52

重度訪問介護 341
9回以下 66
10回以上29回以下 61
30回以上49回以下 42
50回以上99回以下 56
100回以上199回以下 61
200回以上299回以下 17
300回以上 32

同行援護 321
9回以下 96
10回以上29回以下 106
30回以上49回以下 50
50回以上99回以下 37
100回以上199回以下 14
200回以上299回以下 8
300回以上 9

行動援護 338
9回以下 79
10回以上29回以下 97
30回以上49回以下 52
50回以上99回以下 64
100回以上199回以下 28
200回以上299回以下 8
300回以上 8

療養介護 83
40人以下 6
41人以上60人以下 23
61人以上80人以下 11
81人以上 43

生活介護 345
20人以下 222
21人以上40人以下 76
41人以上60人以下 37
61人以上80人以下 10
81人以上 0

短期入所 302
20人以下 280
21人以上40人以下 7
41人以上60人以下 6
61人以上80人以下 0
81人以上 4

施設入所支援 317
40人以下 123
41人以上60人以下 143
61人以上80人以下 33
81人以上 18

自立訓練（機能訓練） 78
20人以下 57
21人以上40人以下 15
41人以上60人以下 4
61人以上80人以下 1
81人以上 1

14.4%
11.5%
13.9%
21.7%

  新加算の届出をした施設・事業所に、加算額の令和７年度への繰り越し状況を聞いたところ、「加算の全額を令和６年度分の賃金改善に充てた（予定）」の割合が77.8%となっている。

加算額の一部を令和７年
度に繰り越した（予定）

15.2%
11.9%

77.4%
79.1%
80.4%
80.4%
75.0%

加算額の一部を令和７年
度に繰り越した（予定）

15.2%
11.9%
7.1%

9.8%
21.9%

加算の全額を令和６年度
分の賃金改善に充てた（予

定）
77.8%
74.4%
74.2%
79.8%
76.0%
74.7%
78.0%
78.1%
75.0%
79.2%
82.1%
83.5%
81.6%
78.1%
78.0%
82.4%
74.0%
74.1%
72.7%
74.8%
78.7%

10.2%
16.0%
19.8%
22.4%
18.9%
14.8%
17.7%
16.4%
15.1%

15.9%
16.9%
25.0%
18.6%
14.1%
13.4%
11.3%
13.1%
15.5%

10.7%
12.5%
12.5%
21.7%
0.0%

26.1%
27.3%
20.9%
15.9%

13.5%
14.3%
12.5%
0.0%

13.9%
11.4%
13.4%
15.4%
18.8%

14.3%
14.3%
27.9%
11.8%
6.3%

11.5%
14.6%
10.4%
8.0%

11.6%
6.5%

10.9%
13.6%
19.2%
11.5%
14.4%
10.6%
11.5%

26.7%
0.0%
0.0%

100.0%

-
25.0%
18.6%
18.7%
18.9%
21.2%
11.1%
14.1%
10.5%

16.2%
15.8%
10.8%
30.0%

-
16.9%
15.7%
28.6%
16.7%

87.5%
79.8%
78.1%
80.2%
82.0%
75.7%
85.7%
75.0%
88.9%

加算の全額を令和６年度
分の賃金改善に充てた（予

定）
77.8%
74.4%
78.6%
72.1%
83.9%
73.4%
67.9%
73.1%
82.7%
74.2%
75.8%
77.0%
69.0%
71.4%
68.9%
76.5%

80.4%
78.8%
83.3%
82.1%
84.2%
73.3%

100.0%
100.0%

0.0%

-
78.1%
79.6%
42.9%
83.3%

-
75.0%
79.2%
77.2%

100.0%
69.6%
72.7%
74.4%
78.0%
78.4%
75.0%
83.8%
70.0%

76.0%
78.5%
79.4%
78.8%
67.2%
71.4%
75.0%
87.5%
74.7%
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施設・
事業所数

自立訓練（生活訓練） 284
20人以下 264
21人以上40人以下 18
41人以上60人以下 2
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労移行支援 282
20人以下 273
21人以上40人以下 6
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ａ型 274
20人以下 258
21人以上40人以下 14
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ｂ型 323
20人以下 252
21人以上40人以下 64
41人以上60人以下 7
61人以上80人以下 0
81人以上 0

共同生活援助（介護サービス包括型） 324
4人以下 15
5人 24
6人 15
7人 29
8人以上10人以下 53
11人以上13人以下 25
14人以上16人以下 37
17人以上20人以下 39
21人以上30人以下 33
31人以上 43

共同生活援助（日中サービス支援型） 161
4人以下 2
5人 3
6人 1
7人 7
8人以上10人以下 50
11人以上13人以下 6
14人以上16人以下 14
17人以上20人以下 66
21人以上30人以下 4
31人以上 6

共同生活援助（外部サービス利用型） 222
4人以下 23
5人 10
6人 18
7人 24
8人以上10人以下 31
11人以上13人以下 17
14人以上16人以下 16
17人以上20人以下 31
21人以上30人以下 31
31人以上 19

児童発達支援 277
10人以下 250
11人以上20人以下 13
21人以上 10

放課後等デイサービス 283
10人以下 265
11人以上20人以下 14
21人以上 2

居宅訪問型児童発達支援 67
9回以下 44
10回以上19回以下 9
20回以上 13

保育所等訪問支援 265
9回以下 124
10回以上19回以下 67
20回以上 66

福祉型障害児入所施設 112
10人以下 11
11人以上20人以下 30
21人以上30人以下 35
31人以上40人以下 18
41人以上50人以下 10
51人以上60人以下 6
61人以上70人以下 0
71人以上80人以下 1
81人以上 1

医療型障害児入所施設 64
10人以下 2
11人以上20人以下 0
21人以上30人以下 1
31人以上40人以下 3
41人以上50人以下 4
51人以上60人以下 12
61人以上70人以下 1
71人以上80人以下 4
81人以上 36

-
11.3%
11.4%
16.7%
0.0%

-
-

13.1%
13.6%

13.4%
12.9%
22.2%
0.0%

-

加算額の一部を令和７年
度に繰り越した（予定）

12.9%
19.4%
0.0%

14.8%
14.8%

50.0%
21.4%
19.7%
0.0%

33.3%
18.9%
26.1%
40.0%
16.7%

25.6%
21.2%
14.0%
22.4%
0.0%

33.3%
0.0%

28.6%
24.0%

-
19.8%
13.3%
25.0%
20.0%
17.2%
18.9%
16.0%
21.6%

7.1%
0.0%

-
-

15.5%
15.5%
17.2%
0.0%

-

0.0%
0.0%

100.0%
16.7%
0.0%

25.0%
19.4%

5.6%
0.0%

16.7%
-

0.0%
0.0%

21.9%
0.0%

-

23.1%
15.1%
17.7%
13.4%
13.6%
9.8%
9.1%

10.0%
14.3%

15.4%
20.0%
17.7%
17.7%
21.4%
0.0%

16.4%
9.1%

44.4%

20.8%
19.4%
0.0%

43.8%

73.3%
82.8%
77.4%
80.0%
78.4%
69.2%
75.8%
81.4%
72.7%

78.0%
78.2%
76.6%
85.7%

-
-

74.1%
73.3%
58.3%

100.0%
-
-

78.1%
78.3%
78.6%

100.0%
-
-

83.5%
84.1%
72.2%

100.0%
-
-

81.6%
81.3%
83.3%

90.0%
66.7%

-

78.6%
100.0%
79.1%
90.9%
33.3%
76.9%
80.4%
76.6%
86.6%

74.2%
77.4%
94.7%
78.7%
78.8%
84.6%
70.0%
77.4%
77.7%

66.7%
74.8%
69.6%
40.0%
77.8%
75.0%
77.4%
94.1%
56.3%

100.0%
66.7%

100.0%
57.1%
68.0%
50.0%
78.6%
75.8%

100.0%

加算の全額を令和６年度
分の賃金改善に充てた（予

定）

100.0%
75.0%
80.6%

100.0%
0.0%

75.0%
50.0%

-
100.0%
100.0%

0.0%
75.0%

80.3%
80.4%
72.7%
83.3%
77.1%
88.9%
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第35表 法人種類別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算における令和７年度への繰り越し状況

施設・
事業所数

5,695
15

125
2,120

102
2,330

677
0

326

第36表 設立年数別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算における令和７年度への繰り越し状況

施設・
事業所数

全体 5,695
５年未満 1,377
５年以上10年未満 1,267
10年以上15年未満 950
15年以上20年未満 714
20年以上25年未満 433
25年以上30年未満 210
30年以上 744

第37表 サービス別にみた経験・技能のある福祉人材の賃金改善等の状況 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 4,457
居宅介護 253
重度訪問介護 267
同行援護 243
行動援護 268
療養介護 66
生活介護 266
短期入所 239
重度障害者等包括支援 4
施設入所支援 261
自立訓練（機能訓練） 59
自立訓練（生活訓練） 224
就労移行支援 234
就労継続支援Ａ型 196
就労継続支援Ｂ型 244
就労定着支援 181
自立生活援助 73
共同生活援助（介護サービス包括型） 252
共同生活援助（日中サービス支援型） 143
共同生活援助（外部サービス利用型） 134
児童発達支援 210
放課後等デイサービス 229
居宅訪問型児童発達支援 55
保育所等訪問支援 212
福祉型障害児入所施設 92
医療型障害児入所施設 52

（「改善後の賃金が年額440万円となる者又は賃金改善額が月額平均８万円以上となる者を設定しない」とする理由） （複数回答）

施設・
事業所数

全体 1,130
居宅介護 75
重度訪問介護 63
同行援護 70
行動援護 63
療養介護 3
生活介護 47
短期入所 34
重度障害者等包括支援 0
施設入所支援 7
自立訓練（機能訓練） 13
自立訓練（生活訓練） 57
就労移行支援 63
就労継続支援Ａ型 70
就労継続支援Ｂ型 82
就労定着支援 44
自立生活援助 17
共同生活援助（介護サービス包括型） 72
共同生活援助（日中サービス支援型） 36
共同生活援助（外部サービス利用型） 44
児童発達支援 85
放課後等デイサービス 101
居宅訪問型児童発達支援 23
保育所等訪問支援 59
福祉型障害児入所施設 0
医療型障害児入所施設 2

社会福祉協議会
社会福祉法人（社会福祉協議会以外）
医療法人
営利法人（株式・合名・合資・合同会社）
特定非営利活動法人（ＮＰＯ）
独立行政法人（のぞみの園、国立病院機構以外）・地方独立行政法人

全体
都道府県、市区町村、広域連合・一部事務組合

その他の法人（社団・財団、農協、生協、学校等）

44.1%
41.8%
27.8%

22.7%
38.2%
30.2%

新加算（Ⅰ）～（Ⅱ）の届出をした施設・事業所に、経験・技能のある福祉人材の賃金改善等の状況を聞いたところ、「既に賃金が年額440万円以上となっている者がいる」の割合が51.4%と最も高く、次いで、「改善後の賃金が年額440万円以上と
なる賃金改善を実施」が33.6%となっている。

加算の全額を令和６年度
分の賃金改善に充てた（予

定）
77.8%
75.7%
79.2%
78.0%
76.8%
79.4%
74.8%
80.1%

加算額の一部を令和７年
度に繰り越した（予定）

15.2%
15.5%
14.1%
15.3%
15.3%
14.8%
19.5%
15.6%

14.5%
16.5%

-
16.9%

加算の全額を令和６年度
分の賃金改善に充てた（予

定）
77.8%
93.3%
81.6%
79.6%
71.6%
77.0%
76.2%

-
75.2%

加算額の一部を令和７年
度に繰り越した（予定）

15.2%
6.7%

12.0%
15.6%
16.7%

小規模事業所等で加算額全体が
少額であるため

80.4%
90.7%
85.7%
85.7%
82.5%
0.0%

85.1%
82.4%

-
28.6%
69.2%
63.2%
66.7%
78.6%
76.8%

2.7%
9.5%

10.0%
14.3%
33.3%
8.5%
2.9%

-
14.3%
0.0%

19.3%
31.7%
8.6%
9.8%

27.3%
17.6%
8.3%

-
50.0%

職員全体の賃金水準が低い事業
所などで、直ちに一人の賃金を引き

上げることが困難であるため

41.7%
44.0%
23.8%
38.6%
28.6%
33.3%
46.8%
35.3%

-
42.9%
15.4%
52.6%
41.3%
57.1%
48.8%
54.5%
23.5%
41.7%
58.3%
47.7%
47.1%

59.1%
82.4%
86.1%
77.8%
75.0%
88.2%
88.1%
87.0%
88.1%

-
50.0%

改善後の賃金が年額440万円以
上となる賃金改善を実施

33.6%
26.1%
28.1%
26.7%
26.9%
60.6%
35.3%
38.9%
75.0%
59.4%
35.6%
39.3%
36.3%
27.6%
25.4%
46.4%
27.4%
27.8%
39.2%
15.7%
26.2%

2.3%
0.0%
4.2%
0.0%
6.8%
5.9%
2.0%
4.3%
0.0%

13.9%
2.3%
8.2%
8.9%
0.0%
6.8%

-
0.0%

その他

4.1%
1.3%
3.2%
1.4%
6.3%

33.3%
4.3%
5.9%

-
28.6%
7.7%
5.3%
3.2%
1.4%
9.8%

38.6%
34.8%
25.4%

-
0.0%

賃金改善を行うに当たり、これまで
以上に事業所内の階層・役職やそ
のための能力・処遇を明確化するこ
とが必要になることから、規程の整
備や研修・実務経験の蓄積などに

一定期間を要するため
10.9%

7.5%
0.0%
6.1%

11.9%
10.7%
9.4%

11.7%
9.4%

13.8%
6.8%
7.5%

53.3%
59.6%

既に賃金が年額440万円以上と
なっている者がいる

51.4%
42.3%
44.9%
43.2%
54.1%
75.8%
61.7%
63.6%

100.0%
85.8%
62.7%
48.2%
52.1%
27.0%
42.6%
59.1%
57.5%
48.4%
51.0%
45.5%
36.7%

10.5%
9.7%
9.5%
8.7%

10.9%
11.3%

0.0%
3.8%

6.5%
3.8%

改善後の賃金が年額440万円とな
る者又は賃金改善額が月額平均
８万円以上となる者を設定しない

（予定）
25.4%
29.6%
23.6%
28.8%
23.5%
4.5%

17.7%
14.2%
0.0%
2.7%

22.0%
25.4%
26.9%
35.7%
33.6%
24.3%
23.3%
28.6%
25.2%
32.8%
40.5%

29.7%
36.4%
51.4%
82.6%
78.8%

月額平均８万円以上の賃金改善
を実施

9.7%
11.5%
10.1%
13.6%
14.6%
3.0%
5.6%
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第38表 施設・事業所規模別にみた経験・技能のある福祉人材の賃金改善等の状況 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 4,457
居宅介護 253

9回以下 12
10回以上29回以下 35
30回以上49回以下 23
50回以上99回以下 49
100回以上199回以下 66
200回以上299回以下 22
300回以上 46

重度訪問介護 267
9回以下 52
10回以上29回以下 46
30回以上49回以下 23
50回以上99回以下 47
100回以上199回以下 53
200回以上299回以下 13
300回以上 27

同行援護 243
9回以下 75
10回以上29回以下 79
30回以上49回以下 38
50回以上99回以下 26
100回以上199回以下 12
200回以上299回以下 6
300回以上 6

行動援護 268
9回以下 54
10回以上29回以下 77
30回以上49回以下 41
50回以上99回以下 55
100回以上199回以下 25
200回以上299回以下 7
300回以上 8

療養介護 66
40人以下 3
41人以上60人以下 19
61人以上80人以下 10
81人以上 34

生活介護 266
20人以下 161
21人以上40人以下 63
41人以上60人以下 34
61人以上80人以下 8
81人以上 0

短期入所 239
20人以下 222
21人以上40人以下 6
41人以上60人以下 6
61人以上80人以下 0
81人以上 4

施設入所支援 261
40人以下 92
41人以上60人以下 124
61人以上80人以下 29
81人以上 16

自立訓練（機能訓練） 59
20人以下 45
21人以上40人以下 11
41人以上60人以下 2
61人以上80人以下 0
81人以上 1

自立訓練（生活訓練） 224
20人以下 208
21人以上40人以下 14
41人以上60人以下 2
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労移行支援 234
20人以下 227
21人以上40人以下 4
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ａ型 196
20人以下 188
21人以上40人以下 6
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ｂ型 244
20人以下 186
21人以上40人以下 52
41人以上60人以下 6
61人以上80人以下 0
81人以上 0

共同生活援助（介護サービス包括型） 252
4人以下 9
5人 20
6人 11
7人 20
8人以上10人以下 39
11人以上13人以下 17
14人以上16人以下 30
17人以上20人以下 33
21人以上30人以下 27
31人以上 39

改善後の賃金が年額440万円以
上となる賃金改善を実施

33.6%
26.1%
33.3%
17.1%
17.4%
20.4%
19.7%
45.5%

63.2%
50.0%
61.8%
35.3%
32.9%
34.9%
44.1%
50.0%

-

22.2%
24.7%
29.3%
23.6%
40.0%
42.9%
37.5%
60.6%
66.7%

26.7%
24.0%
20.3%
39.5%
38.5%
16.7%
0.0%

66.7%
26.9%

41.3%
28.1%
19.2%
32.6%
13.0%
23.4%
28.3%
53.8%
48.1%

-
-

27.6%
27.7%
16.7%
0.0%

-
-

25.4%

38.9%
35.7%

100.0%
-
-

36.3%
36.1%
50.0%

100.0%

65.5%
68.8%
35.6%
33.3%
45.5%
50.0%

-
0.0%

39.3%

38.9%
37.4%
50.0%
50.0%

-
75.0%
59.4%
62.0%
54.8%

10.0%
28.2%
35.3%
30.0%
33.3%
29.6%
35.9%

23.1%
28.8%
66.7%

-
-

27.8%
11.1%
30.0%
9.1%

50.0%
66.7%
83.3%
33.3%
54.1%
46.3%
58.4%
61.0%
47.3%

既に賃金が年額440万円以上と
なっている者がいる

51.4%
42.3%
16.7%
22.9%
13.0%
46.9%
50.0%
36.4%
65.2%
44.9%
44.2%
34.8%
43.5%
40.4%
49.1%
61.5%
63.0%
43.2%
36.0%
41.8%
44.7%

-
-

27.0%
25.5%

72.7%
50.0%

-
0.0%

48.2%
46.6%
71.4%
50.0%

-

-
50.0%
85.8%
81.5%
90.3%
86.2%
75.0%
62.7%
62.2%

56.5%
61.9%
79.4%
87.5%

-
63.6%
64.0%
66.7%
50.0%

64.0%
57.1%
50.0%
75.8%
66.7%
73.7%
60.0%
82.4%
61.7%

月額平均８万円以上の賃金改善
を実施

9.7%
11.5%
16.7%
2.9%

13.0%
10.2%
9.1%
9.1%

21.7%
10.1%
9.6%

21.7%
8.7%
4.3%

11.3%
0.0%

48.5%

0.0%
5.3%
0.0%
2.9%
5.6%
7.5%
3.2%
0.0%

12.5%

14.6%
9.3%

18.2%
14.6%
9.1%

24.0%
0.0%

37.5%
3.0%

7.4%
13.6%
10.7%
15.2%
10.5%
7.7%

33.3%
33.3%
16.7%

59.3%
69.2%

-
48.4%
33.3%
30.0%
72.7%
30.0%
30.8%
70.6%
46.7%

66.7%
100.0%

-
-

42.6%
36.0%
65.4%
50.0%

-

-
52.1%
52.0%
75.0%

100.0% 0.0%
-
-

11.7%
11.7%
16.7%
0.0%

-
-

10.7%
10.1%
14.3%
50.0%

-
-

9.4%
9.3%
0.0%

5.6%
0.0%
0.0%

11.9%
8.9%

18.2%
50.0%

-
0.0%

-
7.5%
7.7%
0.0%
0.0%

-
25.0%
6.1%
9.8%

9.1%
0.0%

10.3%
17.6%
10.0%
3.0%

11.1%
5.1%

9.4%
10.8%
3.8%

16.7%
-
-

7.5%
0.0%
5.0%

21.1%
23.1%
16.7%
0.0%

16.7%
23.5%
33.3%
22.1%
17.1%

改善後の賃金が年額440万円とな
る者又は賃金改善額が月額平均
８万円以上となる者を設定しない

（予定）
25.4%
29.6%
41.7%
57.1%
52.2%
30.6%
24.2%
22.7%
4.3%

23.6%
26.9%
15.2%
21.7%
36.2%
26.4%
7.7%

11.1%
28.8%
37.3%
30.4%

24.4%
9.1%
0.0%

-
100.0%
25.4%
26.9%
7.1%
0.0%

0.0%
-

0.0%
2.7%
3.3%
1.6%
3.4%
6.3%

22.0%

17.7%
24.8%
9.5%
2.9%
0.0%

-
14.2%
15.3%
0.0%

29.1%
8.0%

14.3%
12.5%
4.5%
0.0%

10.5%
0.0%
2.9%

36.7%
24.2%
14.8%
2.6%

-
-

28.6%
44.4%
40.0%
18.2%
55.0%
48.7%
17.6%

36.7%
16.7%
0.0%

-
-

33.6%
38.2%
21.2%
0.0%

-
-

26.9%
27.3%
0.0%
0.0%

-
-

35.7%
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施設・
事業所数

共同生活援助（日中サービス支援型） 143
4人以下 2
5人 3
6人 1
7人 6
8人以上10人以下 46
11人以上13人以下 6
14人以上16人以下 12
17人以上20人以下 55
21人以上30人以下 4
31人以上 6

共同生活援助（外部サービス利用型） 134
4人以下 13
5人 3
6人 9
7人 14
8人以上10人以下 23
11人以上13人以下 10
14人以上16人以下 8
17人以上20人以下 19
21人以上30人以下 18
31人以上 15

児童発達支援 210
10人以下 189
11人以上20人以下 9
21人以上 10

放課後等デイサービス 229
10人以下 216
11人以上20人以下 10
21人以上 1

居宅訪問型児童発達支援 55
9回以下 37
10回以上19回以下 5
20回以上 12

保育所等訪問支援 212
9回以下 101
10回以上19回以下 54
20回以上 54

福祉型障害児入所施設 92
10人以下 9
11人以上20人以下 24
21人以上30人以下 31
31人以上40人以下 12
41人以上50人以下 9
51人以上60人以下 5
61人以上70人以下 0
71人以上80人以下 1
81人以上 1

医療型障害児入所施設 52
10人以下 2
11人以上20人以下 0
21人以上30人以下 0
31人以上40人以下 2
41人以上50人以下 3
51人以上60人以下 11
61人以上70人以下 1
71人以上80人以下 4
81人以上 28

第39表 法人種類別にみた経験・技能のある福祉人材の賃金改善等の状況 （複数回答）

施設・
事業所数

4,457
6

64
1,780

52
1,815

515
0

225

第40表 設立年数別にみた経験・技能のある福祉人材の賃金改善等の状況 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 4,457
５年未満 1,109
５年以上10年未満 963
10年以上15年未満 734
15年以上20年未満 539
20年以上25年未満 348
25年以上30年未満 170
30年以上 594

営利法人（株式・合名・合資・合同会社）
特定非営利活動法人（ＮＰＯ）
独立行政法人（のぞみの園、国立病院機構以外）・地方独立行政法人
その他の法人（社団・財団、農協、生協、学校等）

全体
都道府県、市区町村、広域連合・一部事務組合
社会福祉協議会
社会福祉法人（社会福祉協議会以外）
医療法人

10.6%
5.1%

改善後の賃金が年額440万円とな
る者又は賃金改善額が月額平均
８万円以上となる者を設定しない

（予定）
25.4%
36.6%
31.4%
21.9%
21.3%
21.0%
14.1%
8.2%

41.2%
47.0%

既に賃金が年額440万円以上と
なっている者がいる

51.4%
36.5%
44.7%
53.8%
53.8%
57.5%
71.2%
75.8%

改善後の賃金が年額440万円以
上となる賃金改善を実施

33.6%
28.9%
30.1%
34.2%
32.3%
32.2%

月額平均８万円以上の賃金改善
を実施

9.7%
11.9%
11.0%
11.0%
8.2%
6.3%

9.8%

改善後の賃金が年額440万円とな
る者又は賃金改善額が月額平均
８万円以上となる者を設定しない

（予定）
25.4%
0.0%

25.0%
10.7%
26.9%
34.8%
35.7%

-
41.8%

月額平均８万円以上の賃金改善
を実施

9.7%
0.0%
4.7%
5.5%
5.8%

15.2%
6.2%

--
23.1%

既に賃金が年額440万円以上と
なっている者がいる

51.4%
100.0%
59.4%
71.0%
53.8%
36.7%
41.7%

-
32.9%

改善後の賃金が年額440万円以
上となる賃金改善を実施

33.6%
33.3%
21.9%
41.2%
28.8%
29.5%
28.0%

33.3%
60.0%
22.7%
24.1%
0.0%

15.7%
7.7%
0.0%
0.0%

14.3%
17.4%
20.0%
25.0%
26.3%

33.3%
0.0%
0.0%

30.4%
83.3%
33.3%
47.3%
0.0%

66.7%

39.2%
50.0%

50.0%
67.9%

0.0%
59.6%
0.0%

-
-

100.0%
66.7%
54.5%
0.0%

53.3%
55.6%
58.3%
38.7%
75.0%
66.7%
60.0%

-
0.0%

0.0%
38.2%
43.2%
40.0%
16.7%
30.2%
27.7%
27.8%
35.2%

16.7%
13.3%
26.2%
24.3%

85.7%

58.3%
88.9%
60.0%

-
100.0%

0.0%
78.8%
50.0%

-

16.7%
51.4%
52.5%
50.0%
51.9%
82.6%

100.0%
83.3%
90.3%

55.6%
70.0%
29.7%
29.6%
40.0%
0.0%

36.4%
40.5%
60.0%

50.0%
47.8%
40.0%
25.0%
36.8%
44.4%
53.3%
36.7%
34.4%

83.3%
66.7%
54.5%
75.0%
50.0%
45.5%
53.8%
66.7%
55.6%

-
50.0%
66.7%
81.8%

100.0%
50.0%

51.0%
100.0%
33.3%
0.0%

16.7%
41.3%

9.5%
0.0%

10.0%
8.7%
9.3%

33.3%
9.7%
0.0%
0.0%
0.0%
7.1%

21.7%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

100.0%
16.7%
6.5%
0.0%
0.0%

14.5%
0.0%

10.5%

0.0%
0.0%
3.6%

0.0%
0.0%
3.8%
0.0%

-
-

0.0%
33.3%
0.0%

20.4%
6.5%

33.3%
0.0%
6.5%
0.0%
0.0%

20.0%
-

0.0%
0.0%

10.9%
13.5%
0.0%
8.3%

11.3%
8.9%
7.4%

15.8%
5.6%

13.3%
9.5%

25.0%
0.0%

32.8%
46.2%
0.0%

25.2%
0.0%

33.3%
0.0%

50.0%

-
-

0.0%
0.0%
9.1%
0.0%
0.0%
3.6%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%
3.8%
0.0%

20.0%
58.3%
27.8%
24.8%
31.5%
31.5%
0.0%
0.0%
0.0%

42.9%
33.3%
10.0%
44.1%
43.5%
60.0%

100.0%
41.8%
40.5%

44.4%
28.6%
26.1%
30.0%
62.5%
36.8%
33.3%
20.0%
40.5%

39.1%
16.7%
16.7%
16.4%

改善後の賃金が年額440万円以
上となる賃金改善を実施

既に賃金が年額440万円以上と
なっている者がいる

月額平均８万円以上の賃金改善
を実施

改善後の賃金が年額440万円とな
る者又は賃金改善額が月額平均
８万円以上となる者を設定しない

（予定）
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４．上位区分の届出を行っていない理由・加算の届出を行っていない理由

第41表 サービス別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）の届出を行っていない理由 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 805
居宅介護 43
重度訪問介護 45
同行援護 42
行動援護 44
療養介護 9
生活介護 52
短期入所 42
重度障害者等包括支援 0
施設入所支援 35
自立訓練（機能訓練） 14
自立訓練（生活訓練） 45
就労移行支援 38
就労継続支援Ａ型 50
就労継続支援Ｂ型 46
就労定着支援 25
自立生活援助 18
共同生活援助（介護サービス包括型） 45
共同生活援助（日中サービス支援型） 11
共同生活援助（外部サービス利用型） 48
児童発達支援 50
放課後等デイサービス 44
居宅訪問型児童発達支援 6
保育所等訪問支援 35
福祉型障害児入所施設 12
医療型障害児入所施設 6

第42表 施設・事業所規模別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）の届出を行っていない理由 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 805
居宅介護 43

9回以下 1
10回以上29回以下 5
30回以上49回以下 7
50回以上99回以下 13
100回以上199回以下 10
200回以上299回以下 4
300回以上 2

重度訪問介護 45
9回以下 9
10回以上29回以下 11
30回以上49回以下 8
50回以上99回以下 6
100回以上199回以下 4
200回以上299回以下 3
300回以上 4

同行援護 42
9回以下 14
10回以上29回以下 14
30回以上49回以下 9
50回以上99回以下 2
100回以上199回以下 1
200回以上299回以下 0
300回以上 2

行動援護 44
9回以下 12
10回以上29回以下 17
30回以上49回以下 8
50回以上99回以下 4
100回以上199回以下 2
200回以上299回以下 1
300回以上 0

療養介護 9
40人以下 1
41人以上60人以下 2
61人以上80人以下 1
81人以上 5

改善後の年
額賃金要件
（キャリアパス
要件Ⅳ）をど
のようにして
定めたらよい
かわからない
ため（賃金改善
の仕組みを定める
知識・経験を有
する職員がいない
場合も含む）

29.7%
34.9%
28.9%
35.7%
45.5%
0.0%

36.5%
28.6%

-

18.2%
41.7%
30.0%
31.8%
0.0%

17.1%
16.7%
0.0%

20.0%
28.6%
13.3%
26.3%
34.0%
39.1%
12.0%
5.6%

44.4%

33.3%
0.0%

36.0%
11.1%
15.6%
54.5%
22.9%
24.0%

32.0%
11.1%
28.9%
18.2%
25.0%
36.0%
31.8%
66.7%
17.1%

改善後の年
額賃金要件
を定めるため
の事務作業
が煩雑である

ため

32.4%
32.6%
42.2%
50.0%
47.7%
44.4%
30.8%
16.7%

-
25.7%
35.7%
33.3%
39.5%
32.0%
26.1%

81.8%
22.9%
18.0%
36.4%
33.3%
51.4%

7.1%
2.2%
5.3%

10.0%
10.9%
4.0%

22.2%
13.3%

改善後の年
額賃金要件
について、法
人内又は施
設・事業所
内で合意形
成することが
難しいため

改善後の年
額賃金要件
を定めることに
より、福祉・
介護職員間
の賃金バラン
スがとれなくな
ることが懸念
されるため

28.4%
14.0%
15.6%
31.0%
25.0%
22.2%
40.4%
21.4%

-
31.4%
50.0%
24.4%
26.3%
26.0%
26.1%

22.7%
33.3%
25.7%
33.3%
16.7%

改善後の年
額賃金要件
を定めることに

より、職種
間・事業所
間の賃金の

バランスがとれ
なくなることが
懸念されるた

め

33.0%
20.9%
24.4%
26.2%
18.2%
44.4%
44.2%
26.2%

-
54.3%
57.1%
35.6%
55.3%
24.0%
19.6%
48.0%
33.3%
24.4%

改善後の年
額賃金要件
を定めることに
より、賃金管
理を行うこと
が今後難しく

なるため

23.0%
27.9%
24.4%
19.0%
29.5%
11.1%
15.4%
9.5%

-
17.1%
21.4%
33.3%
28.9%
22.0%
19.6%

50.0%
33.3%

その他

8.7%
7.0%

11.1%
4.8%

11.4%
11.1%
7.7%

14.3%
-

8.6%
0.0%

13.3%
7.9%
6.0%
6.5%

16.0%
16.7%
13.3%
0.0%
6.3%
8.0%

8.0%
11.1%
11.1%
0.0%
6.3%
2.0%

13.6%
0.0%
2.9%

0.0%
16.7%
8.0%

13.6%
16.7%
2.9%

ＨＰ掲載等
を通した見え
る化要件を
満たすことが
困難なため

8.9%
18.6%
6.7%

21.4%
15.9%
11.1%
9.6%

11.9%
-

5.7%
7.1%
6.7%
0.0%
6.0%
6.5%

職場環境等
要件を、区分
ごとに１つ以
上取り組むこ
とが困難なた

め

9.7%
14.0%
11.1%
11.9%
13.6%
0.0%

11.5%
2.4%

-
11.4%

25.0%
16.7%
75.0%

5.2%
2.3%
2.2%
9.5%

11.4%
11.1%
1.9%
4.8%

-
2.9%
0.0%
8.9%
7.9%
4.0%
6.5%

12.0%
0.0%
2.2%
0.0%
4.2%
6.0%

32.0%
38.9%
24.4%
9.1%

22.9%
34.0%
36.4%
33.3%
42.9%

58.3%
50.0%

35.7%
28.6%
42.9%
44.4%

60.0%
14.3%
30.8%
50.0%
25.0%
0.0%

28.9%
33.3%
27.3%

4.5%
0.0%
8.6%
0.0%

16.7%

改善後の年
額賃金要件
（キャリアパス
要件Ⅳ）をど
のようにして
定めたらよい
かわからない
ため（賃金改善
の仕組みを定める
知識・経験を有
する職員がいない
場合も含む）

29.7%
34.9%

100.0%

改善後の年
額賃金要件
について、法
人内又は施
設・事業所
内で合意形
成することが
難しいため

5.2%
2.3%
0.0%

8.3%
16.7%

0.0%
0.0%

4.5%
0.0%
5.7%
0.0%

16.7%
50.0%
33.3%

改善後の年
額賃金要件
を定めることに
より、賃金管
理を行うこと
が今後難しく

なるため

23.0%
27.9%

100.0%
20.0%
0.0%

46.2%
30.0%
25.0%
0.0%

24.4%
11.1%
0.0%

25.0%
16.7%
75.0%
33.3%
75.0%
19.0%
14.3%
7.1%

44.4%

その他

8.7%
7.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

50.0%
0.0%

-
0.0%

45.5%
50.0%
58.8%
37.5%
25.0%

47.7%
50.0%
41.2%
37.5%
75.0%

100.0%
0.0%

-
44.4%

25.0%
50.0%
57.1%
21.4%
66.7%

100.0%
100.0%

-
50.0%

改善後の年
額賃金要件
を定めるため
の事務作業
が煩雑である

ため

32.4%
32.6%

100.0%
20.0%
0.0%

30.8%
50.0%
50.0%
50.0%
42.2%
33.3%
36.4%
12.5%
66.7%

100.0%
66.7%

100.0%
50.0%

100.0%
20.0%

50.0%
50.0%
0.0%

-
11.1%
0.0%
0.0%
0.0%

20.0%

11.1%
100.0%

0.0%
-

100.0%
29.5%
16.7%
17.6%
62.5%

0.0%
18.2%
16.7%
17.6%
25.0%
0.0%
0.0%

100.0%
-

66.7%
50.0%
26.2%
35.7%
28.6%
22.2%
0.0%
0.0%

-

改善後の年
額賃金要件
を定めることに

より、職種
間・事業所
間の賃金の

バランスがとれ
なくなることが
懸念されるた

め

33.0%
20.9%
0.0%

20.0%
42.9%
7.7%

20.0%
25.0%
50.0%
24.4%
11.1%
18.2%
12.5%
16.7%
50.0%

44.4%
100.0%

0.0%
100.0%
40.0% 20.0%

25.0%
25.0%
0.0%
0.0%

-
22.2%

100.0%
0.0%
0.0%

42.9%
33.3%
50.0%
0.0%

-
0.0%

25.0%
33.3%
23.5%

改善後の年
額賃金要件
を定めることに
より、福祉・
介護職員間
の賃金バラン
スがとれなくな
ることが懸念
されるため

28.4%
14.0%
0.0%

20.0%
14.3%
7.7%

10.0%
25.0%
50.0%
15.6%
0.0%

27.3%
0.0%

33.3%
25.0%
0.0%

25.0%
31.0%
21.4%

0.0%
0.0%

-
11.1%
0.0%
0.0%
0.0%

20.0%

0.0%
0.0%

-
0.0%

11.4%
0.0%

17.6%
25.0%
0.0%

0.0%
0.0%

25.0%
0.0%
0.0%
9.5%

14.3%
7.1%

11.1%

0.0%
0.0%
0.0%

10.0%
0.0%
0.0%
2.2%
0.0%
0.0%

職場環境等
要件を、区分
ごとに１つ以
上取り組むこ
とが困難なた

め

9.7%
14.0%
0.0%
0.0%
0.0%

15.4%
40.0%
0.0%
0.0%

11.1%
0.0%
9.1%

37.5%
0.0%

25.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

13.6%
16.7%
11.8%
0.0%

25.0%
50.0%
0.0%

-
0.0%

0.0%
11.9%
0.0%

14.3%
11.1%
50.0%
0.0%

-
50.0%

100.0%
0.0%

-
0.0%

15.9%
33.3%
5.9%

12.5%

ＨＰ掲載等
を通した見え
る化要件を
満たすことが
困難なため

8.9%
18.6%

100.0%
0.0%

14.3%
30.8%
10.0%
25.0%
0.0%
6.7%

11.1%
0.0%

12.5%
0.0%
0.0%
0.0%

25.0%
21.4%
21.4%
0.0%

25.0%
0.0%
0.0%

-
11.1%
0.0%
0.0%
0.0%

20.0%

0.0%
15.4%
0.0%
0.0%

50.0%
11.1%
22.2%
9.1%

25.0%
0.0%
0.0%

11.1%
0.0%
0.0%
0.0%

20.0%

0.0%
11.4%
8.3%
5.9%

12.5%
50.0%
0.0%
0.0%

-

0.0%
0.0%
4.8%
0.0%

14.3%
0.0%
0.0%
0.0%

-

新加算（Ⅲ）の届出をした施設・事業所に、加算（Ⅱ）の届出を行っていない理由を聞いたところ、「改善後の年額賃金要件を定めることにより、職種間・事業所間の賃金のバランスがとれなくなることが懸念されるため」の割合が33.0%と最も高く、次い
で、「改善後の年額賃金要件を定めるための事務作業が煩雑であるため」が32.4%となっている。
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施設・
事業所数

生活介護 52
20人以下 40
21人以上40人以下 9
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 2
81人以上 0

短期入所 42
20人以下 39
21人以上40人以下 1
41人以上60人以下 0
61人以上80人以下 0
81人以上 0

施設入所支援 35
40人以下 20
41人以上60人以下 14
61人以上80人以下 1
81人以上 0

自立訓練（機能訓練） 14
20人以下 9
21人以上40人以下 3
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 1
81人以上 0

自立訓練（生活訓練） 45
20人以下 42
21人以上40人以下 3
41人以上60人以下 0
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労移行支援 38
20人以下 36
21人以上40人以下 2
41人以上60人以下 0
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ａ型 50
20人以下 45
21人以上40人以下 5
41人以上60人以下 0
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ｂ型 46
20人以下 42
21人以上40人以下 4
41人以上60人以下 0
61人以上80人以下 0
81人以上 0

共同生活援助（介護サービス包括型） 45
4人以下 4
5人 1
6人 4
7人 4
8人以上10人以下 13
11人以上13人以下 4
14人以上16人以下 4
17人以上20人以下 3
21人以上30人以下 2
31人以上 2

共同生活援助（日中サービス支援型） 11
4人以下 0
5人 0
6人 0
7人 1
8人以上10人以下 3
11人以上13人以下 0
14人以上16人以下 1
17人以上20人以下 6
21人以上30人以下 0
31人以上 0

共同生活援助（外部サービス利用型） 48
4人以下 5
5人 5
6人 4
7人 8
8人以上10人以下 4
11人以上13人以下 4
14人以上16人以下 6
17人以上20人以下 5
21人以上30人以下 5
31人以上 2

児童発達支援 50
10人以下 45
11人以上20人以下 3
21人以上 0

放課後等デイサービス 44
10人以下 41
11人以上20人以下 3
21人以上 0

-
-

20.0%
20.0%
14.3%

100.0%
-

28.6%
33.3%

37.5%
33.3%
0.0%

50.0%
-

28.6%
28.2%

100.0%
-

36.5%

-
44.4%
25.0%
0.0%

25.0%
50.0%
61.5%

100.0%
25.0%

0.0%
-
-
-

39.1%
35.7%
75.0%

-
-

-
26.3%
27.8%
0.0%

-
-
-

34.0%
37.8%

0.0%
0.0%

100.0%
-

13.3%
14.3%
0.0%

-
-

100.0%
-

50.0%
25.0%
25.0%
33.3%
20.0%
60.0%
0.0%

30.0%
31.1%

-
100.0%

0.0%
-
-

41.7%
40.0%
40.0%

100.0%

33.3%
50.0%
0.0%

18.2%
-
-
-

0.0%
33.3%

0.0%
-

31.8%
26.8%

33.3%
33.3%
33.3%

-
-
-

39.5%
36.1%

100.0%

21.4%
0.0%

-
35.7%
44.4%
0.0%

100.0%
0.0%

-

-
16.7%
15.4%

100.0%
-
-
-

25.7%
30.0%

30.8%
30.0%
22.2%

100.0%
50.0%

50.0%
25.0%
0.0%

-
-
-

0.0%
33.3%

-
100.0%

0.0%
-

25.0%
75.0%
23.1%
50.0%
25.0%
0.0%

50.0%
0.0%

18.2%

26.1%
26.2%
25.0%

-
-
-

28.9%
25.0%

100.0%

-
-
-

32.0%
33.3%
20.0%

-
-
-

-
25.0%
0.0%

60.0%
25.0%
37.5%

0.0%
-

20.0%
20.0%
0.0%

36.0%
37.8%
0.0%

-
31.8%
34.1%

-
-
-

17.1%
15.0%
21.4%
0.0%

-
21.4%

15.4%
12.5%
22.2%

100.0%
0.0%

-
9.5%
7.7%

100.0%

-
-

15.6%
25.0%
0.0%
0.0%
0.0%

15.4%
25.0%

24.4%
0.0%

-
-
-

19.6%
21.4%
0.0%

-

-
-

28.9%
25.0%

100.0%
-
-
-

22.0%

22.2%
0.0%
0.0%

100.0%
-

33.3%
33.3%
33.3%

-

24.4%
0.0%

-

0.0%
12.5%
25.0%
0.0%

16.7%
40.0%
40.0%
50.0%
24.0%

0.0%
-

0.0%
83.3%

-
-

22.9%
20.0%
40.0%

50.0%
0.0%

50.0%
0.0%

54.5%
-
-
-

100.0%

22.2%
66.7%

-
22.7%

-
35.6%
35.7%
33.3%

-
-
-

55.3%
52.8%

55.0%
50.0%

100.0%
-

57.1%
55.6%
66.7%

100.0%
0.0%

50.0%
-

26.2%
25.6%

100.0%
-
-
-

54.3%

44.2%
40.0%
55.6%

100.0%

81.8%
-
-
-

100.0%
66.7%

-
0.0%

100.0%

0.0%
0.0%

25.0%
23.1%
25.0%
25.0%
0.0%

50.0%
0.0%

-
19.6%
16.7%
50.0%

-
-
-

24.4%
75.0%

100.0%
-
-
-

24.0%
22.2%
40.0%

-
-

34.1%
66.7%

-

16.7%
40.0%
40.0%
0.0%

18.0%
17.8%
0.0%

-
36.4%

-
-

22.9%
0.0%

20.0%
0.0%

25.0%
50.0%
25.0%

40.4%
37.5%
55.6%

100.0%
0.0%

-
21.4%
20.5%

26.0%
26.7%
20.0%

-
-
-

26.1%
26.2%
25.0%

-
-
-

26.3%
27.8%
0.0%

-
-
-

50.0%
55.6%
33.3%

100.0%
0.0%

-
24.4%
26.2%
0.0%

100.0%
-
-
-

31.4%
40.0%
21.4%
0.0%

-

40.0%
0.0%

25.0%
25.0%
25.0%
16.7%
40.0%
40.0%
0.0%

0.0%
0.0%

-
0.0%

16.7%
-
-

22.9%
0.0%

25.0%
25.0%
0.0%

100.0%
50.0%
9.1%

-
-
-

-
-
-

24.4%
0.0%
0.0%
0.0%

25.0%
30.8%

34.0%
35.6%
0.0%

-
36.4%
34.1%
66.7%

-

1.9%

-
7.9%
8.3%
0.0%

-
-
-

4.0%
4.4%

0.0%
0.0%
0.0%

-
8.9%
7.1%

33.3%
-
-

-
-

2.9%
5.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%

0.0%
11.1%
0.0%
0.0%

-
4.8%
5.1%
0.0%

-

-
-

4.2%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
50.0%
0.0%
0.0%

-
-
-

0.0%
0.0%

-
2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
-
-
-

6.5%
7.1%
0.0%

-
-

0.0%
-

4.5%
4.9%
0.0%

-

0.0%
0.0%

25.0%
16.7%
0.0%
0.0%
0.0%
6.0%
4.4%

-
0.0%
0.0%

-
2.4%
0.0%

100.0%
-
-
-

11.4%
5.0%

11.5%
12.5%
11.1%
0.0%
0.0%

10.9%
9.5%

25.0%
-
-
-

13.3%
0.0%
0.0%

-
-
-

10.0%
6.7%

40.0%
-
-
-

2.2%
0.0%

33.3%
-
-
-

5.3%
5.6%
0.0%

21.4%
0.0%

-
7.1%

11.1%
0.0%
0.0%
0.0%

-

8.0%
4.4%

66.7%
-

13.6%
12.2%

-
16.7%
20.0%
20.0%
0.0%

12.5%
0.0%

50.0%
16.7%

-
-
-

0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%

-

50.0%
50.0%
7.7%
0.0%
0.0%

33.3%
0.0%
0.0%
0.0%

33.3%
-

20.0%
20.0%
0.0%

-

11.1%
0.0%
0.0%
0.0%

-
6.7%
7.1%
0.0%

-

-
-
-

5.7%
0.0%

14.3%
0.0%

-
7.1%

9.6%
12.5%
0.0%
0.0%
0.0%

-
11.9%
10.3%

100.0%

2.2%
0.0%

-
13.6%
12.2%
33.3%

-

25.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

20.0%
0.0%
2.0%

0.0%
-

0.0%
0.0%

-
-

6.3%
0.0%

20.0%

50.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-

0.0%

-
-

11.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

15.4%
25.0%

4.4%
20.0%

-
-
-

6.5%
7.1%
0.0%

-

-
-

0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%

-
-
-

6.0%
-

6.0%

0.0%
-

14.3%
12.8%
0.0%

-
-
-

8.6%

-
-

7.7%
10.0%
0.0%
0.0%

0.0%
25.0%
0.0%

15.4%
0.0%

25.0%
66.7%
0.0%
0.0%

-
6.5%
7.1%
0.0%

-
-
-

13.3%
0.0%

4.4%
20.0%

-
-

-
13.3%
14.3%
0.0%

-
-
-

7.9%
8.3%

5.0%
14.3%
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

4.9%
0.0%

-

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
8.0%
8.9%
0.0%

-
4.5%

6.3%
20.0%
0.0%
0.0%

12.5%
0.0%

25.0%

0.0%
-
-
-

0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%

改善後の年
額賃金要件
（キャリアパス
要件Ⅳ）をど
のようにして
定めたらよい
かわからない
ため（賃金改善
の仕組みを定める
知識・経験を有
する職員がいない
場合も含む）

改善後の年
額賃金要件
を定めるため
の事務作業
が煩雑である

ため

改善後の年
額賃金要件
を定めることに
より、賃金管
理を行うこと
が今後難しく

なるため

改善後の年
額賃金要件
を定めることに

より、職種
間・事業所
間の賃金の

バランスがとれ
なくなることが
懸念されるた

め

改善後の年
額賃金要件
を定めることに
より、福祉・
介護職員間
の賃金バラン
スがとれなくな
ることが懸念
されるため

改善後の年
額賃金要件
について、法
人内又は施
設・事業所
内で合意形
成することが
難しいため

職場環境等
要件を、区分
ごとに１つ以
上取り組むこ
とが困難なた

め

ＨＰ掲載等
を通した見え
る化要件を
満たすことが
困難なため

その他
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施設・
事業所数

居宅訪問型児童発達支援 6
9回以下 5
10回以上19回以下 1
20回以上 0

保育所等訪問支援 35
9回以下 17
10回以上19回以下 8
20回以上 6

福祉型障害児入所施設 12
10人以下 2
11人以上20人以下 1
21人以上30人以下 2
31人以上40人以下 5
41人以上50人以下 1
51人以上60人以下 1
61人以上70人以下 0
71人以上80人以下 0
81人以上 0

医療型障害児入所施設 6
10人以下 0
11人以上20人以下 0
21人以上30人以下 0
31人以上40人以下 0
41人以上50人以下 0
51人以上60人以下 1
61人以上70人以下 0
71人以上80人以下 0
81人以上 5

第43表 法人種類別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）の届出を行っていない理由 （複数回答）

施設・
事業所数

805
4

27
231
18

351
103

0
71

第44表 設立年数別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）の届出を行っていない理由 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 805
５年未満 182
５年以上10年未満 204
10年以上15年未満 138
15年以上20年未満 116
20年以上25年未満 53
25年以上30年未満 25
30年以上 87

その他の法人（社団・財団、農協、生協、学校等）

社会福祉協議会
社会福祉法人（社会福祉協議会以外）
医療法人
営利法人（株式・合名・合資・合同会社）
特定非営利活動法人（ＮＰＯ）
独立行政法人（のぞみの園、国立病院機構以外）・地方独立行政法人

5.6%
33.6%
40.8%

-
25.4%

11.1%
39.0%
22.3%

-
29.6%

5.6%

全体
都道府県、市区町村、広域連合・一部事務組合

0.0%
0.0%
0.0%

改善後の年
額賃金要件
（キャリアパス
要件Ⅳ）をど
のようにして
定めたらよい
かわからない
ため（賃金改善
の仕組みを定める
知識・経験を有
する職員がいない
場合も含む）

-
-
-

0.0%
-
-

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-

0.0%
-
-

-
17.1%
11.8%
37.5%
0.0%

16.7%
50.0%
0.0%

50.0%

-
-

33.3%
-
-
-
-
-

100.0%

0.0%
50.0%

100.0%
0.0%

100.0%
40.0%
0.0%
0.0%

-

66.7%
80.0%
0.0%

-
17.1%
23.5%
25.0%

改善後の年
額賃金要件
を定めるため
の事務作業
が煩雑である

ため

33.3%
40.0%

改善後の年
額賃金要件
を定めることに
より、賃金管
理を行うこと
が今後難しく

なるため

-
-
-
-

0.0%
-
-

20.0%

50.0%
40.0%
0.0%
0.0%

-
-
-

16.7%
-

0.0%
-

25.7%
29.4%
25.0%
33.3%
33.3%
50.0%
0.0% 0.0%

100.0%
60.0%

100.0%
100.0%

33.3%
40.0%
0.0%

-
51.4%
52.9%

改善後の年
額賃金要件
を定めることに

より、職種
間・事業所
間の賃金の

バランスがとれ
なくなることが
懸念されるた

め

100.0%
-
-

40.0%

-
-
-

50.0%
-
-
-
-
-

50.0%
66.7%
58.3%
0.0%

-
-
-
-
-

100.0%
-
-

20.0%

0.0%
50.0%
60.0%

100.0%
0.0%

-
-
-

33.3%

40.0%
0.0%

-
42.9%
41.2%
37.5%
66.7%
50.0%
50.0%

33.3%

改善後の年
額賃金要件
を定めることに
より、福祉・
介護職員間
の賃金バラン
スがとれなくな
ることが懸念
されるため

-
-
-

0.0%
-
-

20.0%

0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-

16.7%
-
-

-
5.7%
0.0%

12.5%
16.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

改善後の年
額賃金要件
について、法
人内又は施
設・事業所
内で合意形
成することが
難しいため

-
-

0.0%

-
-

0.0%
-
-
-
-
-

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-

16.7%
0.0%

100.0%
-

2.9%
0.0%

12.5%

職場環境等
要件を、区分
ごとに１つ以
上取り組むこ
とが困難なた

め

0.0%
20.0%
0.0%
0.0%

-
-
-

16.7%
-

0.0%
-

2.9%
0.0%

12.5%
0.0%
8.3%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

ＨＰ掲載等
を通した見え
る化要件を
満たすことが
困難なため

0.0%
0.0%
0.0%

-
8.6%

11.8%

その他

27.8%
7.1%
5.8%

-
11.3%

ＨＰ掲載等
を通した見え
る化要件を
満たすことが
困難なため

8.9%
0.0%
0.0%
6.9%
5.6%

12.3%
6.8%

-
7.0%

職場環境等
要件を、区分
ごとに１つ以
上取り組むこ
とが困難なた

め

-
-
-

16.7%
-
-
-
-
-

0.0%
16.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-
-

0.0%
-

0.0%
-
-

20.0%

16.7%
10.3%
8.7%

-

改善後の年
額賃金要件
（キャリアパス
要件Ⅳ）をど
のようにして
定めたらよい
かわからない
ため（賃金改善
の仕組みを定める
知識・経験を有
する職員がいない
場合も含む）

29.7%
25.0%
22.2%
22.9%

改善後の年
額賃金要件
を定めるため
の事務作業
が煩雑である

ため

32.4%
50.0%
29.6%
29.4%

改善後の年
額賃金要件
を定めることに
より、賃金管
理を行うこと
が今後難しく

なるため

23.0%
0.0%
3.7%

15.6%

改善後の年
額賃金要件
を定めることに
より、福祉・
介護職員間
の賃金バラン
スがとれなくな
ることが懸念
されるため

28.4%
50.0%
25.9%
37.2%

-
20.0%

-
-

20.0%

その他

8.7%
0.0%

29.6%
7.8%

9.7%
25.0%
7.4%
8.2%

27.8%
23.4%
32.0%

-
19.7%

改善後の年
額賃金要件
について、法
人内又は施
設・事業所
内で合意形
成することが
難しいため

5.2%
0.0%

11.1%
3.9%

33.3%
4.3%
3.9%

-
7.0%

14.9%

改善後の年
額賃金要件
を定めることに

より、職種
間・事業所
間の賃金の

バランスがとれ
なくなることが
懸念されるた

め

33.0%
26.4%
27.9%
34.8%
31.9%
37.7%
28.0%
56.3%

5.2%
3.3%
6.4%
6.5%
4.3%

11.3%
4.0%
2.3%

29.1%
19.4%

-
35.2%

改善後の年
額賃金要件
を定めることに

より、職種
間・事業所
間の賃金の

バランスがとれ
なくなることが
懸念されるた

め

33.0%
75.0%
66.7%
46.3%
22.2%
27.1%
19.4%

-
26.8%

16.1%

改善後の年
額賃金要件
を定めるため
の事務作業
が煩雑である

ため

32.4%
35.2%
27.9%
34.8%
33.6%
26.4%
44.0%
32.2%

11.3%

改善後の年
額賃金要件
（キャリアパス
要件Ⅳ）をど
のようにして
定めたらよい
かわからない
ため（賃金改善
の仕組みを定める
知識・経験を有
する職員がいない
場合も含む）

29.7%
37.4%
33.3%
28.3%
24.1%
32.1%
20.0%

改善後の年
額賃金要件
を定めることに
より、賃金管
理を行うこと
が今後難しく

なるため

23.0%
30.8%
24.5%
24.6%
19.0%
15.1%
8.0%

改善後の年
額賃金要件
を定めることに
より、福祉・
介護職員間
の賃金バラン
スがとれなくな
ることが懸念
されるため

28.4%
19.2%
24.5%
34.1%
33.6%
28.3%

その他

8.7%
7.7%

11.3%
7.2%

10.3%
5.7%
0.0%
9.2%

ＨＰ掲載等
を通した見え
る化要件を
満たすことが
困難なため

8.9%
8.8%
6.9%

13.0%
11.2%
7.5%
8.0%
5.7%

職場環境等
要件を、区分
ごとに１つ以
上取り組むこ
とが困難なた

め

9.7%
11.5%
10.3%
7.2%
7.8%

11.3%
8.0%

10.3%
32.0%
40.2%

改善後の年
額賃金要件
について、法
人内又は施
設・事業所
内で合意形
成することが
難しいため
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第45表 サービス別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）の届出を行っていない理由 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 238
居宅介護 9
重度訪問介護 11
同行援護 13
行動援護 9
療養介護 6
生活介護 13
短期入所 12
重度障害者等包括支援 0
施設入所支援 12
自立訓練（機能訓練） 3
自立訓練（生活訓練） 11
就労移行支援 4
就労継続支援Ａ型 15
就労継続支援Ｂ型 21
就労定着支援 10
自立生活援助 9
共同生活援助（介護サービス包括型） 16
共同生活援助（日中サービス支援型） 6
共同生活援助（外部サービス利用型） 22
児童発達支援 11
放課後等デイサービス 5
居宅訪問型児童発達支援 3
保育所等訪問支援 9
福祉型障害児入所施設 4
医療型障害児入所施設 4

第46表 施設・事業所規模別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）の届出を行っていない理由 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 238
居宅介護 9

9回以下 0
10回以上29回以下 2
30回以上49回以下 1
50回以上99回以下 1
100回以上199回以下 3
200回以上299回以下 0
300回以上 2

重度訪問介護 11
9回以下 0
10回以上29回以下 3
30回以上49回以下 1
50回以上99回以下 2
100回以上199回以下 3
200回以上299回以下 1
300回以上 1

同行援護 13
9回以下 3
10回以上29回以下 4
30回以上49回以下 0
50回以上99回以下 5
100回以上199回以下 0
200回以上299回以下 1
300回以上 0

行動援護 9
9回以下 6
10回以上29回以下 1
30回以上49回以下 0
50回以上99回以下 1
100回以上199回以下 1
200回以上299回以下 0
300回以上 0

療養介護 6
40人以下 2
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 0
81人以上 3

生活介護 13
20人以下 9
21人以上40人以下 2
41人以上60人以下 2
61人以上80人以下 0
81人以上 0

短期入所 12
20人以下 12
21人以上40人以下 0
41人以上60人以下 0
61人以上80人以下 0
81人以上 0

38.1%
0.0%

新加算（Ⅳ）の届出をした施設・事業所に、加算（Ⅲ）の届出を行っていない理由を聞いたところ、「昇給の仕組みを設けることにより、職種間・事業所間の賃金のバランスがとれなくなることが懸念されるため」の割合が37.8%と最も高く、次いで、「昇給の
仕組み(キャリアパス要件Ⅲ)をどのようにして定めたらよいかわからないため」が33.6%となっている。

昇給の仕組み(キャリアパス
要件Ⅲ)をどのようにして定め
たらよいかわからないため（昇
給の仕組みを定める知識・経験
を有する職員がいない場合も含

む）

33.6%
11.1%
36.4%
46.2%
0.0%

50.0%
46.2%

33.3%
33.3%
75.0%
25.0%

昇給の仕組みを設けることに
より、賃金管理を行うことが

今後難しくなるため

21.8%
22.2%
27.3%
23.1%
33.3%
16.7%
15.4%
16.7%

-
16.7%
0.0%

54.5%
25.0%
33.3%
28.6%
0.0%
0.0%

37.5%
16.7%

50.0%

昇給の仕組みを設けるため
の事務作業が煩雑であるた

め

29.8%
33.3%
27.3%
46.2%
33.3%
16.7%
38.5%
16.7%

-
41.7%
33.3%
9.1%

50.0%
40.0%
19.0%
0.0%
0.0%

50.0%
33.3%
31.8%
36.4%
0.0%

0.0%
25.0%
66.7%
40.9%
9.1%

20.0%
100.0%
11.1%
0.0%

16.7%
-

50.0%
33.3%
36.4%

100.0%
66.7%

33.3%
18.2%
25.0%
0.0%
9.5%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

27.3%
0.0%

20.0%

0.0%
25.0%
0.0%

40.9%
45.5%
80.0%

100.0%
22.2%
75.0%

9.1%
9.1%

20.0%
33.3%
22.2%
25.0%
25.0%

昇給の仕組みを設けることに
より、職種間・事業所間の

賃金のバランスがとれなくなる
ことが懸念されるため

37.8%
33.3%
54.5%
38.5%
44.4%
50.0%
46.2%
58.3%

-
33.3%
0.0%

45.5%
25.0%
33.3%
28.6%
20.0%

11.1%
-

50.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%

36.4%

9.1%
9.1%
0.0%
0.0%

33.3%
0.0%
0.0%

昇給の仕組み(キャリアパス
要件Ⅲ)をどのようにして定め
たらよいかわからないため（昇
給の仕組みを定める知識・経験
を有する職員がいない場合も含

む）

33.6%

昇給の仕組みを設けるため
の事務作業が煩雑であるた

め

29.8%

昇給の仕組みを設けることに
より、賃金管理を行うことが

今後難しくなるため

21.8%

昇給の仕組みを設けることに
より、職種間・事業所間の

賃金のバランスがとれなくなる
ことが懸念されるため

37.8%

昇給の仕組みについて、法
人内又は施設・事業所内で
合意形成することが難しいた

め

11.8%

その他

7.6%

0.0%
44.4%
25.0%
0.0%

その他

7.6%
0.0%
9.1%
7.7%
0.0%
0.0%

23.1%
0.0%

-
8.3%

33.3%
0.0%
0.0%
0.0%
9.5%
0.0%
0.0%

12.5%
16.7%

75.0%

昇給の仕組みについて、法
人内又は施設・事業所内で
合意形成することが難しいた

め

11.8%
22.2%
18.2%
0.0%
0.0%
0.0%
7.7%

16.7%
-

25.0%

66.7%
46.2%
55.6%
50.0%
0.0%

-
-

16.7%
16.7%

-
0.0%
0.0%

-
-

50.0%
0.0%

100.0%
-

50.0%
-

60.0%
-

0.0%
-

0.0%
0.0%
0.0%

-
100.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

100.0%
46.2%
33.3%

-
-
-
-

50.0%
-

60.0%
-

0.0%
-

33.3%
50.0%
0.0%

-
33.3%
0.0%

50.0%
33.3%
0.0%
0.0%

46.2%
33.3%

33.3%
-

50.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
100.0%
27.3%

-
-
-
-

33.3%
38.5%
44.4%
50.0%
0.0%

-
-

16.7%
16.7%

-
0.0%
0.0%

-
-

16.7%
0.0%
0.0%

-

22.2%
-

50.0%
100.0%

0.0%
0.0%

-
0.0%

27.3%

0.0%
15.4%
11.1%
50.0%
0.0%

-
-

16.7%
16.7%

-
0.0%
0.0%

-
-

16.7%
0.0%

100.0%
-

25.0%
-

20.0%
-

100.0%
-

33.3%
33.3%

100.0%

-
33.3%

100.0%
0.0%

33.3%
0.0%
0.0%

23.1%
0.0%

-
-
-
-

25.0%
-

60.0%
-

0.0%
-

44.4%
33.3%
0.0%

-
33.3%

100.0%
50.0%
66.7%

100.0%
0.0%

38.5%
33.3%

33.3%
-

50.0%
0.0%

100.0%
33.3%

-
0.0%

54.5%

-
-
-
-

66.7%
46.2%
44.4%

100.0%
0.0%

-
-

58.3%
58.3%

-
100.0%
100.0%

-
-

50.0%
0.0%

100.0%
-

22.2%
-

0.0%
0.0%
0.0%

66.7%
-

0.0%
18.2%

0.0%
7.7%

11.1%
0.0%
0.0%

-
-

16.7%
16.7%

-
0.0%
0.0%

-
-

0.0%
0.0%
0.0%

-

0.0%
-

0.0%
-

0.0%
-

0.0%
0.0%
0.0%

-
33.3%
0.0%
0.0%

33.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-
-

0.0%
-

0.0%
-

0.0%
-

0.0%
0.0%
0.0%

-
33.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
7.7%

33.3%

0.0%
-

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%
9.1%

-
-
-
-

0.0%
23.1%
11.1%
0.0%

100.0%
-
-

0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%

-
-

0.0%
0.0%
0.0%

-
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施設・
事業所数

施設入所支援 12
40人以下 8
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 2
81人以上 1

自立訓練（機能訓練） 3
20人以下 2
21人以上40人以下 1
41人以上60人以下 0
61人以上80人以下 0
81人以上 0

自立訓練（生活訓練） 11
20人以下 10
21人以上40人以下 1
41人以上60人以下 0
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労移行支援 4
20人以下 4
21人以上40人以下 0
41人以上60人以下 0
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ａ型 15
20人以下 13
21人以上40人以下 2
41人以上60人以下 0
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ｂ型 21
20人以下 13
21人以上40人以下 7
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 0
81人以上 0

共同生活援助（介護サービス包括型） 16
4人以下 2
5人 3
6人 0
7人 4
8人以上10人以下 1
11人以上13人以下 0
14人以上16人以下 1
17人以上20人以下 2
21人以上30人以下 2
31人以上 1

共同生活援助（日中サービス支援型） 6
4人以下 0
5人 0
6人 0
7人 0
8人以上10人以下 1
11人以上13人以下 0
14人以上16人以下 0
17人以上20人以下 5
21人以上30人以下 0
31人以上 0

共同生活援助（外部サービス利用型） 22
4人以下 0
5人 1
6人 5
7人 1
8人以上10人以下 3
11人以上13人以下 1
14人以上16人以下 2
17人以上20人以下 5
21人以上30人以下 2
31人以上 2

児童発達支援 11
10人以下 10
11人以上20人以下 1
21人以上 0

放課後等デイサービス 5
10人以下 3
11人以上20人以下 1
21人以上 1

居宅訪問型児童発達支援 3
9回以下 1
10回以上19回以下 1
20回以上 1

保育所等訪問支援 9
9回以下 2
10回以上19回以下 3
20回以上 4

66.7%
61.5%

100.0%
-
-
-

38.1%
23.1%
57.1%

-
-
-

100.0%
100.0%

-
-
-
-

33.3%
0.0%

100.0%
-
-
-

36.4%
40.0%
0.0%

50.0%
62.5%
0.0%

50.0%
0.0%

昇給の仕組み(キャリアパス
要件Ⅲ)をどのようにして定め
たらよいかわからないため（昇
給の仕組みを定める知識・経験
を有する職員がいない場合も含

む）

33.3%
100.0%

0.0%
80.0%
0.0%

50.0%

-
100.0%

-
-

60.0%
-
-

40.9%
-

-
0.0%

100.0%
0.0%
0.0%

66.7%
-
-
-

100.0%
-
-

25.0%
0.0%

33.3%
-

0.0%
100.0%

100.0%
100.0%
100.0%
11.1%
0.0%

33.3%
0.0%

9.1%
10.0%
0.0%

-
20.0%
33.3%
0.0%
0.0%

100.0%

0.0%
40.0%
0.0%

33.3%
0.0%

100.0%
-
-
-

9.1%
10.0%
0.0%

41.7%
50.0%
0.0%
0.0%

100.0%

昇給の仕組みを設けるため
の事務作業が煩雑であるた

め

-
0.0%

50.0%
0.0%

100.0%
33.3%

-
-
-

0.0%
-
-

50.0%
0.0%

33.3%
-

100.0%
100.0%

40.0%
46.2%
0.0%

-
-
-

19.0%
7.7%

42.9%

-
-
-

50.0%
50.0%

-
-
-
-

0.0%
0.0%

100.0%
33.3%
50.0%
33.3%
25.0%

36.4%
30.0%

100.0%
-

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

33.3%

0.0%
40.0%
0.0%

66.7%
0.0%

50.0%
20.0%
0.0%

50.0%

-
100.0%

-
-

20.0%
-
-

31.8%
-

33.3%
38.5%
0.0%

-
-
-

28.6%
38.5%
14.3%

-
-
-

25.0%
25.0%

-
-
-
-

0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-

54.5%
60.0%
0.0%

16.7%
25.0%
0.0%
0.0%
0.0%

昇給の仕組みを設けることに
より、賃金管理を行うことが

今後難しくなるため

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

50.0%

-
100.0%

-
-

0.0%
-
-

9.1%
-

-
0.0%

100.0%
100.0%

0.0%
16.7%

-
-
-

0.0%
-
-

37.5%
0.0%
0.0%

-
50.0%
0.0%

0.0%
0.0%

100.0%
22.2%
0.0%

33.3%
25.0%

9.1%
10.0%
0.0%

-
20.0%
33.3%
0.0%
0.0%

33.3%

0.0%
20.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-

45.5%
50.0%
0.0%

33.3%
37.5%

100.0%
0.0%
0.0%

昇給の仕組みを設けることに
より、職種間・事業所間の

賃金のバランスがとれなくなる
ことが懸念されるため

-
0.0%
0.0%
0.0%

100.0%
0.0%

-
-
-

0.0%
-
-

25.0%
0.0%

33.3%
-

50.0%
0.0%

33.3%
38.5%
0.0%

-
-
-

28.6%
30.8%
28.6%

-
-
-

25.0%
25.0%

-
-
-
-

100.0%
100.0%
100.0%
22.2%
0.0%

33.3%
25.0%

45.5%
50.0%
0.0%

-
80.0%
66.7%

100.0%
100.0%
100.0%

100.0%
60.0%

100.0%
33.3%
0.0%

50.0%
20.0%
50.0%
0.0%

-
0.0%

-
-

0.0%
-
-

40.9%
-

0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-

9.5%
7.7%

14.3%

-
-
-

25.0%
25.0%

-
-
-
-

33.3%
0.0%

100.0%
-
-
-

18.2%
10.0%

100.0%

25.0%
37.5%
0.0%
0.0%
0.0%

昇給の仕組みについて、法
人内又は施設・事業所内で
合意形成することが難しいた

め

66.7%
0.0%
0.0%

20.0%
50.0%
0.0%

-
0.0%

-
-

0.0%
-
-

27.3%
-

-
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-

0.0%
-
-

0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

44.4%
0.0%

66.7%
50.0%

0.0%
0.0%
0.0%

-
20.0%
0.0%

100.0%
0.0%
0.0%

0.0%
20.0%

100.0%

33.3%
50.0%
0.0%

-
-
-

0.0%
0.0%
0.0%

8.3%
0.0%
0.0%

50.0%
0.0%

その他

-
100.0%

0.0%
0.0%
0.0%

16.7%
-
-
-

0.0%
-
-

12.5%
50.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-

9.5%
7.7%

14.3%

-
-
-

0.0%
0.0%

-
-
-
-

0.0%
0.0%
0.0%

33.3%
50.0%
0.0%

50.0%

9.1%
10.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
20.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

50.0%

-
0.0%

-
-

20.0%
-
-

9.1%
-
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施設・
事業所数

福祉型障害児入所施設 4
10人以下 0
11人以上20人以下 3
21人以上30人以下 1
31人以上40人以下 0
41人以上50人以下 0
51人以上60人以下 0
61人以上70人以下 0
71人以上80人以下 0
81人以上 0

医療型障害児入所施設 4
10人以下 0
11人以上20人以下 0
21人以上30人以下 0
31人以上40人以下 1
41人以上50人以下 1
51人以上60人以下 0
61人以上70人以下 0
71人以上80人以下 0
81人以上 2

第47表 法人種類別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）の届出を行っていない理由 （複数回答）

施設・
事業所数

238
3

18
59
25
77
38
0

18

第48表 設立年数別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）の届出を行っていない理由 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 238
５年未満 41
５年以上10年未満 57
10年以上15年未満 44
15年以上20年未満 36
20年以上25年未満 14
25年以上30年未満 5
30年以上 41

第49表 サービス別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅳ）の届出を行っていない理由 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 193
居宅介護 7
重度訪問介護 18
同行援護 23
行動援護 17
療養介護 2
生活介護 14
短期入所 7
重度障害者等包括支援 0
施設入所支援 9
自立訓練（機能訓練） 2
自立訓練（生活訓練） 4
就労移行支援 6
就労継続支援Ａ型 13
就労継続支援Ｂ型 12
就労定着支援 0
自立生活援助 0
共同生活援助（介護サービス包括型） 11
共同生活援助（日中サービス支援型） 1
共同生活援助（外部サービス利用型） 18
児童発達支援 6
放課後等デイサービス 5
居宅訪問型児童発達支援 3
保育所等訪問支援 9
福祉型障害児入所施設 4
医療型障害児入所施設 2

全体
都道府県、市区町村、広域連合・一部事務組合
社会福祉協議会
社会福祉法人（社会福祉協議会以外）
医療法人
営利法人（株式・合名・合資・合同会社）
特定非営利活動法人（ＮＰＯ）
独立行政法人（のぞみの園、国立病院機構以外）・地方独立行政法人
その他の法人（社団・財団、農協、生協、学校等） 33.3%

31.7%

新加算（Ⅴ）の届出をした施設・事業所に、加算（Ⅰ）～（Ⅳ）の届出を行っていない理由を聞いたところ、「経過措置として新加算（Ⅴ）を算定しており、新加算（Ⅰ）～（Ⅳ）の取得について検討・準備段階であるため」の割合が73.1%となって
いる。

経過措置として新加算
（Ⅴ）を算定しており、新
加算（Ⅰ）～（Ⅳ）の取
得について検討・準備段階

であるため
73.1%
57.1%

-
-
-

0.0%
100.0%

-

0.0%
0.0%

-
-
-
-
-
-

50.0%

0.0%
-

昇給の仕組み(キャリアパス
要件Ⅲ)をどのようにして定め
たらよいかわからないため（昇
給の仕組みを定める知識・経験
を有する職員がいない場合も含

む）

-
-
-

0.0%
0.0%

-
-
-

50.0%

66.7%
100.0%

-
-
-
-
-
-

25.0%

75.0%
-

昇給の仕組みを設けるため
の事務作業が煩雑であるた

め

-
-
-

0.0%
100.0%

-

33.3%
0.0%

-
-
-
-
-
-

25.0%

25.0%
-

昇給の仕組みを設けることに
より、賃金管理を行うことが

今後難しくなるため

-
-
-

0.0%
100.0%

-
-
-

100.0%

66.7%
100.0%

-
-
-
-
-
-

75.0%

75.0%
-

昇給の仕組みを設けることに
より、職種間・事業所間の

賃金のバランスがとれなくなる
ことが懸念されるため

-
-
-

0.0%
0.0%

-

33.3%
0.0%

-
-
-
-
-
-

0.0%

25.0%
-

昇給の仕組みについて、法
人内又は施設・事業所内で
合意形成することが難しいた

め

0.0%
-

その他

-
-
-

0.0%
0.0%

-
-
-

0.0%

0.0%
0.0%

-
-
-
-
-
-

0.0%

-
-

0.0%

-
-

0.0%

-
-

50.0%

その他

7.6%
0.0%
5.6%

11.9%
0.0%

昇給の仕組みについて、法
人内又は施設・事業所内で
合意形成することが難しいた

め

11.8%
0.0%

27.8%
13.6%
24.0%

昇給の仕組みを設けることに
より、職種間・事業所間の

賃金のバランスがとれなくなる
ことが懸念されるため

37.8%
66.7%
33.3%
47.5%
52.0%
31.2%
28.9%

-

昇給の仕組みを設けることに
より、賃金管理を行うことが

今後難しくなるため

21.8%
33.3%
11.1%
15.3%
0.0%

32.5%
23.7%

-
33.3%

その他

7.6%
12.2%

昇給の仕組みを設けるため
の事務作業が煩雑であるた

め

29.8%
33.3%
22.2%
30.5%
20.0%
28.6%
34.2%

-

7.0%

昇給の仕組み(キャリアパス
要件Ⅲ)をどのようにして定め
たらよいかわからないため（昇
給の仕組みを定める知識・経験
を有する職員がいない場合も含

む）

33.6%
33.3%
11.1%
33.9%
12.0%
36.4%
52.6%

-

6.5%
7.9%

-

6.5%
7.9%

-

4.5%
5.6%
7.1%
0.0%
9.8%

昇給の仕組みについて、法
人内又は施設・事業所内で
合意形成することが難しいた

め

11.8%
4.9%
8.8%

11.4%
19.4%
0.0%
0.0%

22.0%

昇給の仕組みを設けることに
より、職種間・事業所間の

賃金のバランスがとれなくなる
ことが懸念されるため

37.8%
29.3%
35.1%
38.6%
38.9%
42.9%
0.0%

51.2%

11.1%

昇給の仕組み(キャリアパス
要件Ⅲ)をどのようにして定め
たらよいかわからないため（昇
給の仕組みを定める知識・経験
を有する職員がいない場合も含

む）

33.6%
36.6%
38.6%
31.8%
33.3%
14.3%
40.0%

昇給の仕組みを設けるため
の事務作業が煩雑であるた

め

29.8%
19.5%
21.1%
36.4%
36.1%
42.9%
40.0%

昇給の仕組みを設けることに
より、賃金管理を行うことが

今後難しくなるため

21.8%
26.8%
31.6%
20.5%
11.1%
28.6%

44.4%

34.1%
0.0%

14.6%

33.3% 5.6%

旧ベースアップ等支援加算
相当の加算額の２/３以上
の基本給等の引上げが困難
なため（月額賃金改善要

件Ⅱ）
20.7%
14.3%
27.8%
39.1%
23.5%
0.0%

28.6%
28.6%

-
11.1%
0.0%

50.0%
0.0%
7.7%
8.3%

-
-

75.0%
66.7%
76.9%
75.0%

-
-

90.9%
100.0%
61.1%

55.6%
69.6%
76.5%
50.0%
78.6%

100.0%
-

88.9%
50.0%

-
11.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
-

研修の実施等が困難なため
（キャリアパス要件Ⅱ）

4.1%
14.3%
16.7%
0.0%
0.0%

50.0%
7.1%
0.0%

0.0%
0.0%

11.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
11.1%
50.0%
0.0%

33.3%
0.0%
0.0%

-
-

任用要件・賃金体系の整
備等が困難なため（キャリア

パス要件Ⅰ）

8.8%
28.6%
22.2%
4.3%

11.8%
0.0%

14.3%
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
7.7%

16.7%
-
-

その他

5.2%
0.0%
5.6%
0.0%
5.9%
0.0%
0.0%
0.0%

9.1%
0.0%

22.2%
33.3%
0.0%
0.0%

44.4%
25.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
8.3%

-
-

昇級の仕組みの整備等が
困難なため（キャリアパス要

件Ⅲ）

10.9%
14.3%
5.6%
8.7%
0.0%
0.0%

28.6%
0.0%

0.0%
0.0%
5.6%

16.7%
20.0%
66.7%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

50.0%

18.2%
0.0%

11.1%
33.3%
0.0%
0.0%

33.3%
25.0%
0.0%

66.7%
80.0%
33.3%
88.9%

100.0%
50.0%

51



第50表 施設・事業所規模別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅳ）の届出を行っていない理由 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 193
居宅介護 7

9回以下 1
10回以上29回以下 1
30回以上49回以下 0
50回以上99回以下 1
100回以上199回以下 2
200回以上299回以下 0
300回以上 2

重度訪問介護 18
9回以下 5
10回以上29回以下 1
30回以上49回以下 10
50回以上99回以下 1
100回以上199回以下 1
200回以上299回以下 0
300回以上 0

同行援護 23
9回以下 4
10回以上29回以下 9
30回以上49回以下 3
50回以上99回以下 4
100回以上199回以下 1
200回以上299回以下 1
300回以上 1

行動援護 17
9回以下 7
10回以上29回以下 2
30回以上49回以下 3
50回以上99回以下 4
100回以上199回以下 0
200回以上299回以下 0
300回以上 0

療養介護 2
40人以下 0
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 0
81人以上 1

生活介護 14
20人以下 12
21人以上40人以下 2
41人以上60人以下 0
61人以上80人以下 0
81人以上 0

短期入所 7
20人以下 7
21人以上40人以下 0
41人以上60人以下 0
61人以上80人以下 0
81人以上 0

施設入所支援 9
40人以下 3
41人以上60人以下 4
61人以上80人以下 1
81人以上 1

自立訓練（機能訓練） 2
20人以下 1
21人以上40人以下 0
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 0
81人以上 0

自立訓練（生活訓練） 4
20人以下 4
21人以上40人以下 0
41人以上60人以下 0
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労移行支援 6
20人以下 6
21人以上40人以下 0
41人以上60人以下 0
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ａ型 13
20人以下 12
21人以上40人以下 1
41人以上60人以下 0
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ｂ型 12
20人以下 11
21人以上40人以下 1
41人以上60人以下 0
61人以上80人以下 0
81人以上 0

69.6%
50.0%
55.6%
66.7%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
76.5%

50.0%
55.6%
60.0%

100.0%
60.0%
0.0%
0.0%

-
-

経過措置として新加算
（Ⅴ）を算定しており、新
加算（Ⅰ）～（Ⅳ）の取
得について検討・準備段階

であるため
73.1%
57.1%

100.0%
100.0%

-
100.0%

0.0%
-

-
4.3%
0.0%

11.1%

100.0%
100.0%
50.0%

100.0%
-

0.0%
-
-

75.0%

100.0%
100.0%

-
-
-
-

88.9%
100.0%
75.0%

100.0%
-

0.0%
78.6%
75.0%

100.0%
-
-
-

71.4%
0.0%

100.0%
100.0%

-
-
-

50.0%
-

72.7%
100.0%

-
-
-

-
-

76.9%
75.0%

100.0%
-
-
-

75.0%

75.0%
-
-
-
-

66.7%
66.7%

-
-

25.0%
50.0%

-
-
-

28.6%
28.6%

-
-

-
-
-

0.0%
-

0.0%
-

0.0%
28.6%

50.0%
0.0%
0.0%
0.0%

23.5%
14.3%
50.0%
33.3%
25.0%

旧ベースアップ等支援加算
相当の加算額の２/３以上
の基本給等の引上げが困難
なため（月額賃金改善要

件Ⅱ）
20.7%
14.3%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%

-
50.0%
27.8%
40.0%
0.0%

20.0%
100.0%

0.0%
-
-

39.1%
50.0%
44.4%
33.3%

0.0%
-
-
-

8.3%
9.1%
0.0%

-
-

-
0.0%
0.0%

-
-
-
-

7.7%
8.3%

-
0.0%

-
-

50.0%
50.0%

-
-
-

-
-

11.1%
0.0%

25.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

任用要件・賃金体系の整
備等が困難なため（キャリア

パス要件Ⅰ）

8.8%
28.6%

100.0%
0.0%

-
0.0%

50.0%
-

0.0%
22.2%
20.0%
0.0%

20.0%
100.0%

0.0%
-

25.0%
0.0%
0.0%

50.0%
0.0%

-
100.0%

-
-

-
0.0%
0.0%

-
-
-
-

11.1%
0.0%

-
0.0%

-
0.0%

14.3%
16.7%
0.0%

-
-

11.8%
0.0%

50.0%
0.0%

25.0%
-
-
-

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-

-
-
-

0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-

0.0%
0.0%

-
-
-
-

33.3%
33.3%

-

7.1%
8.3%
0.0%

-
-
-

0.0%
0.0%

-

0.0%
-
-
-

50.0%
-

0.0%
-

100.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

研修の実施等が困難なため
（キャリアパス要件Ⅱ）

4.1%
14.3%
0.0%
0.0%

-
0.0%

50.0%
-

0.0%
16.7%
20.0%
0.0%

20.0%
0.0%
0.0%

-
-

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

-
-
-

0.0%
0.0%
0.0%

-

-
-

0.0%
0.0%

-
-
-
-

0.0%

0.0%
-

0.0%
-
-

0.0%
0.0%

-
-

-
-
-

11.1%
0.0%
0.0%

100.0%
0.0%
0.0%

-
-

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-

-
-

8.7%
0.0%

22.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

昇級の仕組みの整備等が
困難なため（キャリアパス要

件Ⅲ）

10.9%
14.3%
0.0%
0.0%

-
0.0%

50.0%
-

0.0%
5.6%

20.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%

-
-
-
-

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%

-

-
-

0.0%
0.0%

-
-
-
-

0.0%

0.0%
-

0.0%
-

0.0%
28.6%
33.3%
0.0%

-

-
8.3%
9.1%
0.0%

-
-
-

-
-
-
-

0.0%
0.0%
0.0%

-
-

その他

5.2%
0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%

-
0.0%
5.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

100.0%
-
-

0.0%
0.0%

-
-
-
-

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

-
-
-

0.0%
-

0.0%
-

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
5.9%

14.3%
0.0%

-
-
-

7.7%
8.3%
0.0%

-
-
-

16.7%
18.2%
0.0%

-
-
-

0.0%
0.0%

-
-
-
-

0.0%
0.0%

-
0.0%

-
-

0.0%
0.0%

-

52



施設・
事業所数

共同生活援助（介護サービス包括型） 11
4人以下 0
5人 0
6人 0
7人 1
8人以上10人以下 0
11人以上13人以下 4
14人以上16人以下 2
17人以上20人以下 1
21人以上30人以下 2
31人以上 1

共同生活援助（日中サービス支援型） 1
4人以下 0
5人 0
6人 0
7人 0
8人以上10人以下 0
11人以上13人以下 0
14人以上16人以下 1
17人以上20人以下 0
21人以上30人以下 0
31人以上 0

共同生活援助（外部サービス利用型） 18
4人以下 5
5人 1
6人 0
7人 1
8人以上10人以下 1
11人以上13人以下 2
14人以上16人以下 0
17人以上20人以下 2
21人以上30人以下 6
31人以上 0

児童発達支援 6
10人以下 6
11人以上20人以下 0
21人以上 0

放課後等デイサービス 5
10人以下 5
11人以上20人以下 0
21人以上 0

居宅訪問型児童発達支援 3
9回以下 1
10回以上19回以下 2
20回以上 0

保育所等訪問支援 9
9回以下 4
10回以上19回以下 2
20回以上 2

福祉型障害児入所施設 4
10人以下 0
11人以上20人以下 2
21人以上30人以下 1
31人以上40人以下 1
41人以上50人以下 0
51人以上60人以下 0
61人以上70人以下 0
71人以上80人以下 0
81人以上 0

医療型障害児入所施設 2
10人以下 0
11人以上20人以下 0
21人以上30人以下 1
31人以上40人以下 0
41人以上50人以下 0
51人以上60人以下 0
61人以上70人以下 0
71人以上80人以下 0
81人以上 1

第51表 法人種類別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅳ）の届出を行っていない理由 （複数回答）

施設・
事業所数

193
2

16
50
7

87
21
0

10その他の法人（社団・財団、農協、生協、学校等）

社会福祉協議会
社会福祉法人（社会福祉協議会以外）
医療法人
営利法人（株式・合名・合資・合同会社）
特定非営利活動法人（ＮＰＯ）
独立行政法人（のぞみの園、国立病院機構以外）・地方独立行政法人

全体
都道府県、市区町村、広域連合・一部事務組合

100.0%
-

75.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

-

90.9%
-
-
-

経過措置として新加算
（Ⅴ）を算定しており、新
加算（Ⅰ）～（Ⅳ）の取
得について検討・準備段階

であるため

-
33.3%

100.0%
0.0%

-
88.9%

100.0%
100.0%
100.0%

66.7%
-

66.7%
66.7%

-
-

80.0%
80.0%

-

61.1%
60.0%
0.0%

-
100.0%
100.0%
100.0%

-
0.0%

-
-
-
-
-

100.0%
-
-
-

-
0.0%

-
50.0%

-
-

100.0%
-
-
-
-

100.0%
-

100.0%
100.0%

50.0%
0.0%

-
33.3%
33.3%

-
0.0%

-
-
-

11.1%
20.0%
0.0%

-

0.0%
0.0%

100.0%
0.0%

-
-
-
-
-

18.2%
-
-
-

0.0%
-

25.0%
0.0%

旧ベースアップ等支援加算
相当の加算額の２/３以上
の基本給等の引上げが困難
なため（月額賃金改善要

件Ⅱ）

0.0%
-
-
-
-
-

0.0%

100.0%
-
-
-
-
-

0.0%
-
-

-
33.3%
50.0%
0.0%
0.0%

25.0%
-

0.0%
0.0%

-
-

0.0%
0.0%

-
-

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

-

-
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
-
-

任用要件・賃金体系の整
備等が困難なため（キャリア

パス要件Ⅰ）

-
-

0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
33.3%

-
0.0%
0.0%

-
-

0.0%
0.0%

-
11.1%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%

-

-
-
-
-
-
-

0.0%
-
-

-
-

0.0%

-
-

0.0%
-
-

0.0%
-
-
-

0.0%
0.0%

-
0.0%

0.0%
-
-

0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%

-
0.0%

-
-

0.0%
-
-
-

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-
-

0.0%
-
-
-

0.0%
-

0.0%

研修の実施等が困難なため
（キャリアパス要件Ⅱ）

-
0.0%

-
-
-
-
-

100.0%

0.0%
0.0%

-
-
-
-
-

50.0%
-

0.0%
-

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%

0.0%
-
-

0.0%

0.0%

0.0%
-
-
-
-
-
-

0.0%
-

-
-

0.0%
-

25.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

9.1%
-

昇級の仕組みの整備等が
困難なため（キャリアパス要

件Ⅲ）

-
-
-

0.0%
-
-

0.0%
-
-

100.0%
0.0%

25.0%
-

0.0%
0.0%

100.0%
-
-

0.0%
-
-

0.0%
0.0%
0.0%

-
44.4%
50.0%

-
50.0%
33.3%

-
33.3%
33.3%

-
-

0.0%

-
-

22.2%
0.0%

100.0%
-

0.0%
0.0%

0.0%
-
-
-

0.0%
-

その他

16.7%
16.7%

-
-

20.0%
20.0%

-
-

66.7%

0.0%
-

0.0%
0.0%
0.0%

-
50.0%
0.0%

-

-
-
-

0.0%
-
-
-

5.6%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-

0.0%
28.7%
23.8%

-
10.0%

経過措置として新加算
（Ⅴ）を算定しており、新
加算（Ⅰ）～（Ⅳ）の取
得について検討・準備段階

であるため
73.1%
50.0%
93.8%
86.0%
71.4%
63.2%
66.7%

-

-
-

0.0%
-
-
-
-
-

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-
-
-

0.0%

0.0%
100.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-

-
-
-

0.0%

0.0%
0.0%

-
-
-

100.0%
-
-
-
-

0.0%

その他

5.2%
0.0%
0.0%
2.0%
0.0%
6.9%
9.5%

-
10.0%

昇級の仕組みの整備等が
困難なため（キャリアパス要

件Ⅲ）

10.9%
0.0%

12.5%
14.0%
14.3%
5.7%

28.6%
-

10.0%

研修の実施等が困難なため
（キャリアパス要件Ⅱ）

4.1%
0.0%
0.0%
6.0%
0.0%
3.4%
9.5%

-
0.0%

任用要件・賃金体系の整
備等が困難なため（キャリア

パス要件Ⅰ）

8.8%
50.0%
12.5%
4.0%

28.6%
6.9%

14.3%
-

80.0%

旧ベースアップ等支援加算
相当の加算額の２/３以上
の基本給等の引上げが困難
なため（月額賃金改善要

件Ⅱ）
20.7%
0.0%

12.5%
14.0%

53



第52表 設立年数別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅳ）の届出を行っていない理由 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 193
５年未満 45
５年以上10年未満 42
10年以上15年未満 34
15年以上20年未満 22
20年以上25年未満 18
25年以上30年未満 10
30年以上 22

第53表 サービス別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出を行っていない理由 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 830
居宅介護 67
重度訪問介護 32
同行援護 27
行動援護 22
療養介護 20
生活介護 19
短期入所 44
重度障害者等包括支援 0
施設入所支援 8
自立訓練（機能訓練） 21
自立訓練（生活訓練） 35
就労移行支援 27
就労継続支援Ａ型 44
就労継続支援Ｂ型 47
就労定着支援 33
自立生活援助 85
共同生活援助（介護サービス包括型） 50
共同生活援助（日中サービス支援型） 11
共同生活援助（外部サービス利用型） 70
児童発達支援 37
放課後等デイサービス 17
居宅訪問型児童発達支援 31
保育所等訪問支援 51
福祉型障害児入所施設 10
医療型障害児入所施設 22

（「事務作業が煩雑」とする具体的な事情） （複数回答）

施設・
事業所数

全体 263
居宅介護 19
重度訪問介護 14
同行援護 12
行動援護 12
療養介護 0
生活介護 6
短期入所 10
重度障害者等包括支援 0
施設入所支援 0
自立訓練（機能訓練） 6
自立訓練（生活訓練） 13
就労移行支援 14
就労継続支援Ａ型 15
就労継続支援Ｂ型 16
就労定着支援 13
自立生活援助 27
共同生活援助（介護サービス包括型） 18
共同生活援助（日中サービス支援型） 3
共同生活援助（外部サービス利用型） 23
児童発達支援 12
放課後等デイサービス 8
居宅訪問型児童発達支援 14
保育所等訪問支援 7
福祉型障害児入所施設 0
医療型障害児入所施設 1

対象施設・
事業所の制

約のため

8.2%
4.5%
6.3%
7.4%
0.0%

10.0%
0.0%
9.1%

-

0.0%
11.4%
5.4%
5.9%

16.1%
9.8%

10.0%
18.2%

事務作業が
煩雑であるた

め

32.4%
29.9%
43.8%
48.1%
54.5%
0.0%

31.6%
22.7%

-
0.0%

28.6%
37.1%
51.9%
34.1%
36.2%

12.5%
9.5%

17.1%
7.4%
2.3%
4.3%
9.1%

11.8%
4.0%

0.0%
4.5%

届出に必要と
なる事務を行
える職員がい

ないため
17.3%
23.9%
18.8%
11.1%
36.4%
0.0%
5.3%
4.5%

-
0.0%
9.5%

31.4%
22.2%
25.0%
21.3%
0.0%

14.1%
28.0%
27.3%
20.0%
18.9%

39.4%
34.1%
36.0%
27.3%
32.9%
32.4%
47.1%
45.2%
15.7%

18.2%
5.7%
2.7%
5.9%
6.5%
0.0%

10.0%
4.5%

追加費用負
担が発生する

ため

3.3%
4.5%
3.1%
3.7%
0.0%
0.0%
5.3%
2.3%

-
0.0%
4.8%
2.9%
7.4%
2.3%
2.1%

35.3%
25.8%
7.8%
0.0%
0.0%

令和８年度
以降の取扱
が不明なため

4.2%
3.0%
3.1%
7.4%

13.6%
0.0%
5.3%
4.5%

-
0.0%
4.8%
0.0%
0.0%
4.5%
0.0%
9.1%
4.7%
4.0%

0.0%
4.5%

利用者負担
が発生するた

め

3.9%
11.9%
12.5%
3.7%
4.5%
0.0%
5.3%
6.8%

-
0.0%
4.8%
2.9%
0.0%
6.8%
6.4%
6.1%
0.0%
4.0%
0.0%
1.4%
0.0%

3.0%
3.5%
4.0%

18.2%
5.7%
2.7%
0.0%
0.0%
0.0%

15.8%
9.1%

-
25.0%
23.8%
8.6%

14.8%
9.1%

12.8%

0.0%
0.0%
0.0%

10.0%
0.0%

非常勤職員
等の処遇上
の問題がある

ため
5.3%
1.5%
6.3%
0.0%

18.2%
0.0%
5.3%
6.8%

-
12.5%
0.0%
2.9%

11.1%
2.3%
8.5%
6.1%
3.5%
6.0%

11.8%
9.7%
9.8%
0.0%
0.0%

その他

22.4%
25.4%
12.5%
25.9%
4.5%

25.0%
26.3%
34.1%

-
12.5%
23.8%
8.6%
7.4%
9.1%

10.6%
18.2%
28.2%
16.0%

10.0%
13.6%

算定要件を
達成できない

ため

15.2%
11.9%
25.0%
18.5%
13.6%
10.0%
0.0%

20.5%
-

25.0%
9.5%

22.9%
3.7%

15.9%
23.4%
12.1%
18.8%
22.0%
18.2%
18.6%
10.8%

9.1%

旧ベースアップ等支援加算
相当の加算額の２/３以上
の基本給等の引上げが困難
なため（月額賃金改善要

件Ⅱ）
20.7%
37.8%
19.0%
17.6%
4.5%

27.8%
0.0%

13.6%

経過措置として新加算
（Ⅴ）を算定しており、新
加算（Ⅰ）～（Ⅳ）の取
得について検討・準備段階

であるため
73.1%
55.6%
76.2%
76.5%
81.8%
66.7%
70.0%
95.5%

その他

5.2%
4.4%
9.5%
8.8%
0.0%
5.6%
0.0%
0.0%

昇級の仕組みの整備等が
困難なため（キャリアパス要

件Ⅲ）

10.9%
4.4%
9.5%
8.8%

22.7%
22.2%
10.0%
9.1%

研修の実施等が困難なため
（キャリアパス要件Ⅱ）

4.1%
2.2%
4.8%
2.9%
4.5%

11.1%
0.0%
4.5%

任用要件・賃金体系の整
備等が困難なため（キャリア

パス要件Ⅰ）

8.8%
6.7%
2.4%

14.7%
0.0%

27.8%
20.0%
4.5%

  新加算の届出をしていない施設・事業所に、届出を行っていない理由を聞いたところ、「事務作業が煩雑であるため」の割合が32.4%と最も高くなっている。

9.1%
18.6%
24.3%
17.6%
29.0%
43.1%
50.0%
54.5%

9.4%
12.0%
9.1%

12.9%
13.5%
11.8%
12.9%
17.6%

18.2%
7.1%
2.7%

11.8%
9.7%
3.9%
0.0%
0.0%

賃金改善の
必要性がな

いため

11.3%
1.5%
9.4%
3.7%

13.6%
20.0%

-
50.0%
50.0%

88.9%
100.0%
95.7%
91.7%
87.5%
57.1%

100.0%
-

100.0%

-
-

66.7%
76.9%
92.9%
80.0%
56.3%
69.2%
85.2%

処遇改善実績報告書を作
成するための事務作業が煩
雑であるため（作成方法が
わからない場合も含む）

77.9%
73.7%
64.3%
58.3%
75.0%

-
66.7%
70.0%

83.3%
100.0%
95.7%
91.7%

100.0%
71.4%

100.0%
-

100.0%

-
-

83.3%
92.3%

100.0%
93.3%
81.3%
84.6%
92.6%

処遇改善計画書を作成す
るための事務作業が煩雑で
あるため（作成方法がわか

らない場合も含む）

85.9%
89.5%
71.4%
66.7%
83.3%

-
33.3%
80.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
7.1%
0.0%

-
0.0%

-
-

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

11.1%

その他

3.0%
5.3%
0.0%

16.7%
0.0%

-
0.0%

10.0%

55.6%
66.7%
52.2%
33.3%
75.0%
71.4%
71.4%

-
100.0%

-
-

50.0%
76.9%
64.3%
73.3%
37.5%
69.2%
66.7%

勤務時間や勤務日数等に
応じて、処遇改善加算の総
額から個々の職員の支給額
を算定する事務作業が煩雑

であるため
58.9%
57.9%
50.0%
58.3%
50.0%
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第54表 施設・事業所規模別にみた福祉・介護職員等処遇改善の届出を行っていない理由 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 830
居宅介護 67

9回以下 15
10回以上29回以下 15
30回以上49回以下 9
50回以上99回以下 18
100回以上199回以下 6
200回以上299回以下 1
300回以上 3

重度訪問介護 32
9回以下 5
10回以上29回以下 7
30回以上49回以下 5
50回以上99回以下 7
100回以上199回以下 3
200回以上299回以下 1
300回以上 2

同行援護 27
9回以下 8
10回以上29回以下 9
30回以上49回以下 3
50回以上99回以下 5
100回以上199回以下 0
200回以上299回以下 0
300回以上 0

行動援護 22
9回以下 6
10回以上29回以下 11
30回以上49回以下 3
50回以上99回以下 0
100回以上199回以下 1
200回以上299回以下 1
300回以上 0

療養介護 20
40人以下 5
41人以上60人以下 4
61人以上80人以下 1
81人以上 10

生活介護 19
20人以下 14
21人以上40人以下 2
41人以上60人以下 3
61人以上80人以下 0
81人以上 0

短期入所 44
20人以下 43
21人以上40人以下 0
41人以上60人以下 0
61人以上80人以下 0
81人以上 0

施設入所支援 8
40人以下 6
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 0
81人以上 1

自立訓練（機能訓練） 21
20人以下 12
21人以上40人以下 6
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 1
81人以上 0

自立訓練（生活訓練） 35
20人以下 33
21人以上40人以下 1
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労移行支援 27
20人以下 26
21人以上40人以下 1
41人以上60人以下 0
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ａ型 44
20人以下 39
21人以上40人以下 3
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ｂ型 47
20人以下 41
21人以上40人以下 4
41人以上60人以下 2
61人以上80人以下 0
81人以上 0

共同生活援助（介護サービス包括型） 50
4人以下 11
5人 6
6人 8
7人 3
8人以上10人以下 9
11人以上13人以下 3
14人以上16人以下 1
17人以上20人以下 5
21人以上30人以下 2
31人以上 0

0.0%
33.3%
6.3%
0.0%
0.0%
0.0%

28.6%
0.0%
0.0%

対象施設・
事業所の制

約のため

8.2%
4.5%
0.0%

13.3%
0.0%
0.0%
0.0%

追加費用負
担が発生する

ため

3.3%
4.5%
6.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

算定要件を
達成できない

ため

15.2%
11.9%
13.3%
6.7%
0.0%

27.8%

-
9.1%
9.3%

-
-
-
-

12.5%
16.7%

20.0%
25.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%

-
10.0%

0.0%
7.4%
0.0%
0.0%
0.0%

40.0%
-
-
-

4.3%
4.9%
0.0%
0.0%

-
-

4.0%
0.0%
0.0%

-
-
-

2.3%
2.6%
0.0%
0.0%

-
-

17.1%
12.1%

100.0%
100.0%

-
-

7.4%
7.7%
0.0%

0.0%
-

0.0%
9.5%
8.3%

16.7%
0.0%
0.0%

-

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

40.0%
0.0%

-

-
0.0%

100.0%
-

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

33.3%
20.0%

-
-
-

54.5%
16.7%
63.6%

100.0%

事務作業が
煩雑であるた

め

32.4%
29.9%
26.7%
33.3%
55.6%
27.8%
0.0%
0.0%

33.3%
43.8%
20.0%
42.9%
60.0%
42.9%
33.3%

100.0%
50.0%
48.1%
50.0%
66.7%

-
-

51.9%
53.8%
0.0%

-
-
-

34.1%

33.3%
33.3%
0.0%
0.0%

-
37.1%
39.4%
0.0%
0.0%

-
-
-

0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%

28.6%

31.6%
28.6%
0.0%

66.7%
-
-

22.7%
20.9%

-

100.0%
40.0%
0.0%

-

-
-

36.0%
27.3%
33.3%
25.0%
66.7%
44.4%
33.3%

33.3%
33.3%

100.0%
-
-

36.2%
39.0%
25.0%
0.0%

届出に必要と
なる事務を行
える職員がい

ないため
17.3%
23.9%
13.3%
26.7%
33.3%
16.7%
33.3%
0.0%

66.7%
18.8%
20.0%
14.3%
20.0%
14.3%
0.0%

-
-

4.5%
2.3%

-
-
-
-

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
5.3%
7.1%
0.0%
0.0%

-
36.4%
33.3%
27.3%
33.3%

-
100.0%
100.0%

-

100.0%
50.0%
11.1%
12.5%
11.1%
33.3%
0.0%

-
-

-
21.3%
22.0%
25.0%
0.0%

-
-

28.0%
27.3%

0.0%
-
-
-

25.0%
25.6%
33.3%
0.0%

-

-
31.4%
33.3%
0.0%
0.0%

-
-

22.2%
23.1%

0.0%
0.0%

-
0.0%
9.5%

16.7%
0.0%
0.0%
0.0%

50.0%
50.0%
33.3%
11.1%
33.3%
0.0%

20.0%
0.0%

-

33.3%
-

0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

11.1%
0.0%

20.0%
-
-
-

13.6%
16.7%
9.1%

令和８年度
以降の取扱
が不明なため

4.2%
3.0%
0.0%
0.0%
0.0%
5.6%
0.0%
0.0%

33.3%
3.1%
0.0%
0.0%
0.0%

14.3%
0.0%
0.0%
0.0%
7.4%
0.0%

0.0%
-
-

0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-

4.8%
0.0%

16.7%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-
-

0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%

0.0%
5.3%
0.0%

50.0%
0.0%

-
-

4.5%
4.7%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-

0.0%
-
-

4.0%
0.0%

16.7%
12.5%
0.0%
0.0%

4.5%
5.1%
0.0%
0.0%

-
-

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
5.3%
7.1%
0.0%
0.0%

-

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%

-
0.0%

0.0%
3.7%
0.0%

11.1%
0.0%
0.0%

-
-
-

100.0%
33.3%
3.1%
0.0%
0.0%
0.0%

14.3%
0.0%
0.0%

-
-
-

2.3%
2.6%
0.0%
0.0%

-
-

2.9%
3.0%
0.0%
0.0%

-
-

7.4%
3.8%

100.0%

0.0%
-

0.0%
4.8%
0.0%

16.7%
0.0%
0.0%

-

-
2.3%
2.3%

-
-
-
-

0.0%
0.0%

12.5%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-

2.1%
2.4%
0.0%
0.0%

-
-

4.0%
0.0%

16.7%

0.0%
0.0%

-
-
-

4.5%
0.0%
9.1%
0.0%

利用者負担
が発生するた

め

3.9%
11.9%
13.3%
0.0%

11.1%
11.1%
16.7%

100.0%
33.3%
12.5%
0.0%

14.3%
20.0%
28.6%
0.0%
0.0%
0.0%
3.7%
0.0%
0.0%

-
-

6.8%

0.0%
16.7%
0.0%
0.0%

-
2.9%
3.0%
0.0%
0.0%

-
-
-

0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%
4.8%

5.3%
7.1%
0.0%
0.0%

-
-

6.8%
7.0%

-

-
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

非常勤職員
等の処遇上
の問題がある

ため
5.3%
1.5%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

16.7%
0.0%
0.0%
6.3%
0.0%
0.0%

20.0%
14.3%
0.0%

0.0%
20.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
5.3%
7.1%
0.0%
0.0%

-
18.2%
0.0%

27.3%
33.3%

-
0.0%
0.0%

-

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
-

-

-
-

4.0%
0.0%

16.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

7.7%
0.0%
0.0%

-
-

6.4%
4.9%

25.0%
0.0%

-
-

0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%

-
-
-

2.3%
0.0%

33.3%
0.0%

-

-
2.9%
3.0%
0.0%
0.0%

-
-

11.1%
11.5%

16.7%
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
-

6.8%
7.0%

-
-
-
-

12.5%

0.0%
12.5%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

40.0%
0.0%

-

-
8.5%
7.3%

25.0%
0.0%

-
-

6.0%
0.0%

0.0%
0.0%

20.0%
-
-
-

13.6%
0.0%

27.3%

賃金改善の
必要性がな

いため

11.3%
1.5%
0.0%
0.0%

11.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
9.4%

20.0%
0.0%

20.0%
0.0%
0.0%
0.0%

50.0%
3.7%
0.0%

23.8%
25.0%
33.3%
0.0%
0.0%

-
8.6%
9.1%
0.0%

-
-
-
-

25.0%
16.7%

100.0%
-

0.0%

30.0%
15.8%
14.3%
50.0%
0.0%

-
-

9.1%
9.3%

0.0%
-

0.0%
0.0%

-
20.0%
20.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-

50.0%
-
-

12.0%
18.2%
50.0%
0.0%
0.0%

11.1%

9.1%
10.3%
0.0%
0.0%

-
-

12.8%
9.8%

25.0%

0.0%
-
-

14.8%
15.4%
0.0%

-
-
-

10.0%
0.0%

25.0%
0.0%

10.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
13.6%
0.0%
9.1%

33.3%
-

0.0%
100.0%

-

0.0%
0.0%

18.5%
25.0%
11.1%
33.3%
20.0%

-
-

0.0%
0.0%
0.0%

25.0%
40.0%
28.6%
20.0%
14.3%
66.7%

0.0%
-
-
-

15.9%
17.9%
0.0%
0.0%

-

-
22.9%
24.2%
0.0%
0.0%

-
-

3.7%
3.8%

33.3%
0.0%

-
0.0%
9.5%
0.0%

16.7%
100.0%

0.0%

-
-

20.5%
20.9%

-
-
-
-

25.0%

16.7%
12.5%
0.0%

22.2%
33.3%
0.0%

60.0%
0.0%

-

-
23.4%
22.0%
50.0%
0.0%

-
-

22.0%
27.3%

22.2%
33.3%
20.0%

-
-
-

4.5%
16.7%
0.0%

その他

22.4%
25.4%
40.0%
33.3%
11.1%
22.2%
16.7%
0.0%
0.0%

12.5%
40.0%
0.0%

20.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

25.9%
37.5%

23.8%
25.0%
0.0%
0.0%

100.0%
-

8.6%
9.1%
0.0%

-
-
-
-

12.5%
0.0%
0.0%

-
100.0%

30.0%
26.3%
21.4%
50.0%
33.3%

-
-

34.1%
34.9%

0.0%
-

0.0%
0.0%

-
25.0%
40.0%
0.0%
0.0%

33.3%
0.0%
0.0%
0.0%

-

50.0%
-
-

16.0%
27.3%
0.0%

12.5%
0.0%

33.3%

9.1%
10.3%
0.0%
0.0%

-
-

10.6%
7.3%

25.0%

0.0%
-
-

7.4%
7.7%
0.0%

-
-
-
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施設・
事業所数

共同生活援助（日中サービス支援型） 11
4人以下 0
5人 0
6人 0
7人 0
8人以上10人以下 5
11人以上13人以下 0
14人以上16人以下 1
17人以上20人以下 4
21人以上30人以下 0
31人以上 0

共同生活援助（外部サービス利用型） 70
4人以下 13
5人 5
6人 11
7人 7
8人以上10人以下 9
11人以上13人以下 10
14人以上16人以下 3
17人以上20人以下 5
21人以上30人以下 4
31人以上 2

児童発達支援 37
10人以下 22
11人以上20人以下 11
21人以上 4

放課後等デイサービス 17
10人以下 14
11人以上20人以下 3
21人以上 0

居宅訪問型児童発達支援 31
9回以下 21
10回以上19回以下 2
20回以上 6

保育所等訪問支援 51
9回以下 30
10回以上19回以下 10
20回以上 9

福祉型障害児入所施設 10
10人以下 1
11人以上20人以下 1
21人以上30人以下 2
31人以上40人以下 1
41人以上50人以下 4
51人以上60人以下 0
61人以上70人以下 0
71人以上80人以下 0
81人以上 1

医療型障害児入所施設 22
10人以下 3
11人以上20人以下 0
21人以上30人以下 3
31人以上40人以下 2
41人以上50人以下 5
51人以上60人以下 2
61人以上70人以下 0
71人以上80人以下 0
81人以上 5

第55表 法人種類別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出を行っていない理由 （複数回答）

施設・
事業所数

830
90
24

170
69

283
111
12
71

第56表 設立年数別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出を行っていない理由 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 830
５年未満 193
５年以上10年未満 192
10年以上15年未満 153
15年以上20年未満 112
20年以上25年未満 55
25年以上30年未満 25
30年以上 100

営利法人（株式・合名・合資・合同会社）
特定非営利活動法人（ＮＰＯ）
独立行政法人（のぞみの園、国立病院機構以外）・地方独立行政法人
その他の法人（社団・財団、農協、生協、学校等）

全体
都道府県、市区町村、広域連合・一部事務組合
社会福祉協議会
社会福祉法人（社会福祉協議会以外）
医療法人

対象施設・
事業所の制

約のため

0.0%
33.3%
9.8%

13.3%
0.0%

0.0%
50.0%

100.0%
5.4%
9.1%
0.0%
0.0%
5.9%
0.0%

-
11.4%
15.4%
0.0%
0.0%

14.3%
11.1%
0.0%
0.0%

-
-
-
-

0.0%
-

0.0%
0.0%

-

0.0%

-
-

0.0%

-
0.0%

18.2%
66.7%

-
0.0%
0.0%

20.0%
50.0%

11.1%
10.0%
0.0%

100.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
-

33.3%
-

16.1%
14.3%

-
-

32.9%
30.8%
0.0%

27.3%
-
-
-
-

事務作業が
煩雑であるた

め

-
0.0%
0.0%

20.0%
0.0%

-
-

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-

0.0%
4.5%
0.0%

50.0%
66.7%
15.7%
6.7%

20.0%
33.3%
0.0%
0.0%
0.0%

45.5%
9.1%

25.0%
47.1%
57.1%
0.0%

-
45.2%
42.9%

45.5%
42.9%
66.7%
10.0%
66.7%
20.0%
0.0%
0.0%

32.4%

40.0%
-

0.0%
25.0%

届出に必要と
なる事務を行
える職員がい

ないため

23.8%
0.0%

50.0%
7.8%
3.3%

0.0%
60.0%
0.0%
0.0%

18.9%
22.7%
9.1%

25.0%
35.3%

-
-

20.0%
15.4%
40.0%
18.2%
28.6%
22.2%
10.0%

27.3%
-
-
-
-

40.0%
-

0.0%
25.0%

0.0%
-
-

0.0%

-
-

0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%

20.0%
11.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-

42.9%
0.0%

-
25.8%

-
20.0%

-
0.0%

25.0%
-
-

5.7%
7.7%

18.2%
-
-
-

令和８年度
以降の取扱
が不明なため

-
-

0.0%

0.0%
50.0%
0.0%
0.0%

-
-
-

0.0%
4.5%

4.8%
0.0%

16.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

10.0%
0.0%

2.7%
4.5%
0.0%
0.0%
5.9%
7.1%
0.0%

-
6.5%

0.0%
0.0%
0.0%

22.2%
0.0%
0.0%
0.0%

25.0%
0.0%

4.5%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
5.7%

15.4%
0.0%
9.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-
-

20.0%
-

0.0%
25.0%

-

18.2%

追加費用負
担が発生する

ため

-
-

0.0%

-
0.0%
4.5%
0.0%

-
33.3%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
-

0.0%
-

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

20.0%
0.0%
0.0%
2.7%

0.0%
0.0%

25.0%
-
-
-

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

10.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
-

0.0%
0.0%

-
-

1.4%
7.7%
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-

0.0%
-
-
-
-

利用者負担
が発生するた

め

2.7%
4.5%
0.0%
0.0%

11.8%

-
-

7.1%
0.0%
0.0%
0.0%

14.3%
11.1%
10.0%

18.2%
-
-
-
-

20.0%
-

0.0%
25.0%

非常勤職員
等の処遇上
の問題がある

ため

0.0%
-
-

0.0%

-
-

0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%

10.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-

14.3%
0.0%

-
9.7%

14.3%
0.0%
0.0%
3.9%
3.3%

33.3%
0.0%

25.0%
0.0%

9.1%
-
-
-

賃金改善の
必要性がな

いため

9.5%
0.0%

33.3%
17.6%
16.7%
20.0%
22.2%
10.0%
0.0%

13.5%
0.0%

45.5%
0.0%

11.8%
14.3%
0.0%

-
12.9%

0.0%
9.1%

14.3%
0.0%

30.0%
33.3%
20.0%
25.0%
0.0%

-
20.0%

-
0.0%
0.0%

-
-

12.9%
7.7%

10.8%
13.6%
9.1%
0.0%

11.8%

-
-

18.6%
30.8%
20.0%
27.3%
14.3%
11.1%
10.0%

18.2%
-
-
-
-

20.0%
-

0.0%
25.0%

算定要件を
達成できない

ため

0.0%
-
-

0.0%

-
-

0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%

10.0%
11.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-

14.3%
0.0%

-
9.7%
9.5%

50.0%
0.0%
9.8%

10.0%

33.3%
20.0%
0.0%
0.0%

9.1%
-
-
-

その他

28.6%
50.0%
33.3%
43.1%
50.0%
30.0%
22.2%
50.0%

100.0%

24.3%
13.6%
27.3%
75.0%
17.6%
14.3%
33.3%

-
29.0%

20.0%
9.1%
0.0%

33.3%
30.0%
33.3%
20.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%

-
0.0%

25.0%
-
-

18.6%
23.1%

5.6%

事務作業が
煩雑であるた

め

32.4%
6.7%

16.7%
16.5%
30.4%
46.6%
47.7%
0.0%

35.2%

対象施設・
事業所の制

約のため

8.2%
14.4%
29.2%
10.0%
15.9%
4.6%
0.9%

16.7%

0.0%
-

66.7%
50.0%
60.0%
50.0%

-
-

80.0%

0.0%
50.0%
0.0%

75.0%
-
-
-

0.0%
54.5%

0.0%
-

0.0%
0.0%

20.0%
0.0%

-
-

20.0%

0.0%
0.0%

100.0%
0.0%

-
-
-

0.0%
13.6%

-
0.0%

0.0%
-

33.3%
0.0%
0.0%
0.0%

1.4%
5.3%
7.2%
0.0%
1.4%

追加費用負
担が発生する

ため

3.3%
0.0%
0.0%
1.8%
1.4%
4.2%
3.6%

16.7%
31.0%

令和８年度
以降の取扱
が不明なため

4.2%
2.2%
8.3%
1.2%
1.4%
5.3%
7.2%

16.7%
4.2%

届出に必要と
なる事務を行
える職員がい

ないため
17.3%
3.3%
8.3%
7.6%

17.4%
22.3%
26.1%
0.0%

事務作業が
煩雑であるた

め

32.4%
43.5%
39.1%
23.5%
30.4%
47.3%
28.0%
7.0%

対象施設・
事業所の制

約のため

8.2%
6.2%
8.9%
7.2%
8.0%
3.6%

12.0%
14.0%

16.9%

その他

22.4%
51.1%
12.5%
23.5%
24.6%
14.8%
13.5%
41.7%
25.4%

算定要件を
達成できない

ため

15.2%
10.0%
4.2%

17.6%
13.0%
15.2%
19.8%
0.0%

11.3%

賃金改善の
必要性がな

いため

11.3%
13.3%
29.2%
10.0%
14.5%
7.4%

14.4%
25.0%
11.3%

非常勤職員
等の処遇上
の問題がある

ため
5.3%
3.3%
4.2%
4.1%
4.3%
4.6%
8.1%
0.0%

7.0%

利用者負担
が発生するた

め

3.9%
2.2%
4.2%
2.4%

利用者負担
が発生するた

め

3.9%
2.1%
4.2%
3.9%
3.6%

10.9%
0.0%
4.0%

追加費用負
担が発生する

ため

3.3%
3.1%
4.2%
2.0%
6.3%
1.8%
8.0%
0.0%

令和８年度
以降の取扱
が不明なため

4.2%
4.7%
5.7%
4.6%
2.7%
1.8%
0.0%
4.0%

届出に必要と
なる事務を行
える職員がい

ないため
17.3%
27.5%
16.7%
14.4%
16.1%
18.2%
16.0%
5.0%

その他

22.4%
16.1%
18.8%
23.5%
24.1%
23.6%
24.0%
37.0%

算定要件を
達成できない

ため

15.2%
13.0%
17.2%
19.6%
15.2%
10.9%
24.0%
9.0%

賃金改善の
必要性がな

いため

11.3%
7.8%
9.9%

11.1%
12.5%
20.0%
16.0%
14.0%

非常勤職員
等の処遇上
の問題がある

ため
5.3%
4.7%
6.8%
7.2%
4.5%
3.6%
4.0%
3.0%
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Ⅲ．障害福祉サービス等における給与等の状況（相談支援を除くサービス）
１．給与等引上げの実施状況

第57表 サービス別にみた給与等引上げの実施状況

施設・
事業所数

全体 6,617
居宅介護 379
重度訪問介護 373
同行援護 348
行動援護 360
療養介護 144
生活介護 364
短期入所 344
重度障害者等包括支援 4
施設入所支援 325
自立訓練（機能訓練） 104
自立訓練（生活訓練） 319
就労移行支援 310
就労継続支援Ａ型 318
就労継続支援Ｂ型 370
就労定着支援 249
自立生活援助 185
共同生活援助（介護サービス包括型） 374
共同生活援助（日中サービス支援型） 173
共同生活援助（外部サービス利用型） 292
児童発達支援 314
放課後等デイサービス 301
居宅訪問型児童発達支援 107
保育所等訪問支援 322
福祉型障害児入所施設 124
医療型障害児入所施設 114

第58表 施設・事業所規模別にみた給与等引上げの実施状況

施設・
事業所数

全体 6,617
居宅介護 379

9回以下 29
10回以上29回以下 58
30回以上49回以下 40
50回以上99回以下 82
100回以上199回以下 87
200回以上299回以下 27
300回以上 55

重度訪問介護 373
9回以下 71
10回以上29回以下 68
30回以上49回以下 47
50回以上99回以下 63
100回以上199回以下 64
200回以上299回以下 18
300回以上 34

同行援護 348
9回以下 104
10回以上29回以下 115
30回以上49回以下 53
50回以上99回以下 42
100回以上199回以下 14
200回以上299回以下 8
300回以上 9

行動援護 360
9回以下 85
10回以上29回以下 108
30回以上49回以下 55
50回以上99回以下 64
100回以上199回以下 29
200回以上299回以下 9
300回以上 8

療養介護 144
40人以下 18
41人以上60人以下 32
61人以上80人以下 18
81人以上 76

生活介護 364
20人以下 236
21人以上40人以下 78
41人以上60人以下 40
61人以上80人以下 10
81人以上 0

短期入所 344
20人以下 323
21人以上40人以下 7
41人以上60人以下 6
61人以上80人以下 0
81人以上 4

施設入所支援 325
40人以下 129
41人以上60人以下 144
61人以上80人以下 33
81人以上 19

82.3%
63.2%
75.1%
84.7%

  令和６年２月１日から令和６年９月30日までの間における給与引上げの実施状況をみると、「給与等を引き上げた」の割合が75.7%と高くなっている。

給与等を引き上げた

75.7%
65.2%
68.1%
69.0%
71.7%
80.6%
82.4%

0.3%
0.0%

8.4%
6.8%
7.3%
8.8%

令和６年１月末時点の給
与水準を維持しており、今

後１年以内に引き上げる予
定はなし

6.5%
10.8%
9.1%
8.6%
9.7%
1.4%
4.7%
5.2%
0.0%
1.5%
3.8%
6.9%
4.2%
7.9%
5.7%
4.0%
8.1%
6.1%
5.8%

78.1%

令和６年１月末時点の給
与水準を維持しているが、

今後１年以内に引き上げる
予定

11.0%
13.5%
12.1%
14.7%
13.1%
9.7%
8.5%
4.9%

25.0%
6.5%

13.5%
6.9%
7.4%

20.4%
15.7%
6.8%

10.8%
12.6%
9.2%

13.0%
15.0%
11.0%

73.0%
74.6%
78.6%
67.1%
74.2%
79.1%
64.5%
76.7%
79.8%

85.2%
75.0%
90.5%
75.0%
81.2%

9.3%
3.4%
7.3%
7.9%

給与等を引き上げた

75.7%
65.2%
37.9%
67.2%

0.0%

その他

1.3%
0.5%
0.5%
0.9%
0.0%
2.1%
0.3%
1.2%
0.0%
0.3%
3.8%
0.3%
0.6%
0.9%
0.3%
0.8%
1.1%
1.9%
0.0%
1.4%
0.6%
0.7%

2.7%
0.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.3%
0.0%
0.0%
0.0%

13.0%
5.7%
4.3%

10.3%
6.5%
2.4%
1.8%

給与等を引き下げた

0.3%
0.3%
1.3%
0.3%
0.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.3%
0.0%
0.3%

77.8%
75.0%
80.6%
77.8%
81.3%
88.9%
78.9%
82.4%
78.8%

78.6%
62.5%
77.8%
71.7%
67.1%
74.1%
70.9%
75.0%
69.0%

63.5%
76.6%
77.8%
61.8%
69.0%
61.5%
73.0%
67.9%
76.2%

50.0%
67.1%
69.0%
74.1%
76.4%
68.1%
74.6%
66.2%
59.6%

100.0%
90.5%
89.1%
91.7%
93.9%
84.2%

87.2%
92.5%
90.0%

-
85.2%
84.5%
85.7%

100.0%
-

14.7%
18.3%
11.3%
13.2%
16.7%
14.3%
12.5%
11.1%
13.1%

令和６年１月末時点の給
与水準を維持しているが、

今後１年以内に引き上げる
予定

11.0%
13.5%
20.7%
6.9%

17.5%
14.6%
12.6%
11.1%
14.5%
12.1%
12.7%
7.4%

19.1%
15.9%
3.1%
5.6%

26.5%

6.1%
10.5%

4.9%
5.3%
0.0%
0.0%

-
0.0%
6.5%
6.2%
6.3%

9.4%
5.6%
7.9%
8.5%

10.2%
6.4%
5.0%
0.0%

-

16.5%
8.3%

20.0%
9.4%

20.7%
0.0%

12.5%
9.7%

22.2%

6.4%
1.3%
2.5%
0.0%

-
5.2%
5.6%
0.0%
0.0%

3.4%
11.1%
12.5%
1.4%
0.0%
0.0%
5.6%
1.3%
4.7%

4.8%
0.0%

25.0%
11.1%
9.7%

12.9%
10.2%
5.5%
9.4%

令和６年１月末時点の給
与水準を維持しており、今

後１年以内に引き上げる予
定はなし

6.5%
10.8%
27.6%
6.9%

15.0%
14.6%
9.2%
7.4%
1.8%
9.1%
4.2%
8.8%

12.8%
11.1%
10.9%
11.1%
5.9%
8.6%

11.5%
5.2%

13.2%

-
0.0%
1.5%
1.6%
1.4%
0.0%
5.3%

0.3%
1.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.3%
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

給与等を引き下げた

0.3%
0.3%
3.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.3%
1.4%
2.9%
0.0%
0.0%
3.1%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

その他

1.3%
0.5%
3.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.7%
0.0%
0.5%
0.0%
1.5%
0.0%
0.0%
0.0%
5.6%
0.0%
0.9%
0.0%
2.6%

0.0%
-

0.0%
0.3%
0.8%
0.0%
0.0%
0.0%

0.3%
0.4%
0.0%
0.0%
0.0%

-
1.2%
0.9%

14.3%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.1%
0.0%
3.1%
0.0%
2.6%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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施設・
事業所数

自立訓練（機能訓練） 104
20人以下 73
21人以上40人以下 21
41人以上60人以下 5
61人以上80人以下 3
81人以上 1

自立訓練（生活訓練） 319
20人以下 297
21人以上40人以下 19
41人以上60人以下 3
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労移行支援 310
20人以下 300
21人以上40人以下 7
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ａ型 318
20人以下 297
21人以上40人以下 17
41人以上60人以下 2
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ｂ型 370
20人以下 293
21人以上40人以下 68
41人以上60人以下 9
61人以上80人以下 0
81人以上 0

共同生活援助（介護サービス包括型） 374
4人以下 26
5人 30
6人 23
7人 32
8人以上10人以下 62
11人以上13人以下 28
14人以上16人以下 38
17人以上20人以下 44
21人以上30人以下 35
31人以上 43

共同生活援助（日中サービス支援型） 173
4人以下 2
5人 3
6人 1
7人 7
8人以上10人以下 55
11人以上13人以下 6
14人以上16人以下 15
17人以上20人以下 71
21人以上30人以下 4
31人以上 6

共同生活援助（外部サービス利用型） 292
4人以下 36
5人 15
6人 29
7人 31
8人以上10人以下 40
11人以上13人以下 27
14人以上16人以下 19
17人以上20人以下 36
21人以上30人以下 35
31人以上 21

児童発達支援 314
10人以下 272
11人以上20人以下 24
21人以上 14

放課後等デイサービス 301
10人以下 280
11人以上20人以下 17
21人以上 2

居宅訪問型児童発達支援 107
9回以下 66
10回以上19回以下 11
20回以上 19

保育所等訪問支援 322
9回以下 159
10回以上19回以下 77
20回以上 75

福祉型障害児入所施設 124
10人以下 12
11人以上20人以下 31
21人以上30人以下 38
31人以上40人以下 19
41人以上50人以下 14
51人以上60人以下 6
61人以上70人以下 0
71人以上80人以下 1
81人以上 3

医療型障害児入所施設 114
10人以下 9
11人以上20人以下 2
21人以上30人以下 4
31人以上40人以下 6
41人以上50人以下 12
51人以上60人以下 14
61人以上70人以下 1
71人以上80人以下 6
81人以上 56

82.3%
82.3%

100.0%
100.0%

-
-

63.2%
62.6%
76.5%

60.0%
33.3%

100.0%
81.2%
80.1%
94.7%

100.0%
-
-

75.0%
79.5%
71.4%

給与等を引き上げた

88.6%
85.7%
74.2%
73.9%
66.7%

86.7%
85.9%
75.0%

100.0%
67.1%
63.9%
46.7%
55.2%
48.4%

80.0%
83.7%
78.6%
0.0%

100.0%
0.0%

71.4%
70.9%
83.3%

74.6%
46.2%
70.0%
60.9%
90.6%
77.4%
78.6%
86.8%
72.7%

100.0%
-
-

75.1%
72.4%
85.3%
88.9%

-
-

66.7%
75.0%
78.6%

100.0%
66.7%
87.5%

64.3%
100.0%

-
100.0%

0.0%
78.1%
66.7%
50.0%
75.0%

76.7%
74.8%
76.6%
82.7%
79.8%
75.0%
83.9%
84.2%
84.2%

92.9%
79.1%
79.6%
70.6%

100.0%
64.5%
74.2%
81.8%
57.9%

70.0%
70.4%
63.2%
72.2%

13.5%
9.6%
9.5%

40.0%
66.7%
0.0%
6.9%

令和６年１月末時点の給
与水準を維持しているが、

今後１年以内に引き上げる
予定

6.3%
14.5%
14.3%
10.5%
13.6%
11.4%
9.3%
9.2%

50.0%

16.7%
11.8%
11.1%

-
-

12.6%
11.5%
13.3%
21.7%

-
-

20.4%
21.2%
11.8%
0.0%

-
-

15.7%

7.1%
5.3%
0.0%

-
-

7.4%
7.0%
0.0%
0.0%

0.0%
8.4%

10.6%
0.0%

10.5%
6.8%
7.5%
6.5%
5.3%

2.9%
4.8%

15.0%
15.4%
16.7%
7.1%

11.0%
10.7%
17.6%

13.0%
11.1%
20.0%
13.8%
32.3%
12.5%
3.7%

21.1%
13.9%

0.0%
0.0%

14.3%
14.5%
16.7%
0.0%
5.6%

25.0%
0.0%

0.0%
3.6%

0.0%
8.8%
0.0%
0.0%

25.0%
33.3%
16.7%
7.1%
0.0%

7.3%
8.3%
3.2%
5.3%

5.9%
0.0%

-
-

5.7%
6.5%
2.9%
0.0%

-

-
4.2%
4.3%
0.0%
0.0%

-
-

7.9%
7.7%

4.8%
0.0%
0.0%
0.0%
6.9%
7.4%
0.0%
0.0%

-

3.8%
4.1%

令和６年１月末時点の給
与水準を維持しており、今

後１年以内に引き上げる予
定はなし

0.0%
0.0%

10.3%
10.6%
0.0%

12.9%
10.0%
18.5%
10.5%
8.3%
8.6%
4.8%
5.7%
5.5%

0.0%
6.7%
2.8%
0.0%
0.0%

13.0%
22.2%
26.7%
10.3%

4.5%
5.7%
4.7%
5.8%

50.0%
0.0%
0.0%
0.0%
9.1%

-
6.1%

26.9%
10.0%
13.0%
3.1%
1.6%
3.6%
2.6%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.8%

0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%

33.3%
1.8%

11.1%
0.0%

21.1%
6.5%
4.4%

10.4%
5.3%
2.4%
0.0%
3.2%
2.6%

12.5%
0.0%
4.3%
4.6%

0.3%
0.3%
0.0%
0.0%

-
-

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

給与等を引き下げた

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.3%
0.3%
0.0%
0.0%

-
-

0.3%
0.0%
3.3%

0.0%
-
-

0.3%
0.0%
0.0%
0.0%

-
-

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.3%
0.4%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

3.8%

その他

-
-

1.9%
7.7%
3.3%
0.0%
0.0%
3.2%
3.6%

1.0%
0.0%
0.0%

-
-

0.3%
0.3%
0.0%
0.0%

-
-

0.6%
0.7%
0.0%
0.0%

-
-

0.9%

4.1%
4.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.3%
0.3%
0.0%
0.0%

0.4%
4.2%
0.0%
0.7%
0.4%
5.9%
0.0%
9.3%
0.0%

6.9%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.8%
0.0%
0.0%
0.6%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.4%
2.8%
0.0%

0.0%
2.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
8.3%

14.3%
0.0%

16.7%
5.4%

5.3%
0.0%

21.4%
0.0%

-
0.0%

66.7%
7.9%

11.1%

0.0%
10.5%
3.4%
5.7%
0.0%
1.3%
7.3%

16.7%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

15.8%
14.3%
0.0%

-
0.0%
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第59表 法人種類別にみた給与等引上げの実施状況

施設・
事業所数

6,617
121
150

2,290
171

2,613
788
76
13

395

第60表 設立年数別にみた給与等引上げの実施状況

施設・
事業所数

全体 6,617
５年未満 1,574
５年以上10年未満 1,470
10年以上15年未満 1,124
15年以上20年未満 835
20年以上25年未満 528
25年以上30年未満 235
30年以上 851

２．給与等引上げの内容

第61表 サービス別にみた給与等引上げの実施内容 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 5,736
居宅介護 298
重度訪問介護 299
同行援護 291
行動援護 305
療養介護 130
生活介護 331
短期入所 310
重度障害者等包括支援 4
施設入所支援 315
自立訓練（機能訓練） 92
自立訓練（生活訓練） 281
就労移行支援 278
就労継続支援Ａ型 266
就労継続支援Ｂ型 336
就労定着支援 228
自立生活援助 155
共同生活援助（介護サービス包括型） 326
共同生活援助（日中サービス支援型） 152
共同生活援助（外部サービス利用型） 234
児童発達支援 280
放課後等デイサービス 271
居宅訪問型児童発達支援 78
保育所等訪問支援 269
福祉型障害児入所施設 108
医療型障害児入所施設 99

（具体的に引き上げまたは新設した手当） （複数回答）

施設・
事業所数

全体 2,971
居宅介護 162
重度訪問介護 165
同行援護 154
行動援護 138
療養介護 60
生活介護 199
短期入所 198
重度障害者等包括支援 4
施設入所支援 214
自立訓練（機能訓練） 44
自立訓練（生活訓練） 149
就労移行支援 133
就労継続支援Ａ型 114
就労継続支援Ｂ型 170
就労定着支援 80
自立生活援助 69
共同生活援助（介護サービス包括型） 163
共同生活援助（日中サービス支援型） 86
共同生活援助（外部サービス利用型） 95
児童発達支援 134
放課後等デイサービス 135
居宅訪問型児童発達支援 41
保育所等訪問支援 148
福祉型障害児入所施設 71
医療型障害児入所施設 45

全体
都道府県、市区町村、広域連合・一部事務組合

その他の法人（社団・財団、農協、生協、学校等）

国、のぞみの園、独立行政法人国立病院機構

社会福祉協議会
社会福祉法人（社会福祉協議会以外）
医療法人
営利法人（株式・合名・合資・合同会社）
特定非営利活動法人（ＮＰＯ）

独立行政法人（のぞみの園、国立病院機構以外）・地方独立行政法人
69.4% 12.4%

給与等を引き上げた

75.7%
70.9%
73.9%
74.6%
77.8%
79.5%
80.4%

30.7%
38.2%
32.1%
32.5%
33.6%
20.5%
29.4%
38.0%
58.6%

25.0%
28.6%
35.9%
28.5%
29.1%
29.3%
31.8%
29.8%
25.8%

給与表（賃金表等）を改
定して賃金水準を引き上げ

た(予定）

75.7%
41.3%
76.0%
86.5%
75.4%
69.9%
71.4%
84.2%
46.2%

給与等を引き上げた

令和６年１月末時点の給
与水準を維持しているが、

今後１年以内に引き上げる
予定

令和６年１月末時点の給
与水準を維持しており、今

後１年以内に引き上げる予
定はなし

給与等を引き下げた

0.5%

その他

1.3%
31.4%
1.3%
0.3%
1.2%
0.8%
0.5%
6.6%
7.7%
1.0%

0.3%
0.0%
0.0%
0.1%
0.0%
0.4%
0.4%
0.0%
0.0%

6.5%
7.4%
6.0%
2.6%

11.7%
8.4%
9.1%
1.3%
0.0%

11.0%
14.0%
14.7%
6.9%
4.1%

13.8%
13.3%
3.9%

46.2%
10.4%

33.1%
34.2%
38.1%
34.7%
41.3%
53.1%
32.6%
28.7%

その他

1.3%
1.1%
1.3%
1.9%
1.2%
0.8%
0.0%
1.6%

給与等を引き下げた

0.3%
0.4%
0.3%
0.2%
0.2%
0.2%
0.4%
0.1%

令和６年１月末時点の給
与水準を維持しており、今

後１年以内に引き上げる予
定はなし

6.5%
7.4%
6.7%
7.1%
7.1%
6.4%
6.0%
3.5%83.2%

令和６年１月末時点の給
与水準を維持しているが、

今後１年以内に引き上げる
予定

11.0%
13.5%
12.2%
11.2%
10.2%
7.2%
7.7%
8.1%

56.6%
40.6%
47.9%
49.8%
52.6%
55.0%
65.7%
45.5%

100.0%
67.9%
47.8%
53.0%
47.8%
42.9%
50.6%
35.1%
44.5%

各種手当の引き上げまたは
新設(予定）

51.8%
54.4%
55.2%
52.9%
45.2%
46.2%
60.1%
63.9%

50.3%
51.3%
56.0%
51.1%
52.8%
65.4%
56.9%
72.2%
60.6%

75.0%
76.2%
68.5%
65.1%
62.6%
44.4%
58.3%
68.0%
63.2%

定期昇給（毎年一定の時
期に昇給制度に従って行わ

れる昇給）を実施（予
定）

55.1%
37.6%
31.4%
36.1%
44.9%
56.2%
64.0%
62.6%

2.1%
2.0%
2.1%
1.1%
1.1%
1.3%
2.2%
0.9%
3.0%

0.0%
1.0%
0.0%
1.1%
2.5%
2.6%
0.9%
1.3%
1.3%

その他

1.4%
0.7%
1.3%
1.4%
0.7%
1.5%
1.2%
0.6%

31.0%
32.2%
23.1%
35.7%
36.2%
32.1%
31.2%
29.6%
18.2%

25.0%
29.8%
26.1%
28.8%
32.7%
32.7%
30.4%
33.8%
17.4%

一時金（賞与・その他の臨
時支給分）の支給金額の
引き上げまたは新設(予

定）
30.4%
33.6%
30.4%
33.3%
36.4%
18.5%
26.9%
27.7%

50.0%

2.4%
0.0%

  給与等の引上げを行った施設・事業所における、給与等引上げの実施内容についてみると、「定期昇給（毎年一定の時期に昇給制度に従って行われる昇給）を実施（予定）」の割合が55.1%と最も高くなっている。

夜勤手当

5.2%
2.5%
6.1%
2.6%
6.5%

11.7%
6.0%

0.0%
2.0%
0.0%
0.0%

家族（扶
養）手当

0.9%
0.6%
0.0%
0.0%
1.4%
0.0%
2.0%
0.0%
0.0%
0.9%
2.3%
2.7%
0.0%
0.0%
2.4%
0.0%
0.0%
1.8%
0.0%

8.9%

時間外手当
（早朝･深夜･休

日手当等）
3.0%
5.6%
6.1%
3.2%
7.2%
1.7%
2.0%
1.5%
0.0%
4.7%
4.5%
1.3%
2.3%
0.9%
1.8%
1.3%
4.3%
3.1%
4.7%
1.1%
5.2%
2.2%

2.9%
8.6%
8.1%
6.3%
0.7%
0.7%
2.4%
2.0%

11.3%

9.1%
25.0%
15.9%
2.3%
2.0%
0.8%
0.0%

1.3%
1.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.2%

2.9%
2.5%
1.2%
2.1%
0.7%
1.5%
4.9%
2.7%
1.4%

0.0%
0.0%
3.7%
0.0%
0.7%
0.0%
2.2%

通勤手当・
交通費

2.3%
1.2%
3.6%
5.8%
4.3%
0.0%
2.5%
1.0%
0.0%
2.8%
4.5%
2.0%
0.0%
1.8%
3.5%
1.3%

11.6%
29.1%
27.4%
19.5%
14.2%
7.0%
4.4%

資格手当

15.0%
19.8%
18.2%
14.3%
22.5%
5.0%
9.5%

11.1%
50.0%
14.0%
13.6%
6.7%

14.3%
22.8%
21.8%
5.0%

2.4%
1.4%
0.0%
2.2%

職務手当
(役付手当等)

18.1%
20.4%
21.8%
13.0%
26.8%
5.0%

15.1%
13.1%
0.0%

15.4%
13.6%
13.4%
18.8%
28.9%
29.4%
11.3%
14.5%
14.7%
22.1%

移動手当

1.2%
3.7%
4.8%
5.2%
4.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

2.4%
2.7%
0.0%
0.0%

新加算に基
づく手当

74.7%
74.7%
71.5%
84.4%
67.4%
83.3%
76.4%
81.8%

100.0%
74.3%
68.2%
82.6%
73.7%
65.8%
74.7%
78.8%
68.1%
71.2%
74.4%

6.7%

研修手当

2.0%
2.5%
4.8%
5.2%
2.9%
0.0%
0.5%
0.5%
0.0%
0.5%
2.3%
0.7%
0.8%
3.5%
1.2%
2.5%
0.0%
2.5%
2.3%
1.1%
4.5%
3.0%

14.5%
14.7%
18.6%
11.6%
23.9%
17.8%
12.2%
14.9%
9.9%

17.4%
14.1%
9.3%

12.6%
8.2%
8.9%
9.8%

15.5%
11.3%

74.7%
73.1%
66.7%
70.7%
70.3%
83.1%
82.2%

その他

10.5%
4.3%
9.7%
5.2%
8.7%

16.7%
12.1%
7.6%
0.0%

15.4%
6.8%
9.4%

13.5%
9.6%
7.6%
8.8%

15.6%0.0%
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第62表 施設・事業所規模別にみた給与等引上げの実施内容 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 5,736
居宅介護 298

9回以下 17
10回以上29回以下 43
30回以上49回以下 27
50回以上99回以下 67
100回以上199回以下 71
200回以上299回以下 23
300回以上 50

重度訪問介護 299
9回以下 62
10回以上29回以下 50
30回以上49回以下 37
50回以上99回以下 50
100回以上199回以下 51
200回以上299回以下 15
300回以上 30

同行援護 291
9回以下 83
10回以上29回以下 97
30回以上49回以下 43
50回以上99回以下 39
100回以上199回以下 13
200回以上299回以下 6
300回以上 8

行動援護 305
9回以下 71
10回以上29回以下 89
30回以上49回以下 50
50回以上99回以下 54
100回以上199回以下 26
200回以上299回以下 7
300回以上 7

療養介護 130
40人以下 18
41人以上60人以下 29
61人以上80人以下 17
81人以上 66

生活介護 331
20人以下 210
21人以上40人以下 73
41人以上60人以下 39
61人以上80人以下 9
81人以上 0

短期入所 310
20人以下 290
21人以上40人以下 6
41人以上60人以下 6
61人以上80人以下 0
81人以上 4

施設入所支援 315
40人以下 123
41人以上60人以下 141
61人以上80人以下 33
81人以上 18

自立訓練（機能訓練） 92
20人以下 65
21人以上40人以下 17
41人以上60人以下 5
61人以上80人以下 3
81人以上 1

自立訓練（生活訓練） 281
20人以下 259
21人以上40人以下 19
41人以上60人以下 3
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労移行支援 278
20人以下 268
21人以上40人以下 7
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ａ型 266
20人以下 249
21人以上40人以下 15
41人以上60人以下 2
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ｂ型 336
20人以下 261
21人以上40人以下 66
41人以上60人以下 9
61人以上80人以下 0
81人以上 0

給与表（賃金表等）を改
定して賃金水準を引き上げ

た(予定）

33.1%
34.2%
29.4%
27.9%
33.3%
28.4%
49.3%
21.7%

55.2%
35.3%
54.5%
32.6%
29.5%
43.8%
28.2%
33.3%

-

31.0%
42.7%
54.0%
44.4%
38.5%
28.6%
42.9%
53.1%
61.1%

34.7%
32.5%
33.0%
37.2%
43.6%
7.7%

50.0%
62.5%
41.3%

34.0%
38.1%
38.7%
26.0%
43.2%
44.0%
35.3%
33.3%
53.3%

-
-

29.3%
28.9%
33.3%
50.0%

-
-

31.8%

27.4%
31.6%

100.0%
-
-

29.1%
28.0%
57.1%

100.0%

48.5%
27.8%
35.9%
32.3%
52.9%
20.0%
66.7%
0.0%

28.5%

28.7%
29.3%
33.3%
0.0%

-
25.0%
28.6%
22.8%
29.1%

33.0%
25.8%
44.4%

-
-

28.2%
53.8%
50.0%
12.5%
44.9%
53.5%
43.8%
34.0%
50.0%

定期昇給（毎年一定の時
期に昇給制度に従って行わ

れる昇給）を実施（予
定）

55.1%
37.6%
35.3%
32.6%
48.1%
32.8%
33.8%
39.1%
48.0%
31.4%
40.3%
36.0%
27.0%
22.0%
31.4%
60.0%
16.7%
36.1%
36.1%
35.1%
41.9%

64.7%
60.0%
33.3%

100.0%
65.1%
65.6%
63.2%
33.3%

-

-
100.0%
76.2%
78.0%
75.2%
78.8%
66.7%
68.5%
70.8%

62.4%
68.5%
66.7%
55.6%

-
62.6%
62.1%
66.7%
66.7%

38.5%
14.3%
57.1%
56.2%
38.9%
75.9%
41.2%
56.1%
64.0%

-

60.0%
100.0%

-
-

58.3%
56.7%
63.6%
66.7%

-

-
62.6%
63.4%
42.9%

100.0%
-
-

44.4%
43.0%

各種手当の引き上げまたは
新設(予定）

51.8%
54.4%
58.8%
53.5%
37.0%
55.2%
53.5%
69.6%
56.0%
55.2%
56.5%
60.0%
45.9%
40.0%
62.7%
46.7%

-
63.9%
64.1%
50.0%
83.3%

-
50.0%
67.9%
68.3%

27.8%
51.7%
52.9%
47.0%
60.1%
60.5%
54.8%
61.5%
88.9%

45.2%
47.9%
40.4%
46.0%
46.3%
53.8%
71.4%
14.3%
46.2%

70.0%
52.9%
50.6%
58.8%
53.5%
41.0%
61.5%
33.3%
62.5%

50.6%
51.0%
54.5%
11.1%

-
-

100.0%
-
-

42.9%
43.8%
33.3%
0.0%

-
-

53.0%
53.7%
47.4%
33.3%

-
-

47.8%
48.1%
28.6%

67.4%
72.7%
61.1%
47.8%
50.8%
41.2%
60.0%
33.3%
0.0%

40.7%
46.2%
28.6%
28.6%
18.5%
5.6%

17.2%
11.8%
24.2%

44.2%
25.6%
38.5%
50.0%
25.0%
36.4%
29.6%
34.8%
40.0%

一時金（賞与・その他の臨
時支給分）の支給金額の
引き上げまたは新設(予

定）
30.4%
33.6%
5.9%

27.9%
25.9%
31.3%
33.8%
43.5%
50.0%
30.4%
19.4%
28.0%
32.4%
30.0%
39.2%
26.7%
43.3%
33.3%
34.9%
29.9%

-
-

32.7%
33.6%
0.0%
0.0%

-
-

32.7%

26.2%
29.4%
20.0%
0.0%

100.0%
28.8%
29.7%
21.1%
0.0%

16.7%
-

50.0%
29.8%
22.8%
33.3%
42.4%
27.8%
26.1%

26.9%
31.0%
20.5%
17.9%
22.2%

-
27.7%
28.3%
0.0%

-
-

32.1%
46.7%
0.0%

-
-

30.4%
31.8%
21.2%
55.6%

0.0%
0.0%
1.4%
0.0%
2.1%
0.0%
2.6%
0.0%
0.0%

その他

1.4%
0.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.4%
4.3%
0.0%
1.3%
0.0%
2.0%
2.7%
2.0%
2.0%

0.8%
1.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
-

0.6%
0.7%
0.0%
0.0%

-
0.0%
1.0%

1.5%
5.6%
3.4%
0.0%
0.0%
1.2%
1.4%
0.0%
2.6%

12.5%
0.7%
0.0%
1.1%
2.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
0.9%
0.8%
1.5%
0.0%

-
-

14.3%
0.0%

-
-

2.6%
2.4%
6.7%
0.0%

-

0.0%
1.1%
1.2%
0.0%
0.0%

-
-

2.5%
2.2%
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施設・
事業所数

共同生活援助（介護サービス包括型） 326
4人以下 15
5人 25
6人 19
7人 31
8人以上10人以下 57
11人以上13人以下 26
14人以上16人以下 37
17人以上20人以下 38
21人以上30人以下 32
31人以上 40

共同生活援助（日中サービス支援型） 152
4人以下 1
5人 3
6人 0
7人 6
8人以上10人以下 47
11人以上13人以下 6
14人以上16人以下 13
17人以上20人以下 65
21人以上30人以下 4
31人以上 6

共同生活援助（外部サービス利用型） 234
4人以下 27
5人 10
6人 20
7人 25
8人以上10人以下 33
11人以上13人以下 20
14人以上16人以下 16
17人以上20人以下 31
21人以上30人以下 32
31人以上 19

児童発達支援 280
10人以下 243
11人以上20人以下 20
21人以上 14

放課後等デイサービス 271
10人以下 253
11人以上20人以下 15
21人以上 2

居宅訪問型児童発達支援 78
9回以下 56
10回以上19回以下 9
20回以上 13

保育所等訪問支援 269
9回以下 131
10回以上19回以下 64
20回以上 66

福祉型障害児入所施設 108
10人以下 10
11人以上20人以下 27
21人以上30人以下 34
31人以上40人以下 19
41人以上50人以下 11
51人以上60人以下 6
61人以上70人以下 0
71人以上80人以下 1
81人以上 0

医療型障害児入所施設 99
10人以下 6
11人以上20人以下 1
21人以上30人以下 4
31人以上40人以下 6
41人以上50人以下 11
51人以上60人以下 12
61人以上70人以下 1
71人以上80人以下 4
81人以上 51

第63表 法人種類別にみた給与等引上げの実施内容 （複数回答）

施設・
事業所数

5,736
67

136
2,140

136
2,187

668
67
12

323

医療法人
営利法人（株式・合名・合資・合同会社）
特定非営利活動法人（ＮＰＯ）
国、のぞみの園、独立行政法人国立病院機構
独立行政法人（のぞみの園、国立病院機構以外）・地方独立行政法人
その他の法人（社団・財団、農協、生協、学校等）

16.2%
33.1%
34.3%
98.5%
75.0%
32.2%

55.9%
43.7%
49.0%
23.9%
50.0%

全体
都道府県、市区町村、広域連合・一部事務組合
社会福祉協議会
社会福祉法人（社会福祉協議会以外）

35.0%
28.6%
33.6%
34.8%
13.3%

32.1%
37.0%
0.0%

35.0%
40.0%
30.3%
20.0%
37.5%
38.7%

66.7%
-

50.0%
31.9%
16.7%
61.5%
38.5%
25.0%
33.3%

32.3%
28.1%
42.3%
32.4%
34.2%
15.6%
27.5%
38.2%
0.0%

30.7%
20.0%
36.0%
36.8%

50.0%
58.8%

-
58.6%
66.7%

100.0%
75.0%
33.3%
72.7%
50.0%
0.0%

38.0%
60.0%
40.7%
32.4%
36.8%
45.5%
0.0%

-
100.0%

0.0%
20.5%
19.6%
33.3%
15.4%
29.4%
33.6%
14.1%
34.8%

28.1%
36.8%
32.5%
32.9%

65.0%
51.3%

100.0%
33.3%

-
50.0%
46.8%

50.3%
40.0%
32.0%
52.6%
61.3%
49.1%
57.7%
45.9%

73.7%
63.6%

100.0%
-

100.0%
-

60.6%
0.0%
0.0%

61.5%
56.9%
65.6%
60.9%
37.9%
72.2%
70.0%
70.4%
70.6%

80.0%
57.1%
52.8%
52.2%
60.0%

100.0%
65.4%
62.5%
88.9%

52.0%
63.6%
75.0%
62.5%
54.8%
56.3%
36.8%
51.1%
48.6%

33.3%
46.2%
58.5%
75.0%
33.3%
56.0%
51.9%
50.0%
50.0%

52.6%
43.8%

50.0%
60.0%
68.0%

44.4%
53.8%
55.0%
56.5%
62.5%

29.0%
43.8%
47.4%
47.9%
47.3%
45.0%
50.0%
49.8%
49.4%

50.0%
40.6%
40.7%
30.0%
25.0%
40.0%
45.5%
50.0%
56.3%

0.0%
33.3%

-
50.0%
57.4%
50.0%
69.2%
58.5%
25.0%

36.8%
45.2%
45.6%
26.9%
56.8%
50.0%
59.4%
52.5%
56.6%

100.0%
75.0%
47.1%

0.0%
-

45.5%
16.7%
0.0%

25.0%
33.3%
36.4%
66.7%

48.5%
65.7%
70.0%
70.4%
73.5%
52.6%
63.6%
50.0%

-

60.0%
0.0%

52.6%
53.6%

6.3%
22.6%
34.4%
26.3%
35.7%

23.4%
33.3%
23.1%
40.0%
25.0%
66.7%
23.1%
22.2%
20.0%

32.4%
36.8%
31.3%
27.5%
32.2%
0.0%

33.3%
-

16.7%

31.0%
20.0%
28.0%
42.1%
29.0%
26.3%
34.6%

0.0%
25.0%
16.7%
27.3%
8.3%
0.0%

25.0%
21.6%

23.5%
36.8%
27.3%
50.0%

-
100.0%

-
18.2%
0.0%

44.4%
38.5%
31.2%
29.0%
29.7%
36.4%
29.6%
20.0%
29.6%

37.0%
35.0%
21.4%
36.2%
35.6%
53.3%
0.0%

32.1%
28.6%

30.0%
28.0%
12.1%
25.0%

4.0%
0.0%
0.0%
5.3%
0.0%
2.7%
0.0%
6.3%
0.0%

2.1%
0.0%

1.2%
0.0%
0.0%
1.3%
1.8%
0.0%
0.0%
2.2%
1.5%

0.0%
6.5%
0.0%
0.0%
1.1%
1.2%
0.0%
0.0%
1.1%

0.0%
0.0%
2.1%
0.0%

10.0%
5.0%
0.0%
3.0%
0.0%

2.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%
4.3%

16.7%
0.0%
0.0%

8.3%
0.0%
0.0%
0.0%

給与表（賃金表等）を改
定して賃金水準を引き上げ

た(予定）

33.1%
50.7%
49.3%
30.0%

定期昇給（毎年一定の時
期に昇給制度に従って行わ

れる昇給）を実施（予
定）

55.1%
64.2%
63.2%
69.3%

一時金（賞与・その他の臨
時支給分）の支給金額の
引き上げまたは新設(予

定）
30.4%
23.9%
33.8%
25.5%

-
0.0%

-
3.0%

16.7%
0.0%
0.0%
0.0%
9.1%

0.0%
6.1%
0.9%
0.0%
0.0%
2.9%
0.0%
0.0%
0.0%

50.0%
66.7%
72.7%
91.7%
0.0%

50.0%
58.8%

16.2%
36.3%
30.7%
9.0%

25.0%
32.8%

その他

1.4%
9.0%
2.9%
1.1%
2.2%
1.1%
1.6%
0.0%

16.7%
1.5%51.4%

各種手当の引き上げまたは
新設(予定）

51.8%
20.9%
33.8%
61.1%
47.1%
48.1%
49.3%
3.0%

16.7%
47.7%

給与表（賃金表等）を改
定して賃金水準を引き上げ

た(予定）

定期昇給（毎年一定の時
期に昇給制度に従って行わ

れる昇給）を実施（予
定）

各種手当の引き上げまたは
新設(予定）

一時金（賞与・その他の臨
時支給分）の支給金額の
引き上げまたは新設(予

定）

その他
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第64表 設立年数別にみた給与等引上げの実施内容 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 5,736
５年未満 1,328
５年以上10年未満 1,266
10年以上15年未満 965
15年以上20年未満 735
20年以上25年未満 458
25年以上30年未満 207
30年以上 777

第65表 サービス別にみた給与等を引き上げた理由 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 5,736
居宅介護 298
重度訪問介護 299
同行援護 291
行動援護 305
療養介護 130
生活介護 331
短期入所 310
重度障害者等包括支援 4
施設入所支援 315
自立訓練（機能訓練） 92
自立訓練（生活訓練） 281
就労移行支援 278
就労継続支援Ａ型 266
就労継続支援Ｂ型 336
就労定着支援 228
自立生活援助 155
共同生活援助（介護サービス包括型） 326
共同生活援助（日中サービス支援型） 152
共同生活援助（外部サービス利用型） 234
児童発達支援 280
放課後等デイサービス 271
居宅訪問型児童発達支援 78
保育所等訪問支援 269
福祉型障害児入所施設 108
医療型障害児入所施設 99

第66表 施設・事業所規模別にみた給与等を引き上げた理由 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 5,736
居宅介護 298

9回以下 17
10回以上29回以下 43
30回以上49回以下 27
50回以上99回以下 67
100回以上199回以下 71
200回以上299回以下 23
300回以上 50

重度訪問介護 299
9回以下 62
10回以上29回以下 50
30回以上49回以下 37
50回以上99回以下 50
100回以上199回以下 51
200回以上299回以下 15
300回以上 30

同行援護 291
9回以下 83
10回以上29回以下 97
30回以上49回以下 43
50回以上99回以下 39
100回以上199回以下 13
200回以上299回以下 6
300回以上 8

行動援護 305
9回以下 71
10回以上29回以下 89
30回以上49回以下 50
50回以上99回以下 54
100回以上199回以下 26
200回以上299回以下 7
300回以上 7

療養介護 130
40人以下 18
41人以上60人以下 29
61人以上80人以下 17
81人以上 66

給与表（賃金表等）を改
定して賃金水準を引き上げ

た(予定）

33.1%
30.5%
34.7%
34.5%
31.0%
40.0%
28.5%
32.0%

その他

1.4%
1.4%
1.2%
1.2%
2.0%
1.1%
2.4%
1.3%

一時金（賞与・その他の臨
時支給分）の支給金額の
引き上げまたは新設(予

定）
30.4%
33.5%
33.4%
30.9%
26.0%
26.0%
22.7%
28.3%

各種手当の引き上げまたは
新設(予定）

51.8%
48.3%
50.2%
47.6%
53.7%
47.6%
60.4%
63.8%

定期昇給（毎年一定の時
期に昇給制度に従って行わ

れる昇給）を実施（予
定）

55.1%
48.9%
50.2%
56.6%
56.9%
50.0%
72.5%
68.2%

20.2%
23.7%
20.9%
24.3%
22.5%
14.1%
19.3%
15.7%
14.1%

50.0%
24.4%
16.3%
21.7%
16.9%
22.6%
24.1%
14.9%
19.4%

令和６年度障害福祉サー
ビス等報酬改定（新加算を
除く）を踏まえて給与等を

引き上げた（予定）
20.2%
14.1%
22.1%
14.8%
25.2%
13.8%
20.5%
21.0%

14.1%
14.2%
13.3%
12.0%
14.6%
11.0%
5.2%

新加算による取得要件緩
和（職種間配分ルール

等）を踏まえて給与等を引
き上げた（予定）

15.5%
13.4%
9.7%

13.4%
13.4%
20.0%
24.2%
18.4%

57.7%
55.3%
48.3%
60.4%
62.0%
42.3%
57.2%
67.6%
43.4%

100.0%
71.4%
47.8%
60.9%
68.3%
46.6%
45.8%
59.2%
41.3%

福祉・介護職員処遇改善
臨時特例交付金を踏まえて

給与等を引き上げた

56.5%
53.0%
54.8%
50.5%
59.0%
43.8%
60.7%
63.9%

38.2%
23.5%
35.7%
36.9%
38.5%
30.5%
39.8%
29.3%

50.0%
44.1%
33.7%
35.6%
34.9%
27.4%
35.1%
28.9%
23.9%

新加算による加算の一本化
を踏まえて給与等を引き上

げた（予定）

34.4%
38.3%
39.8%
41.2%
35.7%
30.0%
35.3%
32.9%

13.8%
19.7%
9.8%

13.2%
16.6%
19.2%
16.7%
24.1%
23.2%

75.0%
25.4%

福祉・介護職員処遇改善
臨時特例交付金を踏まえて

給与等を引き上げた

56.5%
53.0%
29.4%
46.5%
40.7%
52.2%
57.7%
47.8%

0.9%
1.3%
2.6%
0.0%
1.1%
1.3%
0.7%
0.0%
6.1%

0.0%
1.3%
3.3%
1.1%
0.4%
0.0%
1.2%
0.0%
2.6%

その他

1.1%
1.0%
0.7%
1.0%
0.0%
6.2%
0.9%
1.0%

24.8%
20.4%
31.2%
26.8%
19.6%
37.2%
27.1%
26.9%
46.5%

25.0%
18.1%
38.0%
18.9%
23.0%
28.9%
30.1%
25.9%
38.7%

左記に関わらず給与等を引
き上げた（予定）

24.9%
21.1%
13.7%
22.3%
18.7%
44.6%
24.2%
21.9%

29.1%

48.3%
52.9%
45.5%

57.7%
65.2%
54.0%
59.3%
53.8%
57.1%
57.1%
43.8%
22.2%

50.5%
59.0%
49.5%
55.8%
41.0%
30.8%
50.0%
25.0%
59.0%

70.0%
54.8%
67.7%
54.0%
43.2%
46.0%
51.0%
66.7%
60.0%

20.5%
0.0%

33.3%
12.5%
25.2%
18.3%
21.3%
30.0%
29.6%

令和６年度障害福祉サー
ビス等報酬改定（新加算を
除く）を踏まえて給与等を

引き上げた（予定）
20.2%
14.1%
11.8%
9.3%

18.5%
20.9%
7.0%
4.3%

22.0%
22.1%
22.6%
22.0%
24.3%
26.0%
13.7%
33.3%
23.3%
14.8%
14.5%
13.4%
16.3%

26.9%
42.9%
42.9%
13.8%
5.6%

13.8%
23.5%
13.6%

新加算による取得要件緩
和（職種間配分ルール

等）を踏まえて給与等を引
き上げた（予定）

15.5%
13.4%
5.9%
7.0%
7.4%

10.4%
15.5%
13.0%
26.0%
9.7%

11.3%
10.0%
8.1%

10.0%
11.8%
0.0%

5.6%
20.7%
23.5%
22.7%

13.4%
12.7%
10.1%
20.0%
11.1%
19.2%
14.3%
14.3%
20.0%

6.7%
13.4%
9.6%

13.4%
14.0%
20.5%
15.4%
0.0%

25.0%

40.7%
30.8%
71.4%
0.0%

30.0%
11.1%
44.8%
35.3%
27.3%

46.5%
46.2%
84.6%
50.0%
62.5%
35.7%
33.8%
37.1%
34.0%

新加算による加算の一本化
を踏まえて給与等を引き上

げた（予定）

34.4%
38.3%
29.4%
41.9%
18.5%
35.8%
43.7%
47.8%
40.0%
39.8%
29.0%
48.0%
43.2%
32.0%
49.0%
26.7%
46.7%
41.2%
30.1%
39.2%

13.3%
10.0%
22.3%
19.3%
30.9%
18.6%
17.9%
0.0%

33.3%

左記に関わらず給与等を引
き上げた（予定）

24.9%
21.1%
41.2%
20.9%
40.7%
16.4%
16.9%
26.1%
14.0%
13.7%
12.9%
12.0%
13.5%
16.0%
17.6%

44.6%
66.7%
37.9%
29.4%
45.5%

12.5%
18.7%
21.1%
15.7%
18.0%
18.5%
19.2%
28.6%
28.6%

6.1%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
6.2%
5.6%
6.9%
5.9%

1.0%
0.0%
5.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

その他

1.1%
1.0%
0.0%
2.3%
0.0%
1.5%
0.0%
4.3%
0.0%
0.7%
0.0%
4.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.0%
0.0%

給与等の引上げを実施した施設・事業所において、給与等の引上げの理由を聞いたところ、「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金を踏まえて給与等を引き上げた」の割合が56.5％と最も高く、次いで、「新加算による加算の一本化を踏まえて給与
等を引き上げた（予定）」が34.4%となっている。
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施設・
事業所数

生活介護 331
20人以下 210
21人以上40人以下 73
41人以上60人以下 39
61人以上80人以下 9
81人以上 0

短期入所 310
20人以下 290
21人以上40人以下 6
41人以上60人以下 6
61人以上80人以下 0
81人以上 4

施設入所支援 315
40人以下 123
41人以上60人以下 141
61人以上80人以下 33
81人以上 18

自立訓練（機能訓練） 92
20人以下 65
21人以上40人以下 17
41人以上60人以下 5
61人以上80人以下 3
81人以上 1

自立訓練（生活訓練） 281
20人以下 259
21人以上40人以下 19
41人以上60人以下 3
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労移行支援 278
20人以下 268
21人以上40人以下 7
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ａ型 266
20人以下 249
21人以上40人以下 15
41人以上60人以下 2
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ｂ型 336
20人以下 261
21人以上40人以下 66
41人以上60人以下 9
61人以上80人以下 0
81人以上 0

共同生活援助（介護サービス包括型） 326
4人以下 15
5人 25
6人 19
7人 31
8人以上10人以下 57
11人以上13人以下 26
14人以上16人以下 37
17人以上20人以下 38
21人以上30人以下 32
31人以上 40

共同生活援助（日中サービス支援型） 152
4人以下 1
5人 3
6人 0
7人 6
8人以上10人以下 47
11人以上13人以下 6
14人以上16人以下 13
17人以上20人以下 65
21人以上30人以下 4
31人以上 6

共同生活援助（外部サービス利用型） 234
4人以下 27
5人 10
6人 20
7人 25
8人以上10人以下 33
11人以上13人以下 20
14人以上16人以下 16
17人以上20人以下 31
21人以上30人以下 32
31人以上 19

児童発達支援 280
10人以下 243
11人以上20人以下 20
21人以上 14

放課後等デイサービス 271
10人以下 253
11人以上20人以下 15
21人以上 2

居宅訪問型児童発達支援 78
9回以下 56
10回以上19回以下 9
20回以上 13

保育所等訪問支援 269
9回以下 131
10回以上19回以下 64
20回以上 66

60.7%
56.7%
65.8%
64.1%

100.0%
-

-
-

46.6%
47.8%
33.3%
0.0%

-
-

45.8%

60.6%
57.9%

100.0%
-
-

68.3%
68.3%
71.4%

100.0%

66.7%
77.8%
47.8%
47.7%
64.7%
0.0%

33.3%
100.0%
60.9%

63.9%
63.4%
66.7%
66.7%

-
75.0%
71.4%
73.2%
70.2%

50.0%
35.7%
62.0%
61.7%
66.7%

48.3%
33.3%
60.0%
45.0%
40.0%
39.4%
35.0%
62.5%
61.3%

100.0%
-

50.0%
61.7%

100.0%
30.8%
50.8%
50.0%
50.0%

58.1%
54.4%
69.2%
64.9%
50.0%
78.1%
67.5%
55.3%
0.0%

42.5%
57.6%
55.6%

-
-

57.7%
33.3%
44.0%
36.8%

50.0%
42.3%
44.6%
44.4%
30.8%
57.2%
55.7%
57.8%
63.6%

59.4%
57.9%
60.4%
62.1%

17.6%
60.0%
0.0%
0.0%

21.7%
23.2%
5.3%
0.0%

-

-
75.0%
24.4%
22.0%
30.5%
18.2%
5.6%

16.3%
13.8%

24.3%
15.1%
10.3%
22.2%

-
21.0%
20.0%
16.7%
33.3%

20.5%

16.7%
20.9%
11.1%
30.0%
30.0%

18.4%
12.5%
20.0%
23.7%
0.0%
0.0%

-
33.3%
34.0%

-
20.2%
13.3%
28.0%
21.1%
22.6%
24.6%
15.4%
13.5%

33.3%
0.0%

-
-

24.1%
25.7%
18.2%
22.2%

-

-
16.9%
17.2%
0.0%
0.0%

-
-

22.6%
22.1%

30.8%
19.3%
18.3%
18.8%
24.2%

5.0%
14.3%
22.5%
22.5%
26.7%
0.0%

14.1%
10.7%
11.1%

20.0%
24.2%
20.0%
18.8%
19.4%
15.6%
31.6%
24.3%
26.3%

50.0%
23.1%
16.9%
0.0%

-
18.4%
19.0%
16.7%
0.0%

-
0.0%

25.4%
23.6%

24.2%
23.3%
17.8%
33.3%
55.6%

14.6%
14.6%
15.2%
11.1%

-
-

13.8%
6.7%

20.0%

100.0%
-
-

12.0%
12.4%
6.7%
0.0%

-
-

14.2%
14.7%
10.5%
0.0%

-
-

13.3%
13.4%
0.0%

27.0%
30.3%
16.7%
14.1%
16.9%
11.8%
0.0%
0.0%
0.0%

44.4%
15.4%
16.7%
15.3%
17.2%

6.5%
12.5%
0.0%

13.2%
12.8%
15.0%
21.4%
16.6%
17.4%

33.3%
9.8%

11.1%
0.0%
5.0%

16.0%
12.1%
10.0%
18.8%

0.0%
33.3%

-
33.3%
19.1%
33.3%
46.2%
12.3%
0.0%

5.3%
12.9%
12.3%
11.5%
16.2%
23.7%
9.4%

15.0%
19.7%

19.7%

0.0%
50.0%
19.2%
16.1%

-
-

34.9%
34.3%
42.9%

100.0%
-
-

27.4%

40.0%
17.6%
20.0%
33.3%
0.0%

35.6%
36.7%
26.3%
0.0%

33.3%
-

25.0%
44.1%
42.3%
41.8%
60.6%
44.4%
33.7%

35.3%
35.2%
39.7%
25.6%
44.4%

-
32.9%
33.1%
50.0%

43.8%
12.9%
21.9%
21.1%
35.7%

31.9%
33.3%
53.8%
46.2%
0.0%

33.3%
23.5%
33.3%
20.0%

37.8%
34.2%
40.6%
22.5%
38.2%

100.0%
0.0%

-
16.7%

-
-

29.1%
20.0%
32.0%
21.1%
16.1%
31.6%
30.8%

27.7%
26.7%
0.0%

-
-

35.1%
36.4%
30.3%
33.3%

44.4%
30.8%
30.5%
26.7%
35.9%
28.8%

37.4%
25.0%
28.6%
36.9%
35.6%
66.7%
0.0%

38.5%
39.3%

20.0%
20.0%
24.2%
25.0%

17.9%
17.7%
18.2%
22.2%
38.0%
38.5%
29.4%
40.0%
66.7%

0.0%
-

21.9%
21.7%
33.3%
16.7%

-
0.0%

18.1%

24.2%
21.9%
30.1%
30.8%

36.0%
31.6%
22.6%
26.3%
26.9%
13.5%
31.6%
12.5%
25.0%

-
30.1%
29.5%
34.8%
11.1%

-
-

24.8%
33.3%

14.3%
0.0%

-
-

28.9%
27.7%
40.0%

100.0%
-

0.0%
18.9%
18.1%
26.3%
33.3%

-
-

23.0%
23.5%

20.6%
0.0%

50.0%
37.2%
39.3%
33.3%
30.8%
27.1%
31.3%

25.0%
29.0%
21.9%
10.5%
26.8%
23.5%
50.0%
42.9%
19.6%

50.0%
16.7%
31.2%
44.4%
30.0%
30.0%
28.0%
33.3%
55.0%

20.4%
0.0%
0.0%

-
0.0%

21.3%
0.0%

30.8%
21.5%

0.9%
1.0%
0.0%
2.6%
0.0%

-
1.0%
1.0%

25.0%
21.2%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
-

1.2%
1.1%
0.0%

0.0%
-
-

0.4%
0.4%
0.0%
0.0%

-
-

3.3%
3.1%
5.9%
0.0%
0.0%
0.0%
1.1%
1.2%
0.0%

0.0%
0.0%

-
0.0%
1.3%
0.8%
1.4%
3.0%
0.0%

0.0%
0.0%
8.0%
3.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
5.3%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.1%
0.0%
0.0%
2.6%
7.4%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.3%
0.0%
0.0%

-

11.1%
-
-

0.9%
6.7%
0.0%
5.3%
0.0%
1.8%

1.8%
0.0%
0.0%
0.7%
0.8%
1.6%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.1%
1.2%
0.0%
0.0%
1.3%

福祉・介護職員処遇改善
臨時特例交付金を踏まえて

給与等を引き上げた

令和６年度障害福祉サー
ビス等報酬改定（新加算を
除く）を踏まえて給与等を

引き上げた（予定）

新加算による取得要件緩
和（職種間配分ルール

等）を踏まえて給与等を引
き上げた（予定）

新加算による加算の一本化
を踏まえて給与等を引き上

げた（予定）

左記に関わらず給与等を引
き上げた（予定） その他
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施設・
事業所数

福祉型障害児入所施設 108
10人以下 10
11人以上20人以下 27
21人以上30人以下 34
31人以上40人以下 19
41人以上50人以下 11
51人以上60人以下 6
61人以上70人以下 0
71人以上80人以下 1
81人以上 0

医療型障害児入所施設 99
10人以下 6
11人以上20人以下 1
21人以上30人以下 4
31人以上40人以下 6
41人以上50人以下 11
51人以上60人以下 12
61人以上70人以下 1
71人以上80人以下 4
81人以上 51

第67表 法人種類別にみた給与等を引き上げた理由 （複数回答）

施設・
事業所数

5,736
67

136
2,140

136
2,187

668
67
12

323

第68表 設立年数別にみた給与等を引き上げた理由 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 5,736
５年未満 1,328
５年以上10年未満 1,266
10年以上15年未満 965
15年以上20年未満 735
20年以上25年未満 458
25年以上30年未満 207
30年以上 777

第69表 サービス別にみた賃上げ促進税制適用の有無

施設・
事業所数

全体 5,736
居宅介護 298
重度訪問介護 299
同行援護 291
行動援護 305
療養介護 130
生活介護 331
短期入所 310
重度障害者等包括支援 4
施設入所支援 315
自立訓練（機能訓練） 92
自立訓練（生活訓練） 281
就労移行支援 278
就労継続支援Ａ型 266
就労継続支援Ｂ型 336
就労定着支援 228
自立生活援助 155
共同生活援助（介護サービス包括型） 326
共同生活援助（日中サービス支援型） 152
共同生活援助（外部サービス利用型） 234
児童発達支援 280
放課後等デイサービス 271
居宅訪問型児童発達支援 78
保育所等訪問支援 269
福祉型障害児入所施設 108
医療型障害児入所施設 99

全体
都道府県、市区町村、広域連合・一部事務組合
社会福祉協議会
社会福祉法人（社会福祉協議会以外）
医療法人
営利法人（株式・合名・合資・合同会社）
特定非営利活動法人（ＮＰＯ）
国、のぞみの園、独立行政法人国立病院機構
独立行政法人（のぞみの園、国立病院機構以外）・地方独立行政法人
その他の法人（社団・財団、農協、生協、学校等）

11.5%
27.1%
26.6%
17.9%
24.2%
0.0%
0.0%

（賃上げ促進税制の対象
であるが）適用を受けない

予定
8.4%

11.7%
13.0%
10.7%
9.8%
1.5%
7.3%
6.8%
0.0%
0.0%
3.3%

14.2%
9.4%

13.5%
12.5%
3.9%

（賃上げ促進税制の対象
であり）適用を受ける予定

17.5%
30.9%
30.4%
26.5%
28.5%
0.0%
9.1%
6.8%
0.0%
0.0%
7.6%

22.8%
16.9%
22.6%
16.7%
8.8%
8.4%

18.1%
17.1%

0.0%
35.4%
1.2%
3.2%
0.0%
1.6%
9.8%
1.8%
1.4%
1.1%
2.1%
2.2%
4.5%
2.8%
3.9%

0.0%

賃上げ促進税制の対象外
（社会福祉法人）

39.4%
18.5%
10.4%
19.6%
29.5%
62.3%
65.6%
71.6%

100.0%
98.1%
62.0%
31.7%
30.2%
12.4%
36.9%
27.6%
54.8%
42.6%
48.0%
43.6%
15.0%
12.5%

7.1%
4.3%
7.2%
9.8%

12.5%
9.2%
6.4%
6.7%
0.9%

1.0%

　給与等の引上げを実施した施設・事業所において、賃上げ促進税制の適用の有無を聞いたところ、「賃上げ促進税制の対象外（社会福祉法人）」の割合が39.4％となっている。

23.9%
31.0%
22.4%
25.2%
37.5%
45.8%
25.6%
29.4%
0.0%

7.7%
4.3%
2.6%

12.8%
8.9%
4.6%

34.3%

未定

27.8%
34.9%
42.5%
40.5%
30.5%
0.8%

16.9%
10.3%
0.0%
0.3%

16.3%
24.2%
35.6%
47.4%
29.5%
43.0%

34.6%
28.6%
94.4%
64.6%

賃上げ促進税制の対象外
（その他）

4.0%
0.0%
0.0%
0.0%

75.0%
47.1%

-
43.4%
33.3%
0.0%
0.0%

50.0%
27.3%
50.0%

100.0%

67.6%
50.0%
81.5%
70.6%
52.6%
63.6%
66.7%

-
100.0%

0.0%
16.7%
0.0%

16.7%
0.0%

25.0%
17.6%

21.1%
0.0%
0.0%

-
0.0%

-
14.1%
16.7%
0.0%

15.7%
20.0%
22.2%
14.7%

0.0%
50.0%
29.4%

0.0%
-

23.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

27.3%
16.7%

24.1%
10.0%
29.6%
26.5%
15.8%
36.4%
16.7%

-

0.0%
0.0%
0.0%

27.3%
66.7%
0.0%

50.0%
29.4%

47.1%
36.8%
45.5%
50.0%

-
100.0%

-
29.3%
0.0%

39.8%
20.0%
33.3% 22.2%

20.6%
31.6%
18.2%
50.0%

25.0%
0.0%

25.0%
45.1%

-
100.0%

-
46.5%
33.3%

100.0%
100.0%
66.7%
63.6%

26.9%
40.0%

16.7%
0.0%
0.0%
0.0%
9.1%
0.0%
0.0%

25.0%
5.9%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%

-
6.1%

0.0%
0.0%

13.0%

新加算による加算の一本化
を踏まえて給与等を引き上

げた（予定）

34.4%
7.5%

22.8%
38.1%
19.9%
35.0%
35.8%
4.5%
0.0%

27.6%

新加算による取得要件緩
和（職種間配分ルール

等）を踏まえて給与等を引
き上げた（予定）

15.5%
4.5%
6.6%

20.1%
11.8%
12.8%
15.7%
3.0%

0.0%
48.9%

令和６年度障害福祉サー
ビス等報酬改定（新加算を
除く）を踏まえて給与等を

引き上げた（予定）
20.2%
1.5%
8.8%

19.1%
16.9%
21.6%
25.0%
6.0%
0.0%

22.3%

福祉・介護職員処遇改善
臨時特例交付金を踏まえて

給与等を引き上げた

56.5%
10.4%
40.4%
64.3%
33.1%
55.9%
55.8%
7.5%

その他

1.1%
1.0%
1.0%
0.7%
1.1%
1.7%
1.0%
1.7%

左記に関わらず給与等を引
き上げた（予定）

24.9%
22.8%
25.4%
26.1%
24.8%
26.4%
25.6%
25.2%

新加算による加算の一本化
を踏まえて給与等を引き上

げた（予定）

34.4%
35.2%
30.1%
34.6%
34.0%
36.0%
37.7%
38.6%

新加算による取得要件緩
和（職種間配分ルール

等）を踏まえて給与等を引
き上げた（予定）

15.5%
14.2%
12.5%
14.5%
15.2%
14.2%
19.8%
23.6%

令和６年度障害福祉サー
ビス等報酬改定（新加算を
除く）を踏まえて給与等を

引き上げた（予定）
20.2%
22.2%
21.3%
21.0%
18.0%
15.7%
19.8%
18.9%

福祉・介護職員処遇改善
臨時特例交付金を踏まえて

給与等を引き上げた

56.5%
52.4%
56.2%
54.6%
58.9%
57.4%
61.8%

福祉・介護職員処遇改善
臨時特例交付金を踏まえて

給与等を引き上げた

令和６年度障害福祉サー
ビス等報酬改定（新加算を
除く）を踏まえて給与等を

引き上げた（予定）

新加算による取得要件緩
和（職種間配分ルール

等）を踏まえて給与等を引
き上げた（予定）

新加算による加算の一本化
を踏まえて給与等を引き上

げた（予定）

左記に関わらず給与等を引
き上げた（予定） その他

62.2%

75.0%
29.7%

その他

1.1%
10.4%
2.2%
0.9%
2.9%
0.5%
0.3%

14.9%
25.0%
1.5%

左記に関わらず給与等を引
き上げた（予定）

24.9%
74.6%
48.5%
23.0%
44.1%
21.2%
21.4%
73.1%

0.0%
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第70表 施設・事業所規模別にみた賃上げ促進税制適用の有無

施設・
事業所数

全体 5,736
居宅介護 298

9回以下 17
10回以上29回以下 43
30回以上49回以下 27
50回以上99回以下 67
100回以上199回以下 71
200回以上299回以下 23
300回以上 50

重度訪問介護 299
9回以下 62
10回以上29回以下 50
30回以上49回以下 37
50回以上99回以下 50
100回以上199回以下 51
200回以上299回以下 15
300回以上 30

同行援護 291
9回以下 83
10回以上29回以下 97
30回以上49回以下 43
50回以上99回以下 39
100回以上199回以下 13
200回以上299回以下 6
300回以上 8

行動援護 305
9回以下 71
10回以上29回以下 89
30回以上49回以下 50
50回以上99回以下 54
100回以上199回以下 26
200回以上299回以下 7
300回以上 7

療養介護 130
40人以下 18
41人以上60人以下 29
61人以上80人以下 17
81人以上 66

生活介護 331
20人以下 210
21人以上40人以下 73
41人以上60人以下 39
61人以上80人以下 9
81人以上 0

短期入所 310
20人以下 290
21人以上40人以下 6
41人以上60人以下 6
61人以上80人以下 0
81人以上 4

施設入所支援 315
40人以下 123
41人以上60人以下 141
61人以上80人以下 33
81人以上 18

自立訓練（機能訓練） 92
20人以下 65
21人以上40人以下 17
41人以上60人以下 5
61人以上80人以下 3
81人以上 1

自立訓練（生活訓練） 281
20人以下 259
21人以上40人以下 19
41人以上60人以下 3
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労移行支援 278
20人以下 268
21人以上40人以下 7
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ａ型 266
20人以下 249
21人以上40人以下 15
41人以上60人以下 2
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ｂ型 336
20人以下 261
21人以上40人以下 66
41人以上60人以下 9
61人以上80人以下 0
81人以上 0

共同生活援助（介護サービス包括型） 326
4人以下 15
5人 25
6人 19
7人 31
8人以上10人以下 57
11人以上13人以下 26
14人以上16人以下 37
17人以上20人以下 38
21人以上30人以下 32
31人以上 40

（賃上げ促進税制の対象
であり）適用を受ける予定

17.5%
30.9%
23.5%
23.3%
29.6%
35.8%
29.6%
21.7%

0.0%
0.0%
0.0%
9.1%

13.3%
2.7%
0.0%
0.0%

-

16.9%
31.5%
28.0%
35.2%
34.6%
28.6%
42.9%
0.0%
0.0%

26.5%
30.1%
23.7%
25.6%
28.2%
30.8%
16.7%
12.5%
28.5%

40.0%
30.4%
25.8%
32.0%
24.3%
42.0%
33.3%
26.7%
26.7%

-
-

22.6%
22.9%
20.0%
0.0%

-
-

16.7%

23.9%
5.3%

33.3%
-
-

16.9%
16.0%
42.9%
0.0%

0.0%
0.0%
7.6%
7.7%
5.9%
0.0%
0.0%
0.0%

22.8%

6.8%
6.9%

16.7%
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

22.6%
29.8%
15.4%
16.2%
26.3%
12.5%
7.5%

20.3%
4.5%
0.0%

-
-

18.1%
20.0%
4.0%

10.5%

15.4%
15.4%
0.0%

25.0%
9.8%
9.9%
7.9%
6.0%

13.0%

（賃上げ促進税制の対象
であるが）適用を受けない

予定
8.4%

11.7%
29.4%
11.6%
18.5%
7.5%

14.1%
17.4%
2.0%

13.0%
6.5%

18.0%
18.9%
12.0%
11.8%
6.7%

16.7%
10.7%
8.4%
7.2%

16.3%

5.9%
20.0%
0.0%
0.0%

14.2%
13.9%
21.1%
0.0%

-

-
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.3%
1.5%

10.0%
2.7%
2.6%
0.0%

-
6.8%
6.9%
0.0%
0.0%

15.4%
28.6%
0.0%
1.5%
0.0%
0.0%
5.9%
1.5%
7.3%

2.6%
0.0%
2.5%

-
4.3%
6.7%
4.0%

15.8%
6.5%
5.3%
3.8%
2.7%

6.7%
50.0%

-
-

12.5%
13.4%
9.1%

11.1%
-

-
9.4%
9.7%
0.0%
0.0%

-
-

13.5%
13.7%

賃上げ促進税制の対象外
（社会福祉法人）

39.4%
18.5%
23.5%
23.3%
37.0%
10.4%
16.9%
0.0%

24.0%
10.4%
9.7%

20.0%
10.8%
4.0%
7.8%
6.7%

-
71.6%
71.4%
83.3%

100.0%
-

75.0%
98.1%
97.6%

33.3%
79.3%
58.8%
63.6%
65.6%
51.9%
89.0%
87.2%

100.0%

29.5%
40.8%
24.7%
34.0%
29.6%
11.5%
14.3%
28.6%
62.3%

10.0%
19.6%
19.3%
25.8%
16.3%
20.5%
0.0%

16.7%
0.0%

36.9%
29.9%
60.6%
66.7%

-
-

42.6%
26.7%
40.0%

100.0%
-
-

12.4%
10.8%
33.3%
50.0%

-
-

31.7%
31.3%
36.8%
33.3%

-
-

30.2%
30.2%
28.6%

99.3%
97.0%
94.4%
62.0%
64.6%
58.8%
60.0%
33.3%

100.0%

42.1%
32.3%
29.8%
38.5%
35.1%
44.7%
59.4%
77.5%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

35.4%
66.7%
20.7%
29.4%
34.8%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

賃上げ促進税制の対象外
（その他）

4.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
-

1.4%
1.5%
0.0%
0.0%

-
-

1.1%

6.2%
17.6%
0.0%

66.7%
0.0%
1.8%
1.5%
5.3%
0.0%

0.0%
-

25.0%
1.6%
2.4%
0.7%
0.0%
5.6%
9.8%

1.2%
1.0%
0.0%
5.1%
0.0%

-
3.2%
3.1%
0.0%

2.7%
5.3%
0.0%
0.0%

-
-

2.8%
6.7%
4.0%
0.0%
3.2%
3.5%
0.0%

1.2%
0.0%
0.0%

-
-

2.1%
1.1%
3.0%

22.2%

60.0%
36.7%
40.5%
41.0%
38.1%
37.2%
35.9%
53.8%
66.7%

未定

27.8%
34.9%
23.5%
39.5%
14.8%
40.3%
33.8%
52.2%
32.0%
42.5%
53.2%
26.0%
45.9%
38.0%
45.1%

0.0%
0.0%
3.0%
0.0%

16.3%
20.0%
5.9%

20.0%
0.0%

0.0%
-

10.3%
10.7%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.3%

0.8%
0.0%
0.0%
5.9%
0.0%

16.9%
23.8%
5.5%
5.1%

62.5%
30.5%
31.0%
36.0%
32.0%
18.5%
30.8%
28.6%
28.6%

48.0%
31.6%
32.3%
31.6%
42.3%
37.8%
21.1%
28.1%
12.5%

-
29.5%
33.0%
19.7%
0.0%

-
-

31.0%
33.3%

28.6%
0.0%

-
-

47.4%
48.2%
40.0%
0.0%

-

0.0%
24.2%
23.9%
26.3%
33.3%

-
-

35.6%
35.8%
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施設・
事業所数

共同生活援助（日中サービス支援型） 152
4人以下 1
5人 3
6人 0
7人 6
8人以上10人以下 47
11人以上13人以下 6
14人以上16人以下 13
17人以上20人以下 65
21人以上30人以下 4
31人以上 6

共同生活援助（外部サービス利用型） 234
4人以下 27
5人 10
6人 20
7人 25
8人以上10人以下 33
11人以上13人以下 20
14人以上16人以下 16
17人以上20人以下 31
21人以上30人以下 32
31人以上 19

児童発達支援 280
10人以下 243
11人以上20人以下 20
21人以上 14

放課後等デイサービス 271
10人以下 253
11人以上20人以下 15
21人以上 2

居宅訪問型児童発達支援 78
9回以下 56
10回以上19回以下 9
20回以上 13

保育所等訪問支援 269
9回以下 131
10回以上19回以下 64
20回以上 66

福祉型障害児入所施設 108
10人以下 10
11人以上20人以下 27
21人以上30人以下 34
31人以上40人以下 19
41人以上50人以下 11
51人以上60人以下 6
61人以上70人以下 0
71人以上80人以下 1
81人以上 0

医療型障害児入所施設 99
10人以下 6
11人以上20人以下 1
21人以上30人以下 4
31人以上40人以下 6
41人以上50人以下 11
51人以上60人以下 12
61人以上70人以下 1
71人以上80人以下 4
81人以上 51

第71表 法人種類別にみた賃上げ促進税制適用の有無

施設・
事業所数

5,736
67

136
2,140

136
2,187

668
67
12

323

第72表 設立年数別にみた賃上げ促進税制適用の有無

施設・
事業所数

全体 5,736
５年未満 1,328
５年以上10年未満 1,266
10年以上15年未満 965
15年以上20年未満 735
20年以上25年未満 458
25年以上30年未満 207
30年以上 777

独立行政法人（のぞみの園、国立病院機構以外）・地方独立行政法人
その他の法人（社団・財団、農協、生協、学校等）

社会福祉協議会
社会福祉法人（社会福祉協議会以外）
医療法人
営利法人（株式・合名・合資・合同会社）
特定非営利活動法人（ＮＰＯ）
国、のぞみの園、独立行政法人国立病院機構

全体
都道府県、市区町村、広域連合・一部事務組合

（賃上げ促進税制の対象
であり）適用を受ける予定

17.5%
0.0%
1.5%
0.2%

19.9%
34.8%
18.4%
0.0%

未定

27.8%
41.4%
36.4%
30.3%
20.3%
19.4%
9.7%
4.6%

33.9%
49.3%
50.2%
79.7%
87.3%

賃上げ促進税制の対象外
（その他）

4.0%
1.7%
3.0%
6.1%
4.8%
9.0%
1.0%
4.1%

（賃上げ促進税制の対象
であり）適用を受ける予定

17.5%
27.9%
24.1%
14.8%
15.2%
10.9%
3.4%
2.2%

（賃上げ促進税制の対象
であるが）適用を受けない

予定
8.4%
8.4%

10.4%
12.0%
8.8%
7.9%
4.3%
1.4%

賃上げ促進税制の対象外
（社会福祉法人）

39.4%
16.3%
22.3%

100.0%
10.2%

未定

27.8%
0.0%
0.0%
0.3%

49.3%
48.4%
47.3%
0.0%
0.0%

45.8%

賃上げ促進税制の対象外
（その他）

4.0%
100.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
7.6%

100.0%

0.0%
98.5%
99.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
26.6%

（賃上げ促進税制の対象
であるが）適用を受けない

予定
8.4%
0.0%
0.0%
0.1%

25.0%
11.1%
23.5%
0.0%
0.0%

13.9%

賃上げ促進税制の対象外
（社会福祉法人）

39.4%

10.0%
0.0%

26.6%
27.3%
6.7%

11.5%
0.0%

10.0%
25.0%
16.0%
3.0%

10.0%
6.3%

16.1%

0.0%
-

16.7%
12.8%
16.7%
23.1%
21.5%
0.0%

16.7%

17.1%
0.0%

0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%

50.0%
17.9%
12.5%
11.1%
46.2%
24.2%
19.1%
23.4%
34.8%

9.4%
26.3%
27.1%
30.0%

0.0%
9.8%
7.4%
0.0%
5.0%

7.2%
0.0%
0.0%

-
33.3%
8.5%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

-
100.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
6.7%
6.1%
4.7%

10.6%
0.9%
0.0%
0.0%
0.0%

15.0%
14.3%
9.2%
9.5%
6.7%
0.0%
6.4%
7.1%

11.1%

8.0%
15.2%
10.0%
6.3%

16.1%
12.5%
5.3%

12.5%
12.3%

16.7%
0.0%
6.2%
0.0%

33.3%
15.4%
28.6%
37.4%
25.0%

41.9%
50.0%
26.3%
15.0%
11.1%
35.0%
57.1%
12.5%
12.3%

50.0%
43.6%
51.9%
60.0%
25.0%
36.0%
42.4%
60.0%
50.0%

100.0%
33.3%

-
50.0%
51.1%
66.7%
76.9%
40.0%
25.0%

48.0%

100.0%
75.0%
68.6%

0.0%
-

64.6%
16.7%
0.0%

25.0%
66.7%
36.4%

100.0%

15.2%
94.4%

100.0%
92.6%
97.1%
94.7%
90.9%

100.0%
-

13.3%
50.0%
34.6%
39.3%

0.0%
6.5%
0.0%

15.8%
4.3%

4.3%
0.0%
0.0%
4.6%
0.0%
0.0%
7.7%

14.8%
20.0%

3.9%
0.0%
0.0%

-
0.0%

100.0%
75.0%
33.3%
54.5%
0.0%
0.0%

25.0%
31.4%

2.9%
5.3%
9.1%
0.0%

-
0.0%

-
34.3%
83.3%

22.2%
0.0%
8.9%

12.2%
6.3%
6.1%
4.6%
0.0%
7.4%

1.2%
25.0%
28.6%
2.6%
2.8%
0.0%
0.0%

12.8%
14.3%

5.0%
12.0%
6.1%
5.0%

0.0%
0.0%

45.1%
66.7%
0.0%

25.6%
25.0%
11.1%
38.5%
29.4%
22.9%

37.5%
12.9%
25.0%
26.3%
37.5%
41.2%
15.0%
0.0%

45.8%

75.0%
33.3%
25.2%
25.9%
10.0%
35.0%
24.0%
33.3%
15.0%

22.4%
0.0%

66.7%
-

0.0%
23.4%
0.0%
0.0%

24.6%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%

-
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
9.1%

39.1%
30.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

（賃上げ促進税制の対象
であり）適用を受ける予定

（賃上げ促進税制の対象
であるが）適用を受けない

予定

賃上げ促進税制の対象外
（社会福祉法人）

賃上げ促進税制の対象外
（その他） 未定
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３．給与等引上げの対象者

第73表 サービス別にみた給与等引上げの対象者

施設・
事業所数

全体 5,736
居宅介護 298
重度訪問介護 299
同行援護 291
行動援護 305
療養介護 130
生活介護 331
短期入所 310
重度障害者等包括支援 4
施設入所支援 315
自立訓練（機能訓練） 92
自立訓練（生活訓練） 281
就労移行支援 278
就労継続支援Ａ型 266
就労継続支援Ｂ型 336
就労定着支援 228
自立生活援助 155
共同生活援助（介護サービス包括型） 326
共同生活援助（日中サービス支援型） 152
共同生活援助（外部サービス利用型） 234
児童発達支援 280
放課後等デイサービス 271
居宅訪問型児童発達支援 78
保育所等訪問支援 269
福祉型障害児入所施設 108
医療型障害児入所施設 99

第74表 施設・事業所規模別にみた給与等引上げの対象者

施設・
事業所数

全体 5,736
居宅介護 298

9回以下 17
10回以上29回以下 43
30回以上49回以下 27
50回以上99回以下 67
100回以上199回以下 71
200回以上299回以下 23
300回以上 50

重度訪問介護 299
9回以下 62
10回以上29回以下 50
30回以上49回以下 37
50回以上99回以下 50
100回以上199回以下 51
200回以上299回以下 15
300回以上 30

同行援護 291
9回以下 83
10回以上29回以下 97
30回以上49回以下 43
50回以上99回以下 39
100回以上199回以下 13
200回以上299回以下 6
300回以上 8

行動援護 305
9回以下 71
10回以上29回以下 89
30回以上49回以下 50
50回以上99回以下 54
100回以上199回以下 26
200回以上299回以下 7
300回以上 7

療養介護 130
40人以下 18
41人以上60人以下 29
61人以上80人以下 17
81人以上 66

生活介護 331
20人以下 210
21人以上40人以下 73
41人以上60人以下 39
61人以上80人以下 9
81人以上 0

短期入所 310
20人以下 290
21人以上40人以下 6
41人以上60人以下 6
61人以上80人以下 0
81人以上 4

施設入所支援 315
40人以下 123
41人以上60人以下 141
61人以上80人以下 33
81人以上 18

72.2%

37.8%
37.3%
39.2%
44.2%
33.3%
30.8%
50.0%
25.0%
49.5%

38.0%
35.8%
38.7%
40.0%
40.5%
32.0%
31.4%
13.3%
46.7%

施設・事業所の職員全員に
ついて、給与等を引き上げ

（予定）

56.0%
41.9%
58.8%
51.2%
55.6%
34.3%
38.0%
39.1%

65.5%
58.8%
65.2%
64.4%
60.5%
75.3%
66.7%
55.6%

-

46.5%
42.7%
40.0%
66.7%
57.7%
57.1%
71.4%
65.4%

72.7%
66.7%

68.4%
67.9%
66.7%
83.3%

-
75.0%
77.1%
82.1%
75.2%

12.8%
30.8%
16.7%
25.0%
9.2%
5.6%
7.9%

14.0%
11.1%

調査対象サービスにおける
従事者全員について、給与

等を引き上げ（予定）

9.9%
13.1%
23.5%
9.3%
7.4%

16.4%
14.1%
4.3%

14.0%
19.7%
19.4%
18.0%
18.9%
22.0%
13.7%
6.7%

30.0%
14.4%
13.3%
12.4%
16.3%

-
0.0%
7.9%
4.9%
9.2%

15.2%
5.6%

11.0%
2.7%
7.7%

11.1%
-

6.5%
6.6%
0.0%

16.7%

15.4%
0.0%
0.0%
9.2%
0.0%

20.7%
11.8%
6.1%
8.8%

調査対象サービスにおける
福祉・介護職員全員につい
て、給与等を引き上げ（予

定）
10.4%
19.8%
0.0%

18.6%
22.2%
22.4%
19.7%
30.4%
18.0%
17.1%
16.1%
22.0%
13.5%
8.0%

25.5%
40.0%

-
8.4%
8.6%

16.7%
0.0%

-
0.0%
1.9%
2.4%

5.6%
0.0%
5.9%
3.0%
7.9%
9.5%
6.8%
2.6%
0.0%

14.4%
11.3%
20.2%
20.0%
5.6%

11.5%
14.3%
14.3%
3.1%

6.7%
21.6%
24.1%
20.6%
16.3%
25.6%
15.4%
33.3%
0.0%

1.4%
3.0%
0.0%

13.0%
7.7%

14.3%
14.3%
15.4%
11.1%
13.8%
11.8%
18.2%

16.3%
15.4%
23.1%
0.0%

25.0%
15.4%
18.3%
15.7%
18.0%

何らかの要件に該当した調
査対象サービスにおける従
事者のみ、給与等を引き上

げ（予定）
13.6%
16.4%
5.9%
9.3%

11.1%
20.9%
19.7%
13.0%
20.0%
11.7%
12.9%
10.0%
8.1%

16.0%
17.6%
6.7%
3.3%

13.4%
14.5%
9.3%

0.0%
-

25.0%
9.5%
7.3%

10.6%
6.1%

22.2%

11.5%
11.0%
12.3%
10.3%
22.2%

-
8.4%
8.3%

16.7%

33.3%
3.3%

11.0%
10.8%
13.4%
7.0%

12.8%
0.0%
0.0%

給与等を引き上げる予定だ
が、対象者については未定

7.5%
7.4%

11.8%
11.6%
3.7%
4.5%
4.2%

13.0%
10.0%
11.7%
9.7%
8.0%

18.9%
16.0%
7.8%

2.4%
2.1%
0.0%
0.0%

11.1%
-

6.1%
6.6%
0.0%
0.0%

-
0.0%
1.9%

4.6%
0.0%
0.0%

11.8%
6.1%
6.6%
6.7%
2.7%

12.8%

25.0%
9.5%

15.5%
10.1%
8.0%
3.7%
3.8%

14.3%
0.0%

60.7%
47.1%
45.4%
57.7%
61.7%
77.8%
69.7%

調査対象サービスにおける
従事者全員について、給与

等を引き上げ（予定）

9.9%
13.1%
19.7%
14.4%
9.2%
9.2%
8.8%
6.5%
0.0%
7.9%

12.0%
8.9%

10.1%
10.9%
10.7%
7.5%

施設・事業所の職員全員に
ついて、給与等を引き上げ

（予定）

56.0%
41.9%
35.8%
37.8%
49.5%
65.4%
64.4%
68.4%

100.0%
77.1%
46.7%
62.3%
61.2%
44.0%
56.5%
61.4%
72.3%
51.8%
57.2%

10.1%

調査対象サービスにおける
福祉・介護職員全員につい
て、給与等を引き上げ（予

定）
10.4%
19.8%
17.1%
21.6%
14.4%
3.1%
7.9%
8.4%
0.0%
1.9%

13.0%
9.6%
7.9%

12.0%
9.2%
6.1%
7.7%

13.2%
9.9%

10.3%
7.9%

11.4%

3.9%
8.0%
8.6%
7.3%
6.1%

13.7%
10.3%
9.3%
6.5%

7.5%
7.4%

11.7%
11.0%
9.5%
4.6%
6.6%
6.1%
0.0%
1.9%
3.3%
3.9%
6.5%

14.3%
7.1%
7.5%

5.1%
8.6%
2.8%
2.0%

何らかの要件に該当した調
査対象サービスにおける従
事者のみ、給与等を引き上

げ（予定）
13.6%
16.4%
11.7%
13.4%
15.4%
15.4%
11.5%
8.4%
0.0%
9.5%

21.7%
9.6%

10.8%
16.2%
14.9%
6.6%
9.0%

16.9%
18.4%

2.0%

  給与等の引上げの実施内容で、給与等の引上げの対象者について聞いたところ、「施設・事業所の職員全員について、給与等を引き上げ（予定）」の割合が56.0%と最も高くなっている。

5.8%
8.3%
4.6%
8.1%

10.4%
8.5%

11.5%
7.1%
1.9%

11.5%
25.0%
18.8%
14.1%
11.2%
10.2%
15.2%

給与等を引き上げる予定だ
が、対象者については未定
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施設・
事業所数

自立訓練（機能訓練） 92
20人以下 65
21人以上40人以下 17
41人以上60人以下 5
61人以上80人以下 3
81人以上 1

自立訓練（生活訓練） 281
20人以下 259
21人以上40人以下 19
41人以上60人以下 3
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労移行支援 278
20人以下 268
21人以上40人以下 7
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ａ型 266
20人以下 249
21人以上40人以下 15
41人以上60人以下 2
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ｂ型 336
20人以下 261
21人以上40人以下 66
41人以上60人以下 9
61人以上80人以下 0
81人以上 0

共同生活援助（介護サービス包括型） 326
4人以下 15
5人 25
6人 19
7人 31
8人以上10人以下 57
11人以上13人以下 26
14人以上16人以下 37
17人以上20人以下 38
21人以上30人以下 32
31人以上 40

共同生活援助（日中サービス支援型） 152
4人以下 1
5人 3
6人 0
7人 6
8人以上10人以下 47
11人以上13人以下 6
14人以上16人以下 13
17人以上20人以下 65
21人以上30人以下 4
31人以上 6

共同生活援助（外部サービス利用型） 234
4人以下 27
5人 10
6人 20
7人 25
8人以上10人以下 33
11人以上13人以下 20
14人以上16人以下 16
17人以上20人以下 31
21人以上30人以下 32
31人以上 19

児童発達支援 280
10人以下 243
11人以上20人以下 20
21人以上 14

放課後等デイサービス 271
10人以下 253
11人以上20人以下 15
21人以上 2

居宅訪問型児童発達支援 78
9回以下 56
10回以上19回以下 9
20回以上 13

保育所等訪問支援 269
9回以下 131
10回以上19回以下 64
20回以上 66

-
-

44.0%
43.8%
40.0%

100.0%
-
-

56.5%

61.8%
78.9%
0.0%

-
-

61.2%
60.4%
85.7%

100.0%

46.7%
46.2%
47.1%
40.0%
66.7%
0.0%

62.3%

施設・事業所の職員全員に
ついて、給与等を引き上げ

（予定）

60.0%
50.0%
45.4%
45.1%
46.7%

60.7%
74.1%
40.0%
70.0%
60.0%
63.6%
60.0%
62.5%
64.5%

33.3%
-

50.0%
53.2%
83.3%
76.9%
56.9%
25.0%
66.7%

61.3%
49.1%
34.6%
59.5%
60.5%
62.5%
52.5%
57.2%

100.0%

52.5%
69.7%
77.8%

-
-

51.8%
26.7%
48.0%
36.8%

50.0%
57.7%
69.6%
22.2%
30.8%
61.7%
65.6%
59.4%
57.6%

56.3%
42.1%
47.1%
46.1%

5.9%
0.0%
0.0%

100.0%
8.9%
9.3%
5.3%
0.0%

-

12.0%
13.8%

調査対象サービスにおける
従事者全員について、給与

等を引き上げ（予定）

0.0%
7.3%

14.8%
0.0%
5.0%

5.3%
3.1%

12.5%
8.6%
0.0%
0.0%

-
16.7%
6.4%

-
8.0%
6.7%

12.0%
0.0%
9.7%
7.0%

19.2%
5.4%

6.7%
0.0%

-
-

10.7%
10.7%
12.1%
0.0%

-

-
10.1%
10.4%
0.0%
0.0%

-
-

10.9%
11.2%

38.5%
9.3%

10.7%
10.9%
6.1%

10.0%
0.0%

13.7%
13.4%
13.3%
50.0%
10.3%
5.4%
0.0%

16.0%
3.0%
0.0%
0.0%
3.2%
9.4%

15.8%
6.1%
6.2%

0.0%
15.4%
10.8%
0.0%

9.2%
11.1%
3.0%
0.0%

-
-

13.2%
13.3%
20.0%

0.0%
-
-

12.0%
10.8%
33.3%
0.0%

-
-

9.6%
9.3%
0.0%

100.0%
-
-

7.9%
8.2%
0.0%

13.0%
10.8%
23.5%
20.0%
0.0%
0.0%

調査対象サービスにおける
福祉・介護職員全員につい
て、給与等を引き上げ（予

定）

0.0%
7.7%
8.6%
7.6%

10.9%

9.7%
3.1%

21.1%
7.9%
8.2%
0.0%

14.3%
11.4%
11.5%

0.0%
10.3%
3.7%

20.0%
10.0%
8.0%

12.1%
15.0%
12.5%

0.0%
33.3%

-
33.3%
14.9%
0.0%
0.0%
7.7%
0.0%

5.3%
12.9%
17.5%
15.4%
16.2%
10.5%
9.4%
7.5%
9.9%

6.1%

13.3%
0.0%
5.1%
5.4%

-
-

10.8%
10.4%
14.3%
0.0%

-
-

16.2%

24.6%
11.8%
20.0%
33.3%
0.0%
9.6%
9.7%

10.5%
0.0%

21.7%

何らかの要件に該当した調
査対象サービスにおける従
事者のみ、給与等を引き上

げ（予定）

12.5%
9.7%

12.5%
15.8%
25.0%

21.3%
16.7%
7.7%

16.9%
25.0%
33.3%
11.5%
3.7%

30.0%

16.2%
18.4%
18.8%
17.5%
18.4%
0.0%

33.3%
-

0.0%

-
-

16.9%
40.0%
8.0%

31.6%
12.9%
10.5%
15.4%

16.9%
6.7%
0.0%

-
-

14.9%
15.7%
10.6%
22.2%

44.4%
7.7%

11.2%
8.4%
9.4%

16.7%

25.9%
10.0%
21.4%
18.8%
19.0%
20.0%
0.0%

14.1%
10.7%

15.0%
8.0%
9.1%

15.0%

3.3%
3.1%
5.9%
0.0%
0.0%

給与等を引き上げる予定だ
が、対象者については未定

12.0%
21.1%
3.2%

15.8%
11.5%
2.7%
0.0%
3.1%
7.5%

-
7.1%
8.8%
1.5%
0.0%

-
-

8.3%
13.3%

0.0%
0.0%

-
-

14.3%
14.5%
13.3%
0.0%

-

0.0%
3.9%
3.9%
5.3%
0.0%

-
-

6.5%
6.7%

9.1%
0.0%
0.0%

11.5%
8.9%

22.2%
15.4%
7.1%
5.3%

12.5%
9.7%

12.5%
5.3%

10.4%
10.3%
10.0%
14.3%
8.5%

50.0%
0.0%
8.1%
3.7%

10.0%
0.0%
4.0%

12.1%
10.0%

4.6%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
7.7%

9.4%
9.1%
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施設・
事業所数

福祉型障害児入所施設 108
10人以下 10
11人以上20人以下 27
21人以上30人以下 34
31人以上40人以下 19
41人以上50人以下 11
51人以上60人以下 6
61人以上70人以下 0
71人以上80人以下 1
81人以上 0

医療型障害児入所施設 99
10人以下 6
11人以上20人以下 1
21人以上30人以下 4
31人以上40人以下 6
41人以上50人以下 11
51人以上60人以下 12
61人以上70人以下 1
71人以上80人以下 4
81人以上 51

第75表 法人種類別にみた給与等引上げの対象者

施設・
事業所数

5,736
67

136
2,140

136
2,187

668
67
12

323

第76表 設立年数別にみた給与等引上げの対象者

施設・
事業所数

全体 5,736
５年未満 1,328
５年以上10年未満 1,266
10年以上15年未満 965
15年以上20年未満 735
20年以上25年未満 458
25年以上30年未満 207
30年以上 777

４．給与等引上げの具体的な要件

第77表 サービス別にみた給与等引上げの具体的な要件 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 782
居宅介護 49
重度訪問介護 35
同行援護 39
行動援護 47
療養介護 20
生活介護 38
短期入所 26
重度障害者等包括支援 0
施設入所支援 30
自立訓練（機能訓練） 20
自立訓練（生活訓練） 27
就労移行支援 30
就労継続支援Ａ型 44
就労継続支援Ｂ型 50
就労定着支援 15
自立生活援助 14
共同生活援助（介護サービス包括型） 55
共同生活援助（日中サービス支援型） 28
共同生活援助（外部サービス利用型） 27
児童発達支援 70
放課後等デイサービス 51
居宅訪問型児童発達支援 11
保育所等訪問支援 30
福祉型障害児入所施設 11
医療型障害児入所施設 15

医療法人
営利法人（株式・合名・合資・合同会社）
特定非営利活動法人（ＮＰＯ）
国、のぞみの園、独立行政法人国立病院機構
独立行政法人（のぞみの園、国立病院機構以外）・地方独立行政法人
その他の法人（社団・財団、農協、生協、学校等）

全体
都道府県、市区町村、広域連合・一部事務組合
社会福祉協議会
社会福祉法人（社会福祉協議会以外）

施設・事業所の職員全員に
ついて、給与等を引き上げ

（予定）

56.0%
65.7%
44.9%
70.3%
63.2%
42.8%
55.2%
95.5%
91.7%
43.0%

施設・事業所の職員全員に
ついて、給与等を引き上げ

（予定）

56.0%
46.8%
52.4%
54.5%
59.3%
63.8%
68.6%
68.7%

調査対象サービスにおける
従事者全員について、給与

等を引き上げ（予定）

9.9%
10.7%
9.2%

10.5%
10.3%

0.0%
14.9%

26.7%
21.4%
34.5%
39.3%
14.8%
27.1%
31.4%
18.2%
20.0%

32.1%
11.1%
40.0%
29.4%
27.3%
26.7%

50.0%
44.4%
32.9%
37.3%
54.5%
53.3%
45.5%
20.0%

経験年数

21.1%
10.2%
20.0%
12.8%
19.1%
5.0%
7.9%

19.2%
-

20.0%
5.0%

29.6%
13.3%
29.5%
20.0%

33.3%
20.0%
33.3%
43.3%
31.8%
30.0%
40.0%
35.7%
43.6%

35.3%
22.4%
28.6%
25.6%
53.2%
20.0%
23.7%
34.6%

-

勤続年数

27.3%
6.7%

37.3%
45.5%
33.3%
45.5%
13.3%

サービス管理
責任者・児
童発達支援
管理責任
者・サービス
提供責任者

24.0%
16.3%
17.1%
28.2%
31.9%
25.0%
10.5%
15.4%

-
10.0%
5.0%

22.2%
30.0%
34.1%
30.0%
20.0%
0.0%

23.6%

0.0%
0.0%

資格の保有

31.1%
16.3%
34.3%
38.5%
38.3%
15.0%
15.8%
19.2%

-
16.7%
5.0%

33.3%
30.0%
38.6%
26.0%
40.0%
14.3%
29.1%
50.0%
22.2%
52.9%

0.0%
0.0%
1.8%
0.0%
0.0%
1.4%
0.0%
0.0%
0.0%

25.5%
45.5%
36.7%

9.1%
20.0%

主任相談支
援専門員

0.9%
0.0%
2.9%
0.0%
4.3%
0.0%
0.0%
0.0%

-
3.3%
0.0%
3.7%
0.0%
0.0%
0.0%

36.4%
26.7%

17.0%
10.0%
18.4%
38.5%

-
16.7%
0.0%
7.4%

13.3%
18.2%
10.0%

33.3%
9.1%

40.0%
18.2%
26.7%

雇用形態
（正規･非

正規）

33.4%
20.4%
34.3%
23.1%
31.9%
35.0%
44.7%
46.2%

-
33.3%
45.0%
37.0%
56.7%
31.8%
40.0%
13.3%
28.6%
34.5%

18.2%
13.3%

勤務形態
（常勤･非

常勤）

35.7%
51.0%
54.3%
46.2%
19.1%
25.0%
28.9%
53.8%

-
40.0%
20.0%
22.2%
43.3%
40.9%
30.0%
13.3%
14.3%
27.3%
46.4%
14.8%
54.3%

管理職

15.2%
12.2%
11.4%
20.5%
12.8%
10.0%
7.9%

19.2%
-

3.3%
5.0%

22.2%
16.7%
15.9%
18.0%
26.7%
0.0%

18.2%
21.4%
3.7%

21.4%

6.7%
0.0%

25.5%
14.3%
22.2%
14.3%

32.1%
22.2%
31.4%

5.9%
9.1%

13.3%

40.4%
5.0%

18.4%
30.8%

-
10.0%
10.0%
48.1%
50.0%
45.5%
44.0%

15.7%
27.3%
20.0%

21.4%
27.3%
39.3%
25.9%
27.1%
39.2%
18.2%
40.0%

17.9%
0.0%
4.3%
9.8%
0.0%

10.0%

勤務時間

14.8%
10.2%
22.9%
12.8%

9.1%
13.3%

管理職以外

8.8%
4.1%
8.6%

10.3%
6.4%

25.0%
7.9%

15.4%
-

20.0%
0.0%
3.7%

10.0%
9.1%

10.0%
0.0%
7.1%
5.5%

7.8%
36.4%
0.0%

45.5%
60.0%

  給与等の引上げの対象者で要件がある場合について、その具体的な要件について聞いたところ、「勤務形態（常勤･非常勤）」の割合が35.7％、「勤続年数」の割合が35.3％となっている。

9.1%
6.7%

その他

12.5%
32.7%
20.0%
20.5%
6.4%

65.0%
18.4%
3.8%

-
10.0%
10.0%
0.0%
6.7%
2.3%
0.0%
0.0%
7.1%
5.5%
3.6%

14.8%
5.7%

40.0%

9.1%
33.3%

人事評価の
結果

29.5%
12.2%
25.7%
23.1%

給与等を引き上げる予定だ
が、対象者については未定

7.5%
11.1%
8.7%
8.2%
3.9%
4.4%
4.8%
4.1%

何らかの要件に該当した調
査対象サービスにおける従
事者のみ、給与等を引き上

げ（予定）
13.6%
17.1%
14.5%
12.1%
12.0%
10.3%
10.1%
12.5%

8.7%
8.7%
9.4%

調査対象サービスにおける
福祉・介護職員全員につい
て、給与等を引き上げ（予

定）
10.4%
11.1%
12.0%
11.7%
11.6%
11.4%
7.2%
4.0%

給与等を引き上げる予定だ
が、対象者については未定

7.5%
10.4%
7.4%
3.5%
3.7%

10.6%
7.8%
0.0%
8.3%

14.6%

何らかの要件に該当した調
査対象サービスにおける従
事者のみ、給与等を引き上

げ（予定）
13.6%
16.4%
11.0%
11.2%
14.0%
16.5%
12.7%
3.0%

0.0%
10.5%

調査対象サービスにおける
福祉・介護職員全員につい
て、給与等を引き上げ（予

定）
10.4%
1.5%

22.8%
5.8%
8.8%

14.0%
10.5%
0.0%
0.0%

16.1%

調査対象サービスにおける
従事者全員について、給与

等を引き上げ（予定）

9.9%
4.5%

12.5%
7.8%
6.6%

11.8%
11.5%
0.0%

25.0%
68.6%

-
69.7%

100.0%
100.0%
100.0%
50.0%
81.8%
50.0%

100.0%

77.8%
80.0%
74.1%
82.4%
73.7%
81.8%
66.7%

-
100.0%

0.0%
16.7%
0.0%

33.3%
0.0%

25.0%
7.8%

10.5%
9.1%
0.0%

-
0.0%

-
10.1%
0.0%
0.0%

6.5%
20.0%
3.7%
2.9%

0.0%
25.0%
2.0%

0.0%
-

2.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

2.8%
0.0%
3.7%
2.9%
5.3%
0.0%
0.0%

-

0.0%
0.0%

16.7%
9.1%

16.7%
0.0%

25.0%
19.6%

8.8%
5.3%
9.1%

33.3%
-

0.0%
-

15.2%
0.0%

10.2%
0.0%

14.8%

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
2.0%

-
0.0%

-
2.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
9.1%

1.9%
0.0%
3.7%
0.0%
5.3%

施設・事業所の職員全員に
ついて、給与等を引き上げ

（予定）

調査対象サービスにおける
従事者全員について、給与

等を引き上げ（予定）

調査対象サービスにおける
福祉・介護職員全員につい
て、給与等を引き上げ（予

定）

何らかの要件に該当した調
査対象サービスにおける従
事者のみ、給与等を引き上

げ（予定）

給与等を引き上げる予定だ
が、対象者については未定
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第78表 施設・事業所規模別にみた給与等引上げの具体的な要件 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 782
居宅介護 49

9回以下 1
10回以上29回以下 4
30回以上49回以下 3
50回以上99回以下 14
100回以上199回以下 14
200回以上299回以下 3
300回以上 10

重度訪問介護 35
9回以下 8
10回以上29回以下 5
30回以上49回以下 3
50回以上99回以下 8
100回以上199回以下 9
200回以上299回以下 1
300回以上 1

同行援護 39
9回以下 12
10回以上29回以下 9
30回以上49回以下 7
50回以上99回以下 6
100回以上199回以下 3
200回以上299回以下 0
300回以上 2

行動援護 47
9回以下 13
10回以上29回以下 14
30回以上49回以下 9
50回以上99回以下 7
100回以上199回以下 2
200回以上299回以下 1
300回以上 1

療養介護 20
40人以下 2
41人以上60人以下 4
61人以上80人以下 2
81人以上 12

生活介護 38
20人以下 23
21人以上40人以下 9
41人以上60人以下 4
61人以上80人以下 2
81人以上 0

短期入所 26
20人以下 24
21人以上40人以下 1
41人以上60人以下 0
61人以上80人以下 0
81人以上 1

施設入所支援 30
40人以下 9
41人以上60人以下 15
61人以上80人以下 2
81人以上 4

自立訓練（機能訓練） 20
20人以下 16
21人以上40人以下 2
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 1
81人以上 0

自立訓練（生活訓練） 27
20人以下 25
21人以上40人以下 2
41人以上60人以下 0
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労移行支援 30
20人以下 28
21人以上40人以下 1
41人以上60人以下 0
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ａ型 44
20人以下 43
21人以上40人以下 1
41人以上60人以下 0
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ｂ型 50
20人以下 41
21人以上40人以下 7
41人以上60人以下 2
61人以上80人以下 0
81人以上 0

勤続年数

35.3%
22.4%

サービス管理
責任者・児
童発達支援
管理責任
者・サービス
提供責任者

24.0%
16.3%

雇用形態
（正規･非

正規）

33.4%
20.4%

管理職以外

8.8%
4.1%

57.1%
100.0%
100.0%
100.0%
20.0%
50.0%
0.0%

50.0%
16.7%

28.6%
33.3%
66.7%

-
0.0%

53.2%
53.8%
21.4%
77.8%

60.0%
33.3%
0.0%

44.4%
0.0%
0.0%

25.6%
25.0%
11.1%

100.0%
25.0%
0.0%

35.7%
21.4%
0.0%

10.0%
28.6%
25.0%

0.0%
0.0%

12.8%
0.0%

11.1%
28.6%
0.0%

66.7%
-

8.3%

28.6%
0.0%

100.0%
0.0%

25.0%
0.0%

25.0%
100.0%
16.7%

28.6%
33.3%

-
-

43.3%
46.4%
0.0%

-
-
-

31.8%

25.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
33.3%
32.0%
50.0%

-

-
-

100.0%
33.3%
33.3%
26.7%

100.0%
25.0%
20.0%

23.7%
26.1%
0.0%

25.0%
100.0%

-
34.6%
29.2%

100.0%

-
-

32.6%
0.0%

-
-
-

30.0%
29.3%
42.9%
0.0%

経験年数

21.1%
10.2%
0.0%
0.0%

33.3%
7.1%
7.1%
0.0%

20.0%
20.0%
25.0%
80.0%
0.0%
0.0%

11.1%

0.0%
20.0%

100.0%
25.0%
5.0%
6.3%
0.0%
0.0%
0.0%

50.0%
-

19.2%
12.5%

100.0%
-
-

100.0%
20.0%

5.0%
0.0%
0.0%

50.0%
0.0%
7.9%
4.3%

11.1%
0.0%

0.0%
19.1%
7.7%

21.4%
44.4%
0.0%

50.0%
0.0%
0.0%

-
20.0%
22.0%
14.3%
0.0%

-
-

0.0%
-
-
-

29.5%
30.2%
0.0%

-
-

-
29.6%
32.0%
0.0%

-
-
-

13.3%
14.3%

15.8%
17.4%
11.1%
25.0%
0.0%

-
19.2%
16.7%

55.6%
28.6%
50.0%
0.0%
0.0%

15.0%
0.0%

25.0%
50.0%

22.2%
42.9%
50.0%

100.0%
-

50.0%
38.3%
46.2%
28.6%

資格の保有

31.1%
16.3%
0.0%

25.0%
66.7%
21.4%
14.3%
0.0%
0.0%

34.3%
25.0%
40.0%
33.3%
12.5%
55.6%

100.0%
0.0%

38.5%
25.0%

38.6%
39.5%
0.0%

-
-
-

26.0%
29.3%
0.0%

-
-
-

30.0%
28.6%
0.0%

-
-
-

5.0%
6.3%
0.0%
0.0%
0.0%

-
33.3%
36.0%
0.0%

100.0%
-
-

0.0%
16.7%
11.1%
13.3%
50.0%
25.0%

50.0%
-
-

66.7%
-

0.0%
31.9%
38.5%
14.3%
55.6%

0.0%
33.3%
12.5%
11.1%

100.0%
100.0%
28.2%
8.3%

44.4%

0.0%
0.0%
0.0%

21.4%
28.6%
0.0%

10.0%
17.1%
12.5%

-
-

30.0%
28.6%
0.0%

-
-
-

34.1%

6.3%
0.0%
0.0%
0.0%

-
22.2%
24.0%
0.0%

-

-
-

100.0%
10.0%
11.1%
6.7%
0.0%

25.0%
5.0%

10.5%
17.4%
0.0%
0.0%
0.0%

-
15.4%
8.3%

100.0%

-
-

34.9%
0.0%

-
-
-

30.0%
31.7%
28.6%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-

主任相談支
援専門員

0.9%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.9%

12.5%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

11.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
-

0.0%
0.0%
0.0%

-
-

0.0%
3.3%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
4.3%
7.7%
0.0%
0.0%

14.3%
0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
-

0.0%
-
-
-

0.0%
0.0%
0.0%

-
-

-
3.7%
4.0%
0.0%

-
-
-

0.0%
0.0%

16.7%
28.9%
21.7%
33.3%
25.0%

100.0%
-

53.8%
50.0%

22.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

25.0%
50.0%
25.0%
50.0%

33.3%
42.9%
33.3%
66.7%

-
50.0%
19.1%
23.1%
28.6%

勤務形態
（常勤･非

常勤）

35.7%
51.0%
0.0%

25.0%
0.0%

64.3%
57.1%
0.0%

70.0%
54.3%
75.0%
60.0%
33.3%
50.0%
33.3%

100.0%
100.0%
46.2%
58.3%

40.9%
41.9%
0.0%

-
-
-

30.0%
24.4%
42.9%

-
-
-

43.3%
39.3%

100.0%
-
-
-

20.0%
18.8%
50.0%
0.0%
0.0%

-
22.2%
20.0%
50.0%

100.0%
-
-

100.0%
40.0%
33.3%
46.7%
50.0%
25.0%

100.0%
-
-

42.9%
50.0%
0.0%

100.0%
35.0%
50.0%
25.0%

100.0%
25.0%

42.9%
33.3%
66.7%

-
0.0%

31.9%
38.5%
21.4%
22.2%

20.0%
0.0%

37.5%
33.3%

100.0%
100.0%
23.1%
8.3%

11.1%

0.0%
25.0%
66.7%
7.1%

28.6%
66.7%
0.0%

34.3%
37.5%

-
-

56.7%
53.6%

100.0%
-
-
-

31.8%

50.0%
0.0%
0.0%

100.0%
-

37.0%
40.0%
0.0%

-

-
-

100.0%
33.3%
55.6%
26.7%
0.0%

25.0%
45.0%

44.7%
39.1%
55.6%
50.0%
50.0%

-
46.2%
41.7%

100.0%

-
-

30.2%
100.0%

-
-
-

40.0%
36.6%
42.9%

100.0%

0.0%
0.0%

12.8%
25.0%
0.0%
0.0%

16.7%
0.0%

-

勤務時間

14.8%
10.2%
0.0%

25.0%
0.0%

21.4%
7.1%
0.0%
0.0%

22.9%
37.5%
40.0%
33.3%
12.5%
11.1%

11.1%
13.3%
0.0%

50.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

50.0%
-

38.5%
37.5%

100.0%
-
-

0.0%
16.7%

10.0%
0.0%

25.0%
0.0%
8.3%

18.4%
17.4%
22.2%
0.0%

50.0%
17.0%
0.0%

28.6%
33.3%
0.0%

50.0%
0.0%
0.0%

-
10.0%
9.8%

14.3%
0.0%

-
-

100.0%
-
-
-

18.2%
18.6%
0.0%

-
-

-
7.4%
8.0%
0.0%

-
-
-

13.3%
10.7%

16.7%
7.9%

13.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
19.2%
12.5%

33.3%
14.3%
0.0%
0.0%
0.0%

10.0%
0.0%
0.0%
0.0%

22.2%
14.3%
33.3%
66.7%

-
0.0%

12.8%
7.7%
7.1%

管理職

15.2%
12.2%
0.0%

25.0%
33.3%
7.1%

14.3%
0.0%

10.0%
11.4%
12.5%
20.0%
0.0%

12.5%
0.0%
0.0%

100.0%
20.5%
8.3%

15.9%
16.3%
0.0%

-
-
-

18.0%
22.0%
0.0%

-
-
-

16.7%
17.9%
0.0%

-
-
-

5.0%
6.3%
0.0%
0.0%
0.0%

-
22.2%
24.0%
0.0%

100.0%
-
-

100.0%
3.3%
0.0%
6.7%
0.0%
0.0%

0.0%
-
-

14.3%
0.0%
0.0%
0.0%

25.0%
0.0%

50.0%
0.0%

25.0%

0.0%
33.3%
0.0%

-
0.0%
6.4%
7.7%
0.0%

11.1%

40.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

10.3%
0.0%

22.2%

0.0%
0.0%
0.0%

14.3%
0.0%
0.0%
0.0%
8.6%

12.5%

-
-

10.0%
10.7%
0.0%

-
-
-

9.1%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
3.7%
4.0%
0.0%

-

-
-

100.0%
20.0%
22.2%
13.3%
0.0%

50.0%
0.0%

7.9%
0.0%

22.2%
25.0%
0.0%

-
15.4%
8.3%

100.0%

-
-

9.3%
0.0%

-
-
-

10.0%
9.8%

14.3%
0.0%

0.0%
0.0%

23.1%
8.3%

33.3%
28.6%
33.3%
0.0%

-

人事評価の
結果

29.5%
12.2%
0.0%

25.0%
0.0%

21.4%
7.1%

33.3%
0.0%

25.7%
37.5%
20.0%
0.0%

12.5%
44.4%

11.1%
6.7%

50.0%
0.0%

10.0%
12.5%
0.0%
0.0%
0.0%

50.0%
-

30.8%
25.0%

100.0%
-
-

100.0%
10.0%

5.0%
0.0%

25.0%
0.0%
0.0%

18.4%
17.4%
22.2%
0.0%

50.0%
40.4%
53.8%
28.6%
55.6%
14.3%
50.0%

100.0%
0.0%

-
44.0%
43.9%
42.9%
50.0%

-
-

0.0%
-
-
-

45.5%
46.5%
0.0%

-
-

-
48.1%
52.0%
0.0%

-
-
-

50.0%
50.0%

75.0%
18.4%
26.1%
11.1%
0.0%
0.0%

-
3.8%
0.0%

11.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

65.0%
50.0%
75.0%
0.0%

0.0%
0.0%

33.3%
0.0%

-
0.0%
6.4%

15.4%
0.0%

その他

12.5%
32.7%
0.0%
0.0%
0.0%

35.7%
14.3%
33.3%
80.0%
20.0%
25.0%
20.0%
33.3%
12.5%
22.2%
0.0%
0.0%

20.5%
50.0%

2.3%
2.3%
0.0%

-
-
-

0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-

6.7%
3.6%

100.0%
-
-
-

10.0%
6.3%

50.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%

100.0%
-
-

0.0%
10.0%
0.0%

20.0%
0.0%
0.0%

0.0%
-
-
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施設・
事業所数

共同生活援助（介護サービス包括型） 55
4人以下 6
5人 2
6人 6
7人 4
8人以上10人以下 6
11人以上13人以下 4
14人以上16人以下 6
17人以上20人以下 7
21人以上30人以下 6
31人以上 7

共同生活援助（日中サービス支援型） 28
4人以下 0
5人 1
6人 0
7人 0
8人以上10人以下 10
11人以上13人以下 1
14人以上16人以下 1
17人以上20人以下 11
21人以上30人以下 1
31人以上 2

共同生活援助（外部サービス利用型） 27
4人以下 1
5人 3
6人 3
7人 2
8人以上10人以下 3
11人以上13人以下 3
14人以上16人以下 2
17人以上20人以下 3
21人以上30人以下 4
31人以上 3

児童発達支援 70
10人以下 63
11人以上20人以下 2
21人以上 3

放課後等デイサービス 51
10人以下 48
11人以上20人以下 3
21人以上 0

居宅訪問型児童発達支援 11
9回以下 6
10回以上19回以下 4
20回以上 1

保育所等訪問支援 30
9回以下 11
10回以上19回以下 6
20回以上 11

福祉型障害児入所施設 11
10人以下 0
11人以上20人以下 4
21人以上30人以下 3
31人以上40人以下 1
41人以上50人以下 1
51人以上60人以下 2
61人以上70人以下 0
71人以上80人以下 0
81人以上 0

医療型障害児入所施設 15
10人以下 0
11人以上20人以下 0
21人以上30人以下 0
31人以上40人以下 1
41人以上50人以下 1
51人以上60人以下 2
61人以上70人以下 0
71人以上80人以下 1
81人以上 10

第79表 法人種類別にみた給与等引上げの具体的な要件 （複数回答）

施設・
事業所数

782
11
15

240
19

362
85
2
0

48

特定非営利活動法人（ＮＰＯ）
国、のぞみの園、独立行政法人国立病院機構
独立行政法人（のぞみの園、国立病院機構以外）・地方独立行政法人
その他の法人（社団・財団、農協、生協、学校等）

全体
都道府県、市区町村、広域連合・一部事務組合
社会福祉協議会
社会福祉法人（社会福祉協議会以外）
医療法人
営利法人（株式・合名・合資・合同会社）

-
27.1%

-
39.6%

-
29.2%

100.0%
33.3%
25.0%
33.3%
32.9%

60.0%
100.0%
100.0%
36.4%
0.0%

50.0%
44.4%
0.0%

66.7%

66.7%
28.6%
33.3%
14.3%
50.0%

-
100.0%

-
-

43.6%
16.7%

100.0%
66.7%
25.0%
66.7%
50.0%

-
-

100.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%

20.0%

66.7%
0.0%
0.0%

50.0%
-
-
-

20.0%
-

75.0%
0.0%

53.3%
63.6%
50.0%
54.5%
45.5%

-
50.0%

31.7%
50.0%
0.0%

37.3%
35.4%
66.7%

-
54.5%
50.0%

66.7%
50.0%
33.3%
33.3%

0.0%
33.3%
25.0%
33.3%
50.0%
66.7%
28.6%
50.0%
28.6%

34.5%
0.0%

25.0%
33.3%

100.0%
0.0%
0.0%

29.2%
66.7%

-
18.2%
33.3%
0.0%
0.0%

20.0%
36.4%

0.0%
0.0%

25.0%
0.0%

27.1%
28.6%
50.0%
0.0%

31.4%

0.0%
0.0%

14.8%
0.0%

33.3%
0.0%

50.0%
33.3%
0.0%

39.3%
-

100.0%
-
-

40.0%
100.0%
100.0%
36.4%

0.0%
-

100.0%
0.0%

-
-
-

6.7%
-
-
-

0.0%
0.0%

16.7%
9.1%

27.3%
-

0.0%
33.3%
50.0%
0.0%

33.3%
50.0%
33.3%
0.0%

33.3%

-
50.0%

100.0%
100.0%
54.5%
0.0%
0.0%

22.2%
0.0%

50.0%
33.3%
14.3%
50.0%
28.6%
50.0%

-
100.0%

-

29.1%
16.7%
50.0%
0.0%

25.0%
50.0%

-
-
-

0.0%
100.0%

0.0%
-

0.0%
10.0%

50.0%
33.3%

100.0%
100.0%

0.0%
-
-
-

13.3%

83.3%
0.0%
0.0%

33.3%
36.4%
50.0%
18.2%
45.5%

-

52.9%
54.0%
50.0%
0.0%

37.3%
35.4%
66.7%

-
45.5%

0.0%
0.0%

25.0%
0.0%

40.0%

50.0%
100.0%
100.0%

9.1%
0.0%
0.0%

11.1%
0.0%
0.0%

50.0%
14.3%
33.3%
14.3%
32.1%

-
100.0%

-
-

23.6%
0.0%

50.0%
0.0%

25.0%
50.0%
25.0%

-
-

0.0%
100.0%

0.0%
-

0.0%
20.0%

33.3%
0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-

20.0%
-

50.0%
0.0%

26.7%
9.1%

33.3%
27.3%
9.1%

-
0.0%

41.3%
50.0%
0.0%

29.4%
29.2%
33.3%

-
27.3%
16.7%

66.7%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

16.7%
0.0%

1.8%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.4%
1.6%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
-

0.0%
-
-

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
-

0.0%
0.0%

-
-
-

0.0%
-
-
-

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

-

0.0%
0.0%

50.0%
0.0%
0.0%

50.0%
0.0%

25.0%
0.0%

-
40.0%

100.0%
100.0%
54.5%
0.0%

50.0%
14.8%

100.0%

50.0%
16.7%
28.6%
33.3%
57.1%
46.4%

-
0.0%

-

27.3%
0.0%

50.0%
16.7%
25.0%
0.0%

-
-
-

100.0%
100.0%

0.0%
-

0.0%
20.0%

0.0%
33.3%
0.0%
0.0%

50.0%
-
-
-

26.7%

16.7%
0.0%
0.0%

40.0%
36.4%
33.3%
45.5%
18.2%

-

54.3%
55.6%
0.0%

66.7%
33.3%
31.3%
66.7%

-
9.1%

0.0%
33.3%
50.0%
33.3%
31.4%

10.0%
0.0%

100.0%
45.5%
0.0%
0.0%

22.2%
0.0%
0.0%

33.3%
57.1%
50.0%
57.1%
32.1%

-
100.0%

-
-

34.5%
16.7%
0.0%

16.7%
25.0%
33.3%
25.0%

-
-

100.0%
100.0%

0.0%
-

0.0%
20.0%

33.3%
100.0%

0.0%
50.0%

-
-
-

26.7%
-

25.0%
100.0%
36.7%
18.2%
33.3%
54.5%
36.4%

-
25.0%

31.7%
50.0%
33.3%
25.5%
27.1%
0.0%

-
45.5%
50.0%

33.3%
0.0%
0.0%

33.3%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

50.0%
33.3%
28.6%
16.7%
28.6%

25.5%
66.7%

25.0%
0.0%
0.0%

100.0%
0.0%

4.2%
33.3%

-
9.1%

16.7%
0.0%
0.0%

13.3%
0.0%

0.0%
33.3%
75.0%
0.0%

14.3%
14.3%
50.0%
0.0%
5.9%

0.0%
50.0%
22.2%
0.0%
0.0%
0.0%

50.0%
33.3%
0.0%

14.3%
-

0.0%
-
-

10.0%
0.0%

100.0%
9.1%

0.0%
-

0.0%
10.0%

-
-
-

13.3%
-
-
-

0.0%
100.0%

0.0%
36.4%
18.2%

-

0.0%
0.0%

50.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
10.0%
0.0%
0.0%

45.5%
0.0%
0.0%
3.7%
0.0%

25.0%
16.7%
14.3%
33.3%
14.3%
21.4%

-
0.0%

-

18.2%
0.0%

50.0%
0.0%
0.0%

33.3%

-
-
-

0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%

20.0%

0.0%
33.3%
0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-

13.3%

16.7%
50.0%
0.0%

20.0%
9.1%

33.3%
18.2%
9.1%

-

21.4%
22.2%
50.0%
0.0%

15.7%
16.7%
0.0%

-
27.3%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
4.3%

20.0%
100.0%

0.0%
18.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

28.6%
17.9%

-
0.0%

-
-

5.5%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
-

0.0%
100.0%
50.0%

-
0.0%

30.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-

33.3%
-

0.0%
0.0%

10.0%
9.1%
0.0%

18.2%
9.1%

-
25.0%

3.2%
0.0%

33.3%
9.8%

10.4%
0.0%

-
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

100.0%
33.3%
25.0%
0.0%
0.0%

16.7%
42.9%
33.3%
28.6%

27.3%
16.7%

人事評価の
結果

0.0%
0.0%
0.0%

100.0%
0.0%

41.7%
0.0%

-
18.2%
16.7%
25.0%
0.0%

40.0%
36.4%

50.0%
0.0%

25.0%
33.3%
27.1%
30.2%
0.0%
0.0%

39.2%

100.0%
50.0%
25.9%
0.0%
0.0%

33.3%
50.0%
33.3%
33.3%

39.3%
-

0.0%
-
-

30.0%
0.0%
0.0%

54.5%

0.0%
-

0.0%
0.0%

-
-
-

6.7%
-
-
-

0.0%
100.0%

33.3%
36.4%
9.1%

-

33.3%
0.0%
0.0%

33.3%
33.3%
0.0%

33.3%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%
9.1%
0.0%
0.0%

14.8%
0.0%

0.0%
0.0%

28.6%
0.0%
0.0%
3.6%

-
0.0%

-

5.5%
0.0%
0.0%

16.7%
0.0%
0.0%

その他

-
-
-

0.0%
0.0%

100.0%
-

0.0%
70.0%

50.0%
100.0%

0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-

60.0%

33.3%
50.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

45.5%
-

5.7%
4.8%

50.0%
0.0%
7.8%
8.3%
0.0%

-
36.4%

サービス管理
責任者・児
童発達支援
管理責任
者・サービス
提供責任者

24.0%
0.0%
0.0%

13.8%
10.5%
32.3%
29.4%
0.0%

-
22.9%

資格の保有

31.1%
27.3%
33.3%
19.2%
15.8%
38.1%
41.2%
0.0%

-
41.7%

経験年数

21.1%
0.0%
6.7%

15.0%
21.1%
24.3%
27.1%
0.0%

-
27.1%

勤続年数

35.3%
36.4%
6.7%

30.0%
31.6%
37.3%
44.7%
0.0%

勤務時間

14.8%
9.1%

20.0%
15.4%
15.8%
12.2%
17.6%
0.0%

-
27.1%

雇用形態
（正規･非

正規）

33.4%
45.5%
40.0%
42.9%
57.9%
27.3%
21.2%
0.0%

-
0.0%

勤務形態
（常勤･非

常勤）

35.7%
36.4%
6.7%

34.6%
31.6%
39.0%
31.8%
50.0%

-
33.3%

主任相談支
援専門員

0.9%
0.0%
0.0%
1.3%
0.0%
0.6%
2.4%
0.0%

その他

12.5%
0.0%

13.3%
17.5%
0.0%

12.4%
4.7%

100.0%
-

6.3%

人事評価の
結果

29.5%
18.2%
0.0%

15.4%
36.8%
40.1%
30.6%
0.0%

-
18.8%

管理職以外

8.8%
18.2%
6.7%

13.3%
5.3%
6.1%
3.5%
0.0%

-
16.7%

管理職

15.2%
0.0%
6.7%
9.6%

10.5%
19.6%
15.3%
0.0%

勤続年数 経験年数 資格の保有

サービス管理
責任者・児
童発達支援
管理責任
者・サービス
提供責任者

主任相談支
援専門員

勤務形態
（常勤･非

常勤）

雇用形態
（正規･非

正規）
勤務時間 管理職 管理職以外
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第80表 設立年数別にみた給与等引上げの具体的な要件 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 782
５年未満 227
５年以上10年未満 184
10年以上15年未満 118
15年以上20年未満 88
20年以上25年未満 47
25年以上30年未満 21
30年以上 97

５．給与等の引上げを行わなかった理由

第81表 サービス別にみた給与等の引上げを行わなかった理由 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 449
居宅介護 42
重度訪問介護 39
同行援護 31
行動援護 36
療養介護 2
生活介護 17
短期入所 18
重度障害者等包括支援 0
施設入所支援 5
自立訓練（機能訓練） 4
自立訓練（生活訓練） 23
就労移行支援 13
就労継続支援Ａ型 26
就労継続支援Ｂ型 22
就労定着支援 10
自立生活援助 20
共同生活援助（介護サービス包括型） 24
共同生活援助（日中サービス支援型） 10
共同生活援助（外部サービス利用型） 38
児童発達支援 18
放課後等デイサービス 14
居宅訪問型児童発達支援 11
保育所等訪問支援 21
福祉型障害児入所施設 3
医療型障害児入所施設 2

第82表 施設・事業所規模別にみた給与等の引上げを行わなかった理由 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 449
居宅介護 42

9回以下 9
10回以上29回以下 4
30回以上49回以下 6
50回以上99回以下 12
100回以上199回以下 8
200回以上299回以下 2
300回以上 1

重度訪問介護 39
9回以下 4
10回以上29回以下 8
30回以上49回以下 6
50回以上99回以下 7
100回以上199回以下 9
200回以上299回以下 2
300回以上 2

同行援護 31
9回以下 13
10回以上29回以下 6
30回以上49回以下 7
50回以上99回以下 2
100回以上199回以下 0
200回以上299回以下 2
300回以上 1

 給与等の引上げを実施しなかった施設・事業所において、その理由を聞いたところ、「経営が安定しないため」の割合が39.9％と最も高く、次いで、「障害福祉サービス等の報酬の収入が減少したため」が29.2%となっている。

サービス管理
責任者・児
童発達支援
管理責任
者・サービス
提供責任者

24.0%
28.2%
29.9%
25.4%
13.6%
25.5%
9.5%

13.4%

資格の保有

31.1%
40.1%
31.0%
29.7%
27.3%
34.0%
9.5%

18.6%

経験年数

21.1%
26.9%
23.9%
18.6%
12.5%
27.7%
14.3%
11.3%

勤続年数

35.3%
40.5%
41.3%
36.4%
29.5%
36.2%
19.0%
18.6%

14.8%
13.2%
13.6%
22.9%
11.4%
23.4%
14.3%
10.3%

雇用形態
（正規･非

正規）

33.4%
29.5%
33.7%
31.4%
44.3%
25.5%
38.1%
37.1%

勤務形態
（常勤･非

常勤）

35.7%
33.0%
38.6%
39.0%
38.6%
31.9%
23.8%
34.0%

主任相談支
援専門員

0.9%
0.4%
1.1%
0.8%
0.0%
4.3%
0.0%
1.0%

12.5%
10.0%
5.3%

27.8%
7.1%

27.3%
28.6%
33.3%
0.0%

-
20.0%
0.0%

17.4%
15.4%
23.1%
13.6%
20.0%
5.0%

令和６年１
月末までに給
与等を引き
上げているた

め

17.1%
16.7%
10.3%
25.8%
27.8%
0.0%

17.6%
22.2%

その他

12.5%
7.0%
6.5%

19.5%
18.2%
10.6%
23.8%
21.6%

人事評価の
結果

29.5%
42.3%
37.5%
26.3%
14.8%
21.3%
14.3%
9.3%

管理職以外

8.8%
7.9%
8.7%

11.9%
3.4%
2.1%

28.6%
11.3%

管理職

15.2%
20.3%
16.8%
18.6%
6.8%

12.8%
9.5%
6.2%

勤務時間

16.7%
0.0%

23.7%
22.2%
14.3%
9.1%

23.8%
0.0%
0.0%

-
40.0%
0.0%

21.7%
7.7%

19.2%
4.5%
0.0%

15.0%

現在の給与
水準が他の
施設・事業

所と比べ高い
ため

15.6%
16.7%
17.9%
12.9%
13.9%
0.0%

17.6%
11.1%

12.5%
20.0%
7.9%

16.7%
0.0%

18.2%
14.3%
0.0%

50.0%

-
0.0%
0.0%

13.0%
15.4%
11.5%
13.6%
10.0%
5.0%

人員配置を
厚くして職員
の業務負担
軽減を図るこ
とを優先した

ため

11.8%
11.9%
10.3%
6.5%

16.7%
50.0%
29.4%
0.0%

25.0%
60.0%
34.2%
22.2%
42.9%
36.4%
38.1%
33.3%
0.0%

-
40.0%
25.0%
39.1%
46.2%
34.6%
50.0%
50.0%
70.0%

経営が安定
しないため

39.9%
40.5%
38.5%
41.9%
44.4%
50.0%
35.3%
33.3%

8.3%
40.0%
23.7%
27.8%
21.4%
45.5%
19.0%
33.3%
0.0%

-
40.0%
0.0%
8.7%

46.2%
30.8%
27.3%
10.0%
25.0%

制度の今後
の動向等につ
いて見通しが
立たず、長期
的な事業計
画が立てられ

ないため

20.5%
16.7%
17.9%
22.6%
5.6%
0.0%

17.6%
16.7%

30.0%
26.3%
27.8%
21.4%
36.4%
9.5%
0.0%
0.0%

-
20.0%
0.0%

21.7%
30.8%
30.8%
27.3%
40.0%
20.0%

障害福祉
サービス等の
報酬の収入
が減少したた

め

29.2%
31.0%
38.5%
48.4%
41.7%
0.0%

35.3%
5.6%

0.0%
10.0%
0.0%
5.6%
7.1%
9.1%
9.5%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%
8.7%
0.0%

11.5%
13.6%
0.0%

10.0%

増収分を借
入金の返済
に充てたため

6.2%
0.0%

12.8%
0.0%

16.7%
0.0%
5.9%
0.0%

令和６年１
月末までに給
与等を引き
上げているた

め

17.1%
16.7%
0.0%

50.0%
16.7%
25.0%
12.5%
0.0%

8.3%
0.0%
7.9%
0.0%
7.1%
0.0%
9.5%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

10.0%
0.0%

その他

3.3%
2.4%
7.7%
3.2%
2.8%
0.0%
0.0%
0.0%

25.0%
30.0%
10.5%
16.7%
21.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
40.0%
0.0%

17.4%
30.8%
3.8%

13.6%
40.0%
15.0%

支出が収入
を上回ったた

め

15.4%
9.5%

20.5%
16.1%
13.9%
0.0%

11.8%
27.8%

29.2%

25.8%
23.1%
16.7%
42.9%
50.0%

-
0.0%
0.0%

0.0%
10.3%
0.0%

12.5%
0.0%

14.3%
22.2%
0.0%
0.0%

0.0%
-

0.0%
0.0%

人員配置を
厚くして職員
の業務負担
軽減を図るこ
とを優先した

ため

11.8%
11.9%
0.0%

25.0%
0.0%

16.7%
12.5%
50.0%
0.0%

10.3%
0.0%

12.5%
33.3%
0.0%
0.0%
0.0%

50.0%
6.5%
7.7%

16.7%
0.0%

0.0%
12.9%
15.4%
0.0%
0.0%

50.0%
-

50.0%
0.0%

現在の給与
水準が他の
施設・事業

所と比べ高い
ため

15.6%
16.7%
11.1%
0.0%

16.7%
33.3%
12.5%
0.0%
0.0%

17.9%
0.0%

12.5%
16.7%
14.3%
22.2%
50.0%

14.3%
0.0%

-
0.0%

100.0%

制度の今後
の動向等につ
いて見通しが
立たず、長期
的な事業計
画が立てられ

ないため

20.5%
16.7%
22.2%
0.0%
0.0%

33.3%
12.5%
0.0%
0.0%

17.9%
50.0%
0.0%

16.7%
14.3%
22.2%
50.0%
0.0%

22.6%
38.5%
0.0%

経営が安定
しないため

39.9%
40.5%
33.3%
25.0%
50.0%
33.3%
50.0%
50.0%

100.0%
38.5%
25.0%
62.5%
33.3%
42.9%
22.2%

100.0%

50.0%
50.0%
41.9%
30.8%
66.7%
57.1%
0.0%

-
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%

増収分を借
入金の返済
に充てたため

6.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

12.8%
50.0%
25.0%
0.0%
0.0%

11.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

障害福祉
サービス等の
報酬の収入
が減少したた

め

29.2%
31.0%
33.3%
25.0%
0.0%

25.0%
37.5%

100.0%

48.4%
46.2%
66.7%
57.1%
0.0%

-
0.0%

100.0%

100.0%
38.5%
75.0%
12.5%
66.7%
0.0%

77.8%
0.0%
0.0%

支出が収入
を上回ったた

め

15.4%
9.5%

33.3%
0.0%
0.0%
8.3%
0.0%
0.0%
0.0%

20.5%
25.0%
25.0%
50.0%
0.0%

22.2%
0.0%
0.0%

16.1%
23.1%
16.7%
14.3%
0.0%

-
0.0%
0.0%

その他

3.3%
2.4%

11.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
7.7%

25.0%
12.5%
0.0%
0.0%

11.1%
0.0%
0.0%
3.2%
0.0%
0.0%

14.3%
0.0%

-
0.0%
0.0%
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施設・
事業所数

行動援護 36
9回以下 12
10回以上29回以下 11
30回以上49回以下 3
50回以上99回以下 6
100回以上199回以下 1
200回以上299回以下 1
300回以上 1

療養介護 2
40人以下 0
41人以上60人以下 0
61人以上80人以下 1
81人以上 1

生活介護 17
20人以下 15
21人以上40人以下 1
41人以上60人以下 1
61人以上80人以下 0
81人以上 0

短期入所 18
20人以下 18
21人以上40人以下 0
41人以上60人以下 0
61人以上80人以下 0
81人以上 0

施設入所支援 5
40人以下 2
41人以上60人以下 2
61人以上80人以下 0
81人以上 1

自立訓練（機能訓練） 4
20人以下 3
21人以上40人以下 1
41人以上60人以下 0
61人以上80人以下 0
81人以上 0

自立訓練（生活訓練） 23
20人以下 23
21人以上40人以下 0
41人以上60人以下 0
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労移行支援 13
20人以下 13
21人以上40人以下 0
41人以上60人以下 0
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ａ型 26
20人以下 23
21人以上40人以下 1
41人以上60人以下 0
61人以上80人以下 0
81人以上 0

就労継続支援Ｂ型 22
20人以下 20
21人以上40人以下 2
41人以上60人以下 0
61人以上80人以下 0
81人以上 0

共同生活援助（介護サービス包括型） 24
4人以下 7
5人 4
6人 3
7人 1
8人以上10人以下 1
11人以上13人以下 1
14人以上16人以下 1
17人以上20人以下 2
21人以上30人以下 2
31人以上 2

共同生活援助（日中サービス支援型） 10
4人以下 1
5人 0
6人 0
7人 0
8人以上10人以下 5
11人以上13人以下 0
14人以上16人以下 1
17人以上20人以下 2
21人以上30人以下 0
31人以上 0

共同生活援助（外部サービス利用型） 38
4人以下 8
5人 4
6人 3
7人 4
8人以上10人以下 4
11人以上13人以下 5
14人以上16人以下 2
17人以上20人以下 3
21人以上30人以下 3
31人以上 1

現在の給与
水準が他の
施設・事業

所と比べ高い
ため

その他

-
0.0%
0.0%

17.6%
13.3%
0.0%

100.0%
-
-

8.3%
9.1%

66.7%
66.7%
0.0%
0.0%

100.0%
0.0%

-

27.8%

令和６年１
月末までに給
与等を引き
上げているた

め

-
-

23.1%
26.1%
0.0%

-
-
-

13.6%

17.4%
-
-
-
-

15.4%
15.4%

-
-

-
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-

17.4%

22.2%
22.2%

-
-
-
-

20.0%
50.0%
0.0%

5.3%
12.5%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-

20.0%
-

0.0%
0.0%

-
-

0.0%
0.0%

100.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

10.0%
0.0%

15.0%
0.0%

-
-
-

12.5%
28.6%
0.0%
0.0%

33.3%
0.0%

26.7%
100.0%

0.0%
-
-

0.0%
0.0%

-
-

0.0%
0.0%
0.0%

50.0%
-
-

0.0%
100.0%
29.4%

16.7%
25.0%
0.0%
0.0%

33.3%

人員配置を
厚くして職員
の業務負担
軽減を図るこ
とを優先した

ため

0.0%
-
-
-

13.6%
10.0%
50.0%

-
-

-
15.4%
15.4%

-
-
-
-

11.5%
13.0%

0.0%
-
-
-

13.0%
13.0%

-
-
-

-
-

0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%

33.3%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%

-
-

7.9%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

20.0%
100.0%

-
-
-

20.0%

-
12.5%
0.0%

25.0%
33.3%
0.0%

100.0%
0.0%
0.0%

25.0%
0.0%
0.0%

50.0%

0.0%
-

100.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-

-
11.1%
11.1%

-
-
-
-

40.0%
50.0%

-
-

0.0%
0.0%

17.6%
20.0%
0.0%
0.0%

-

13.9%
8.3%

27.3%
0.0%
0.0%

100.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
100.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

50.0%
0.0%

4.5%
5.0%
0.0%

-
-
-

16.7%
14.3%
25.0%

-
-
-

19.2%
13.0%

100.0%
-
-
-

21.7%
21.7%

-
-
-
-

7.7%
7.7%

-

66.7%
33.3%
0.0%

-
23.7%
12.5%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

60.0%
50.0%

0.0%
-
-
-

0.0%
-

0.0%
0.0%

-

16.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
-

0.0%
0.0%

5.6%
0.0%
9.1%
0.0%

制度の今後
の動向等につ
いて見通しが
立たず、長期
的な事業計
画が立てられ

ないため

-
-

46.2%
46.2%

-
-
-
-

30.8%

0.0%
0.0%

-
-
-

8.7%
8.7%

-
-

-
-
-

40.0%
50.0%
50.0%

-
0.0%
0.0%

17.6%
13.3%

100.0%
0.0%

-
-

16.7%
16.7%

-

50.0%
-
-

23.7%
25.0%
50.0%

0.0%
0.0%

50.0%
0.0%

40.0%
100.0%

-
-
-

-
-

8.3%
14.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

30.4%
0.0%

-
-
-

27.3%
25.0%
50.0%

-

0.0%
0.0%

50.0%
20.0%
0.0%
0.0%

33.3%
100.0%

40.0%
-

0.0%

-
-

33.3%
33.3%

-
-
-
-

40.0%

50.0%
-
-

100.0%
0.0%

35.3%
40.0%
0.0%
0.0%

44.4%
58.3%
36.4%
33.3%
33.3%
0.0%

100.0%
0.0%

経営が安定
しないため

-
50.0%
50.0%
50.0%

-
-
-

25.0%
28.6%

-
-
-
-

34.6%
39.1%
0.0%

-
-

-
39.1%
39.1%

-
-
-
-

46.2%
46.2%

0.0%
50.0%

-
100.0%
25.0%
0.0%

100.0%
-
-

0.0%

-
-

34.2%
50.0%

100.0%
66.7%
25.0%
25.0%
0.0%

60.0%
0.0%

-
-
-

40.0%
-

100.0%
100.0%

0.0%
33.3%
0.0%

100.0%
0.0%
0.0%

50.0%
50.0%
0.0%

16.7%
8.3%

27.3%

増収分を借
入金の返済
に充てたため

50.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-

8.7%
8.7%

-

-
-
-
-

0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%

0.0%
5.9%
6.7%
0.0%
0.0%

-
-

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

100.0%
0.0%

-
-

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

10.0%
100.0%

-
-

-
-
-

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

11.5%
8.7%

100.0%
-
-
-

13.6%
10.0%
50.0%

-
-
-

0.0%
0.0%

-
-
-
-

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%

-
0.0%
0.0%

-
-

0.0%
0.0%

0.0%

-
0.0%
0.0%

35.3%
33.3%

100.0%
0.0%

-
-

16.7%
45.5%
33.3%
83.3%
0.0%

100.0%
0.0%
0.0%

-

41.7%

障害福祉
サービス等の
報酬の収入
が減少したた

め

-
-

30.8%
30.4%
0.0%

-
-
-

27.3%

21.7%
-
-
-
-

30.8%
30.8%

-
-

-
100.0%

0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-

21.7%

5.6%
5.6%

-
-
-
-

20.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

26.3%
37.5%
50.0%
0.0%
0.0%

-
100.0%

0.0%
0.0%

13.3%
0.0%
0.0%

-
-

27.8%
27.8%

-
-

0.0%
100.0%

0.0%
0.0%

-
-

0.0%
0.0%

11.8%

13.9%
8.3%

18.2%
0.0%

16.7%

支出が収入
を上回ったた

め

50.0%
20.0%
0.0%

33.3%

-
-
-

40.0%
-

0.0%
50.0%

-
-

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

100.0%
50.0%
0.0%

30.0%
0.0%

25.0%
50.0%

-
-
-

29.2%
28.6%
25.0%
33.3%

25.0%
25.0%
20.0%
0.0%

33.3%
0.0%
0.0%

-
100.0%
50.0%

-
-

10.5%
0.0%
0.0%
0.0%

100.0%
0.0%
0.0%

30.0%
0.0%

-
-
-

20.0%

-
25.0%
42.9%
0.0%
0.0%
0.0%

100.0%
0.0%
0.0%

0.0%
-
-
-

13.6%
10.0%
50.0%

-
-

-
30.8%
30.8%

-
-
-
-

3.8%
4.3%

0.0%
-
-
-

17.4%
17.4%

-
-
-

-
-

40.0%
0.0%

50.0% 0.0%
-

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-

-
0.0%
0.0%

-
-
-
-

0.0%
0.0%

-
-

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-

2.8%
8.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-

8.3%
14.3%
25.0%

-
-
-

0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-

0.0%
0.0%

-
-
-
-

0.0%
0.0%

-

0.0%
0.0%
0.0%

-
7.9%
0.0%
0.0%

33.3%
0.0%

25.0%
20.0%
0.0%

0.0%
-
-
-

0.0%
-

0.0%
0.0%

-
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施設・
事業所数

児童発達支援 18
10人以下 15
11人以上20人以下 3
21人以上 0

放課後等デイサービス 14
10人以下 14
11人以上20人以下 0
21人以上 0

居宅訪問型児童発達支援 11
9回以下 7
10回以上19回以下 0
20回以上 4

保育所等訪問支援 21
9回以下 7
10回以上19回以下 8
20回以上 4

福祉型障害児入所施設 3
10人以下 0
11人以上20人以下 1
21人以上30人以下 1
31人以上40人以下 0
41人以上50人以下 0
51人以上60人以下 0
61人以上70人以下 0
71人以上80人以下 0
81人以上 1

医療型障害児入所施設 2
10人以下 1
11人以上20人以下 0
21人以上30人以下 0
31人以上40人以下 0
41人以上50人以下 0
51人以上60人以下 0
61人以上70人以下 0
71人以上80人以下 0
81人以上 1

第83表 法人種類別にみた給与等の引上げを行わなかった理由 （複数回答）

施設・
事業所数

449
9
9

62
20

230
75
1
0

43

第84表 設立年数別にみた給与等の引上げを行わなかった理由 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 449
５年未満 123
５年以上10年未満 102
10年以上15年未満 82
15年以上20年未満 61
20年以上25年未満 35
25年以上30年未満 15
30年以上 31

独立行政法人（のぞみの園、国立病院機構以外）・地方独立行政法人
その他の法人（社団・財団、農協、生協、学校等）

社会福祉協議会
社会福祉法人（社会福祉協議会以外）
医療法人
営利法人（株式・合名・合資・合同会社）
特定非営利活動法人（ＮＰＯ）
国、のぞみの園、独立行政法人国立病院機構

15.2%
14.7%
0.0%

-
18.6%

10.9%
16.0%
0.0%

-
18.6%

17.0%
14.7%

全体
都道府県、市区町村、広域連合・一部事務組合

増収分を借
入金の返済
に充てたため

100.0%
0.0%
0.0%

-
-
-
-
-
-

33.3%
-

0.0%
0.0%

-
-
-
-
-

-
27.3%
42.9%

-
0.0%

28.6%
42.9%
25.0%
25.0%

27.8%
20.0%
66.7%

-
7.1%
7.1%

-

令和６年１
月末までに給
与等を引き
上げているた

め

16.7%
20.0%

人員配置を
厚くして職員
の業務負担
軽減を図るこ
とを優先した

ため

-
-
-
-
-
-

100.0%

-
-
-
-
-

0.0%
50.0%
0.0%

-

0.0%
14.3%
0.0%

25.0%
25.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%

0.0%
-

0.0%
0.0%

-
-

18.2%
28.6%

-
14.3%

-
0.0%

23.8%
0.0%

50.0%

22.2%
13.3%
66.7%

-
14.3%
14.3%

現在の給与
水準が他の
施設・事業

所と比べ高い
ため

-
-

0.0%

-
0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-
-
-

25.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%

-
-
-
-

-
-

9.1%

-
-
-
-
-
-
-

0.0%

0.0%
-
-
-
-
-

0.0%
0.0%
0.0%

-
50.0%
19.0%
14.3%
0.0%

75.0%
33.3%

-
100.0%

33.3%
0.0%

-
21.4%
21.4%

-
-

45.5%
42.9%

27.8%

制度の今後
の動向等につ
いて見通しが
立たず、長期
的な事業計
画が立てられ

ないため

22.2%
26.7%
0.0%

-
42.9%

経営が安定
しないため

-
-
-

0.0%

-
-

0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-
-

50.0%
50.0%
33.3%

-
0.0%

100.0%
-
-
-

42.9%
-
-

36.4%
28.6%

-
50.0%
38.1%
0.0%

0.0%
-
-
-
-
-
-
-

0.0%

0.0%
0.0%

-
-
-
-
-

0.0%
0.0%

14.3%
-

0.0%
9.5%

14.3%
0.0%
0.0%
0.0%

-

5.6%
6.7%
0.0%

-
7.1%
7.1%

-
-

9.1%

0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-
-
-
-

0.0%
-

0.0%
0.0%

-
-
-
-
-

-
36.4%
28.6%

-
50.0%
9.5%
0.0%

25.0%
0.0%

27.8%
33.3%
0.0%

-
21.4%
21.4%

-

障害福祉
サービス等の
報酬の収入
が減少したた

め

-

-
-
-
-
-

0.0%
0.0%
0.0%

-

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%

0.0%
-

21.4%
21.4%

-
-

0.0%
0.0%

-

16.7%
20.0%

支出が収入
を上回ったた

め

-
-
-
-
-
-

-
-

0.0%
0.0%

-
0.0%
9.5%

28.6%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

-
7.1%
7.1%

その他

3.0%
1.3%
0.0%

-
41.9%

支出が収入
を上回ったた

め

15.4%
0.0%

11.1%
12.9%
20.0%
14.8%
20.0%
0.0%

-
16.3%

障害福祉
サービス等の
報酬の収入
が減少したた

め

-
0.0%
0.0%
0.0%

-
-
-
-
-

0.0%
0.0%

-
0.0%
0.0%

-
-
-
-

0.0%

-
-

0.0%

31.7%
24.0%
0.0%

-
0.0%

11.1%
11.1%
24.2%
30.0%

人員配置を
厚くして職員
の業務負担
軽減を図るこ
とを優先した

ため

11.8%
0.0%
0.0%

11.3%
5.0%

現在の給与
水準が他の
施設・事業

所と比べ高い
ため

15.6%
22.2%
0.0%

17.7%
20.0%

経営が安定
しないため

39.9%
0.0%

0.0%
-

0.0%

その他

3.3%
22.2%
0.0%
3.2%

15.0%

29.2%
0.0%

55.6%
22.6%
15.0%

22.2%
29.0%
10.0%
41.7%
50.7%

100.0%
-

51.2%

増収分を借
入金の返済
に充てたため

6.2%
0.0%

22.2%
6.5%
0.0%
7.4%
4.0%
0.0%

-
4.7%

13.3%
22.6%

人員配置を
厚くして職員
の業務負担
軽減を図るこ
とを優先した

ため

11.8%
17.1%
14.7%
7.3%
3.3%
2.9%

20.0%
16.1%

0.0%
-

7.0%

制度の今後
の動向等につ
いて見通しが
立たず、長期
的な事業計
画が立てられ

ないため

20.5%
11.1%
33.3%
19.4%
15.0%
21.3%
22.7%
0.0%

-
16.3%

令和６年１
月末までに給
与等を引き
上げているた

め

17.1%
16.3%
13.7%
17.1%
13.1%
34.3%

現在の給与
水準が他の
施設・事業

所と比べ高い
ため

15.6%
17.1%
14.7%
12.2%
14.8%
14.3%

経営が安定
しないため

39.9%
39.0%
43.1%
45.1%
41.0%
37.1%

令和６年１
月末までに給
与等を引き
上げているた

め

17.1%

障害福祉
サービス等の
報酬の収入
が減少したた

め

29.2%
22.0%
37.3%
28.0%
29.5%
31.4%
40.0%
25.8%

支出が収入
を上回ったた

め

15.4%
14.6%
16.7%
17.1%
11.5%
22.9%
13.3%
9.7%

26.7%
25.8%

増収分を借
入金の返済
に充てたため

6.2%
8.1%
2.9%
8.5%
6.6%
5.7%
6.7%
3.2%

33.3%
16.1%

制度の今後
の動向等につ
いて見通しが
立たず、長期
的な事業計
画が立てられ

ないため

20.5%
17.9%
21.6%
23.2%
18.0%
14.3%
33.3%
25.8%

その他

3.3%
2.4%
2.9%
2.4%
8.2%
2.9%
0.0%
3.2%
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６．給与等の引上げ以外の処遇改善等の取組み

第85表 給与等の引上げ以外の処遇改善等の取組み

入職促進に向けた取組

資質の向上やキャリアアップに向けた支援

両立支援・多様な働き方の推進

腰痛を含む心身の健康管理

生産性向上のための業務改善の取組

やりがい・働きがいの醸成

12.9%

16.1%

6.4%

10.0%

8.2%

従来より実施し
ており、今回、
内容等を変更

していない

54.8%

35.6%

57.4%

43.5%

60.9%

44.2%

28.6%

46.6%

49.4%

62.1%

66.6%

49.0%

44.3%

3.7%

6.5%

6.3%

11.9%

8.0%

3.8%

7.1%

74.8%

86.3%

40.9%

67.7%

65.9%

従来より実施し
ており、今回、
更に充実した

14.8%

8.8%

11.6%

8.9%

15.3%

10.1%

4.4%

8.0%

6.7%

10.2%

12.9%

6.9%

6.0%

29.1%

60.9%

48.7%

78.4%

38.0%

38.5%

60.4%

2.1%

1.5%

1.8%

2.4%

2.1%

合計

15.2%

29.6%

13.7%

24.7%

10.2%

26.7%

42.4%

26.8%

22.2%

12.7%

7.9%

25.3%

25.5%

1.2%

1.7%

2.4%

1.6%

2.1%

1.5%

2.3%

59.9%

68.8%

32.7%

55.3%

55.7%

従来、実施して
いなかったが、
今回、新たに

実施した

1.8%

2.0%

1.6%

2.0%

1.6%

1.9%

1.9%

2.1%

1.0%

1.6%

1.4%

1.9%

1.5%

24.2%

52.7%

40.1%

64.9%

27.9%

33.2%

51.0%

14.1%

12.0%

14.6%

12.8%

4.6%

34.7%

17.6%

18.9%

従来及び今
回、実施してい
なかったが、今
後実施する予

定

10.9%

11.5%

6.8%

11.8%

6.0%

14.3%

19.1%

15.8%

8.2%

6.9%

5.4%

14.9%

12.2%

33.2%

21.8%

33.1%

9.6%

32.4%

29.7%

23.7%

タブレット端末やインカム等のＩＣＴ活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減

高齢者の活躍（居室やフロア等の掃除、食事の配膳、下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供）等に
よる役割分担の明確化

５Ｓ活動（業務管理の手法の１つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの）等の実践による職場環境の整備

業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善

地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施

研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

エルダー・メンター（仕事やメンタル面のサポート等をする担当者）制度等の導入

上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備

職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員か正規職員への転換の制度等
の整備

有給休暇が取得しやすい環境の整備

業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実

障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮

福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等の導入及び研修等による腰痛対策
の実施

利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

給与等の引上げ以外の処遇改善等の取組みについて、実施率（「従来又は今回実施している」という施設・事業所の割合）を職場環境等要件の各区分別に見ると、入職促進に向けた取組では「法人や事業所の経営理念やケア方針などの明確化」「経
験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築」、資質の向上やキャリアアップに向けた支援では「研修の受講支援等」、両立支援・多様な働き方の推進では「有給休暇が取得しやすい環境の整備」、腰痛を含む心身の健康管理では「事故・トラ
ブルの対応マニュアル等の作成等の体制の整備」、生産性向上のための業務改善の取組では「業務手順書の作成等」、やりがい・働きがいの醸成では「ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化」の実施率が高くなっている。

3.5%

1.5%

17.3%

5.8%

7.3%

従来又は今回実施している 従来及び今回実施していない

20.4%

10.3%

12.3%

3.2%

18.3%

17.6%

9.1%

9.3%

3.1%

17.4%

11.8%

11.6%

従来及び今
回、実施してお
らず、今後も実
施する予定なし

4.3%

18.1%

6.9%

13.0%

4.2%

12.4%

23.2%

11.0%

14.0%

5.8%

2.5%

10.3%

13.3%

12.8%

11.5%

20.8%

6.4%

短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施

事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

56.1%

34.9%

56.6%

57.1%

74.0%

80.9%

57.8%

51.9%

合計

71.4%

46.3%

70.6%

54.4%

77.8%

法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築

他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施

働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀
痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
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Ⅳ．障害福祉サービス等従事者の平均給与額等の状況
１．福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における障害福祉サービス等従事者の平均給与額等

第86表 職種別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における障害福祉サービス等従事者の平均給与額等（常勤）
令和６年９月 令和５年９月 差

職員数 平均年齢 平均勤続
年数

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

全体 16,347 46.2 9.2 20.4 160.9 353,450 20.7 162.9 333,520 ▲ 0.3 ▲ 2.0 19,930
福祉・介護職員 9,943 44.9 7.9 20.4 160.7 327,720 20.6 162.5 307,750 ▲ 0.3 ▲ 1.8 19,970
　生活支援員 4,663 44.5 8.9 20.2 159.6 337,710 20.4 161.5 317,910 ▲ 0.3 ▲ 1.8 19,800
　就労支援員 179 43.2 5.6 19.7 154.9 328,710 20.2 158.1 305,760 ▲ 0.5 ▲ 3.2 22,950
　職業指導員 799 46.3 6.7 20.4 158.2 296,000 20.9 161.5 279,320 ▲ 0.5 ▲ 3.3 16,680
　地域移行支援員 43 48.0 7.4 19.9 155.7 305,810 20.1 155.8 285,350 ▲ 0.2 ▲ 0.1 20,460
　ホームヘルパー 1,419 48.1 7.6 21.4 169.0 335,180 21.6 169.1 311,330 ▲ 0.2 ▲ 0.2 23,850
　児童指導員 789 40.4 6.5 20.3 159.7 319,690 20.6 161.6 300,310 ▲ 0.3 ▲ 1.9 19,380
　保育士 609 37.6 7.0 20.2 159.6 343,600 20.5 161.9 321,670 ▲ 0.4 ▲ 2.4 21,930
　世話人 693 53.2 7.4 20.5 159.3 270,560 20.7 160.5 257,370 ▲ 0.2 ▲ 1.2 13,190
　訪問支援員 321 40.8 5.6 20.1 159.0 333,180 20.5 161.2 307,540 ▲ 0.4 ▲ 2.2 25,640
　就労定着支援員 248 42.8 6.3 20.0 159.3 334,570 20.5 163.2 316,810 ▲ 0.5 ▲ 3.9 17,760
　地域生活支援員 119 45.2 9.6 19.9 156.4 366,960 20.3 159.5 346,200 ▲ 0.4 ▲ 3.2 20,760
　夜間支援従事者 61 51.0 5.1 18.5 165.9 280,130 18.3 164.2 259,760 0.2 1.7 20,370
サービス管理責任者等 3,726 48.9 11.8 20.7 163.6 405,480 21.0 165.7 385,120 ▲ 0.3 ▲ 2.1 20,360
医師 7 53.7 4.3 19.0 147.0 755,020 19.3 147.4 737,090 ▲ 0.3 ▲ 0.4 17,930
看護職員（保健師、看護師、准看護師） 707 49.5 9.4 19.8 156.2 421,390 20.2 158.9 399,130 ▲ 0.4 ▲ 2.8 22,260
理学療法士・作業療法士 215 41.0 9.3 20.0 157.3 399,850 20.3 160.6 381,230 ▲ 0.3 ▲ 3.3 18,620
機能訓練担当職員（言語聴覚士含む） 60 38.3 6.4 19.9 156.7 374,120 20.2 159.7 346,750 ▲ 0.3 ▲ 2.9 27,370
心理指導担当職員 44 43.1 13.3 19.6 152.0 447,850 19.8 154.5 432,230 ▲ 0.2 ▲ 2.5 15,620
管理栄養士・栄養士 445 44.8 12.7 20.1 158.8 367,090 20.4 161.6 347,820 ▲ 0.4 ▲ 2.8 19,270
調理員 254 50.5 10.6 20.5 161.1 299,390 20.7 162.6 285,000 ▲ 0.1 ▲ 1.5 14,390
事務員 946 47.7 11.2 20.0 157.6 357,080 20.4 160.4 339,260 ▲ 0.4 ▲ 2.8 17,820

※平均給与額は、基本給＋手当＋一時金（４～９月支給金額の1／6）により算出。また、10円未満を四捨五入している。

第87表 職種別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における障害福祉サービス等従事者の平均給与額等（非常勤）
令和６年９月 令和５年９月 差

職員数 平均年齢 平均勤続
年数

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

全体 5,636 56.4 7.6 13.7 64.2 113,610 14.0 64.5 107,810 ▲ 0.2 ▲ 0.3 5,800
福祉・介護職員 4,865 56.9 7.7 13.8 63.7 107,720 14.1 64.0 102,140 ▲ 0.3 ▲ 0.3 5,580
　生活支援員 1,020 54.6 6.3 13.4 76.0 118,520 13.5 76.0 110,900 ▲ 0.1 ▲ 0.0 7,620
　就労支援員 33 48.1 5.7 13.9 71.6 213,740 14.5 75.0 214,280 ▲ 0.6 ▲ 3.4 ▲ 540
　職業指導員 262 53.4 5.8 14.5 79.6 117,460 14.8 80.7 112,230 ▲ 0.3 ▲ 1.1 5,230
　地域移行支援員 9 59.3 5.1 11.3 83.1 113,190 11.4 90.9 116,850 ▲ 0.1 ▲ 7.8 ▲ 3,660
　ホームヘルパー 2,122 58.4 9.9 14.8 53.0 102,200 15.2 53.0 97,240 ▲ 0.3 0.0 4,960
　児童指導員 300 51.8 5.2 12.5 63.5 93,200 12.9 63.9 88,040 ▲ 0.4 ▲ 0.4 5,160
　保育士 123 47.5 5.3 14.0 77.7 115,270 13.9 77.0 109,090 0.1 0.7 6,180
　世話人 717 63.8 6.2 12.6 66.7 95,250 13.0 68.0 91,420 ▲ 0.4 ▲ 1.3 3,830
　訪問支援員 127 47.0 5.5 11.9 67.7 133,480 12.1 67.1 121,390 ▲ 0.3 0.6 12,090
　就労定着支援員 43 50.4 5.6 12.1 66.9 173,070 12.5 71.4 167,680 ▲ 0.4 ▲ 4.5 5,390
　地域生活支援員 18 49.8 9.2 13.2 88.3 167,490 13.7 89.0 161,140 ▲ 0.6 ▲ 0.7 6,350
　夜間支援従事者 91 55.3 4.4 9.6 71.4 105,660 9.5 70.5 99,110 0.2 0.9 6,550
サービス管理責任者等 169 49.3 8.0 14.7 71.4 235,080 14.4 69.7 223,670 0.3 1.7 11,410
医師 23 54.1 10.2 7.3 44.7 346,080 7.0 43.0 317,360 0.3 1.7 28,720
看護職員（保健師、看護師、准看護師） 146 57.2 6.3 11.4 60.6 118,200 11.6 60.6 113,580 ▲ 0.2 ▲ 0.0 4,620
理学療法士・作業療法士 40 46.7 8.0 6.7 31.7 98,470 6.6 31.2 90,390 0.1 0.5 8,080
機能訓練担当職員（言語聴覚士含む） 31 50.9 5.7 9.1 54.1 130,090 9.4 53.8 122,300 ▲ 0.3 0.4 7,790
心理指導担当職員 3 41.7 5.7 11.3 71.7 204,970 14.3 95.3 270,050 ▲ 3.0 ▲ 23.7 ▲ 65,080
管理栄養士・栄養士 42 47.6 7.6 15.2 81.3 156,960 15.5 81.1 153,190 ▲ 0.3 0.1 3,770
調理員 127 58.4 7.0 15.4 74.8 100,850 15.7 75.6 95,820 ▲ 0.3 ▲ 0.8 5,030
事務員 190 53.7 6.7 14.0 72.6 122,510 14.3 74.0 116,730 ▲ 0.3 ▲ 1.5 5,780

※平均給与額は、基本給＋手当＋一時金（４～９月支給金額の1／6）により算出。また、10円未満を四捨五入している。

令和６年度に福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている施設・事業所において、令和５年９月と令和６年９月ともに在籍している者の、令和５年９月と令和６年９月の平均給与額を比較すると、常勤の福祉・介護職員では19,970円増
加している。非常勤の福祉・介護職員では5,580円増加している。
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第88表 職種別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における障害福祉サービス等従事者の平均給与額等の内訳（常勤）

基本給 手当 一時金 基本給 手当 一時金 基本給 手当 一時金

職員数
うち決まって毎
月支給される

手当

うち決まって毎
月支給される

手当

うち決まって毎
月支給される

手当
全体 16,347 222,890 73,870 50,080 56,690 216,560 65,120 43,130 51,840 6,330 8,750 6,950 4,850

福祉・介護職員 9,943 207,810 69,920 45,900 50,000 201,360 61,450 39,490 44,930 6,450 8,470 6,410 5,070
　生活支援員 4,663 210,050 71,940 44,210 55,720 203,820 63,150 37,550 50,940 6,230 8,790 6,660 4,780
　就労支援員 179 220,850 60,790 46,410 47,080 214,740 51,460 38,920 39,570 6,110 9,330 7,490 7,510
　職業指導員 799 204,840 51,750 38,080 39,410 199,020 45,830 32,890 34,480 5,820 5,920 5,190 4,930
　地域移行支援員 43 193,220 64,200 40,830 48,390 186,610 52,850 32,530 45,890 6,610 11,350 8,300 2,500
　ホームヘルパー 1,419 210,090 81,140 55,820 43,950 201,290 71,210 48,940 38,830 8,800 9,930 6,880 5,120
　児童指導員 789 202,190 69,280 49,800 48,230 197,170 60,470 42,210 42,680 5,020 8,810 7,590 5,550
　保育士 609 208,850 77,850 52,600 56,900 202,450 68,810 45,580 50,420 6,400 9,040 7,020 6,480
　世話人 693 184,120 54,840 33,330 31,600 179,290 49,220 28,750 28,860 4,830 5,620 4,580 2,740
　訪問支援員 321 213,730 67,150 52,520 52,300 207,120 59,760 47,430 40,670 6,610 7,390 5,090 11,630
　就労定着支援員 248 217,360 66,630 50,440 50,590 209,560 60,150 46,660 47,100 7,800 6,480 3,780 3,490
　地域生活支援員 119 238,770 66,380 42,950 61,810 233,470 54,470 36,200 58,260 5,300 11,910 6,750 3,550
　夜間支援従事者 61 195,460 57,650 27,570 27,020 185,000 51,440 22,260 23,320 10,460 6,210 5,310 3,700
サービス管理責任者等 3,726 250,510 91,940 67,950 63,030 244,170 81,760 59,210 59,190 6,340 10,180 8,740 3,840
医師 7 568,480 127,880 110,460 58,670 582,510 102,920 83,130 51,660 ▲ 14,030 24,960 27,330 7,010
看護職員（保健師、看護師、准看護師） 707 261,530 79,120 44,200 80,750 256,380 68,770 36,270 73,970 5,150 10,350 7,930 6,780
理学療法士・作業療法士 215 253,410 72,970 49,500 73,470 247,800 66,280 44,270 67,140 5,610 6,690 5,230 6,330
機能訓練担当職員（言語聴覚士含む） 60 234,840 69,860 50,590 69,430 225,350 63,450 47,810 57,950 9,490 6,410 2,780 11,480
心理指導担当職員 44 263,470 84,260 54,150 100,120 258,230 78,990 47,770 95,010 5,240 5,270 6,380 5,110
管理栄養士・栄養士 445 236,520 55,570 38,950 75,000 230,810 47,890 32,730 69,120 5,710 7,680 6,220 5,880
調理員 254 201,710 42,040 26,720 55,640 195,220 37,520 22,540 52,270 6,490 4,520 4,180 3,370
事務員 946 230,880 57,100 38,920 69,100 224,560 49,810 32,530 64,880 6,320 7,290 6,390 4,220

※

※10円未満を四捨五入しているため、合計が合わないことがある。

第89表 職種別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における障害福祉サービス等従事者の平均給与額等の内訳（非常勤）

基本給 手当 一時金 基本給 手当 一時金 基本給 手当 一時金

職員数
うち決まって毎
月支給される

手当

うち決まって毎
月支給される

手当

うち決まって毎
月支給される

手当
全体 5,636 87,430 17,600 9,940 8,570 84,750 15,400 8,420 7,650 2,680 2,200 1,520 920

福祉・介護職員 4,865 82,790 17,060 9,450 7,870 80,310 14,960 8,040 6,870 2,480 2,100 1,410 1,000
　生活支援員 1,020 93,950 15,890 9,090 8,680 90,280 13,070 7,480 7,560 3,670 2,820 1,610 1,120
　就労支援員 33 142,850 52,550 41,290 18,340 142,280 51,390 40,190 20,600 570 1,160 1,100 ▲ 2,260
　職業指導員 262 97,600 13,080 8,070 6,780 94,890 11,470 6,920 5,870 2,710 1,610 1,150 910
　地域移行支援員 9 90,740 10,650 6,320 11,800 96,230 11,210 7,000 9,410 ▲ 5,490 ▲ 560 ▲ 680 2,390
　ホームヘルパー 2,122 73,810 20,280 10,460 8,110 72,220 17,970 8,980 7,050 1,590 2,310 1,480 1,060
　児童指導員 300 78,230 9,360 5,960 5,620 75,050 7,610 4,650 5,380 3,180 1,750 1,310 240
　保育士 123 94,830 12,090 8,820 8,350 89,910 11,810 8,260 7,370 4,920 280 560 980
　世話人 717 76,920 12,900 6,810 5,430 75,070 11,350 5,460 5,000 1,850 1,550 1,350 430
　訪問支援員 127 108,170 13,970 8,890 11,350 100,880 12,430 7,480 8,090 7,290 1,540 1,410 3,260
　就労定着支援員 43 118,580 30,540 25,920 23,940 117,260 29,850 25,190 20,580 1,320 690 730 3,360
　地域生活支援員 18 131,750 21,290 13,780 14,460 130,050 20,490 12,830 10,600 1,700 800 950 3,860
　夜間支援従事者 91 84,530 16,530 7,900 4,600 80,660 15,490 7,080 2,960 3,870 1,040 820 1,640
サービス管理責任者等 169 162,950 46,020 33,170 26,110 155,820 42,360 29,240 25,490 7,130 3,660 3,930 620
医師 23 262,340 72,110 12,200 11,630 251,720 54,510 10,770 11,130 10,620 17,600 1,430 500
看護職員（保健師、看護師、准看護師） 146 99,760 11,790 7,840 6,650 97,760 9,740 6,140 6,080 2,000 2,050 1,700 570
理学療法士・作業療法士 40 84,240 9,600 5,220 4,640 77,050 9,150 4,570 4,190 7,190 450 650 450
機能訓練担当職員（言語聴覚士含む） 31 115,080 11,510 3,840 3,510 109,450 9,710 2,680 3,140 5,630 1,800 1,160 370
心理指導担当職員 3 170,310 32,100 20,640 2,560 243,820 10,580 680 15,650 ▲ 73,510 21,520 19,960 ▲ 13,090
管理栄養士・栄養士 42 117,860 18,050 13,380 21,050 116,190 17,360 12,330 19,650 1,670 690 1,050 1,400
調理員 127 85,980 8,630 4,970 6,240 83,050 6,990 3,600 5,780 2,930 1,640 1,370 460
事務員 190 97,620 12,420 7,520 12,470 94,320 9,960 5,190 12,450 3,300 2,460 2,330 20

※

※10円未満を四捨五入しているため、合計が合わないことがある。

令和６年９月 令和５年９月 差

手当は職務手当、処遇改善手当、通勤手当、家族手当などが含まれるほか、時間外手当（早朝・深夜・休日手当等）も含まれる。決まって毎月支給される手当は、労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情と関係なく支給されるも
ので、職務手当や資格手当等を含み、通勤手当や、扶養手当等は含まない。

令和６年９月 令和５年９月 差

手当は職務手当、処遇改善手当、通勤手当、家族手当などが含まれるほか、時間外手当（早朝・深夜・休日手当等）も含まれる。決まって毎月支給される手当は、労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情と関係なく支給されるも
ので、職務手当や資格手当等を含み、通勤手当や、扶養手当等は含まない。
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２．福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等
（１）サービス別

第90表 サービス別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（常勤）
令和６年９月 令和５年９月 差

職員数 平均年齢 平均勤続
年数

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

全体 9,943 44.9 7.9 20.4 160.7 327,720 20.6 162.5 307,750 ▲ 0.3 ▲ 1.8 19,970
居宅介護 293 48.0 6.8 21.3 167.1 317,550 21.4 168.7 297,720 ▲ 0.1 ▲ 1.6 19,830
重度訪問介護 372 48.3 7.0 21.7 171.6 347,540 21.8 170.4 316,390 ▲ 0.0 1.2 31,150
同行援護 289 51.5 8.9 21.3 166.4 319,880 21.5 167.4 299,300 ▲ 0.2 ▲ 1.0 20,580
行動援護 465 45.8 7.7 21.3 169.6 345,900 21.6 169.5 323,330 ▲ 0.3 0.1 22,570
療養介護 183 43.2 12.4 19.7 152.8 398,100 19.8 154.3 380,510 ▲ 0.2 ▲ 1.5 17,590
生活介護 762 44.3 8.4 20.1 159.1 317,000 20.4 161.2 295,540 ▲ 0.3 ▲ 2.1 21,460
短期入所 974 44.1 9.4 20.1 161.1 349,860 20.3 162.6 331,860 ▲ 0.2 ▲ 1.5 18,000
重度障害者等包括支援 10 37.6 5.6 20.4 161.9 333,740 20.8 165.3 317,120 ▲ 0.4 ▲ 3.4 16,620
施設入所支援 982 42.4 10.9 20.3 160.2 371,620 20.5 161.7 350,510 ▲ 0.2 ▲ 1.5 21,110
自立訓練（機能訓練） 107 44.7 10.0 19.4 153.6 372,560 19.8 156.6 351,010 ▲ 0.4 ▲ 3.0 21,550
自立訓練（生活訓練） 436 44.0 6.3 19.9 157.9 326,580 20.3 160.6 304,930 ▲ 0.4 ▲ 2.7 21,650
就労移行支援 497 43.3 6.1 19.9 155.6 310,600 20.4 159.4 290,410 ▲ 0.5 ▲ 3.8 20,190
就労継続支援Ａ型 470 46.6 5.8 21.0 161.6 289,060 21.2 164.5 270,100 ▲ 0.3 ▲ 2.9 18,960
就労継続支援Ｂ型 662 48.3 7.3 20.3 157.7 289,130 20.8 160.6 273,690 ▲ 0.5 ▲ 2.9 15,440
就労定着支援 248 42.8 6.3 20.0 159.3 334,570 20.5 163.2 316,810 ▲ 0.5 ▲ 3.9 17,760
自立生活援助 119 45.2 9.6 19.9 156.4 366,960 20.3 159.5 346,200 ▲ 0.4 ▲ 3.2 20,760
共同生活援助（介護サービス包括型） 553 51.2 7.9 20.2 160.7 291,050 20.3 160.4 274,190 ▲ 0.0 0.3 16,860
共同生活援助（日中サービス支援型） 467 46.8 6.1 20.1 164.3 308,690 20.2 165.0 290,150 ▲ 0.2 ▲ 0.7 18,540
共同生活援助（外部サービス利用型） 300 55.6 9.4 20.7 155.9 269,610 21.1 158.4 257,200 ▲ 0.3 ▲ 2.6 12,410
児童発達支援 441 39.4 4.2 20.2 160.4 293,940 20.6 162.5 273,760 ▲ 0.4 ▲ 2.1 20,180
放課後等デイサービス 443 39.0 4.3 20.5 160.5 286,110 20.8 163.0 266,600 ▲ 0.3 ▲ 2.6 19,510
居宅訪問型児童発達支援 26 47.8 8.0 19.9 154.8 371,420 20.2 158.2 338,700 ▲ 0.3 ▲ 3.4 32,720
保育所等訪問支援 295 40.2 5.4 20.1 159.4 329,810 20.5 161.5 304,800 ▲ 0.4 ▲ 2.1 25,010
福祉型障害児入所施設 352 38.1 10.1 20.3 161.7 394,030 20.6 163.3 371,120 ▲ 0.3 ▲ 1.6 22,910
医療型障害児入所施設 197 42.0 12.9 19.6 151.6 410,840 19.9 153.7 393,390 ▲ 0.3 ▲ 2.0 17,450
※平均給与額は、基本給＋手当＋一時金（４～９月支給金額の1／6）により算出。また、10円未満を四捨五入している。

第91表 サービス別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（非常勤）
令和６年９月 令和５年９月 差

職員数 平均年齢 平均勤続
年数

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

全体 4,865 56.9 7.7 13.8 63.7 107,720 14.1 64.0 102,140 ▲ 0.3 ▲ 0.3 5,580
居宅介護 574 59.6 10.0 15.6 50.8 96,470 16.0 50.5 91,670 ▲ 0.4 0.3 4,800
重度訪問介護 473 56.0 8.9 14.6 54.4 108,150 14.8 53.8 101,810 ▲ 0.1 0.6 6,340
同行援護 608 59.6 10.7 15.5 53.3 104,260 15.9 54.1 101,420 ▲ 0.4 ▲ 0.8 2,840
行動援護 467 57.6 9.7 13.3 54.0 100,560 13.5 53.9 94,020 ▲ 0.3 0.1 6,540
療養介護 17 47.0 9.6 15.5 99.1 185,750 14.0 87.8 161,500 1.5 11.2 24,250
生活介護 216 53.8 7.1 13.9 80.6 116,780 14.1 81.6 109,580 ▲ 0.2 ▲ 1.0 7,200
短期入所 187 58.2 6.2 12.4 71.9 110,580 12.3 71.1 102,700 0.0 0.8 7,880
重度障害者等包括支援 2 51.0 4.0 12.5 56.5 103,630 14.5 78.5 88,460 ▲ 2.0 ▲ 22.0 15,170
施設入所支援 55 55.6 8.3 16.2 84.2 148,510 16.1 84.1 139,980 0.1 0.1 8,530
自立訓練（機能訓練） 20 50.1 8.4 13.1 80.2 182,390 13.0 78.9 181,600 0.1 1.3 790
自立訓練（生活訓練） 133 50.8 5.5 12.9 77.0 120,720 13.2 78.6 114,380 ▲ 0.3 ▲ 1.6 6,340
就労移行支援 113 51.3 5.8 13.8 70.8 170,000 14.1 72.6 166,790 ▲ 0.3 ▲ 1.8 3,210
就労継続支援Ａ型 163 50.9 4.9 15.9 85.2 121,330 16.3 84.4 113,350 ▲ 0.3 0.7 7,980
就労継続支援Ｂ型 255 53.9 6.2 13.6 74.6 99,680 13.9 77.0 95,570 ▲ 0.3 ▲ 2.5 4,110
就労定着支援 43 50.4 5.6 12.1 66.9 173,070 12.5 71.4 167,680 ▲ 0.4 ▲ 4.5 5,390
自立生活援助 18 49.8 9.2 13.2 88.3 167,490 13.7 89.0 161,140 ▲ 0.6 ▲ 0.7 6,350
共同生活援助（介護サービス包括型） 570 61.6 5.8 11.5 65.9 99,420 11.7 66.0 94,440 ▲ 0.1 ▲ 0.1 4,980
共同生活援助（日中サービス支援型） 123 58.3 3.5 11.6 73.5 105,100 11.6 73.0 97,390 0.0 0.4 7,710
共同生活援助（外部サービス利用型） 278 65.8 7.1 13.7 69.0 95,340 14.3 70.8 91,270 ▲ 0.6 ▲ 1.8 4,070
児童発達支援 183 48.8 4.9 13.0 70.3 98,840 13.0 68.3 92,420 0.0 2.0 6,420
放課後等デイサービス 221 52.0 5.1 12.7 64.1 94,760 13.2 65.9 90,990 ▲ 0.5 ▲ 1.7 3,770
居宅訪問型児童発達支援 30 46.6 5.9 11.6 63.9 151,380 12.0 63.9 133,920 ▲ 0.3 ▲ 0.1 17,460
保育所等訪問支援 97 47.2 5.3 12.0 68.9 127,950 12.2 68.1 117,520 ▲ 0.2 0.8 10,430
福祉型障害児入所施設 11 45.3 6.0 15.3 74.5 137,010 15.7 76.5 121,870 ▲ 0.5 ▲ 2.0 15,140
医療型障害児入所施設 8 57.8 16.0 15.6 94.5 200,390 15.5 92.4 183,420 0.1 2.1 16,970
※平均給与額は、基本給＋手当＋一時金（４～９月支給金額の1／6）により算出。また、10円未満を四捨五入している。

令和６年度に福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている施設・事業所において、サービス別に、令和５年９月と令和６年９月ともに在籍している福祉・介護職員の平均給与額を令和５年９月と令和６年９月で比較すると、いずれのサービ
スも増加している。
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（２）施設・事業所規模別

第92表 施設・事業所規模別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（常勤）
令和６年９月 令和５年９月 差

職員数 平均年齢 平均勤続
年数

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

全体 9,943 44.9 7.9 20.4 160.7 327,720 20.6 162.5 307,750 ▲ 0.3 ▲ 1.8 19,970
居宅介護 293 48.0 6.8 21.3 167.1 317,550 21.4 168.7 297,720 ▲ 0.1 ▲ 1.6 19,830

9回以下 2 48.0 4.5 21.0 145.0 313,280 21.5 165.5 284,540 ▲ 0.5 ▲ 20.5 28,740
10回以上29回以下 23 47.0 7.6 19.5 162.2 354,800 20.0 167.3 322,670 ▲ 0.6 ▲ 5.1 32,130
30回以上49回以下 17 53.6 7.3 21.0 156.5 285,590 21.5 164.1 259,340 ▲ 0.5 ▲ 7.6 26,250
50回以上99回以下 64 47.8 6.1 21.5 167.9 353,260 21.7 169.5 334,910 ▲ 0.1 ▲ 1.6 18,350
100回以上199回以下 78 49.2 7.9 21.5 166.5 281,820 21.7 166.9 261,940 ▲ 0.2 ▲ 0.4 19,880
200回以上299回以下 27 46.7 6.8 21.2 172.9 304,280 21.0 172.0 292,680 0.2 0.9 11,600
300回以上 82 46.6 6.0 21.4 169.2 324,300 21.4 170.1 305,670 0.1 ▲ 0.8 18,630

重度訪問介護 372 48.3 7.0 21.7 171.6 347,540 21.8 170.4 316,390 ▲ 0.0 1.2 31,150
9回以下 37 48.7 7.3 22.3 176.4 311,450 22.7 177.7 302,070 ▲ 0.4 ▲ 1.4 9,380
10回以上29回以下 53 51.7 6.4 21.3 164.6 314,360 21.5 165.7 294,100 ▲ 0.2 ▲ 1.1 20,260
30回以上49回以下 20 49.1 9.7 22.5 166.4 365,570 22.2 168.7 332,210 0.3 ▲ 2.3 33,360
50回以上99回以下 66 50.3 6.6 22.0 168.5 345,170 22.0 168.9 304,900 ▲ 0.0 ▲ 0.4 40,270
100回以上199回以下 102 47.5 7.1 22.0 178.6 356,880 22.0 173.7 318,090 ▲ 0.0 4.9 38,790
200回以上299回以下 29 51.1 9.6 21.7 174.8 403,700 20.9 170.8 353,900 0.8 4.0 49,800
300回以上 63 43.4 5.9 21.0 167.2 347,700 21.1 167.0 326,200 ▲ 0.1 0.2 21,500

同行援護 289 51.5 8.9 21.3 166.4 319,880 21.5 167.4 299,300 ▲ 0.2 ▲ 1.0 20,580
9回以下 61 53.2 9.8 21.4 167.4 328,050 21.9 172.5 318,330 ▲ 0.5 ▲ 5.1 9,720
10回以上29回以下 105 51.7 8.9 20.7 164.7 308,190 21.0 165.8 292,040 ▲ 0.3 ▲ 1.1 16,150
30回以上49回以下 66 50.7 9.1 21.8 169.9 321,150 21.9 167.5 292,450 ▲ 0.1 2.4 28,700
50回以上99回以下 39 47.0 6.5 21.1 163.9 330,970 21.4 164.5 299,950 ▲ 0.3 ▲ 0.6 31,020
100回以上199回以下 6 65.7 12.2 22.7 164.7 275,090 20.8 161.2 259,920 1.8 3.5 15,170
200回以上299回以下 5 48.8 10.6 22.6 162.6 349,700 23.4 158.6 304,380 ▲ 0.8 4.0 45,320
300回以上 7 55.6 10.6 23.6 167.6 367,520 23.9 171.4 333,350 ▲ 0.3 ▲ 3.9 34,170

行動援護 465 45.8 7.7 21.3 169.6 345,900 21.6 169.5 323,330 ▲ 0.3 0.1 22,570
9回以下 60 46.5 8.9 21.2 167.8 343,850 21.6 169.5 326,130 ▲ 0.4 ▲ 1.7 17,720
10回以上29回以下 130 45.1 7.3 21.3 171.3 351,420 21.5 170.6 329,370 ▲ 0.2 0.8 22,050
30回以上49回以下 80 48.7 8.5 21.0 166.6 324,260 21.3 164.9 310,160 ▲ 0.3 1.8 14,100
50回以上99回以下 115 42.8 6.8 21.6 171.9 339,050 21.8 170.6 314,870 ▲ 0.2 1.3 24,180
100回以上199回以下 50 47.5 7.2 22.1 171.2 369,230 22.2 172.4 340,180 ▲ 0.0 ▲ 1.2 29,050
200回以上299回以下 17 45.2 5.3 19.6 170.7 384,200 20.3 177.1 341,140 ▲ 0.7 ▲ 6.4 43,060
300回以上 13 52.1 13.1 21.7 151.5 354,190 22.4 157.7 317,670 ▲ 0.7 ▲ 6.2 36,520

療養介護 183 43.2 12.4 19.7 152.8 398,100 19.8 154.3 380,510 ▲ 0.2 ▲ 1.5 17,590
40人以下 12 42.0 13.0 18.8 146.8 458,360 19.7 153.3 423,360 ▲ 0.8 ▲ 6.5 35,000
41人以上60人以下 46 42.1 11.6 19.5 151.8 393,690 19.8 154.1 378,340 ▲ 0.3 ▲ 2.3 15,350
61人以上80人以下 29 43.3 11.6 19.4 152.8 385,310 19.6 152.9 371,810 ▲ 0.1 ▲ 0.1 13,500
81人以上 96 43.9 12.9 19.9 154.1 396,550 19.9 155.0 378,820 ▲ 0.0 ▲ 0.8 17,730

生活介護 762 44.3 8.4 20.1 159.1 317,000 20.4 161.2 295,540 ▲ 0.3 ▲ 2.1 21,460
20人以下 444 44.8 7.5 20.1 159.2 295,520 20.5 161.9 275,510 ▲ 0.4 ▲ 2.7 20,010
21人以上40人以下 193 43.4 8.5 20.0 158.0 334,720 20.2 159.3 312,380 ▲ 0.2 ▲ 1.3 22,340
41人以上60人以下 99 43.9 11.6 20.1 161.1 373,800 20.4 162.2 345,670 ▲ 0.3 ▲ 1.2 28,130
61人以上80人以下 26 43.4 11.2 20.2 158.5 336,020 20.6 159.5 321,770 ▲ 0.4 ▲ 1.0 14,250
81人以上 0 - - - - - - - - - - -

短期入所 974 44.1 9.4 20.1 161.1 349,860 20.3 162.6 331,860 ▲ 0.2 ▲ 1.5 18,000
20人以下 889 43.9 9.4 20.2 160.9 348,560 20.4 162.6 330,900 ▲ 0.2 ▲ 1.7 17,660
21人以上40人以下 33 45.7 7.9 19.9 164.6 369,360 19.8 162.3 337,700 0.2 2.3 31,660
41人以上60人以下 34 46.8 9.8 18.8 163.7 366,850 18.9 161.9 351,730 ▲ 0.1 1.9 15,120
61人以上80人以下 0 - - - - - - - - - - -
81人以上 12 43.8 11.7 19.8 161.8 381,300 20.8 167.8 368,030 ▲ 0.9 ▲ 6.1 13,270

施設入所支援 982 42.4 10.9 20.3 160.2 371,620 20.5 161.7 350,510 ▲ 0.2 ▲ 1.5 21,110
40人以下 392 42.1 9.7 20.3 160.9 362,640 20.4 162.4 340,950 ▲ 0.2 ▲ 1.5 21,690
41人以上60人以下 430 42.4 11.6 20.3 159.7 375,580 20.5 161.5 353,000 ▲ 0.2 ▲ 1.9 22,580
61人以上80人以下 100 41.5 12.1 20.5 159.9 393,760 20.6 160.1 373,160 ▲ 0.1 ▲ 0.2 20,600
81人以上 60 45.8 12.3 20.3 160.4 364,960 20.5 160.7 357,370 ▲ 0.1 ▲ 0.3 7,590

自立訓練（機能訓練） 107 44.7 10.0 19.4 153.6 372,560 19.8 156.6 351,010 ▲ 0.4 ▲ 3.0 21,550
20人以下 72 44.6 9.5 19.5 155.4 347,850 20.0 158.8 328,290 ▲ 0.4 ▲ 3.4 19,560
21人以上40人以下 19 45.4 9.7 18.9 147.6 438,140 19.5 150.4 424,360 ▲ 0.5 ▲ 2.8 13,780
41人以上60人以下 10 42.8 14.0 19.9 153.5 439,400 20.0 158.0 382,320 ▲ 0.1 ▲ 4.5 57,080
61人以上80人以下 2 54.0 14.0 18.5 143.5 342,170 17.5 136.0 332,770 1.0 7.5 9,400
81人以上 4 43.8 8.0 19.5 154.5 353,850 19.5 154.3 342,300 0.0 0.3 11,550

自立訓練（生活訓練） 436 44.0 6.3 19.9 157.9 326,580 20.3 160.6 304,930 ▲ 0.4 ▲ 2.7 21,650
20人以下 387 44.1 6.2 19.9 157.9 320,570 20.3 160.8 300,730 ▲ 0.4 ▲ 2.9 19,840
21人以上40人以下 41 41.9 8.2 20.4 159.8 372,280 20.6 160.9 337,850 ▲ 0.1 ▲ 1.2 34,430
41人以上60人以下 8 50.8 3.8 18.3 145.5 383,260 18.1 145.5 339,220 0.1 0.0 44,040
61人以上80人以下 0 - - - - - - - - - - -
81人以上 0 - - - - - - - - - - -

就労移行支援 497 43.3 6.1 19.9 155.6 310,600 20.4 159.4 290,410 ▲ 0.5 ▲ 3.8 20,190
20人以下 475 43.2 6.2 19.8 155.3 307,980 20.4 159.2 288,270 ▲ 0.5 ▲ 3.9 19,710
21人以上40人以下 19 44.6 3.4 20.2 162.5 371,070 20.5 163.6 338,950 ▲ 0.3 ▲ 1.1 32,120
41人以上60人以下 3 45.3 9.0 21.0 165.3 342,620 21.0 166.7 321,860 0.0 ▲ 1.3 20,760
61人以上80人以下 0 - - - - - - - - - - -
81人以上 0 - - - - - - - - - - -

就労継続支援Ａ型 470 46.6 5.8 21.0 161.6 289,060 21.2 164.5 270,100 ▲ 0.3 ▲ 2.9 18,960
20人以下 412 46.3 5.4 20.9 161.1 280,370 21.1 162.8 258,830 ▲ 0.2 ▲ 1.7 21,540
21人以上40人以下 54 47.4 8.5 21.2 164.6 355,400 22.1 177.1 355,210 ▲ 1.0 ▲ 12.4 190
41人以上60人以下 4 62.8 13.8 21.8 171.5 287,980 21.3 168.3 282,300 0.5 3.3 5,680
61人以上80人以下 0 - - - - - - - - - - -
81人以上 0 - - - - - - - - - - -

就労継続支援Ｂ型 662 48.3 7.3 20.3 157.7 289,130 20.8 160.6 273,690 ▲ 0.5 ▲ 2.9 15,440
20人以下 436 48.3 6.6 20.4 158.1 285,090 20.8 160.4 268,150 ▲ 0.4 ▲ 2.2 16,940
21人以上40人以下 197 48.8 8.7 20.2 156.7 287,020 20.7 160.9 275,020 ▲ 0.5 ▲ 4.2 12,000
41人以上60人以下 29 43.2 7.3 20.0 158.3 364,140 20.6 161.8 347,860 ▲ 0.6 ▲ 3.4 16,280
61人以上80人以下 0 - - - - - - - - - - -
81人以上 0 - - - - - - - - - - -

令和６年度に福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている施設・事業所において、施設・事業所規模別に、令和５年９月と令和６年９月ともに在籍している福祉・介護職員の平均給与額を令和５年９月と令和６年９月で比較すると、常
勤、非常勤とも、多くの施設・事業所規模で増加が見られる。
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令和６年９月 令和５年９月 差

職員数 平均年齢 平均勤続
年数

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

共同生活援助（介護サービス包括型） 553 51.2 7.9 20.2 160.7 291,050 20.3 160.4 274,190 ▲ 0.0 0.3 16,860
4人以下 14 50.1 6.9 20.1 159.9 332,400 20.2 158.6 308,850 ▲ 0.1 1.3 23,550
5人 16 54.5 8.1 18.9 160.5 296,670 18.3 153.6 272,020 0.7 6.9 24,650
6人 17 55.2 8.7 20.6 156.6 289,450 20.7 157.2 275,500 ▲ 0.1 ▲ 0.6 13,950
7人 32 47.0 7.3 20.0 163.9 309,550 19.9 162.2 292,130 0.1 1.7 17,420
8人以上10人以下 67 54.5 8.1 20.1 160.5 285,280 19.8 158.0 264,510 0.3 2.5 20,770
11人以上13人以下 44 52.7 8.1 19.5 159.4 332,110 19.8 161.6 304,060 ▲ 0.3 ▲ 2.1 28,050
14人以上16人以下 77 47.6 6.5 20.6 162.2 279,950 20.7 161.5 262,560 ▲ 0.1 0.7 17,390
17人以上20人以下 87 51.1 7.3 19.9 160.7 280,560 20.1 162.2 264,700 ▲ 0.2 ▲ 1.6 15,860
21人以上30人以下 70 51.6 6.2 20.3 162.2 265,430 20.3 161.5 249,520 0.0 0.7 15,910
31人以上 129 51.2 10.2 20.7 159.5 298,090 20.7 159.8 287,630 0.0 ▲ 0.4 10,460

共同生活援助（日中サービス支援型） 467 46.8 6.1 20.1 164.3 308,690 20.2 165.0 290,150 ▲ 0.2 ▲ 0.7 18,540
4人以下 3 45.0 13.4 19.0 158.0 307,390 19.0 155.0 296,550 0.0 3.0 10,840
5人 7 43.9 7.6 19.7 163.0 337,810 20.7 165.4 329,390 ▲ 1.0 ▲ 2.4 8,420
6人 0 - - - - - - - - - - -
7人 16 54.1 3.3 20.4 165.7 264,780 21.8 173.3 255,420 ▲ 1.4 ▲ 7.6 9,360
8人以上10人以下 131 45.8 5.9 20.2 162.6 293,850 20.3 163.2 277,890 ▲ 0.1 ▲ 0.7 15,960
11人以上13人以下 20 46.6 12.3 20.7 162.4 378,420 20.7 163.0 364,240 0.0 ▲ 0.6 14,180
14人以上16人以下 58 44.2 8.6 20.3 161.5 318,930 20.6 163.7 296,800 ▲ 0.3 ▲ 2.2 22,130
17人以上20人以下 188 48.5 4.9 20.0 163.4 305,610 20.2 165.6 284,610 ▲ 0.3 ▲ 2.3 21,000
21人以上30人以下 9 46.7 4.8 20.3 162.7 360,400 20.1 162.7 337,510 0.2 0.0 22,890
31人以上 35 43.7 5.9 19.1 182.0 325,070 18.5 169.8 307,770 0.6 12.2 17,300

共同生活援助（外部サービス利用型） 300 55.6 9.4 20.7 155.9 269,610 21.1 158.4 257,200 ▲ 0.3 ▲ 2.6 12,410
4人以下 15 55.2 8.0 20.7 152.2 241,050 21.2 154.9 243,120 ▲ 0.5 ▲ 2.7 ▲ 2,070
5人 11 51.1 12.3 21.5 160.0 312,100 21.3 160.1 293,730 0.2 ▲ 0.1 18,370
6人 11 62.3 11.9 21.0 156.0 254,000 21.4 155.3 250,360 ▲ 0.4 0.7 3,640
7人 18 53.7 7.5 21.0 156.4 290,990 20.8 155.7 277,230 0.2 0.8 13,760
8人以上10人以下 18 50.2 7.2 21.1 157.9 252,180 21.4 160.3 243,610 ▲ 0.3 ▲ 2.4 8,570
11人以上13人以下 19 55.5 9.9 20.6 161.4 282,010 21.0 164.8 278,410 ▲ 0.4 ▲ 3.5 3,600
14人以上16人以下 20 53.7 8.9 20.5 150.5 300,550 20.6 151.2 276,000 ▲ 0.1 ▲ 0.7 24,550
17人以上20人以下 46 54.6 12.5 20.0 150.6 292,410 20.5 154.6 277,400 ▲ 0.5 ▲ 4.0 15,010
21人以上30人以下 80 54.8 7.0 20.9 159.7 271,410 21.2 162.9 261,110 ▲ 0.3 ▲ 3.2 10,300
31人以上 62 59.9 10.6 20.8 154.3 237,570 21.3 157.3 220,890 ▲ 0.5 ▲ 3.0 16,680

児童発達支援 441 39.4 4.2 20.2 160.4 293,940 20.6 162.5 273,760 ▲ 0.4 ▲ 2.1 20,180
10人以下 364 39.4 3.8 20.3 160.7 287,440 20.6 162.7 268,460 ▲ 0.4 ▲ 2.0 18,980
11人以上20人以下 39 41.8 5.3 19.9 160.2 299,640 20.3 162.0 269,390 ▲ 0.4 ▲ 1.8 30,250
21人以上 31 33.6 7.9 19.5 156.1 365,050 19.9 159.3 342,200 ▲ 0.3 ▲ 3.2 22,850

放課後等デイサービス 443 39.0 4.3 20.5 160.5 286,110 20.8 163.0 266,600 ▲ 0.3 ▲ 2.6 19,510
10人以下 418 38.9 4.3 20.5 160.9 286,490 20.9 163.4 267,080 ▲ 0.3 ▲ 2.5 19,410
11人以上20人以下 23 41.6 4.9 19.9 154.0 277,360 20.3 157.3 256,260 ▲ 0.4 ▲ 3.4 21,100
21人以上 2 31.5 2.0 19.0 147.0 305,650 20.0 155.0 285,970 ▲ 1.0 ▲ 8.0 19,680

居宅訪問型児童発達支援 26 47.8 8.0 19.9 154.8 371,420 20.2 158.2 338,700 ▲ 0.3 ▲ 3.4 32,720
9回以下 17 49.5 8.4 19.8 154.4 394,950 20.2 156.4 357,410 ▲ 0.4 ▲ 2.0 37,540
10回以上19回以下 4 44.0 12.1 19.5 151.8 380,040 19.8 155.8 370,180 ▲ 0.3 ▲ 4.0 9,860
20回以上 5 44.8 3.4 20.8 158.4 284,510 20.8 166.2 249,900 0.0 ▲ 7.8 34,610

保育所等訪問支援 295 40.2 5.4 20.1 159.4 329,810 20.5 161.5 304,800 ▲ 0.4 ▲ 2.1 25,010
9回以下 112 41.9 6.8 20.3 160.5 329,600 20.7 163.1 305,060 ▲ 0.4 ▲ 2.6 24,540
10回以上19回以下 96 40.4 5.0 19.8 157.9 332,650 20.2 160.0 307,670 ▲ 0.4 ▲ 2.1 24,980
20回以上 82 38.2 3.6 20.2 159.1 325,530 20.5 160.5 301,030 ▲ 0.4 ▲ 1.5 24,500

福祉型障害児入所施設 352 38.1 10.1 20.3 161.7 394,030 20.6 163.3 371,120 ▲ 0.3 ▲ 1.6 22,910
10人以下 32 38.8 8.6 19.8 163.7 393,140 20.3 165.9 373,090 ▲ 0.4 ▲ 2.2 20,050
11人以上20人以下 101 38.9 11.7 20.4 163.4 390,900 20.8 165.8 366,040 ▲ 0.4 ▲ 2.5 24,860
21人以上30人以下 109 37.8 9.9 20.0 158.8 389,140 20.3 161.6 366,890 ▲ 0.3 ▲ 2.8 22,250
31人以上40人以下 60 38.7 8.4 20.4 162.9 389,840 20.3 161.7 364,060 0.0 1.3 25,780
41人以上50人以下 22 34.2 9.4 20.5 159.4 423,310 20.7 161.5 402,970 ▲ 0.2 ▲ 2.1 20,340
51人以上60人以下 27 38.1 11.4 21.5 165.3 411,020 21.3 163.3 393,360 0.3 2.1 17,660
61人以上70人以下 0 - - - - - - - - - - -
71人以上80人以下 1 29.0 8.1 17.0 136.0 422,080 20.0 148.0 403,740 ▲ 3.0 ▲ 12.0 18,340
81人以上 0 - - - - - - - - - - -

医療型障害児入所施設 197 42.0 12.9 19.6 151.6 410,840 19.9 153.7 393,390 ▲ 0.3 ▲ 2.0 17,450
10人以下 3 29.0 7.7 20.3 169.0 400,590 20.0 162.7 388,190 0.3 6.3 12,400
11人以上20人以下 0 - - - - - - - - - - -
21人以上30人以下 4 46.3 9.0 18.5 148.3 387,860 18.5 146.5 368,870 0.0 1.8 18,990
31人以上40人以下 10 38.7 5.2 19.0 145.8 358,170 20.1 154.6 336,040 ▲ 1.1 ▲ 8.8 22,130
41人以上50人以下 10 48.6 11.4 19.5 154.7 416,870 19.1 151.3 400,190 0.4 3.4 16,680
51人以上60人以下 37 38.9 11.7 19.8 152.4 375,240 20.1 154.9 355,700 ▲ 0.3 ▲ 2.5 19,540
61人以上70人以下 3 49.3 14.7 18.7 146.0 302,570 19.7 154.0 312,210 ▲ 1.0 ▲ 8.0 ▲ 9,640
71人以上80人以下 12 43.9 7.4 19.5 152.1 386,780 19.5 152.4 371,720 0.0 ▲ 0.3 15,060
81人以上 118 42.5 14.9 19.6 151.4 432,200 19.9 153.6 414,720 ▲ 0.3 ▲ 2.1 17,480

※平均給与額は、基本給＋手当＋一時金（４～９月支給金額の1／6）により算出。また、10円未満を四捨五入している。
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第93表 施設・事業所規模別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（非常勤）
令和６年９月 令和５年９月 差

職員数 平均年齢 平均勤続
年数

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

全体 4,865 56.9 7.7 13.8 63.7 107,720 14.1 64.0 102,140 ▲ 0.3 ▲ 0.3 5,580
居宅介護 574 59.6 10.0 15.6 50.8 96,470 16.0 50.5 91,670 ▲ 0.4 0.3 4,800

9回以下 21 59.8 8.2 16.6 42.1 84,900 17.8 48.0 90,050 ▲ 1.1 ▲ 5.9 ▲ 5,150
10回以上29回以下 55 57.6 8.7 13.2 52.2 94,560 14.0 50.0 86,550 ▲ 0.8 2.2 8,010
30回以上49回以下 42 57.7 12.0 13.6 46.9 100,700 13.8 45.4 89,920 ▲ 0.2 1.5 10,780
50回以上99回以下 146 58.5 8.8 14.5 48.6 94,440 14.9 47.5 87,810 ▲ 0.4 1.1 6,630
100回以上199回以下 158 62.0 11.3 17.6 55.3 98,480 17.6 55.0 94,220 0.0 0.3 4,260
200回以上299回以下 56 57.6 8.7 15.3 47.8 97,780 16.3 49.4 90,740 ▲ 1.0 ▲ 1.6 7,040
300回以上 96 60.5 10.9 16.5 51.5 97,250 16.8 51.4 97,940 ▲ 0.3 0.1 ▲ 690

重度訪問介護 473 56.0 8.9 14.6 54.4 108,150 14.8 53.8 101,810 ▲ 0.1 0.6 6,340
9回以下 82 61.1 11.5 15.8 51.6 93,390 16.0 52.2 92,710 ▲ 0.2 ▲ 0.6 680
10回以上29回以下 93 58.8 8.2 14.2 44.0 93,360 14.4 45.8 90,750 ▲ 0.2 ▲ 1.8 2,610
30回以上49回以下 50 57.0 9.0 16.2 57.3 112,090 16.4 56.1 104,720 ▲ 0.2 1.1 7,370
50回以上99回以下 80 53.8 7.4 14.8 58.2 109,920 14.6 54.5 98,060 0.2 3.7 11,860
100回以上199回以下 120 53.4 9.1 14.2 56.9 121,270 14.4 56.4 112,760 ▲ 0.2 0.5 8,510
200回以上299回以下 13 58.4 10.8 15.3 80.8 170,060 16.0 89.0 173,990 ▲ 0.7 ▲ 8.2 ▲ 3,930
300回以上 34 48.7 5.9 11.5 56.7 102,540 11.2 50.2 91,050 0.3 6.5 11,490

同行援護 608 59.6 10.7 15.5 53.3 104,260 15.9 54.1 101,420 ▲ 0.4 ▲ 0.8 2,840
9回以下 130 57.8 11.5 15.9 54.2 99,680 15.9 53.9 97,080 0.0 0.3 2,600
10回以上29回以下 167 59.4 11.6 15.9 52.3 104,450 16.9 55.8 106,240 ▲ 1.0 ▲ 3.6 ▲ 1,790
30回以上49回以下 122 59.7 10.2 14.4 48.5 94,190 15.0 49.9 93,480 ▲ 0.6 ▲ 1.4 710
50回以上99回以下 97 58.4 10.2 15.3 53.2 106,750 14.7 51.6 99,510 0.6 1.6 7,240
100回以上199回以下 28 66.0 9.2 15.4 55.8 94,060 15.9 57.2 91,690 ▲ 0.6 ▲ 1.4 2,370
200回以上299回以下 20 65.6 8.4 14.0 56.5 107,590 14.9 57.9 107,570 ▲ 0.9 ▲ 1.4 20
300回以上 37 61.9 10.1 16.4 66.5 157,650 16.7 62.5 135,950 ▲ 0.4 4.1 21,700

行動援護 467 57.6 9.7 13.3 54.0 100,560 13.5 53.9 94,020 ▲ 0.3 0.1 6,540
9回以下 98 57.2 11.7 14.8 52.9 96,310 15.6 57.6 99,080 ▲ 0.8 ▲ 4.6 ▲ 2,770
10回以上29回以下 94 56.3 10.6 13.8 57.9 106,800 14.1 57.1 95,870 ▲ 0.3 0.8 10,930
30回以上49回以下 93 55.6 9.1 12.0 52.5 97,590 12.3 53.7 97,530 ▲ 0.3 ▲ 1.2 60
50回以上99回以下 117 59.4 9.4 12.5 50.1 94,240 12.3 47.9 82,150 0.1 2.2 12,090
100回以上199回以下 43 59.8 7.7 12.4 57.1 109,240 12.9 54.8 99,990 ▲ 0.4 2.3 9,250
200回以上299回以下 10 59.0 4.5 18.1 73.5 127,580 17.6 70.2 112,120 0.5 3.3 15,460
300回以上 12 57.8 5.4 13.9 53.8 117,140 12.8 42.8 90,210 1.1 11.0 26,930

療養介護 17 47.0 9.6 15.5 99.1 185,750 14.0 87.8 161,500 1.5 11.2 24,250
40人以下 1 34.0 12.1 11.0 85.0 254,370 10.0 78.0 241,170 1.0 7.0 13,200
41人以上60人以下 3 38.3 8.7 16.3 108.3 226,420 14.0 93.3 185,150 2.3 15.0 41,270
61人以上80人以下 1 34.0 10.0 20.0 80.0 246,110 19.0 112.0 187,540 1.0 ▲ 32.0 58,570
81人以上 12 51.3 9.6 15.3 99.5 164,830 13.9 85.3 146,780 1.3 14.3 18,050

生活介護 216 53.8 7.1 13.9 80.6 116,780 14.1 81.6 109,580 ▲ 0.2 ▲ 1.0 7,200
20人以下 162 54.0 6.5 13.7 79.0 105,320 13.9 79.6 98,720 ▲ 0.2 ▲ 0.6 6,600
21人以上40人以下 38 52.2 9.2 14.0 84.8 160,120 14.3 88.6 151,760 ▲ 0.3 ▲ 3.8 8,360
41人以上60人以下 11 55.2 10.5 16.0 93.5 148,610 15.4 87.7 131,310 0.6 5.7 17,300
61人以上80人以下 5 55.0 5.3 14.4 71.8 88,680 16.2 80.6 93,220 ▲ 1.8 ▲ 8.8 ▲ 4,540
81人以上 0 - - - - - - - - - - -

短期入所 187 58.2 6.2 12.4 71.9 110,580 12.3 71.1 102,700 0.0 0.8 7,880
20人以下 179 57.9 5.9 12.3 71.9 110,170 12.2 71.2 102,670 0.1 0.7 7,500
21人以上40人以下 4 55.3 6.8 17.0 77.3 120,970 16.8 58.5 104,730 0.3 18.8 16,240
41人以上60人以下 1 63.0 14.0 8.0 64.0 150,120 23.0 115.0 158,150 ▲ 15.0 ▲ 51.0 ▲ 8,030
61人以上80人以下 0 - - - - - - - - - - -
81人以上 3 76.0 22.4 14.0 71.0 107,870 13.0 69.3 83,860 1.0 1.7 24,010

施設入所支援 55 55.6 8.3 16.2 84.2 148,510 16.1 84.1 139,980 0.1 0.1 8,530
40人以下 24 53.9 6.5 15.4 92.8 137,760 15.3 92.5 126,790 0.1 0.3 10,970
41人以上60人以下 22 54.8 9.3 16.6 73.7 173,370 16.5 73.7 164,600 0.1 0.0 8,770
61人以上80人以下 3 67.7 8.4 15.0 78.7 109,770 15.0 78.7 111,320 0.0 0.0 ▲ 1,550
81人以上 6 59.0 11.5 18.2 91.0 119,710 18.5 91.5 116,810 ▲ 0.3 ▲ 0.5 2,900

自立訓練（機能訓練） 20 50.1 8.4 13.1 80.2 182,390 13.0 78.9 181,600 0.1 1.3 790
20人以下 16 47.6 8.3 14.1 87.1 176,620 13.6 84.5 173,500 0.5 2.6 3,120
21人以上40人以下 2 57.0 9.1 8.0 46.5 270,860 11.0 55.0 297,400 ▲ 3.0 ▲ 8.5 ▲ 26,540
41人以上60人以下 1 61.0 9.1 8.0 64.0 210,090 8.0 64.0 191,970 0.0 0.0 18,120
61人以上80人以下 1 65.0 8.0 13.0 52.0 70,030 13.0 52.0 69,210 0.0 0.0 820
81人以上 0 - - - - - - - - - - -

自立訓練（生活訓練） 133 50.8 5.5 12.9 77.0 120,720 13.2 78.6 114,380 ▲ 0.3 ▲ 1.6 6,340
20人以下 119 51.3 5.5 13.0 76.6 116,300 13.4 78.8 111,330 ▲ 0.4 ▲ 2.2 4,970
21人以上40人以下 13 43.9 5.4 12.2 80.4 157,860 11.5 76.3 139,050 0.7 4.1 18,810
41人以上60人以下 1 73.0 5.1 17.0 83.0 163,460 17.0 84.0 156,670 0.0 ▲ 1.0 6,790
61人以上80人以下 0 - - - - - - - - - - -
81人以上 0 - - - - - - - - - - -

就労移行支援 113 51.3 5.8 13.8 70.8 170,000 14.1 72.6 166,790 ▲ 0.3 ▲ 1.8 3,210
20人以下 108 50.8 5.7 13.8 69.9 169,020 14.2 71.8 165,920 ▲ 0.4 ▲ 1.9 3,100
21人以上40人以下 4 66.8 3.5 12.5 87.5 149,020 11.0 82.0 144,830 1.5 5.5 4,190
41人以上60人以下 1 46.0 26.1 19.0 100.0 360,420 17.0 120.0 349,330 2.0 ▲ 20.0 11,090
61人以上80人以下 0 - - - - - - - - - - -
81人以上 0 - - - - - - - - - - -

就労継続支援Ａ型 163 50.9 4.9 15.9 85.2 121,330 16.3 84.4 113,350 ▲ 0.3 0.7 7,980
20人以下 156 50.5 4.6 16.0 85.7 122,170 16.3 84.8 113,880 ▲ 0.3 0.8 8,290
21人以上40人以下 6 60.5 9.4 14.2 67.7 81,480 15.0 70.3 81,220 ▲ 0.8 ▲ 2.7 260
41人以上60人以下 1 60.0 18.0 20.0 108.0 229,130 19.0 103.0 223,450 1.0 5.0 5,680
61人以上80人以下 0 - - - - - - - - - - -
81人以上 0 - - - - - - - - - - -

就労継続支援Ｂ型 255 53.9 6.2 13.6 74.6 99,680 13.9 77.0 95,570 ▲ 0.3 ▲ 2.5 4,110
20人以下 188 53.8 5.8 13.1 71.4 96,120 13.5 74.2 92,300 ▲ 0.4 ▲ 2.9 3,820
21人以上40人以下 60 54.5 7.5 15.2 84.7 108,100 15.1 85.2 103,100 0.1 ▲ 0.6 5,000
41人以上60人以下 7 50.4 4.6 12.4 74.4 123,230 14.1 82.7 118,980 ▲ 1.7 ▲ 8.3 4,250
61人以上80人以下 0 - - - - - - - - - - -
81人以上 0 - - - - - - - - - - -
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令和６年９月 令和５年９月 差

職員数 平均年齢 平均勤続
年数

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

共同生活援助（介護サービス包括型） 570 61.6 5.8 11.5 65.9 99,420 11.7 66.0 94,440 ▲ 0.1 ▲ 0.1 4,980
4人以下 30 57.5 4.2 9.3 51.0 84,850 9.5 49.9 84,980 ▲ 0.1 1.1 ▲ 130
5人 42 61.6 6.1 9.7 62.3 90,680 10.2 62.4 77,780 ▲ 0.5 ▲ 0.2 12,900
6人 38 64.4 4.9 10.3 57.2 106,770 9.7 52.6 91,870 0.6 4.6 14,900
7人 50 61.4 6.0 10.8 53.8 103,740 11.4 57.2 104,390 ▲ 0.6 ▲ 3.4 ▲ 650
8人以上10人以下 104 62.9 5.7 11.6 64.6 91,330 11.8 65.0 88,230 ▲ 0.2 ▲ 0.3 3,100
11人以上13人以下 64 60.5 6.9 11.1 61.5 112,360 11.7 65.3 113,930 ▲ 0.6 ▲ 3.7 ▲ 1,570
14人以上16人以下 73 62.3 6.8 12.0 72.9 104,290 12.3 75.0 99,510 ▲ 0.3 ▲ 2.2 4,780
17人以上20人以下 69 63.1 5.8 13.5 72.9 96,480 12.4 68.8 88,620 1.0 4.0 7,860
21人以上30人以下 57 62.4 4.8 12.0 74.6 99,560 12.2 74.1 93,940 ▲ 0.2 0.5 5,620
31人以上 43 56.3 5.9 12.8 76.3 103,170 13.2 76.0 95,390 ▲ 0.3 0.3 7,780

共同生活援助（日中サービス支援型） 123 58.3 3.5 11.6 73.5 105,100 11.6 73.0 97,390 0.0 0.4 7,710
4人以下 2 52.5 4.0 12.0 78.0 105,250 13.0 89.5 108,150 ▲ 1.0 ▲ 11.5 ▲ 2,900
5人 0 - - - - - - - - - - -
6人 0 - - - - - - - - - - -
7人 5 72.8 6.8 13.2 97.8 113,070 13.8 101.6 110,710 ▲ 0.6 ▲ 3.8 2,360
8人以上10人以下 54 59.6 2.8 11.4 68.5 95,610 11.8 71.1 93,460 ▲ 0.4 ▲ 2.6 2,150
11人以上13人以下 7 64.3 5.0 7.1 51.3 76,390 7.6 54.7 74,790 ▲ 0.4 ▲ 3.4 1,600
14人以上16人以下 6 59.3 8.5 13.2 80.2 118,050 12.3 76.0 109,380 0.8 4.2 8,670
17人以上20人以下 42 56.5 3.1 12.3 77.6 119,130 11.6 72.6 102,440 0.6 5.0 16,690
21人以上30人以下 0 - - - - - - - - - - -
31人以上 7 44.3 3.4 11.7 84.6 105,930 11.4 81.6 97,230 0.3 3.0 8,700

共同生活援助（外部サービス利用型） 278 65.8 7.1 13.7 69.0 95,340 14.3 70.8 91,270 ▲ 0.6 ▲ 1.8 4,070
4人以下 16 70.3 7.7 11.1 60.3 90,610 12.6 70.4 89,020 ▲ 1.4 ▲ 10.1 1,590
5人 15 69.0 9.9 12.7 50.6 78,180 13.5 51.3 80,220 ▲ 0.8 ▲ 0.7 ▲ 2,040
6人 13 55.9 5.1 12.0 60.2 86,980 12.4 61.8 81,590 ▲ 0.4 ▲ 1.5 5,390
7人 28 64.8 5.7 14.4 68.0 98,510 13.0 62.5 85,780 1.4 5.4 12,730
8人以上10人以下 54 64.7 6.9 13.0 65.8 87,900 13.1 64.8 80,920 ▲ 0.1 1.1 6,980
11人以上13人以下 24 67.0 8.2 15.9 72.5 94,930 16.5 74.1 91,750 ▲ 0.5 ▲ 1.6 3,180
14人以上16人以下 17 66.9 6.7 12.6 67.2 83,360 14.1 74.5 84,970 ▲ 1.5 ▲ 7.3 ▲ 1,610
17人以上20人以下 48 68.9 6.8 13.3 72.8 108,570 14.1 76.8 107,300 ▲ 0.8 ▲ 4.0 1,270
21人以上30人以下 47 63.3 8.3 14.1 75.3 98,710 15.9 78.1 94,570 ▲ 1.7 ▲ 2.8 4,140
31人以上 16 67.3 4.4 17.9 81.6 106,240 18.3 83.1 104,390 ▲ 0.4 ▲ 1.5 1,850

児童発達支援 183 48.8 4.9 13.0 70.3 98,840 13.0 68.3 92,420 0.0 2.0 6,420
10人以下 174 48.9 5.0 12.9 70.1 98,920 12.8 67.5 91,850 0.1 2.6 7,070
11人以上20人以下 3 50.0 4.0 17.0 90.0 117,800 16.0 83.7 96,980 1.0 6.3 20,820
21人以上 2 47.5 3.6 13.0 67.5 80,790 16.5 84.0 97,020 ▲ 3.5 ▲ 16.5 ▲ 16,230

放課後等デイサービス 221 52.0 5.1 12.7 64.1 94,760 13.2 65.9 90,990 ▲ 0.5 ▲ 1.7 3,770
10人以下 206 51.7 4.9 12.9 64.8 94,050 13.4 66.4 90,520 ▲ 0.4 ▲ 1.5 3,530
11人以上20人以下 12 58.1 7.5 10.3 56.8 97,630 11.1 62.3 89,490 ▲ 0.8 ▲ 5.5 8,140
21人以上 3 47.3 3.0 8.3 45.0 131,940 8.3 45.0 129,300 0.0 0.0 2,640

居宅訪問型児童発達支援 30 46.6 5.9 11.6 63.9 151,380 12.0 63.9 133,920 ▲ 0.3 ▲ 0.1 17,460
9回以下 14 46.3 3.7 10.1 50.6 96,480 10.7 51.2 88,540 ▲ 0.6 ▲ 0.6 7,940
10回以上19回以下 9 47.2 12.0 12.8 80.0 214,970 13.4 79.7 193,050 ▲ 0.7 0.3 21,920
20回以上 7 46.6 2.5 13.1 69.6 179,410 12.6 69.1 148,650 0.6 0.4 30,760

保育所等訪問支援 97 47.2 5.3 12.0 68.9 127,950 12.2 68.1 117,520 ▲ 0.2 0.8 10,430
9回以下 45 45.7 6.3 11.5 70.4 124,660 11.6 65.1 113,590 ▲ 0.0 5.3 11,070
10回以上19回以下 29 49.7 4.1 13.3 75.2 128,960 14.4 81.4 122,680 ▲ 1.1 ▲ 6.2 6,280
20回以上 22 47.4 5.0 10.8 55.2 133,430 10.3 54.3 118,490 0.5 1.0 14,940

福祉型障害児入所施設 11 45.3 6.0 15.3 74.5 137,010 15.7 76.5 121,870 ▲ 0.5 ▲ 2.0 15,140
10人以下 2 44.5 8.6 19.5 117.0 133,180 20.0 120.0 132,310 ▲ 0.5 ▲ 3.0 870
11人以上20人以下 1 28.0 4.1 14.0 56.0 143,650 16.0 72.0 164,250 ▲ 2.0 ▲ 16.0 ▲ 20,600
21人以上30人以下 1 49.0 5.1 8.0 48.0 70,630 8.0 40.0 56,640 0.0 8.0 13,990
31人以上40人以下 4 45.8 5.5 15.8 71.5 142,040 16.0 74.0 117,670 ▲ 0.3 ▲ 2.5 24,370
41人以上50人以下 2 47.0 5.5 12.5 59.5 185,230 12.5 56.5 149,020 0.0 3.0 36,210
51人以上60人以下 1 55.0 7.1 19.0 76.0 87,870 20.0 80.0 86,300 ▲ 1.0 ▲ 4.0 1,570
61人以上70人以下 0 - - - - - - - - - - -
71人以上80人以下 0 - - - - - - - - - - -
81人以上 0 - - - - - - - - - - -

医療型障害児入所施設 8 57.8 16.0 15.6 94.5 200,390 15.5 92.4 183,420 0.1 2.1 16,970
10人以下 0 - - - - - - - - - - -
11人以上20人以下 0 - - - - - - - - - - -
21人以上30人以下 0 - - - - - - - - - - -
31人以上40人以下 0 - - - - - - - - - - -
41人以上50人以下 1 36.0 10.1 16.0 94.0 258,090 14.0 84.0 211,710 2.0 10.0 46,380
51人以上60人以下 3 68.7 25.1 13.0 68.0 112,850 14.0 72.3 106,660 ▲ 1.0 ▲ 4.3 6,190
61人以上70人以下 1 75.0 7.0 19.0 104.0 134,470 20.0 110.0 126,940 ▲ 1.0 ▲ 6.0 7,530
71人以上80人以下 0 - - - - - - - - - - -
81人以上 3 48.3 12.1 17.0 118.0 290,670 16.0 109.3 269,580 1.0 8.7 21,090

※平均給与額は、基本給＋手当＋一時金（４～９月支給金額の1／6）により算出。また、10円未満を四捨五入している。
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（３）法人種類別

第94表 法人種類別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（常勤）
令和６年９月 令和５年９月 差

職員数 平均年齢 平均勤続
年数

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

9,943 44.9 7.9 20.4 160.7 327,720 20.6 162.5 307,750 ▲ 0.3 ▲ 1.8 19,970
40 43.4 8.8 19.3 153.3 370,410 19.7 155.3 344,470 ▲ 0.4 ▲ 2.0 25,940

190 50.8 10.3 19.6 153.8 306,670 20.1 158.2 291,580 ▲ 0.5 ▲ 4.4 15,090
5,265 44.4 9.7 20.2 159.5 347,720 20.5 161.5 329,310 ▲ 0.3 ▲ 2.0 18,410

194 48.9 10.6 20.2 154.7 310,260 20.6 156.8 292,320 ▲ 0.4 ▲ 2.1 17,940
2,809 44.0 4.7 20.7 163.7 305,260 21.0 165.2 281,410 ▲ 0.3 ▲ 1.5 23,850
1,017 48.2 7.0 20.5 160.6 298,970 20.8 162.2 282,720 ▲ 0.3 ▲ 1.6 16,250

0 - - - - - - - - - - -
428 45.3 5.1 20.5 162.2 310,770 20.7 162.4 285,490 ▲ 0.2 ▲ 0.2 25,280

※平均給与額は、基本給＋手当＋一時金（４～９月支給金額の1／6）により算出。また、10円未満を四捨五入している。

第95表 法人種類別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（非常勤）
令和６年９月 令和５年９月 差

職員数 平均年齢 平均勤続
年数

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

4,865 56.9 7.7 13.8 63.7 107,720 14.1 64.0 102,140 ▲ 0.3 ▲ 0.3 5,580
7 48.9 5.8 13.0 66.4 145,550 13.3 71.3 150,790 ▲ 0.3 ▲ 4.9 ▲ 5,240

296 61.6 14.6 14.9 49.5 95,350 15.7 52.6 94,190 ▲ 0.8 ▲ 3.1 1,160
1,413 59.8 8.6 13.9 70.7 115,170 14.3 71.8 110,430 ▲ 0.3 ▲ 1.1 4,740

43 54.9 8.0 12.7 68.7 137,030 13.1 69.5 121,940 ▲ 0.4 ▲ 0.8 15,090
2,091 54.1 6.4 14.3 62.2 109,040 14.4 61.4 102,120 ▲ 0.2 0.8 6,920

728 58.4 7.7 12.5 62.2 96,800 12.9 63.5 93,290 ▲ 0.4 ▲ 1.2 3,510
0 - - - - - - - - - - -

287 54.9 5.1 12.1 58.5 96,560 12.0 57.1 88,000 0.1 1.4 8,560
※平均給与額は、基本給＋手当＋一時金（４～９月支給金額の1／6）により算出。また、10円未満を四捨五入している。

（４）設立年数別

第96表 設立年数別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（常勤）
令和６年９月 令和５年９月 差

職員数 平均年齢 平均勤続
年数

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

全体 9,943 44.9 7.9 20.4 160.7 327,720 20.6 162.5 307,750 ▲ 0.3 ▲ 1.8 19,970
５年未満 1,664 43.5 3.8 20.4 161.7 303,420 20.6 163.4 276,820 ▲ 0.3 ▲ 1.7 26,600
５年以上10年未満 1,884 44.7 5.6 20.3 160.7 307,670 20.7 163.0 288,920 ▲ 0.3 ▲ 2.3 18,750
10年以上15年未満 1,699 45.8 7.8 20.4 160.7 316,530 20.7 162.2 298,380 ▲ 0.3 ▲ 1.5 18,150
15年以上20年未満 1,238 47.3 9.3 20.5 161.1 329,290 20.9 163.1 310,840 ▲ 0.3 ▲ 2.0 18,450
20年以上25年未満 814 47.5 9.5 20.3 161.1 329,160 20.6 162.3 312,300 ▲ 0.2 ▲ 1.2 16,860
25年以上30年未満 524 44.3 9.7 20.4 160.2 335,980 20.5 161.4 316,540 ▲ 0.1 ▲ 1.2 19,440
30年以上 2,120 43.3 11.2 20.2 159.7 370,060 20.5 161.5 350,530 ▲ 0.3 ▲ 1.8 19,530
※平均給与額は、基本給＋手当＋一時金（４～９月支給金額の1／6）により算出。また、10円未満を四捨五入している。

第97表 設立年数別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（非常勤）
令和６年９月 令和５年９月 差

職員数 平均年齢 平均勤続
年数

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

全体 4,865 56.9 7.7 13.8 63.7 107,720 14.1 64.0 102,140 ▲ 0.3 ▲ 0.3 5,580
５年未満 816 52.9 3.5 12.7 64.1 106,280 12.5 62.3 95,850 0.2 1.7 10,430
５年以上10年未満 1,030 54.1 5.5 13.6 66.2 110,610 13.8 65.3 103,700 ▲ 0.2 0.8 6,910
10年以上15年未満 927 56.9 7.7 13.9 64.9 107,470 14.3 65.6 103,120 ▲ 0.4 ▲ 0.6 4,350
15年以上20年未満 838 59.4 9.7 14.0 62.2 106,030 14.4 63.5 101,660 ▲ 0.4 ▲ 1.4 4,370
20年以上25年未満 667 60.2 11.2 14.3 56.9 102,060 14.6 59.4 101,510 ▲ 0.4 ▲ 2.5 550
25年以上30年未満 186 61.0 10.4 14.7 62.6 115,950 14.8 61.9 109,470 ▲ 0.1 0.7 6,480
30年以上 401 59.9 10.3 15.0 69.0 112,970 15.4 70.1 107,350 ▲ 0.4 ▲ 1.1 5,620
※平均給与額は、基本給＋手当＋一時金（４～９月支給金額の1／6）により算出。また、10円未満を四捨五入している。

令和６年度に福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている施設・事業所において、法人種類別に、令和５年９月と令和６年９月ともに在籍している福祉・介護職員の平均給与額を令和５年９月と令和６年９月で比較すると、常勤ではすべ
ての法人種別で増加している。

令和６年度に福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている施設・事業所において、設立年数別に、令和５年９月と令和６年９月ともに在籍している福祉・介護職員の平均給与額を令和５年９月と令和６年９月で比較すると、設立年数に
関わらず常勤、非常勤とも増加している。

社会福祉法人（社会福祉協議会以外）

都道府県、市区町村、広域連合・一部事務組合
社会福祉協議会
社会福祉法人（社会福祉協議会以外）
医療法人
営利法人（株式・合名・合資・合同会社）
特定非営利活動法人（ＮＰＯ）
独立行政法人（のぞみの園、国立病院機構以外）・地方独立行政法人
その他の法人（社団・財団、農協、生協、学校等）

全体
都道府県、市区町村、広域連合・一部事務組合
社会福祉協議会

医療法人
営利法人（株式・合名・合資・合同会社）
特定非営利活動法人（ＮＰＯ）
独立行政法人（のぞみの園、国立病院機構以外）・地方独立行政法人
その他の法人（社団・財団、農協、生協、学校等）

全体
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（５）職位別

第98表 職位別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（常勤）
令和６年９月 令和５年９月 差

職員数 平均年齢 平均勤続
年数

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

全体 9,943 44.9 7.9 20.4 160.7 327,720 20.6 162.5 307,750 ▲ 0.3 ▲ 1.8 19,970
管理職 825 48.6 9.8 20.8 164.3 390,640 21.0 166.0 367,310 ▲ 0.3 ▲ 1.7 23,330
管理職でない 9,118 44.6 7.7 20.3 160.4 322,030 20.6 162.2 302,360 ▲ 0.3 ▲ 1.8 19,670

居宅介護 293 48.0 6.8 21.3 167.1 317,550 21.4 168.7 297,720 ▲ 0.1 ▲ 1.6 19,830
管理職 44 49.8 9.7 21.5 172.1 358,040 21.6 171.8 328,810 ▲ 0.1 0.3 29,230
管理職でない 249 47.7 6.3 21.2 166.2 310,390 21.3 168.1 292,230 ▲ 0.1 ▲ 1.9 18,160

重度訪問介護 372 48.3 7.0 21.7 171.6 347,540 21.8 170.4 316,390 ▲ 0.0 1.2 31,150
管理職 52 50.9 7.9 21.9 172.3 400,390 21.8 172.1 363,860 0.1 0.2 36,530
管理職でない 320 47.9 6.9 21.7 171.5 338,950 21.8 170.1 308,670 ▲ 0.1 1.4 30,280

同行援護 289 51.5 8.9 21.3 166.4 319,880 21.5 167.4 299,300 ▲ 0.2 ▲ 1.0 20,580
管理職 52 51.7 10.6 21.6 171.3 364,440 21.9 172.3 335,800 ▲ 0.3 ▲ 1.0 28,640
管理職でない 237 51.4 8.6 21.2 165.3 310,110 21.4 166.3 291,290 ▲ 0.2 ▲ 1.0 18,820

行動援護 465 45.8 7.7 21.3 169.6 345,900 21.6 169.5 323,330 ▲ 0.3 0.1 22,570
管理職 67 47.9 8.8 21.7 174.3 384,050 21.9 174.7 361,720 ▲ 0.2 ▲ 0.4 22,330
管理職でない 398 45.5 7.5 21.3 168.8 339,480 21.6 168.6 316,870 ▲ 0.3 0.2 22,610

療養介護 183 43.2 12.4 19.7 152.8 398,100 19.8 154.3 380,510 ▲ 0.2 ▲ 1.5 17,590
管理職 7 46.3 18.8 19.7 153.1 488,530 20.4 158.4 476,980 ▲ 0.7 ▲ 5.3 11,550
管理職でない 176 43.1 12.1 19.6 152.8 394,510 19.8 154.1 376,670 ▲ 0.2 ▲ 1.3 17,840

生活介護 762 44.3 8.4 20.1 159.1 317,000 20.4 161.2 295,540 ▲ 0.3 ▲ 2.1 21,460
管理職 36 48.4 14.4 20.2 163.0 421,980 20.6 164.9 387,120 ▲ 0.4 ▲ 1.9 34,860
管理職でない 726 44.1 8.1 20.1 158.9 311,800 20.4 161.0 291,000 ▲ 0.3 ▲ 2.1 20,800

短期入所 974 44.1 9.4 20.1 161.1 349,860 20.3 162.6 331,860 ▲ 0.2 ▲ 1.5 18,000
管理職 48 52.9 15.5 20.9 165.3 438,050 21.0 165.9 415,450 ▲ 0.1 ▲ 0.6 22,600
管理職でない 926 43.7 9.1 20.1 160.8 345,280 20.3 162.4 327,530 ▲ 0.2 ▲ 1.6 17,750

重度障害者等包括支援 10 37.6 5.6 20.4 161.9 333,740 20.8 165.3 317,120 ▲ 0.4 ▲ 3.4 16,620
管理職 0 - - - - - - - - - - -
管理職でない 10 37.6 5.6 20.4 161.9 333,740 20.8 165.3 317,120 ▲ 0.4 ▲ 3.4 16,620

施設入所支援 982 42.4 10.9 20.3 160.2 371,620 20.5 161.7 350,510 ▲ 0.2 ▲ 1.5 21,110
管理職 26 47.6 15.6 20.1 158.7 463,420 20.5 162.7 445,980 ▲ 0.5 ▲ 4.0 17,440
管理職でない 956 42.2 10.8 20.3 160.3 369,120 20.5 161.7 347,910 ▲ 0.2 ▲ 1.4 21,210

自立訓練（機能訓練） 107 44.7 10.0 19.4 153.6 372,560 19.8 156.6 351,010 ▲ 0.4 ▲ 3.0 21,550
管理職 4 47.8 16.0 19.3 155.0 442,500 18.5 147.8 416,990 0.8 7.3 25,510
管理職でない 103 44.6 9.7 19.5 153.5 369,840 19.9 157.0 348,440 ▲ 0.4 ▲ 3.4 21,400

自立訓練（生活訓練） 436 44.0 6.3 19.9 157.9 326,580 20.3 160.6 304,930 ▲ 0.4 ▲ 2.7 21,650
管理職 49 47.4 10.6 20.8 164.7 447,530 20.9 163.6 434,370 ▲ 0.0 1.1 13,160
管理職でない 387 43.6 5.8 19.8 157.0 311,270 20.2 160.2 288,540 ▲ 0.4 ▲ 3.2 22,730

就労移行支援 497 43.3 6.1 19.9 155.6 310,600 20.4 159.4 290,410 ▲ 0.5 ▲ 3.8 20,190
管理職 45 47.8 9.0 19.6 153.6 381,340 20.4 158.9 355,230 ▲ 0.7 ▲ 5.3 26,110
管理職でない 452 42.8 5.9 19.9 155.8 303,560 20.4 159.4 283,950 ▲ 0.5 ▲ 3.7 19,610

就労継続支援Ａ型 470 46.6 5.8 21.0 161.6 289,060 21.2 164.5 270,100 ▲ 0.3 ▲ 2.9 18,960
管理職 38 53.3 7.8 21.2 164.3 375,370 21.4 165.1 361,570 ▲ 0.2 ▲ 0.8 13,800
管理職でない 432 46.0 5.6 20.9 161.4 281,470 21.2 164.4 262,060 ▲ 0.3 ▲ 3.1 19,410

就労継続支援Ｂ型 662 48.3 7.3 20.3 157.7 289,130 20.8 160.6 273,690 ▲ 0.5 ▲ 2.9 15,440
管理職 50 48.7 9.1 20.2 158.6 373,800 20.9 161.0 354,640 ▲ 0.7 ▲ 2.4 19,160
管理職でない 612 48.2 7.1 20.3 157.7 282,210 20.8 160.6 267,080 ▲ 0.5 ▲ 2.9 15,130

就労定着支援 248 42.8 6.3 20.0 159.3 334,570 20.5 163.2 316,810 ▲ 0.5 ▲ 3.9 17,760
管理職 26 45.7 8.0 19.8 162.2 383,650 20.4 169.0 364,500 ▲ 0.7 ▲ 6.9 19,150
管理職でない 222 42.5 6.1 20.0 159.0 328,820 20.5 162.6 311,220 ▲ 0.5 ▲ 3.5 17,600

自立生活援助 119 45.2 9.6 19.9 156.4 366,960 20.3 159.5 346,200 ▲ 0.4 ▲ 3.2 20,760
管理職 20 45.6 11.4 20.7 160.9 449,430 20.7 160.9 433,610 0.0 0.0 15,820
管理職でない 99 45.1 9.3 19.8 155.5 350,290 20.3 159.3 328,540 ▲ 0.5 ▲ 3.8 21,750

共同生活援助（介護サービス包括型） 553 51.2 7.9 20.2 160.7 291,050 20.3 160.4 274,190 ▲ 0.0 0.3 16,860
管理職 55 49.3 10.9 20.6 160.5 370,150 20.9 163.3 350,140 ▲ 0.3 ▲ 2.8 20,010
管理職でない 498 51.4 7.6 20.2 160.7 282,310 20.2 160.1 265,800 0.0 0.6 16,510

共同生活援助（日中サービス支援型） 467 46.8 6.1 20.1 164.3 308,690 20.2 165.0 290,150 ▲ 0.2 ▲ 0.7 18,540
管理職 24 48.6 8.3 20.6 165.2 377,620 20.3 166.7 343,710 0.3 ▲ 1.5 33,910
管理職でない 443 46.7 5.9 20.0 164.2 304,960 20.2 164.9 287,250 ▲ 0.2 ▲ 0.7 17,710

共同生活援助（外部サービス利用型） 300 55.6 9.4 20.7 155.9 269,610 21.1 158.4 257,200 ▲ 0.3 ▲ 2.6 12,410
管理職 36 52.6 9.5 20.6 155.3 346,050 21.0 159.9 336,190 ▲ 0.4 ▲ 4.6 9,860
管理職でない 264 56.0 9.4 20.8 155.9 259,180 21.1 158.2 246,430 ▲ 0.3 ▲ 2.3 12,750

児童発達支援 441 39.4 4.2 20.2 160.4 293,940 20.6 162.5 273,760 ▲ 0.4 ▲ 2.1 20,180
管理職 37 46.4 4.8 20.6 165.4 335,760 20.9 166.6 309,240 ▲ 0.3 ▲ 1.2 26,520
管理職でない 404 38.7 4.2 20.2 159.9 290,110 20.5 162.2 270,510 ▲ 0.4 ▲ 2.2 19,600

放課後等デイサービス 443 39.0 4.3 20.5 160.5 286,110 20.8 163.0 266,600 ▲ 0.3 ▲ 2.6 19,510
管理職 37 39.5 5.2 20.8 168.1 361,380 21.2 168.6 323,530 ▲ 0.4 ▲ 0.6 37,850
管理職でない 406 38.9 4.2 20.5 159.8 279,250 20.8 162.5 261,410 ▲ 0.3 ▲ 2.7 17,840

居宅訪問型児童発達支援 26 47.8 8.0 19.9 154.8 371,420 20.2 158.2 338,700 ▲ 0.3 ▲ 3.4 32,720
管理職 8 53.1 3.0 19.8 158.5 365,990 20.4 167.3 314,130 ▲ 0.6 ▲ 8.8 51,860
管理職でない 18 45.4 10.2 20.0 153.1 373,830 20.2 154.2 349,620 ▲ 0.2 ▲ 1.1 24,210

保育所等訪問支援 295 40.2 5.4 20.1 159.4 329,810 20.5 161.5 304,800 ▲ 0.4 ▲ 2.1 25,010
管理職 48 46.0 6.7 20.0 158.6 388,280 20.5 160.8 370,030 ▲ 0.5 ▲ 2.2 18,250
管理職でない 247 39.1 5.1 20.1 159.5 318,440 20.5 161.6 292,120 ▲ 0.4 ▲ 2.1 26,320

福祉型障害児入所施設 352 38.1 10.1 20.3 161.7 394,030 20.6 163.3 371,120 ▲ 0.3 ▲ 1.6 22,910
管理職 11 48.6 20.2 20.7 165.4 473,440 20.5 164.9 471,140 0.2 0.5 2,300
管理職でない 341 37.8 9.8 20.3 161.6 391,470 20.6 163.3 367,890 ▲ 0.3 ▲ 1.6 23,580

医療型障害児入所施設 197 42.0 12.9 19.6 151.6 410,840 19.9 153.7 393,390 ▲ 0.3 ▲ 2.0 17,450
管理職 5 39.2 13.6 20.4 158.4 421,920 20.4 159.0 419,390 0.0 ▲ 0.6 2,530
管理職でない 192 42.1 12.9 19.5 151.5 410,560 19.8 153.5 392,710 ▲ 0.3 ▲ 2.1 17,850

※平均給与額は、基本給＋手当＋一時金（４～９月支給金額の1／6）により算出。また、10円未満を四捨五入している。

令和６年度に福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている施設・事業所において、職位別に、令和５年９月と令和６年９月ともに在籍している福祉・介護職員の平均給与額を令和５年９月と令和６年９月で比較すると、常勤では管理職、
管理職でない者のいずれについても増加している。
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第99表 職位別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（非常勤）
令和６年９月 令和５年９月 差

職員数 平均年齢 平均勤続
年数

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

全体 4,865 56.9 7.7 13.8 63.7 107,720 14.1 64.0 102,140 ▲ 0.3 ▲ 0.3 5,580
管理職 47 52.1 10.0 14.1 70.9 234,890 14.6 75.0 224,870 ▲ 0.5 ▲ 4.2 10,020
管理職でない 4,818 57.0 7.6 13.8 63.6 106,480 14.1 63.9 100,950 ▲ 0.3 ▲ 0.3 5,530

居宅介護 574 59.6 10.0 15.6 50.8 96,470 16.0 50.5 91,670 ▲ 0.4 0.3 4,800
管理職 6 63.8 13.2 17.0 87.8 236,220 18.5 88.0 233,480 ▲ 1.5 ▲ 0.2 2,740
管理職でない 568 59.6 10.0 15.6 50.4 94,990 16.0 50.1 90,170 ▲ 0.4 0.3 4,820

重度訪問介護 473 56.0 8.9 14.6 54.4 108,150 14.8 53.8 101,810 ▲ 0.1 0.6 6,340
管理職 3 37.3 4.0 18.0 82.0 300,380 18.0 101.3 289,620 0.0 ▲ 19.3 10,760
管理職でない 470 56.2 8.9 14.6 54.2 106,920 14.7 53.4 100,610 ▲ 0.1 0.8 6,310

同行援護 608 59.6 10.7 15.5 53.3 104,260 15.9 54.1 101,420 ▲ 0.4 ▲ 0.8 2,840
管理職 3 63.7 11.4 20.7 103.7 277,840 20.3 106.3 263,440 0.3 ▲ 2.7 14,400
管理職でない 605 59.6 10.7 15.4 53.0 103,400 15.9 53.8 100,620 ▲ 0.4 ▲ 0.8 2,780

行動援護 467 57.6 9.7 13.3 54.0 100,560 13.5 53.9 94,020 ▲ 0.3 0.1 6,540
管理職 5 58.0 8.0 15.8 70.2 98,620 15.0 72.8 99,710 0.8 ▲ 2.6 ▲ 1,090
管理職でない 462 57.6 9.7 13.2 53.8 100,580 13.5 53.7 93,960 ▲ 0.3 0.1 6,620

療養介護 17 47.0 9.6 15.5 99.1 185,750 14.0 87.8 161,500 1.5 11.2 24,250
管理職 0 - - - - - - - - - - -
管理職でない 17 47.0 9.6 15.5 99.1 185,750 14.0 87.8 161,500 1.5 11.2 24,250

生活介護 216 53.8 7.1 13.9 80.6 116,780 14.1 81.6 109,580 ▲ 0.2 ▲ 1.0 7,200
管理職 0 - - - - - - - - - - -
管理職でない 216 53.8 7.1 13.9 80.6 116,780 14.1 81.6 109,580 ▲ 0.2 ▲ 1.0 7,200

短期入所 187 58.2 6.2 12.4 71.9 110,580 12.3 71.1 102,700 0.0 0.8 7,880
管理職 1 41.0 12.0 17.0 34.0 166,000 17.0 25.0 166,000 0.0 9.0 0
管理職でない 186 58.3 6.2 12.4 72.1 110,280 12.3 71.4 102,360 0.0 0.8 7,920

重度障害者等包括支援 2 51.0 4.0 12.5 56.5 103,630 14.5 78.5 88,460 ▲ 2.0 ▲ 22.0 15,170
管理職 0 - - - - - - - - - - -
管理職でない 2 51.0 4.0 12.5 56.5 103,630 14.5 78.5 88,460 ▲ 2.0 ▲ 22.0 15,170

施設入所支援 55 55.6 8.3 16.2 84.2 148,510 16.1 84.1 139,980 0.1 0.1 8,530
管理職 0 - - - - - - - - - - -
管理職でない 55 55.6 8.3 16.2 84.2 148,510 16.1 84.1 139,980 0.1 0.1 8,530

自立訓練（機能訓練） 20 50.1 8.4 13.1 80.2 182,390 13.0 78.9 181,600 0.1 1.3 790
管理職 1 53.0 29.1 16.0 124.0 592,080 16.0 124.0 592,080 0.0 0.0 0
管理職でない 19 49.9 7.4 12.9 77.8 160,820 12.8 76.5 160,000 0.1 1.3 820

自立訓練（生活訓練） 133 50.8 5.5 12.9 77.0 120,720 13.2 78.6 114,380 ▲ 0.3 ▲ 1.6 6,340
管理職 1 68.0 5.0 15.0 105.0 223,270 15.0 103.0 223,380 0.0 2.0 ▲ 110
管理職でない 132 50.6 5.5 12.9 76.8 119,940 13.2 78.4 113,560 ▲ 0.3 ▲ 1.6 6,380

就労移行支援 113 51.3 5.8 13.8 70.8 170,000 14.1 72.6 166,790 ▲ 0.3 ▲ 1.8 3,210
管理職 7 44.3 12.2 12.4 44.3 409,990 12.4 44.3 403,340 0.0 0.0 6,650
管理職でない 106 51.8 5.4 13.9 72.5 154,150 14.2 74.4 151,170 ▲ 0.3 ▲ 1.9 2,980

就労継続支援Ａ型 163 50.9 4.9 15.9 85.2 121,330 16.3 84.4 113,350 ▲ 0.3 0.7 7,980
管理職 0 - - - - - - - - - - -
管理職でない 163 50.9 4.9 15.9 85.2 121,330 16.3 84.4 113,350 ▲ 0.3 0.7 7,980

就労継続支援Ｂ型 255 53.9 6.2 13.6 74.6 99,680 13.9 77.0 95,570 ▲ 0.3 ▲ 2.5 4,110
管理職 4 54.3 11.3 12.3 95.3 176,180 12.3 95.3 142,430 0.0 0.0 33,750
管理職でない 251 53.9 6.1 13.6 74.3 98,460 13.9 76.7 94,830 ▲ 0.3 ▲ 2.5 3,630

就労定着支援 43 50.4 5.6 12.1 66.9 173,070 12.5 71.4 167,680 ▲ 0.4 ▲ 4.5 5,390
管理職 2 53.0 11.6 14.0 48.0 250,130 14.0 44.0 239,190 0.0 4.0 10,940
管理職でない 41 50.3 5.3 12.0 67.8 169,310 12.4 72.8 164,190 ▲ 0.4 ▲ 5.0 5,120

自立生活援助 18 49.8 9.2 13.2 88.3 167,490 13.7 89.0 161,140 ▲ 0.6 ▲ 0.7 6,350
管理職 0 - - - - - - - - - - -
管理職でない 18 49.8 9.2 13.2 88.3 167,490 13.7 89.0 161,140 ▲ 0.6 ▲ 0.7 6,350

共同生活援助（介護サービス包括型） 570 61.6 5.8 11.5 65.9 99,420 11.7 66.0 94,440 ▲ 0.1 ▲ 0.1 4,980
管理職 4 52.0 11.1 14.0 57.5 182,410 14.5 61.8 158,490 ▲ 0.5 ▲ 4.3 23,920
管理職でない 566 61.7 5.8 11.5 65.9 98,830 11.6 66.1 93,990 ▲ 0.1 ▲ 0.1 4,840

共同生活援助（日中サービス支援型） 123 58.3 3.5 11.6 73.5 105,100 11.6 73.0 97,390 0.0 0.4 7,710
管理職 1 47.0 2.0 4.0 32.0 37,410 8.0 64.0 69,700 ▲ 4.0 ▲ 32.0 ▲ 32,290
管理職でない 122 58.4 3.5 11.7 73.8 105,650 11.6 73.1 97,620 0.1 0.7 8,030

共同生活援助（外部サービス利用型） 278 65.8 7.1 13.7 69.0 95,340 14.3 70.8 91,270 ▲ 0.6 ▲ 1.8 4,070
管理職 1 72.0 5.1 2.0 16.0 28,970 4.0 32.0 57,240 ▲ 2.0 ▲ 16.0 ▲ 28,270
管理職でない 277 65.8 7.1 13.8 69.2 95,580 14.4 70.9 91,390 ▲ 0.6 ▲ 1.7 4,190

児童発達支援 183 48.8 4.9 13.0 70.3 98,840 13.0 68.3 92,420 0.0 2.0 6,420
管理職 3 46.0 3.7 14.3 80.3 100,800 15.3 83.0 103,400 ▲ 1.0 ▲ 2.7 ▲ 2,600
管理職でない 180 48.8 4.9 13.0 70.1 98,800 12.9 68.1 92,240 0.0 2.0 6,560

放課後等デイサービス 221 52.0 5.1 12.7 64.1 94,760 13.2 65.9 90,990 ▲ 0.5 ▲ 1.7 3,770
管理職 1 34.0 10.0 7.0 49.0 104,000 16.0 112.0 104,000 ▲ 9.0 ▲ 63.0 0
管理職でない 220 52.1 5.0 12.7 64.2 94,720 13.2 65.6 90,930 ▲ 0.4 ▲ 1.4 3,790

居宅訪問型児童発達支援 30 46.6 5.9 11.6 63.9 151,380 12.0 63.9 133,920 ▲ 0.3 ▲ 0.1 17,460
管理職 2 44.5 2.5 8.5 59.5 172,030 8.5 59.5 101,350 0.0 0.0 70,680
管理職でない 28 46.8 6.1 11.9 64.2 149,900 12.2 64.3 136,250 ▲ 0.4 ▲ 0.1 13,650

保育所等訪問支援 97 47.2 5.3 12.0 68.9 127,950 12.2 68.1 117,520 ▲ 0.2 0.8 10,430
管理職 2 45.0 13.0 12.5 79.0 396,130 12.5 79.0 389,780 0.0 0.0 6,350
管理職でない 95 47.2 5.2 11.9 68.7 122,300 12.2 67.9 111,790 ▲ 0.3 0.8 10,510

福祉型障害児入所施設 11 45.3 6.0 15.3 74.5 137,010 15.7 76.5 121,870 ▲ 0.5 ▲ 2.0 15,140
管理職 0 - - - - - - - - - - -
管理職でない 11 45.3 6.0 15.3 74.5 137,010 15.7 76.5 121,870 ▲ 0.5 ▲ 2.0 15,140

医療型障害児入所施設 8 57.8 16.0 15.6 94.5 200,390 15.5 92.4 183,420 0.1 2.1 16,970
管理職 0 - - - - - - - - - - -
管理職でない 8 57.8 16.0 15.6 94.5 200,390 15.5 92.4 183,420 0.1 2.1 16,970

※平均給与額は、基本給＋手当＋一時金（４～９月支給金額の1／6）により算出。また、10円未満を四捨五入している。
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（６）年齢階級別

第100表 年齢階級別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（常勤）
令和６年９月 令和５年９月 差

職員数 平均年齢 平均勤続
年数

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

全体 9,943 44.9 7.9 20.4 160.7 327,720 20.6 162.5 307,750 ▲ 0.3 ▲ 1.8 19,970
19歳以下 5 19.0 1.1 21.4 165.0 260,530 21.6 167.8 206,050 ▲ 0.2 ▲ 2.8 54,480
20歳以上29歳以下 1,447 25.7 3.2 20.2 161.6 308,590 20.6 163.6 281,700 ▲ 0.3 ▲ 2.0 26,890
30歳以上39歳以下 2,284 34.6 6.9 20.3 160.8 339,540 20.5 162.6 318,990 ▲ 0.3 ▲ 1.8 20,550
40歳以上49歳以下 2,351 44.7 8.7 20.4 160.6 351,190 20.7 162.6 330,220 ▲ 0.3 ▲ 2.0 20,970
50歳以上59歳以下 2,400 54.1 9.3 20.4 161.3 334,950 20.7 162.6 315,240 ▲ 0.2 ▲ 1.3 19,710
60歳以上64歳以下 784 61.9 10.6 20.5 159.7 297,180 20.8 161.9 284,460 ▲ 0.4 ▲ 2.2 12,720
65歳以上 672 69.1 10.4 20.5 157.8 256,930 20.7 159.7 248,180 ▲ 0.2 ▲ 1.9 8,750
※平均給与額は、基本給＋手当＋一時金（４～９月支給金額の1／6）により算出。また、10円未満を四捨五入している。

第101表 年齢階級別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（非常勤）
令和６年９月 令和５年９月 差

職員数 平均年齢 平均勤続
年数

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

全体 4,865 56.9 7.7 13.8 63.7 107,720 14.1 64.0 102,140 ▲ 0.3 ▲ 0.3 5,580
19歳以下 5 18.0 1.0 11.0 30.8 48,180 13.8 50.2 61,550 ▲ 2.8 ▲ 19.4 ▲ 13,370
20歳以上29歳以下 216 25.1 2.8 12.4 64.7 123,600 12.2 62.8 111,110 0.2 1.9 12,490
30歳以上39歳以下 463 35.0 5.3 13.8 69.6 128,690 14.0 69.2 118,510 ▲ 0.2 0.5 10,180
40歳以上49歳以下 717 44.9 5.6 13.7 68.6 120,290 13.7 67.5 111,180 0.0 1.0 9,110
50歳以上59歳以下 1,086 54.5 7.6 13.9 64.0 111,080 14.1 63.6 104,660 ▲ 0.2 0.4 6,420
60歳以上64歳以下 609 62.0 8.6 13.8 62.5 104,360 14.2 63.4 101,070 ▲ 0.4 ▲ 0.9 3,290
65歳以上 1,769 71.3 9.4 14.0 60.4 94,470 14.4 61.9 92,040 ▲ 0.4 ▲ 1.5 2,430
※平均給与額は、基本給＋手当＋一時金（４～９月支給金額の1／6）により算出。また、10円未満を四捨五入している。

（７）保有資格別

第102表 保有資格別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（常勤）
令和６年９月 令和５年９月 差

職員数 平均年齢 平均勤続
年数

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

全体 9,943 44.9 7.9 20.4 160.7 327,720 20.6 162.5 307,750 ▲ 0.3 ▲ 1.8 19,970
資格有 3,817 44.7 9.3 20.4 161.6 359,400 20.7 163.1 338,520 ▲ 0.3 ▲ 1.6 20,880

3,011 45.8 9.6 20.5 162.2 356,460 20.7 163.6 336,430 ▲ 0.2 ▲ 1.4 20,030
694 40.0 8.9 20.1 158.9 382,370 20.4 161.3 360,830 ▲ 0.3 ▲ 2.5 21,540
364 41.4 8.4 20.1 158.2 371,260 20.5 160.5 350,750 ▲ 0.4 ▲ 2.4 20,510
355 44.9 8.8 20.8 165.1 379,110 20.9 165.4 353,990 ▲ 0.2 ▲ 0.4 25,120

資格無 6,126 45.0 7.0 20.3 160.2 307,980 20.6 162.1 288,570 ▲ 0.3 ▲ 1.9 19,410
※平均給与額は、基本給＋手当＋一時金（４～９月支給金額の1／6）により算出。また、10円未満を四捨五入している。

第103表 保有資格別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（非常勤）
令和６年９月 令和５年９月 差

職員数 平均年齢 平均勤続
年数

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

全体 4,865 56.9 7.7 13.8 63.7 107,720 14.1 64.0 102,140 ▲ 0.3 ▲ 0.3 5,580
資格有 1,189 54.9 9.4 14.6 61.7 122,640 14.9 61.6 115,990 ▲ 0.3 0.2 6,650

1,031 56.0 9.9 14.9 60.6 117,360 15.2 60.6 111,870 ▲ 0.3 ▲ 0.0 5,490
83 46.6 6.3 11.7 66.3 148,590 12.1 66.0 140,990 ▲ 0.4 0.2 7,600
57 46.5 6.8 11.7 71.5 170,230 12.1 71.2 158,620 ▲ 0.4 0.2 11,610

104 52.4 7.0 14.6 67.9 155,300 14.1 63.2 135,860 0.5 4.6 19,440
資格無 3,676 57.6 7.1 13.5 64.4 102,900 13.8 64.8 97,660 ▲ 0.2 ▲ 0.4 5,240
※平均給与額は、基本給＋手当＋一時金（４～９月支給金額の1／6）により算出。また、10円未満を四捨五入している。

精神保健福祉士

介護福祉士
社会福祉士
精神保健福祉士
（たんの吸引等）認定特定行為業務従事者

令和６年度に福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている施設・事業所において、職員の年齢階級別に、令和５年９月と令和６年９月ともに在籍している福祉・介護職員の平均給与額を令和５年９月と令和６年９月で比較すると、常勤
ではいずれの年齢層も増加している。

令和６年度に福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている施設・事業所において、職員の保有資格別に、令和５年９月と令和６年９月ともに在籍している福祉・介護職員の平均給与額を令和５年９月と令和６年９月で比較すると、保有
資格に関わらず常勤、非常勤とも増加している。

（たんの吸引等）認定特定行為業務従事者

介護福祉士
社会福祉士
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（８）勤続年数別

第104表 勤続年数別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（常勤）
令和６年９月 令和５年９月 差

職員数 平均年齢 平均勤続
年数

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

全体 9,943 44.9 7.9 20.4 160.7 327,720 20.6 162.5 307,750 ▲ 0.3 ▲ 1.8 19,970
１年(勤続１年～１年11か月) 1,386 40.5 1.2 20.4 161.6 290,680 20.6 162.6 248,610 ▲ 0.2 ▲ 1.0 42,070
２年(勤続２年～２年11か月) 1,165 40.9 2.2 20.4 161.8 299,490 20.6 163.2 278,410 ▲ 0.2 ▲ 1.4 21,080
３年(勤続３年～３年11か月） 926 41.9 3.2 20.3 161.1 296,750 20.6 162.9 280,490 ▲ 0.3 ▲ 1.8 16,260
４年(勤続４年～４年11か月） 715 43.0 4.2 20.4 161.8 310,240 20.6 163.1 294,120 ▲ 0.2 ▲ 1.3 16,120
５年(勤続５年～５年11か月） 787 44.4 5.2 20.4 160.4 317,960 20.7 162.6 301,050 ▲ 0.3 ▲ 2.2 16,910
６年(勤続６年～６年11か月） 597 45.9 6.2 20.3 160.2 317,560 20.7 162.6 299,900 ▲ 0.3 ▲ 2.4 17,660
７年(勤続７年～７年11か月） 533 45.0 7.2 20.3 159.7 324,440 20.6 162.2 309,960 ▲ 0.4 ▲ 2.5 14,480
８年(勤続８年～８年11か月） 446 45.8 8.2 20.4 160.3 331,290 20.6 162.4 316,020 ▲ 0.2 ▲ 2.1 15,270
９年(勤続９年～９年11か月） 422 47.0 9.2 20.5 161.4 336,960 20.7 162.8 323,010 ▲ 0.2 ▲ 1.4 13,950
10年(勤続10年～10年11か月） 455 45.3 10.1 20.3 161.0 335,540 20.7 162.9 321,790 ▲ 0.4 ▲ 2.0 13,750
11年(勤続11年～11年11か月） 344 46.7 11.2 20.4 159.4 350,460 20.7 161.9 334,420 ▲ 0.3 ▲ 2.5 16,040
12年(勤続12年～12年11か月） 314 47.5 12.2 20.5 160.7 340,240 20.7 161.8 325,410 ▲ 0.2 ▲ 1.1 14,830
13年(勤続13年～13年11か月） 260 47.9 13.2 20.6 160.3 354,420 20.8 161.8 337,710 ▲ 0.2 ▲ 1.5 16,710
14年(勤続14年～14年11か月） 201 48.1 14.2 20.6 160.6 371,000 20.9 162.8 357,560 ▲ 0.2 ▲ 2.2 13,440
15年(勤続15年～15年11か月） 189 49.1 15.2 20.6 162.2 380,720 20.8 163.1 368,060 ▲ 0.2 ▲ 0.9 12,660
16年(勤続16年～16年11か月） 146 50.0 16.1 20.4 160.1 369,640 20.7 161.9 358,650 ▲ 0.3 ▲ 1.8 10,990
17年(勤続17年～17年11か月） 129 49.4 17.2 20.4 159.3 387,500 20.7 161.9 369,540 ▲ 0.3 ▲ 2.6 17,960
18年(勤続18年～18年11か月） 110 49.4 18.1 20.3 161.3 396,810 20.7 164.7 379,190 ▲ 0.4 ▲ 3.4 17,620
19年(勤続19年～19年11か月） 97 52.5 19.3 20.4 158.8 373,130 20.8 161.1 359,070 ▲ 0.4 ▲ 2.3 14,060
20年以上 721 54.4 26.6 20.1 157.7 422,870 20.5 160.1 406,530 ▲ 0.4 ▲ 2.4 16,340
（再掲）５年～９年 2,785 45.5 6.9 20.4 160.4 324,130 20.6 162.5 308,230 ▲ 0.3 ▲ 2.2 15,900
（再掲）10年以上 2,966 49.4 16.5 20.4 159.8 373,370 20.7 161.8 358,240 ▲ 0.3 ▲ 2.0 15,130
※平均給与額は、基本給＋手当＋一時金（４～９月支給金額の1／6）により算出。また、10円未満を四捨五入している。

第105表 勤続年数別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（非常勤）
令和６年９月 令和５年９月 差

職員数 平均年齢 平均勤続
年数

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

全体 4,865 56.9 7.7 13.8 63.7 107,720 14.1 64.0 102,140 ▲ 0.3 ▲ 0.3 5,580
１年(勤続１年～１年11か月) 712 51.3 1.3 12.4 63.4 97,620 12.1 60.4 86,270 0.3 3.0 11,350
２年(勤続２年～２年11か月) 551 52.0 2.2 13.1 64.0 105,640 13.1 62.9 95,630 ▲ 0.0 1.1 10,010
３年(勤続３年～３年11か月） 492 54.5 3.2 13.5 66.7 103,690 13.8 66.9 97,970 ▲ 0.2 ▲ 0.1 5,720
４年(勤続４年～４年11か月） 372 54.9 4.2 13.8 69.2 109,050 14.0 69.2 103,180 ▲ 0.2 0.0 5,870
５年(勤続５年～５年11か月） 414 56.5 5.2 13.4 65.0 106,700 13.8 65.6 101,200 ▲ 0.4 ▲ 0.6 5,500
６年(勤続６年～６年11か月） 263 59.2 6.2 13.0 61.7 103,220 13.8 64.0 101,500 ▲ 0.7 ▲ 2.2 1,720
７年(勤続７年～７年11か月） 231 59.1 7.2 14.4 70.1 117,660 14.7 70.7 112,090 ▲ 0.3 ▲ 0.6 5,570
８年(勤続８年～８年11か月） 225 58.5 8.2 13.8 63.5 111,130 14.2 65.2 107,330 ▲ 0.4 ▲ 1.7 3,800
９年(勤続９年～９年11か月） 195 59.7 9.2 14.4 66.5 110,320 14.9 67.0 107,550 ▲ 0.5 ▲ 0.5 2,770
10年(勤続10年～10年11か月） 175 55.4 10.1 14.2 63.8 110,200 14.4 64.6 103,480 ▲ 0.2 ▲ 0.8 6,720
11年(勤続11年～11年11か月） 154 58.6 11.3 14.8 62.0 115,830 15.4 64.1 114,680 ▲ 0.5 ▲ 2.0 1,150
12年(勤続12年～12年11か月） 139 60.8 12.2 15.0 64.7 118,960 15.6 67.2 115,630 ▲ 0.6 ▲ 2.5 3,330
13年(勤続13年～13年11か月） 113 62.2 13.2 15.5 66.1 112,100 16.3 68.8 115,290 ▲ 0.8 ▲ 2.8 ▲ 3,190
14年(勤続14年～14年11か月） 101 61.6 14.2 15.1 59.9 106,730 15.4 60.7 102,900 ▲ 0.3 ▲ 0.8 3,830
15年(勤続15年～15年11か月） 95 63.2 15.3 15.3 61.3 137,520 15.3 63.3 131,450 0.1 ▲ 1.9 6,070
16年(勤続16年～16年11か月） 63 64.5 16.2 14.3 55.6 104,060 14.5 57.5 102,280 ▲ 0.3 ▲ 2.0 1,780
17年(勤続17年～17年11か月） 95 62.6 17.3 13.7 59.7 118,290 14.2 62.3 116,800 ▲ 0.5 ▲ 2.6 1,490
18年(勤続18年～18年11か月） 70 62.5 18.2 15.6 61.3 112,290 15.9 63.3 109,870 ▲ 0.3 ▲ 2.0 2,420
19年(勤続19年～19年11か月） 70 62.0 19.3 15.5 53.1 102,820 15.9 53.4 100,090 ▲ 0.4 ▲ 0.3 2,730
20年以上 335 65.3 23.9 15.3 54.3 109,670 16.1 56.7 109,350 ▲ 0.7 ▲ 2.3 320
（再掲）５年～９年 1,328 58.3 6.8 13.7 65.2 109,200 14.2 66.3 105,120 ▲ 0.5 ▲ 1.1 4,080
（再掲）10年以上 1,410 61.7 16.2 15.0 59.9 113,310 15.4 61.8 111,080 ▲ 0.5 ▲ 1.9 2,230
※平均給与額は、基本給＋手当＋一時金（４～９月支給金額の1／6）により算出。また、10円未満を四捨五入している。

令和６年度に福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている施設・事業所において、職員の勤続年数別に、令和５年９月と令和６年９月ともに在籍している福祉・介護職員の平均給与額を令和５年９月と令和６年９月で比較すると、常勤
では勤続年数に関わらず増加している。
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第106表 勤続年数別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均基本給額（常勤）

職員数
全体 9,943
１年(勤続１年～１年11か月) 1,386
２年(勤続２年～２年11か月) 1,165
３年(勤続３年～３年11か月） 926
４年(勤続４年～４年11か月） 715
５年(勤続５年～５年11か月） 787
６年(勤続６年～６年11か月） 597
７年(勤続７年～７年11か月） 533
８年(勤続８年～８年11か月） 446
９年(勤続９年～９年11か月） 422
10年(勤続10年～10年11か月） 455
11年(勤続11年～11年11か月） 344
12年(勤続12年～12年11か月） 314
13年(勤続13年～13年11か月） 260
14年(勤続14年～14年11か月） 201
15年(勤続15年～15年11か月） 189
16年(勤続16年～16年11か月） 146
17年(勤続17年～17年11か月） 129
18年(勤続18年～18年11か月） 110
19年(勤続19年～19年11か月） 97
20年以上 721
（再掲）５年～９年 2,785
（再掲）10年以上 2,966

第107表 勤続年数別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均基本給額（非常勤）

職員数
全体 4,865
１年(勤続１年～１年11か月) 712
２年(勤続２年～２年11か月) 551
３年(勤続３年～３年11か月） 492
４年(勤続４年～４年11か月） 372
５年(勤続５年～５年11か月） 414
６年(勤続６年～６年11か月） 263
７年(勤続７年～７年11か月） 231
８年(勤続８年～８年11か月） 225
９年(勤続９年～９年11か月） 195
10年(勤続10年～10年11か月） 175
11年(勤続11年～11年11か月） 154
12年(勤続12年～12年11か月） 139
13年(勤続13年～13年11か月） 113
14年(勤続14年～14年11か月） 101
15年(勤続15年～15年11か月） 95
16年(勤続16年～16年11か月） 63
17年(勤続17年～17年11か月） 95
18年(勤続18年～18年11か月） 70
19年(勤続19年～19年11か月） 70
20年以上 335
（再掲）５年～９年 1,328
（再掲）10年以上 1,410

192,500
200,920
206,350
202,060
203,250

令和６年９月
平均基本給額（円）

207,810
191,270
193,770

218,440
229,330
229,260
230,700
231,260

208,310
209,150
207,930
215,600
210,650

185,870
192,920
199,100
195,530
198,000

令和５年９月
平均基本給額（円）

201,360
183,170
187,060

212,570
223,570
224,780
226,320
227,500

202,330
204,070
202,320
209,830
204,880

6,630
8,000
7,250
6,530
5,250

差
平均基本給額（円）

6,450
8,100
6,710

5,870
5,760
4,480
4,380
3,760

5,980
5,080
5,610
5,770
5,770

令和６年９月
平均基本給額（円）

82,790
77,740
83,060

5,190
7,890
5,060
6,180
5,390

233,920
223,420
255,120
199,390
224,210

239,110
231,310
260,180
205,570
229,600

差
平均基本給額（円）

2,480
5,870

85,590
84,210
81,580
86,240
91,440

81,320
86,620
83,700
79,240
90,470

82,730
74,770
80,290
84,390
83,210

87,280
79,200
92,960
73,710
82,090

83,380

89,180
77,990
92,310
75,170
83,280

84,630
83,780
79,320
86,120
92,110

82,590

78,590
83,320
80,310
79,060
87,720

▲ 670

▲ 1,460
820

▲ 82081,110
1,800

▲ 170

▲ 1,900
1,210

650
▲ 1,460
▲ 1,190

令和５年９月
平均基本給額（円）

80,310
71,870
77,360

960
430

2,260
120

2,730
3,300
3,390

180
2,750

5,700

84,190
73,950
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（９）給与額等の構成割合

第108表 職種別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における障害福祉サービス等従事者の基本給与額等の構成割合（常勤）

職員数
10,0000円

未満

10,0000円
～

119,999円

120,000円
～

139,999円

140,000円
～

159,999円

160,000円
～

179,999円

180,000円
～

199,999円

200,000円
～

219,999円

220,000円
～

249,999円

250,000円
～

259,999円

260,000円
～

279,999円

280,000円
～

299,999円

300,000円
～

319,999円

320,000円
～

339,999円

340,000円
～

359,999円

360,000円
～

379,999円

380,000円
～

399,999円

400,000円
以上

平均
基本給額

令和６年９月
全体 16,347 0.3% 0.5% 1.8% 7.1% 14.2% 16.9% 15.9% 17.3% 4.6% 6.0% 4.5% 3.6% 2.3% 1.7% 1.1% 0.6% 1.6% 222,890

福祉・介護職員 9,943 0.3% 0.5% 2.4% 9.4% 18.3% 20.0% 16.9% 16.3% 3.6% 4.2% 2.7% 2.1% 1.2% 0.8% 0.5% 0.3% 0.8% 207,810
　生活支援員 4,663 0.2% 0.1% 1.7% 8.2% 17.9% 19.6% 17.9% 17.9% 3.9% 4.5% 2.9% 2.2% 1.1% 0.6% 0.5% 0.3% 0.6% 210,050
　就労支援員 179 0.6% 0.0% 2.8% 6.7% 14.0% 18.4% 12.8% 18.4% 3.9% 6.1% 5.6% 3.9% 3.4% 1.1% 1.1% 0.6% 0.6% 220,850
　職業指導員 799 0.0% 0.4% 2.4% 10.8% 22.0% 18.5% 16.5% 14.4% 3.1% 3.4% 2.8% 2.3% 1.5% 0.6% 0.5% 0.1% 0.8% 204,840
　地域移行支援員 43 0.0% 0.0% 2.3% 25.6% 14.0% 18.6% 18.6% 14.0% 2.3% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 193,220
　ホームヘルパー 1,419 0.6% 1.3% 3.6% 9.3% 16.9% 20.9% 14.7% 14.7% 4.0% 4.2% 2.5% 1.8% 0.8% 1.1% 0.8% 0.7% 2.2% 210,090
　児童指導員 789 0.3% 1.0% 1.9% 8.9% 22.6% 21.0% 18.5% 14.1% 2.5% 2.5% 1.9% 1.4% 1.5% 0.5% 0.8% 0.1% 0.5% 202,190
　保育士 609 0.0% 0.2% 0.7% 7.7% 15.4% 24.6% 17.2% 18.7% 3.8% 3.8% 4.1% 2.1% 0.7% 0.8% 0.0% 0.0% 0.2% 208,850
　世話人 693 0.6% 1.3% 7.6% 19.8% 24.5% 16.7% 12.1% 8.8% 1.9% 2.3% 1.3% 1.6% 0.6% 0.6% 0.0% 0.1% 0.1% 184,120
　訪問支援員 321 0.9% 0.0% 1.2% 10.6% 13.1% 16.5% 17.4% 20.2% 4.4% 5.0% 3.1% 2.2% 3.1% 0.9% 0.3% 0.0% 0.9% 213,730
　就労定着支援員 248 0.0% 0.4% 0.4% 4.0% 12.1% 30.2% 20.2% 13.7% 2.4% 5.2% 2.8% 1.2% 2.0% 1.6% 2.4% 0.4% 0.8% 217,360
　地域生活支援員 119 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 5.9% 15.1% 12.6% 26.9% 10.1% 12.6% 1.7% 5.0% 2.5% 3.4% 0.0% 0.0% 1.7% 238,770
　夜間支援従事者 61 0.0% 0.0% 4.9% 11.5% 26.2% 13.1% 24.6% 8.2% 3.3% 3.3% 1.6% 1.6% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 195,460
サービス管理責任者等 3,726 0.5% 0.8% 1.3% 3.6% 7.7% 11.8% 13.7% 17.0% 5.8% 8.4% 7.0% 6.5% 3.9% 3.6% 2.5% 1.5% 4.3% 250,510
医師 7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 85.7% 568,480
看護職員（保健師、看護師、准看護師） 707 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 2.8% 7.2% 11.3% 24.3% 7.5% 12.4% 11.5% 7.9% 6.8% 4.5% 1.6% 1.0% 0.8% 261,530
理学療法士・作業療法士 215 0.0% 0.0% 0.5% 0.9% 5.6% 8.4% 14.4% 25.1% 7.9% 8.4% 7.4% 7.9% 4.7% 4.7% 1.9% 0.9% 1.4% 253,410
機能訓練担当職員（言語聴覚士含む） 60 0.0% 0.0% 1.7% 1.7% 5.0% 11.7% 18.3% 26.7% 6.7% 13.3% 6.7% 5.0% 1.7% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 234,840
心理指導担当職員 44 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.8% 9.1% 27.3% 13.6% 11.4% 9.1% 6.8% 11.4% 0.0% 2.3% 0.0% 2.3% 263,470
管理栄養士・栄養士 445 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 6.5% 12.4% 22.2% 22.9% 6.1% 10.3% 7.2% 5.2% 3.4% 0.7% 0.9% 0.0% 0.4% 236,520
調理員 254 0.4% 0.4% 1.6% 11.4% 20.1% 21.7% 15.7% 16.9% 3.1% 4.7% 1.6% 0.0% 2.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 201,710
事務員 946 0.2% 0.3% 1.1% 5.8% 11.0% 15.0% 14.8% 19.0% 6.4% 7.9% 5.9% 4.8% 2.9% 1.8% 1.1% 0.7% 1.3% 230,880

令和５年９月
全体 16,347 0.3% 0.6% 2.3% 9.0% 16.4% 17.4% 15.3% 15.8% 4.0% 5.5% 4.0% 3.1% 2.0% 1.6% 0.8% 0.5% 1.4% 216,560

福祉・介護職員 9,943 0.2% 0.7% 3.1% 11.7% 20.7% 20.3% 15.8% 14.0% 3.0% 3.3% 2.6% 1.7% 0.9% 0.7% 0.4% 0.2% 0.6% 201,360
　生活支援員 4,663 0.1% 0.4% 2.4% 10.6% 20.2% 20.4% 16.9% 15.2% 3.3% 3.4% 2.8% 1.7% 0.9% 0.5% 0.5% 0.2% 0.5% 203,820
　就労支援員 179 0.6% 0.0% 2.8% 7.3% 22.9% 11.7% 15.1% 17.9% 3.4% 4.5% 4.5% 3.9% 2.8% 1.7% 0.6% 0.0% 0.6% 214,740
　職業指導員 799 0.0% 0.8% 3.3% 13.8% 21.7% 20.2% 15.6% 12.0% 2.5% 3.1% 2.4% 2.1% 0.5% 1.0% 0.4% 0.1% 0.6% 199,020
　地域移行支援員 43 0.0% 0.0% 4.7% 25.6% 16.3% 18.6% 18.6% 14.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 186,610
　ホームヘルパー 1,419 0.6% 1.6% 3.8% 11.5% 20.5% 19.6% 15.6% 12.3% 3.9% 3.0% 2.0% 1.8% 0.6% 0.6% 0.8% 0.3% 1.5% 201,290
　児童指導員 789 0.1% 1.3% 2.8% 11.8% 24.0% 22.1% 14.7% 13.6% 1.5% 2.3% 1.8% 1.3% 0.9% 0.9% 0.5% 0.1% 0.5% 197,170
　保育士 609 0.0% 0.3% 1.0% 8.5% 20.5% 24.5% 17.1% 15.8% 1.8% 4.4% 3.4% 1.5% 0.8% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 202,450
　世話人 693 0.4% 1.4% 10.4% 23.5% 22.5% 17.3% 10.4% 7.1% 1.4% 1.6% 1.9% 0.7% 0.4% 0.6% 0.0% 0.1% 0.1% 179,290
　訪問支援員 321 0.9% 0.0% 1.9% 12.5% 14.6% 19.3% 15.9% 17.8% 4.0% 4.0% 3.1% 1.6% 2.8% 0.6% 0.3% 0.0% 0.6% 207,120
　就労定着支援員 248 0.4% 0.0% 0.8% 5.6% 23.8% 25.0% 15.3% 12.5% 2.0% 4.8% 1.6% 1.6% 2.0% 2.8% 0.8% 0.4% 0.4% 209,560
　地域生活支援員 119 0.0% 0.0% 0.0% 3.4% 7.6% 17.6% 13.4% 24.4% 10.1% 8.4% 3.4% 5.9% 2.5% 1.7% 0.0% 0.0% 1.7% 233,470
　夜間支援従事者 61 1.6% 1.6% 1.6% 16.4% 29.5% 23.0% 13.1% 4.9% 1.6% 1.6% 3.3% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 185,000
サービス管理責任者等 3,726 0.6% 0.8% 1.3% 4.6% 9.5% 12.3% 14.0% 17.0% 5.2% 8.8% 6.0% 5.6% 3.8% 3.5% 1.9% 1.3% 3.7% 244,170
医師 7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 85.7% 582,510
看護職員（保健師、看護師、准看護師） 707 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 4.1% 8.1% 11.7% 26.6% 6.9% 12.4% 8.8% 8.2% 5.8% 4.1% 1.3% 0.7% 0.8% 256,380
理学療法士・作業療法士 215 0.0% 0.0% 0.5% 1.4% 6.0% 14.0% 12.6% 22.8% 7.4% 9.3% 7.9% 5.6% 5.1% 3.3% 2.3% 0.9% 0.9% 247,800
機能訓練担当職員（言語聴覚士含む） 60 0.0% 0.0% 1.7% 1.7% 10.0% 11.7% 23.3% 26.7% 6.7% 6.7% 3.3% 5.0% 1.7% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 225,350
心理指導担当職員 44 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% 4.5% 13.6% 29.5% 4.5% 11.4% 11.4% 9.1% 6.8% 2.3% 0.0% 0.0% 2.3% 258,230
管理栄養士・栄養士 445 0.0% 0.0% 0.2% 2.9% 9.0% 14.8% 22.0% 20.9% 6.5% 7.6% 7.4% 4.0% 2.5% 1.1% 0.4% 0.0% 0.4% 230,810
調理員 254 0.4% 0.8% 2.4% 15.7% 21.7% 21.7% 13.8% 13.8% 2.4% 3.1% 2.0% 0.4% 1.6% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 195,220
事務員 946 0.2% 0.3% 1.6% 7.5% 12.7% 15.8% 15.4% 17.4% 5.5% 8.1% 4.9% 3.6% 3.0% 1.3% 1.0% 0.6% 1.2% 224,560

第109表 職種別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における障害福祉サービス等従事者の基本給与額等の構成割合（非常勤）

職員数
10,0000円

未満

10,0000円
～

119,999円

120,000円
～

139,999円

140,000円
～

159,999円

160,000円
～

179,999円

180,000円
～

199,999円

200,000円
～

219,999円

220,000円
～

249,999円

250,000円
～

259,999円

260,000円
～

279,999円

280,000円
～

299,999円

300,000円
～

319,999円

320,000円
～

339,999円

340,000円
～

359,999円

360,000円
～

379,999円

380,000円
～

399,999円

400,000円
以上

平均
基本給額

令和６年９月
全体 5,636 68.8% 10.6% 7.4% 4.2% 2.6% 2.1% 1.4% 1.0% 0.3% 0.5% 0.2% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.3% 87,430

福祉・介護職員 4,865 70.8% 11.0% 7.4% 4.0% 2.3% 1.9% 1.0% 0.6% 0.3% 0.3% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 82,790
　生活支援員 1,020 63.1% 14.9% 8.8% 5.0% 2.1% 2.5% 1.7% 0.7% 0.5% 0.1% 0.0% 0.3% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 93,950
　就労支援員 33 42.4% 3.0% 3.0% 3.0% 9.1% 21.2% 3.0% 3.0% 0.0% 9.1% 3.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 142,850
　職業指導員 262 59.2% 19.1% 9.2% 2.7% 3.4% 2.7% 1.5% 0.8% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 97,600
　地域移行支援員 9 55.6% 22.2% 11.1% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 90,740
　ホームヘルパー 2,122 75.7% 7.8% 6.5% 4.2% 2.5% 1.5% 0.8% 0.5% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 73,810
　児童指導員 300 77.3% 8.0% 6.0% 3.0% 2.3% 1.7% 1.3% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 78,230
　保育士 123 63.4% 16.3% 8.1% 4.1% 5.7% 0.8% 0.8% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 94,830
　世話人 717 76.4% 11.6% 7.0% 2.6% 0.4% 0.6% 0.1% 0.4% 0.1% 0.3% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 76,920
　訪問支援員 127 58.3% 11.8% 5.5% 4.7% 3.9% 2.4% 3.9% 2.4% 0.0% 3.1% 0.8% 2.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 108,170
　就労定着支援員 43 48.8% 11.6% 9.3% 2.3% 7.0% 11.6% 0.0% 4.7% 0.0% 4.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 118,580
　地域生活支援員 18 27.8% 11.1% 27.8% 11.1% 0.0% 5.6% 5.6% 5.6% 0.0% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 131,750
　夜間支援従事者 91 65.9% 17.6% 11.0% 3.3% 0.0% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 84,530
サービス管理責任者等 169 33.1% 7.1% 6.5% 7.7% 8.3% 5.9% 9.5% 5.3% 1.2% 2.4% 1.8% 2.4% 0.6% 1.8% 1.2% 0.6% 4.7% 162,950
医師 23 47.8% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.3% 0.0% 4.3% 8.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 30.4% 262,340
看護職員（保健師、看護師、准看護師） 146 61.6% 6.2% 5.5% 6.2% 6.2% 6.2% 2.1% 2.1% 1.4% 1.4% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 99,760
理学療法士・作業療法士 40 72.5% 0.0% 7.5% 2.5% 0.0% 5.0% 2.5% 2.5% 2.5% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 84,240
機能訓練担当職員（言語聴覚士含む） 31 61.3% 0.0% 6.5% 6.5% 6.5% 0.0% 3.2% 9.7% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% 115,080
心理指導担当職員 3 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 170,310
管理栄養士・栄養士 42 52.4% 7.1% 4.8% 9.5% 9.5% 4.8% 2.4% 9.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 117,860
調理員 127 73.2% 14.2% 7.1% 3.1% 0.8% 0.8% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 85,980
事務員 190 60.5% 10.5% 11.6% 4.2% 3.2% 2.1% 3.2% 2.1% 0.0% 1.1% 0.0% 1.1% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 97,620

令和５年９月
全体 5,636 71.7% 9.9% 6.4% 3.7% 2.6% 2.0% 1.2% 0.9% 0.3% 0.5% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.3% 84,750

福祉・介護職員 4,865 73.8% 9.9% 6.6% 3.4% 2.3% 1.8% 0.9% 0.5% 0.2% 0.3% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 80,310
　生活支援員 1,020 67.7% 13.6% 7.7% 3.6% 1.8% 2.4% 1.8% 0.4% 0.3% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 90,280
　就労支援員 33 36.4% 9.1% 3.0% 3.0% 18.2% 15.2% 0.0% 3.0% 0.0% 12.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 142,280
　職業指導員 262 66.0% 15.3% 8.8% 2.3% 1.1% 3.1% 1.5% 0.8% 0.0% 0.4% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 94,890
　地域移行支援員 9 44.4% 33.3% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 96,230
　ホームヘルパー 2,122 77.6% 7.2% 5.9% 3.9% 2.6% 1.4% 0.5% 0.5% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 72,220
　児童指導員 300 78.3% 6.0% 8.7% 1.7% 2.3% 1.7% 1.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75,050
　保育士 123 70.7% 8.1% 8.9% 5.7% 4.1% 0.8% 0.8% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 89,910
　世話人 717 79.8% 11.7% 3.9% 2.5% 0.6% 0.3% 0.3% 0.1% 0.1% 0.3% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 75,070
　訪問支援員 127 63.0% 10.2% 5.5% 3.9% 4.7% 3.9% 2.4% 1.6% 0.8% 0.8% 0.8% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 100,880
　就労定着支援員 43 48.8% 9.3% 14.0% 2.3% 7.0% 9.3% 0.0% 4.7% 0.0% 4.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 117,260
　地域生活支援員 18 16.7% 16.7% 38.9% 0.0% 11.1% 5.6% 0.0% 5.6% 0.0% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 130,050
　夜間支援従事者 91 73.6% 12.1% 5.5% 5.5% 2.2% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 80,660
サービス管理責任者等 169 33.7% 10.7% 5.3% 6.5% 7.1% 5.9% 8.3% 7.1% 2.4% 3.0% 1.2% 2.4% 1.2% 1.2% 0.6% 0.0% 3.6% 155,820
医師 23 52.2% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.3% 8.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 30.4% 251,720
看護職員（保健師、看護師、准看護師） 146 59.6% 9.6% 5.5% 5.5% 6.2% 4.8% 3.4% 1.4% 1.4% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 97,760
理学療法士・作業療法士 40 75.0% 2.5% 5.0% 2.5% 0.0% 2.5% 2.5% 7.5% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 77,050
機能訓練担当職員（言語聴覚士含む） 31 61.3% 6.5% 0.0% 9.7% 6.5% 3.2% 0.0% 6.5% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% 109,450
心理指導担当職員 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 243,820
管理栄養士・栄養士 42 54.8% 4.8% 4.8% 9.5% 7.1% 7.1% 4.8% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 116,190
調理員 127 73.2% 15.7% 3.9% 4.7% 0.8% 0.8% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 83,050
事務員 190 66.8% 10.5% 6.8% 4.2% 3.2% 3.2% 0.5% 2.1% 0.5% 0.5% 0.0% 1.1% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 94,320

令和６年度に福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている施設・事業所において、令和５年９月と令和６年９月ともに在籍している者の、令和５年９月と令和６年９月の基本給額を職員数の構成割合で見ると、令和５年９月と比較し
て、令和６年９月では基本給の高い者の割合の上昇している傾向が見られる。
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３．福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における障害福祉サービス等従事者の平均給与額等（勤続１年未満の者を含む）

第110表 職種別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における障害福祉サービス等従事者の平均給与額等（常勤）（勤続１年未満の者を含む）
令和６年９月

職員数 平均年齢 平均勤続
年数

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

全体 18,987 45.7 8.3 20.3 160.4 342,570
福祉・介護職員 11,930 44.4 6.9 20.3 160.2 316,380
　生活支援員 5,361 44.2 8.0 20.1 159.2 327,010
　就労支援員 215 42.6 5.0 19.7 154.2 318,750
　職業指導員 1,012 45.5 5.6 20.4 157.5 283,700
　地域移行支援員 49 47.1 7.0 19.9 155.2 305,400
　ホームヘルパー 1,764 47.6 6.7 21.4 167.9 324,810
　児童指導員 987 40.0 5.6 20.3 159.2 307,020
　保育士 763 37.0 5.8 20.1 159.4 329,390
　世話人 834 52.7 6.6 20.4 158.5 264,200
　訪問支援員 421 39.7 4.7 20.1 158.6 317,940
　就労定着支援員 295 42.3 5.5 19.9 158.2 324,790
　地域生活支援員 136 44.8 9.0 19.8 155.2 358,210
　夜間支援従事者 93 51.7 4.1 18.3 164.0 265,660
サービス管理責任者等 4,044 48.7 11.2 20.7 163.3 400,520
医師 7 53.7 4.3 19.0 147.0 755,020
看護職員（保健師、看護師、准看護師） 797 48.9 8.8 19.8 155.9 412,940
理学療法士・作業療法士 264 39.9 8.0 19.9 156.7 383,860
機能訓練担当職員（言語聴覚士含む） 67 38.3 5.8 19.8 155.9 369,290
心理指導担当職員 50 43.9 12.9 19.6 151.9 440,380
管理栄養士・栄養士 498 44.1 11.8 20.0 158.3 358,360
調理員 282 50.3 10.1 20.5 160.2 292,720
事務員 1,048 47.5 10.6 20.0 157.4 349,840

※平均給与額は、基本給＋手当＋一時金（４～９月支給金額の1／6）により算出。また、10円未満を四捨五入している。

第111表 職種別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における障害福祉サービス等従事者の平均給与額等（非常勤）（勤続１年未満の者を含む）
令和６年９月

職員数 平均年齢 平均勤続
年数

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

全体 7,539 54.5 6.6 13.6 67.2 124,740
福祉・介護職員 6,424 55.0 6.6 13.6 66.2 115,600
　生活支援員 1,450 52.8 5.6 13.5 79.0 131,200
　就労支援員 54 46.2 4.9 14.5 82.7 217,890
　職業指導員 395 51.3 4.8 14.2 80.2 122,540
　地域移行支援員 12 56.8 4.3 11.9 79.6 117,920
　ホームヘルパー 2,562 57.1 8.9 14.7 54.2 105,950
　児童指導員 431 49.8 4.1 12.3 65.0 98,750
　保育士 188 46.0 4.4 14.0 81.7 134,050
　世話人 913 62.0 5.4 12.4 68.0 100,200
　訪問支援員 184 46.8 4.3 11.8 67.2 133,520
　就労定着支援員 74 44.9 5.3 12.0 74.5 224,530
　地域生活支援員 25 48.5 7.8 13.9 92.5 192,250
　夜間支援従事者 136 53.1 3.2 9.0 68.9 103,890
サービス管理責任者等 298 49.2 8.3 15.0 81.3 268,760
医師 29 52.8 9.0 7.3 47.0 352,470
看護職員（保健師、看護師、准看護師） 202 55.9 6.1 11.6 66.8 144,960
理学療法士・作業療法士 66 44.1 6.4 8.5 48.0 131,480
機能訓練担当職員（言語聴覚士含む） 46 47.3 4.5 9.1 55.9 145,650
心理指導担当職員 9 43.3 8.6 15.1 100.7 315,410
管理栄養士・栄養士 57 45.8 7.0 14.7 83.2 170,880
調理員 148 58.2 6.2 15.4 74.9 99,590
事務員 260 52.2 6.4 14.2 76.9 136,440

※平均給与額は、基本給＋手当＋一時金（４～９月支給金額の1／6）により算出。また、10円未満を四捨五入している。

令和６年度に福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている施設・事業所において、勤続1年未満の者を含む令和６年９月の平均給与額は、常勤の福祉・介護職員では316,380円となっている。非常勤の福祉・介護職員では115,600円と
なっている。
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第112表 サービス別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（常勤）（勤続１年未満の者を含む）
令和６年９月

職員数 平均年齢 平均勤続
年数

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

全体 11,930 44.4 6.9 20.3 160.2 316,380
居宅介護 378 47.2 5.9 21.3 165.8 304,870
重度訪問介護 499 47.1 5.9 21.7 170.4 337,980
同行援護 346 51.2 8.4 21.4 165.1 310,400
行動援護 541 45.9 7.0 21.4 168.9 335,800
療養介護 199 42.7 12.0 19.7 152.5 391,790
生活介護 896 43.9 7.5 20.1 158.8 305,790
短期入所 1,067 44.2 8.9 20.1 160.6 342,920
重度障害者等包括支援 10 37.6 5.6 20.4 161.9 333,740
施設入所支援 1,042 42.1 10.5 20.3 160.1 366,500
自立訓練（機能訓練） 122 44.3 9.1 19.4 152.8 363,570
自立訓練（生活訓練） 541 42.9 5.4 19.8 157.3 313,180
就労移行支援 613 42.6 5.2 19.8 154.7 300,460
就労継続支援Ａ型 625 45.6 4.6 20.9 160.6 274,790
就労継続支援Ｂ型 810 47.4 6.2 20.3 157.1 279,160
就労定着支援 295 42.3 5.5 19.9 158.2 324,790
自立生活援助 136 44.8 9.0 19.8 155.2 358,210
共同生活援助（介護サービス包括型） 681 50.9 7.1 20.1 160.2 282,670
共同生活援助（日中サービス支援型） 582 47.2 5.0 19.8 163.1 296,890
共同生活援助（外部サービス利用型） 340 54.9 8.5 20.7 155.6 264,050
児童発達支援 580 38.7 3.4 20.2 160.7 285,550
放課後等デイサービス 595 38.6 3.6 20.4 159.3 276,390
居宅訪問型児童発達支援 34 46.1 7.8 19.8 153.1 356,400
保育所等訪問支援 387 39.1 4.4 20.1 159.0 314,570
福祉型障害児入所施設 392 37.7 9.4 20.3 161.1 385,990
医療型障害児入所施設 219 41.6 12.2 19.6 151.7 400,730
※平均給与額は、基本給＋手当＋一時金（４～９月支給金額の1／6）により算出。また、10円未満を四捨五入している。

第113表 サービス別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしている事業所等における福祉・介護職員の平均給与額等（非常勤）（勤続１年未満の者を含む）
令和６年９月

職員数 平均年齢 平均勤続
年数

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

全体 6,424 55.0 6.6 13.6 66.2 115,600
居宅介護 694 58.3 9.0 15.4 52.1 100,530
重度訪問介護 607 54.8 7.4 14.3 55.7 113,110
同行援護 692 59.0 10.1 15.3 53.5 105,700
行動援護 569 55.7 9.0 13.3 55.9 105,220
療養介護 33 45.5 8.6 14.4 98.9 218,930
生活介護 296 52.4 6.8 14.1 84.6 131,050
短期入所 269 55.6 5.7 12.6 76.5 129,410
重度障害者等包括支援 2 51.0 4.0 12.5 56.5 103,630
施設入所支援 78 53.8 7.8 15.2 86.3 172,890
自立訓練（機能訓練） 31 49.2 7.8 14.2 89.7 213,270
自立訓練（生活訓練） 181 49.6 5.1 12.8 76.0 127,700
就労移行支援 178 48.3 4.9 14.2 78.8 184,340
就労継続支援Ａ型 248 49.3 3.8 15.5 84.7 120,470
就労継続支援Ｂ型 375 52.6 5.0 13.5 75.5 104,240
就労定着支援 74 44.9 5.3 12.0 74.5 224,530
自立生活援助 25 48.5 7.8 13.9 92.5 192,250
共同生活援助（介護サービス包括型） 731 59.9 5.0 11.4 66.9 101,650
共同生活援助（日中サービス支援型） 193 55.9 2.6 11.7 74.6 110,360
共同生活援助（外部サービス利用型） 345 63.8 6.4 13.6 70.0 103,800
児童発達支援 269 48.0 3.8 12.7 71.2 106,210
放課後等デイサービス 320 49.3 4.0 12.7 67.1 103,010
居宅訪問型児童発達支援 45 46.1 4.2 11.6 57.4 151,390
保育所等訪問支援 139 47.0 4.3 11.9 70.4 127,730
福祉型障害児入所施設 17 45.2 6.2 14.8 84.9 171,130
医療型障害児入所施設 13 51.7 12.4 15.2 101.5 255,730
※平均給与額は、基本給＋手当＋一時金（４～９月支給金額の1／6）により算出。また、10円未満を四捨五入している。
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４．福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしていない事業所等の状況を含めた障害福祉サービス等従事者の平均給与額等

第114表 職種別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしていない事業所等の状況を含めた障害福祉サービス等従事者の平均給与額等（常勤）
令和６年９月 令和５年９月 差

職員数 平均年齢 平均勤続
年数

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

全体 18,247 46.2 9.4 20.3 160.3 357,960 20.6 162.3 338,600 ▲ 0.3 ▲ 2.0 19,360
福祉・介護職員 10,984 45.0 8.0 20.3 160.2 330,260 20.6 162.0 310,660 ▲ 0.3 ▲ 1.8 19,600
　生活支援員 5,052 44.6 9.0 20.2 159.4 340,120 20.4 161.2 320,490 ▲ 0.2 ▲ 1.8 19,630
　就労支援員 203 43.4 5.7 19.8 155.3 320,770 20.3 158.5 298,820 ▲ 0.5 ▲ 3.2 21,950
　職業指導員 876 46.5 6.7 20.5 158.2 294,440 20.9 161.2 278,160 ▲ 0.4 ▲ 3.0 16,280
　地域移行支援員 48 47.5 7.3 19.9 155.1 306,820 20.2 156.5 287,480 ▲ 0.3 ▲ 1.4 19,340
　ホームヘルパー 1,504 48.0 7.7 21.4 168.7 331,990 21.5 168.8 308,870 ▲ 0.2 ▲ 0.1 23,120
　児童指導員 889 40.9 6.8 20.2 158.7 327,310 20.5 160.8 308,170 ▲ 0.3 ▲ 2.1 19,140
　保育士 714 38.1 7.3 20.0 157.9 351,560 20.4 160.9 329,470 ▲ 0.4 ▲ 2.9 22,090
　世話人 755 53.3 7.4 20.5 159.0 269,800 20.7 160.0 257,130 ▲ 0.2 ▲ 1.0 12,670
　訪問支援員 408 41.9 7.6 19.9 157.5 356,810 20.3 159.6 332,670 ▲ 0.4 ▲ 2.1 24,140
　就労定着支援員 271 43.1 6.3 20.0 159.4 331,430 20.5 163.1 313,800 ▲ 0.5 ▲ 3.7 17,630
　地域生活支援員 198 45.4 9.1 19.8 156.4 366,220 20.1 158.7 348,530 ▲ 0.3 ▲ 2.4 17,690
　夜間支援従事者 66 51.4 5.5 18.6 165.2 282,630 18.4 163.8 264,120 0.1 1.4 18,510
サービス管理責任者等 4,129 49.0 12.1 20.6 163.2 407,090 20.9 165.2 387,820 ▲ 0.3 ▲ 2.0 19,270
医師 13 48.1 6.3 19.0 146.8 735,750 19.3 149.2 708,800 ▲ 0.3 ▲ 2.5 26,950
看護職員（保健師、看護師、准看護師） 895 48.3 10.2 19.7 155.3 438,330 20.0 157.7 417,830 ▲ 0.3 ▲ 2.4 20,500
理学療法士・作業療法士 288 41.5 10.3 19.7 155.9 422,040 20.1 159.0 404,200 ▲ 0.4 ▲ 3.1 17,840
機能訓練担当職員（言語聴覚士含む） 67 38.8 6.8 19.7 155.2 383,690 20.1 158.3 358,600 ▲ 0.3 ▲ 3.0 25,090
心理指導担当職員 61 42.8 12.8 19.5 151.9 464,240 19.7 154.9 448,310 ▲ 0.3 ▲ 3.1 15,930
管理栄養士・栄養士 470 44.7 12.7 20.0 158.6 371,640 20.4 161.3 352,750 ▲ 0.4 ▲ 2.7 18,890
調理員 271 50.5 10.8 20.5 161.0 302,550 20.6 162.5 288,650 ▲ 0.2 ▲ 1.5 13,900
事務員 1,069 47.6 11.2 19.9 157.2 364,080 20.3 160.1 346,060 ▲ 0.4 ▲ 2.9 18,020

※平均給与額は、基本給＋手当＋一時金（４～９月支給金額の1／6）により算出。また、10円未満を四捨五入している。

第115表 職種別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしていない事業所等の状況を含めた障害福祉サービス等従事者の平均給与額等（非常勤）
令和６年９月 令和５年９月 差

職員数 平均年齢 平均勤続
年数

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

全体 6,379 56.5 7.6 13.7 64.2 114,110 13.9 64.4 108,400 ▲ 0.2 ▲ 0.2 5,710
福祉・介護職員 5,481 57.0 7.7 13.8 63.6 107,150 14.0 63.8 101,680 ▲ 0.2 ▲ 0.2 5,470
　生活支援員 1,158 54.8 6.3 13.4 75.7 119,260 13.4 75.6 111,740 ▲ 0.1 0.1 7,520
　就労支援員 40 48.1 5.3 14.2 75.3 200,960 14.8 78.7 201,260 ▲ 0.6 ▲ 3.4 ▲ 300
　職業指導員 305 53.6 5.8 14.6 79.6 115,470 14.9 80.3 109,660 ▲ 0.2 ▲ 0.7 5,810
　地域移行支援員 9 59.3 5.1 11.3 83.1 113,190 11.4 90.9 116,850 ▲ 0.1 ▲ 7.8 ▲ 3,660
　ホームヘルパー 2,327 58.6 10.0 14.7 52.4 99,450 15.1 52.6 95,120 ▲ 0.3 ▲ 0.2 4,330
　児童指導員 322 51.8 5.4 12.6 64.1 96,440 13.0 64.4 90,720 ▲ 0.4 ▲ 0.3 5,720
　保育士 141 47.8 5.3 14.1 77.6 123,130 14.0 76.6 116,800 0.1 1.0 6,330
　世話人 822 63.9 6.3 12.6 66.7 93,660 12.9 67.6 89,900 ▲ 0.3 ▲ 0.9 3,760
　訪問支援員 160 47.3 5.5 11.8 68.6 141,720 11.9 66.5 127,530 ▲ 0.1 2.1 14,190
　就労定着支援員 58 49.4 5.8 12.6 70.8 169,970 12.8 73.5 162,540 ▲ 0.2 ▲ 2.7 7,430
　地域生活支援員 38 52.4 6.4 12.5 69.2 138,770 12.6 68.4 129,170 ▲ 0.1 0.8 9,600
　夜間支援従事者 101 55.6 4.4 9.8 69.3 101,880 9.7 68.8 96,220 0.1 0.5 5,660
サービス管理責任者等 217 50.6 8.1 14.8 71.2 224,480 14.5 69.6 214,440 0.3 1.5 10,040
医師 26 54.3 10.0 7.0 43.9 322,020 6.7 42.0 294,890 0.3 1.8 27,130
看護職員（保健師、看護師、准看護師） 165 55.3 6.4 11.5 63.0 133,700 11.7 63.3 128,330 ▲ 0.2 ▲ 0.3 5,370
理学療法士・作業療法士 47 46.6 7.5 7.4 39.8 129,800 7.4 39.4 119,780 0.1 0.3 10,020
機能訓練担当職員（言語聴覚士含む） 37 50.3 5.5 9.2 53.7 132,550 9.5 54.1 124,340 ▲ 0.3 ▲ 0.4 8,210
心理指導担当職員 3 41.7 5.7 11.3 71.7 204,970 14.3 95.3 270,050 ▲ 3.0 ▲ 23.7 ▲ 65,080
管理栄養士・栄養士 48 47.8 8.2 15.2 81.4 167,710 15.5 81.3 162,950 ▲ 0.3 0.2 4,760
調理員 144 58.7 7.1 15.2 72.7 96,770 15.4 73.4 92,670 ▲ 0.3 ▲ 0.7 4,100
事務員 211 53.5 6.8 14.1 73.8 132,060 14.3 74.7 125,990 ▲ 0.2 ▲ 0.9 6,070

※平均給与額は、基本給＋手当＋一時金（４～９月支給金額の1／6）により算出。また、10円未満を四捨五入している。

令和６年度に福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしていない施設・事業所も含めて、令和５年９月と令和６年９月ともに在籍している者の、令和５年９月と令和６年９月の平均給与額を比較すると、常勤の福祉・介護職員では19,600
円増加している。非常勤の福祉・介護職員では5,470円増加している。
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第116表 サービス別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしていない事業所等の状況を含めた福祉・介護職員の平均給与額等（常勤）
令和６年９月 令和５年９月 差

職員数 平均年齢 平均勤続
年数

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

全体 10,984 45.0 8.0 20.3 160.2 330,260 20.6 162.0 310,660 ▲ 0.3 ▲ 1.8 19,600
居宅介護 349 47.9 7.0 21.2 166.3 312,050 21.3 167.6 293,460 ▲ 0.1 ▲ 1.3 18,590
重度訪問介護 379 48.2 7.1 21.7 171.7 346,000 21.7 170.5 315,380 ▲ 0.0 1.3 30,620
同行援護 299 51.3 8.9 21.3 166.4 317,580 21.5 167.4 297,620 ▲ 0.2 ▲ 1.0 19,960
行動援護 477 45.9 7.8 21.3 169.5 344,470 21.6 169.4 322,030 ▲ 0.2 0.1 22,440
療養介護 288 43.3 12.1 19.4 151.1 409,390 19.7 153.6 390,350 ▲ 0.3 ▲ 2.5 19,040
生活介護 797 44.4 8.6 20.1 159.4 319,730 20.4 161.3 298,110 ▲ 0.3 ▲ 2.0 21,620
短期入所 1,056 44.2 9.5 20.2 161.2 350,190 20.4 162.5 332,850 ▲ 0.2 ▲ 1.4 17,340
重度障害者等包括支援 10 37.6 5.6 20.4 161.9 333,740 20.8 165.3 317,120 ▲ 0.4 ▲ 3.4 16,620
施設入所支援 1,006 42.4 10.9 20.3 160.3 373,120 20.5 161.7 351,760 ▲ 0.2 ▲ 1.5 21,360
自立訓練（機能訓練） 128 45.0 10.3 19.3 153.7 396,240 19.7 155.5 375,510 ▲ 0.3 ▲ 1.8 20,730
自立訓練（生活訓練） 472 44.2 6.5 19.9 157.5 321,400 20.4 160.5 300,390 ▲ 0.4 ▲ 3.0 21,010
就労移行支援 547 43.4 6.1 19.9 155.7 307,660 20.4 159.4 287,380 ▲ 0.5 ▲ 3.7 20,280
就労継続支援Ａ型 520 46.7 5.9 21.0 161.6 285,710 21.3 164.2 267,540 ▲ 0.3 ▲ 2.6 18,170
就労継続支援Ｂ型 717 48.5 7.3 20.3 157.7 287,890 20.8 160.3 272,710 ▲ 0.4 ▲ 2.6 15,180
就労定着支援 271 43.1 6.3 20.0 159.4 331,430 20.5 163.1 313,800 ▲ 0.5 ▲ 3.7 17,630
自立生活援助 198 45.4 9.1 19.8 156.4 366,220 20.1 158.7 348,530 ▲ 0.3 ▲ 2.4 17,690
共同生活援助（介護サービス包括型） 595 51.4 8.0 20.2 160.5 290,980 20.3 160.2 274,520 ▲ 0.0 0.3 16,460
共同生活援助（日中サービス支援型） 477 46.8 6.1 20.1 164.4 309,830 20.2 165.0 291,820 ▲ 0.2 ▲ 0.6 18,010
共同生活援助（外部サービス利用型） 349 55.2 9.2 20.7 155.7 270,380 21.0 157.9 258,650 ▲ 0.3 ▲ 2.3 11,730
児童発達支援 490 40.1 4.8 20.1 159.5 296,340 20.6 162.0 276,820 ▲ 0.4 ▲ 2.5 19,520
放課後等デイサービス 471 39.7 4.6 20.5 160.0 285,270 20.8 162.5 265,640 ▲ 0.3 ▲ 2.5 19,630
居宅訪問型児童発達支援 46 46.3 11.2 19.8 153.9 418,570 20.0 156.1 381,100 ▲ 0.2 ▲ 2.3 37,470
保育所等訪問支援 362 41.4 7.1 19.9 157.9 348,960 20.3 160.0 326,520 ▲ 0.4 ▲ 2.1 22,440
福祉型障害児入所施設 378 38.3 10.3 20.3 161.2 402,610 20.5 163.1 380,110 ▲ 0.3 ▲ 1.9 22,500
医療型障害児入所施設 302 41.1 11.2 19.3 149.9 418,600 19.7 153.1 398,980 ▲ 0.5 ▲ 3.2 19,620
※平均給与額は、基本給＋手当＋一時金（４～９月支給金額の1／6）により算出。また、10円未満を四捨五入している。

第117表 サービス別にみた福祉・介護職員等処遇改善加算の届出をしていない事業所等の状況を含めた福祉・介護職員の平均給与額等（非常勤）
令和６年９月 令和５年９月 差

職員数 平均年齢 平均勤続
年数

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

全体 5,481 57.0 7.7 13.8 63.6 107,150 14.0 63.8 101,680 ▲ 0.2 ▲ 0.2 5,470
居宅介護 680 60.0 10.3 15.4 50.2 93,190 15.9 50.4 89,520 ▲ 0.5 ▲ 0.2 3,670
重度訪問介護 500 56.3 9.0 14.6 54.0 106,530 14.7 53.6 100,660 ▲ 0.1 0.4 5,870
同行援護 657 59.6 10.8 15.2 52.5 101,020 15.5 53.2 98,450 ▲ 0.4 ▲ 0.7 2,570
行動援護 490 57.7 9.6 13.3 53.6 98,810 13.6 53.8 92,770 ▲ 0.3 ▲ 0.1 6,040
療養介護 31 47.3 10.6 14.8 97.5 198,900 14.2 91.4 182,480 0.6 6.1 16,420
生活介護 223 53.9 7.1 13.9 81.0 118,780 14.1 81.9 110,970 ▲ 0.2 ▲ 0.9 7,810
短期入所 219 57.8 6.1 12.0 69.5 108,200 12.0 68.6 100,380 0.1 0.9 7,820
重度障害者等包括支援 2 51.0 4.0 12.5 56.5 103,630 14.5 78.5 88,460 ▲ 2.0 ▲ 22.0 15,170
施設入所支援 57 55.6 8.3 16.2 84.6 149,030 16.2 84.8 140,680 0.0 ▲ 0.2 8,350
自立訓練（機能訓練） 27 51.0 8.4 13.6 76.9 199,300 13.4 76.7 195,640 0.1 0.1 3,660
自立訓練（生活訓練） 141 51.2 5.4 12.9 77.1 120,070 13.0 77.7 113,360 ▲ 0.1 ▲ 0.6 6,710
就労移行支援 131 51.0 5.5 13.9 72.8 162,910 14.2 74.7 159,940 ▲ 0.3 ▲ 2.0 2,970
就労継続支援Ａ型 191 51.5 4.9 16.0 85.5 120,810 16.3 84.7 112,290 ▲ 0.3 0.8 8,520
就労継続支援Ｂ型 288 54.1 6.2 13.7 75.2 101,950 14.0 77.4 97,650 ▲ 0.3 ▲ 2.1 4,300
就労定着支援 58 49.4 5.8 12.6 70.8 169,970 12.8 73.5 162,540 ▲ 0.2 ▲ 2.7 7,430
自立生活援助 38 52.4 6.4 12.5 69.2 138,770 12.6 68.4 129,170 ▲ 0.1 0.8 9,600
共同生活援助（介護サービス包括型） 655 61.9 5.9 11.5 64.8 96,050 11.6 64.9 91,440 ▲ 0.1 ▲ 0.1 4,610
共同生活援助（日中サービス支援型） 128 58.6 4.1 11.6 73.3 104,570 11.5 72.5 96,640 0.1 0.8 7,930
共同生活援助（外部サービス利用型） 342 65.3 6.8 14.0 70.1 94,190 14.4 71.3 90,410 ▲ 0.5 ▲ 1.1 3,780
児童発達支援 201 48.6 4.8 13.1 70.3 100,110 13.1 68.6 93,350 ▲ 0.0 1.7 6,760
放課後等デイサービス 231 52.3 5.2 12.7 63.9 94,720 13.1 65.4 90,090 ▲ 0.4 ▲ 1.5 4,630
居宅訪問型児童発達支援 38 47.5 5.5 11.7 65.2 147,900 11.4 61.5 129,740 0.3 3.7 18,160
保育所等訪問支援 122 47.3 5.5 11.9 69.7 139,790 12.0 68.1 126,850 ▲ 0.2 1.6 12,940
福祉型障害児入所施設 12 45.7 5.7 15.4 73.8 135,140 15.2 73.1 123,670 0.3 0.7 11,470
医療型障害児入所施設 19 53.2 13.3 15.7 95.4 252,100 15.5 93.0 243,250 0.2 2.4 8,850
※平均給与額は、基本給＋手当＋一時金（４～９月支給金額の1／6）により算出。また、10円未満を四捨五入している。

93



Ⅴ．相談支援等の事業所に在籍する障害福祉サービス等従事者の処遇改善状況等
（計画相談支援、地域相談支援（地域移行支援）、地域相談支援（地域定着支援）、障害児相談支援の事業所）

１．給与等引上げの実施状況

第118表 （相談支援等の事業所）給与等の引上げの実施状況

施設・
事業所数

全体 1,209

第119表 （相談支援等の事業所）法人種類別にみた給与等引上げの実施状況

施設・
事業所数

1,209
17
71

470
71

307
170

1
0

102

第120表 （相談支援等の事業所）設立年数別にみた給与等引上げの実施状況

施設・
事業所数

全体 1,209
５年未満 252
５年以上10年未満 299
10年以上15年未満 380
15年以上20年未満 118
20年以上25年未満 67
25年以上30年未満 23
30年以上 70

２．給与等引上げの内容

第121表 （相談支援等の事業所）給与等引上げの実施内容 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 784

第122表 （相談支援等の事業所）法人種類別にみた給与等引上げの実施内容 （複数回答）

施設・
事業所数

784
6

49
346
43

172
110

1
0

57

第123表 （相談支援等の事業所）設立年数別にみた給与等引上げの実施内容 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 784
５年未満 146
５年以上10年未満 181
10年以上15年未満 241
15年以上20年未満 94
20年以上25年未満 50
25年以上30年未満 20
30年以上 52

全体
都道府県、市区町村、広域連合・一部事務組合
社会福祉協議会
社会福祉法人（社会福祉協議会以外）
医療法人

特定非営利活動法人（ＮＰＯ）
国、のぞみの園、独立行政法人国立病院機構
独立行政法人（のぞみの園、国立病院機構以外）・地方独立行政法人

　給与等の引上げを行った事業所における、給与等引上げの実施内容についてみると、「定期昇給（毎年一定の時期に昇給制度に従って行われる昇給）を実施（予定）」の割合が65.2%と最も高くなっている。

営利法人（株式・合名・合資・合同会社）
特定非営利活動法人（ＮＰＯ）
国、のぞみの園、独立行政法人国立病院機構
独立行政法人（のぞみの園、国立病院機構以外）・地方独立行政法人
その他の法人（社団・財団、農協、生協、学校等）

全体
都道府県、市区町村、広域連合・一部事務組合
社会福祉協議会
社会福祉法人（社会福祉協議会以外）

その他の法人（社団・財団、農協、生協、学校等）

医療法人
営利法人（株式・合名・合資・合同会社）

給与等を引き上げた

55.7%

令和６年１月末時点の給
与水準を維持しているが、

今後１年以内に引き上げる
予定

9.1%

令和６年１月末時点の給
与水準を維持しており、今

後１年以内に引き上げる予
定はなし

20.3%

給与等を引き下げた

0.9%

その他

2.4%

-
43.1%

令和６年１月末時点の給
与水準を維持しているが、

今後１年以内に引き上げる
予定

9.1%
0.0%

16.9%
6.2%
1.4%

11.7%
11.2%
0.0%

-
12.7%

給与等を引き上げた

55.7%
35.3%
52.1%
67.4%
59.2%
44.3%
53.5%

100.0%

25.5%

給与等を引き下げた

0.9%
0.0%
0.0%
0.9%
0.0%
1.6%
0.0%
0.0%

-
2.0%

令和６年１月末時点の給
与水準を維持しており、今

後１年以内に引き上げる予
定はなし

20.3%
17.6%
23.9%
13.2%
11.3%
29.6%
22.9%
0.0%

その他

2.4%
41.2%
2.8%
1.1%
0.0%
2.9%
2.4%
0.0%

-
2.0%

給与等を引き上げた

55.7%
42.9%
53.2%
57.6%
67.8%
67.2%

令和６年１月末時点の給
与水準を維持しており、今

後１年以内に引き上げる予
定はなし

20.3%
27.4%
25.4%
18.2%
10.2%
10.4%

その他

2.4%
2.8%
2.3%
1.6%
2.5%
4.5%

-

令和６年１月末時点の給
与水準を維持しているが、

今後１年以内に引き上げる
予定

9.1%
15.1%
7.4%
5.8%

11.9%
7.5%
4.3%

11.4%

給与等を引き下げた

0.9%
0.8%
0.7%
1.3%
0.8%
1.5%
0.0%
0.0%

4.3%
2.9%

給与表（賃金表等）を改
定して賃金水準を引き上げ

た(予定）

29.2%

定期昇給（毎年一定の時
期に昇給制度に従って行わ

れる昇給）を実施（予
定）

65.2%

各種手当の引き上げまたは
新設(予定）

34.2%

一時金（賞与・その他の臨
時支給分）の支給金額の
引き上げまたは新設(予

定）

14.8%

その他

3.1%

8.7%
15.7%

82.6%
62.9%

-
22.8%

定期昇給（毎年一定の時
期に昇給制度に従って行わ

れる昇給）を実施（予
定）

65.2%
100.0%
73.5%
70.8%
74.4%
50.6%
61.8%

100.0%
-

63.2%

給与表（賃金表等）を改
定して賃金水準を引き上げ

た(予定）

29.2%
16.7%
46.9%
27.5%
11.6%
34.9%
28.2%

100.0%

14.0%

一時金（賞与・その他の臨
時支給分）の支給金額の
引き上げまたは新設(予

定）

14.8%
33.3%
8.2%

16.5%
7.0%

17.4%
12.7%
0.0%

-
10.5%

各種手当の引き上げまたは
新設(予定）

34.2%
16.7%
10.2%
46.2%
53.5%
23.3%
28.2%
0.0%

その他

3.1%
16.7%
0.0%
2.0%
0.0%
2.9%
4.5%
0.0%

-
10.5%

給与表（賃金表等）を改
定して賃金水準を引き上げ

た(予定）

29.2%
32.2%
29.8%
24.5%
30.9%
32.0%

各種手当の引き上げまたは
新設(予定）

34.2%
21.9%
29.3%
39.0%
36.2%
48.0%

その他

3.1%
7.5%
1.7%
2.9%
2.1%
0.0%

-

25.0%
36.5%

定期昇給（毎年一定の時
期に昇給制度に従って行わ

れる昇給）を実施（予
定）

65.2%
56.8%
63.0%
69.3%
66.0%
64.0%
70.0%
75.0%

0.0%
1.9%

　給与等の引上げの実施状況についてみると、「給与等を引上げた」の割合が55.7%と高くなっている。

35.0%
46.2%

一時金（賞与・その他の臨
時支給分）の支給金額の
引き上げまたは新設(予

定）

14.8%
14.4%
12.7%
15.4%
17.0%
12.0%
10.0%
21.2%
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第124表 （相談支援等の事業所）具体的に引上げまたは新設する手当 （複数回答）

施設・
事業所数 夜勤手当

時間外手当
(早朝･深夜･休

日手当等)

家族（扶
養）手当

通勤手当・
交通費 移動手当 職務手当

(役付手当等)
資格手当 研修手当 新加算に基

づく手当 その他

全体 268 1.9% 1.9% 1.1% 1.9% 0.0% 20.1% 17.9% 0.7% 56.0% 20.1%

第125表 （相談支援等の事業所）法人種類別にみた具体的に引上げまたは新設する手当 （複数回答）

施設・
事業所数 夜勤手当

時間外手当
(早朝･深夜･休

日手当等)

家族（扶
養）手当

通勤手当・
交通費 移動手当 職務手当

(役付手当等)
資格手当 研修手当 新加算に基

づく手当 その他

268 1.9% 1.9% 1.1% 1.9% 0.0% 20.1% 17.9% 0.7% 56.0% 20.1%
1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 20.0% 60.0%

160 3.1% 3.1% 0.6% 3.1% 0.0% 12.5% 18.1% 0.0% 65.6% 18.1%
23 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.0% 4.3% 0.0% 56.5% 34.8%
40 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 50.0% 25.0% 2.5% 30.0% 12.5%
31 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 29.0% 16.1% 3.2% 54.8% 22.6%
0 - - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - - -
8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 37.5% 0.0% 12.5% 25.0%

第126表 （相談支援等の事業所）設立年数別にみた具体的に引上げまたは新設する手当 （複数回答）

施設・
事業所数 夜勤手当

時間外手当
(早朝･深夜･休

日手当等)

家族（扶
養）手当

通勤手当・
交通費 移動手当 職務手当

(役付手当等)
資格手当 研修手当 新加算に基

づく手当 その他

全体 268 1.9% 1.9% 1.1% 1.9% 0.0% 20.1% 17.9% 0.7% 56.0% 20.1%
５年未満 32 0.0% 0.0% 6.3% 0.0% 0.0% 50.0% 18.8% 0.0% 21.9% 15.6%
５年以上10年未満 53 0.0% 3.8% 0.0% 0.0% 0.0% 15.1% 20.8% 0.0% 43.4% 26.4%
10年以上15年未満 94 3.2% 2.1% 0.0% 3.2% 0.0% 13.8% 12.8% 1.1% 69.1% 14.9%
15年以上20年未満 34 0.0% 0.0% 2.9% 0.0% 0.0% 20.6% 26.5% 2.9% 58.8% 26.5%
20年以上25年未満 24 0.0% 0.0% 0.0% 4.2% 0.0% 25.0% 12.5% 0.0% 66.7% 25.0%
25年以上30年未満 7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 28.6% 0.0% 71.4% 14.3%
30年以上 24 8.3% 4.2% 0.0% 4.2% 0.0% 12.5% 20.8% 0.0% 58.3% 20.8%

３．給与等引上げの対象者

第127表 （相談支援等の事業所）給与等引上げの対象者

施設・
事業所数

全体 784

第128表 （相談支援等の事業所）法人種類別にみた給与等引上げの対象者

施設・
事業所数

784
6

49
346
43

172
110

1
0

57

第129表 （相談支援等の事業所）設立年数別にみた給与等引上げの対象者

施設・
事業所数

全体 784
５年未満 146
５年以上10年未満 181
10年以上15年未満 241
15年以上20年未満 94
20年以上25年未満 50
25年以上30年未満 20
30年以上 52

社会福祉法人（社会福祉協議会以外）
医療法人
営利法人（株式・合名・合資・合同会社）
特定非営利活動法人（ＮＰＯ）

　給与等引上げの実施内容で、「各種手当の引上げまたは新設」としている事業所において、その具体的な手当について聞いたところ、「新加算に基づく手当」の割合が56.0%と最も高くなっている。

　給与等引上げの実施内容で、給与等引上げの対象者について聞いたところ、「施設・事業所の職員全員について、給与等を引き上げ（予定）」の割合が64.7%と最も高くなっている。

国、のぞみの園、独立行政法人国立病院機構

全体
都道府県、市区町村、広域連合・一部事務組合
社会福祉協議会

独立行政法人（のぞみの園、国立病院機構以外）・地方独立行政法人
その他の法人（社団・財団、農協、生協、学校等）

全体
都道府県、市区町村、広域連合・一部事務組合
社会福祉協議会
社会福祉法人（社会福祉協議会以外）
医療法人
営利法人（株式・合名・合資・合同会社）
特定非営利活動法人（ＮＰＯ）
国、のぞみの園、独立行政法人国立病院機構
独立行政法人（のぞみの園、国立病院機構以外）・地方独立行政法人
その他の法人（社団・財団、農協、生協、学校等）

施設・事業所の職員全員に
ついて、給与等を引き上げ

（予定）

64.7%

調査対象サービスにおける
従事者全員について、給与

等を引き上げ（予定）

8.8%

調査対象サービスにおける
福祉・介護職員全員につい
て、給与等を引き上げ（予

定）
2.4%

何らかの要件に該当した調
査対象サービスにおける従
事者のみ、給与等を引き上

げ（予定）
11.1%

給与等を引き上げる予定だ
が、対象者については未定

10.6%

-
47.4%

調査対象サービスにおける
従事者全員について、給与

等を引き上げ（予定）

8.8%
16.7%
10.2%
6.1%
4.7%

12.8%
10.0%
0.0%

-
12.3%

施設・事業所の職員全員に
ついて、給与等を引き上げ

（予定）

64.7%
66.7%
69.4%
73.4%
76.7%
48.3%
64.5%

100.0%

0.0%

何らかの要件に該当した調
査対象サービスにおける従
事者のみ、給与等を引き上

げ（予定）
11.1%
16.7%
6.1%
8.7%

11.6%
14.5%
12.7%
0.0%

-
15.8%

調査対象サービスにおける
福祉・介護職員全員につい
て、給与等を引き上げ（予

定）
2.4%
0.0%
4.1%
2.3%
0.0%
4.7%
0.9%
0.0%

給与等を引き上げる予定だ
が、対象者については未定

10.6%
0.0%
8.2%
6.6%
7.0%

17.4%
10.0%
0.0%

-
21.1%

施設・事業所の職員全員に
ついて、給与等を引き上げ

（予定）

64.7%
46.6%
62.4%
68.5%
75.5%
66.0%

調査対象サービスにおける
福祉・介護職員全員につい
て、給与等を引き上げ（予

定）
2.4%
2.7%
2.2%
2.9%
4.3%
0.0%

給与等を引き上げる予定だ
が、対象者については未定

10.6%
19.2%
13.3%
8.3%
4.3%
4.0%

-

調査対象サービスにおける
従事者全員について、給与

等を引き上げ（予定）

8.8%
13.0%
6.1%

10.4%
5.3%

10.0%
5.0%
5.8%

何らかの要件に該当した調
査対象サービスにおける従
事者のみ、給与等を引き上

げ（予定）
11.1%
16.4%
13.3%
7.1%
8.5%

20.0%
10.0%
3.8%

15.0%
3.8%

0.0%
0.0%

65.0%
84.6%
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４．給与等引上げの具体的な要件

第130表 （相談支援等の事業所）給与等引上げの具体的な要件 （複数回答）

施設・
事業所数 勤続年数 経験年数 資格の保有

サービス管理責
任者・児童発
達支援管理責
任者・サービス
提供責任者

主任相談支
援専門員

勤務形態
（常勤･非

常勤）

雇用形態
（正規･非

正規）
勤務時間 管理職 管理職以外 人事評価の

結果 その他

全体 87 31.0% 16.1% 23.0% 3.4% 4.6% 14.9% 21.8% 5.7% 18.4% 3.4% 25.3% 8.0%

第131表 （相談支援等の事業所）法人種類別にみた給与等引上げの具体的な要件 （複数回答）

施設・
事業所数 勤続年数 経験年数 資格の保有

サービス管理責
任者・児童発
達支援管理責
任者・サービス
提供責任者

主任相談支
援専門員

勤務形態
（常勤･非

常勤）

雇用形態
（正規･非

正規）
勤務時間 管理職 管理職以外 人事評価の

結果 その他

87 31.0% 16.1% 23.0% 3.4% 4.6% 14.9% 21.8% 5.7% 18.4% 3.4% 25.3% 8.0%
1 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

30 40.0% 13.3% 20.0% 3.3% 3.3% 3.3% 16.7% 10.0% 13.3% 6.7% 30.0% 13.3%
5 40.0% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

25 32.0% 24.0% 24.0% 4.0% 4.0% 12.0% 8.0% 4.0% 28.0% 4.0% 36.0% 4.0%
14 21.4% 21.4% 28.6% 7.1% 0.0% 35.7% 50.0% 7.1% 28.6% 0.0% 7.1% 14.3%
0 - - - - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - - - - -
9 11.1% 11.1% 33.3% 0.0% 11.1% 22.2% 33.3% 0.0% 11.1% 0.0% 33.3% 0.0%

第132表 （相談支援等の事業所）設立年数別にみた給与等引上げの具体的な要件 （複数回答）

施設・
事業所数 勤続年数 経験年数 資格の保有

サービス管理責
任者・児童発
達支援管理責
任者・サービス
提供責任者

主任相談支
援専門員

勤務形態
（常勤･非

常勤）

雇用形態
（正規･非

正規）
勤務時間 管理職 管理職以外 人事評価の

結果 その他

全体 87 31.0% 16.1% 23.0% 3.4% 4.6% 14.9% 21.8% 5.7% 18.4% 3.4% 25.3% 8.0%
５年未満 24 25.0% 8.3% 4.2% 0.0% 0.0% 8.3% 20.8% 4.2% 33.3% 8.3% 16.7% 16.7%
５年以上10年未満 24 20.8% 16.7% 41.7% 0.0% 8.3% 8.3% 16.7% 12.5% 20.8% 4.2% 25.0% 4.2%
10年以上15年未満 17 35.3% 23.5% 17.6% 5.9% 0.0% 23.5% 11.8% 5.9% 0.0% 0.0% 29.4% 11.8%
15年以上20年未満 8 50.0% 12.5% 12.5% 12.5% 0.0% 25.0% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0% 37.5% 0.0%
20年以上25年未満 10 50.0% 20.0% 30.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 0.0% 20.0% 0.0% 30.0% 0.0%
25年以上30年未満 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
30年以上 2 50.0% 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0%

第133表 （相談支援等の事業所）給与等を引き上げた理由 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 784

第134表 （相談支援等の事業所）法人種類別にみた給与等を引き上げた理由 （複数回答）

施設・
事業所数

784
6

49
346
43

172
110

1
0

57

第135表 （相談支援等の事業所）設立年数別にみた給与等を引き上げた理由 （複数回答）

施設・
事業所数

全体 784
５年未満 146
５年以上10年未満 181
10年以上15年未満 241
15年以上20年未満 94
20年以上25年未満 50
25年以上30年未満 20
30年以上 52

　給与等引上げの対象者で要件がある場合について、その具体的な要件について聞いたところ、「勤続年数」の割合が31.0%と最も高くなっている。

　給与等引上げを実施した事業所において、給与等を引き上げた理由を聞いたところ、「左記（報酬改定、加算等）に関わらず給与等を引き上げた（予定）」の割合が57.4%と最も高くなっている。

社会福祉法人（社会福祉協議会以外）
医療法人
営利法人（株式・合名・合資・合同会社）
特定非営利活動法人（ＮＰＯ）
国、のぞみの園、独立行政法人国立病院機構

全体
都道府県、市区町村、広域連合・一部事務組合
社会福祉協議会

独立行政法人（のぞみの園、国立病院機構以外）・地方独立行政法人
その他の法人（社団・財団、農協、生協、学校等）

全体
都道府県、市区町村、広域連合・一部事務組合
社会福祉協議会
社会福祉法人（社会福祉協議会以外）
医療法人
営利法人（株式・合名・合資・合同会社）
特定非営利活動法人（ＮＰＯ）
国、のぞみの園、独立行政法人国立病院機構
独立行政法人（のぞみの園、国立病院機構以外）・地方独立行政法人
その他の法人（社団・財団、農協、生協、学校等）

福祉・介護職員処遇改善
臨時特例交付金を踏まえて

給与等を引き上げた

30.2%

令和６年度障害福祉サー
ビス等報酬改定（新加算
を除く）を踏まえて給与等を

引き上げた（予定）

11.0%

新加算による取得要件緩
和（職種間配分ルール

等）を踏まえて給与等を引
き上げた（予定）

8.2%

新加算による加算の一本化
を踏まえて給与等を引き上

げた（予定）

15.1%

左記に関わらず給与等を引
き上げた（予定）

57.4%

その他

2.3%

福祉・介護職員処遇改善
臨時特例交付金を踏まえて

給与等を引き上げた

30.2%
16.7%
8.2%

42.8%
14.0%
16.3%

新加算による取得要件緩
和（職種間配分ルール

等）を踏まえて給与等を引
き上げた（予定）

8.2%
0.0%
6.1%

10.1%
14.0%
5.8%

左記に関わらず給与等を引
き上げた（予定）

57.4%
83.3%
89.8%
48.8%
65.1%
65.1%

37.3%
0.0%

-
15.8%

令和６年度障害福祉サー
ビス等報酬改定（新加算
を除く）を踏まえて給与等を

引き上げた（予定）

11.0%
0.0%
0.0%

10.7%
16.3%
10.5%
13.6%
0.0%

-
15.8%

9.1%
0.0%

-
0.0%

新加算による加算の一本化
を踏まえて給与等を引き上

げた（予定）

15.1%
0.0%
6.1%

23.1%
4.7%
8.7%

13.6%
0.0%

-
5.3%

50.9%
0.0%

-
63.2%

その他

2.3%
0.0%
2.0%
0.9%
4.7%
3.5%
1.8%

100.0%
-

5.3%

福祉・介護職員処遇改善
臨時特例交付金を踏まえて

給与等を引き上げた

30.2%
18.5%
21.0%
39.4%
36.2%
36.0%
35.0%
34.6%

令和６年度障害福祉サー
ビス等報酬改定（新加算
を除く）を踏まえて給与等を

引き上げた（予定）

11.0%
12.3%
10.5%
10.4%
16.0%
8.0%

15.0%
3.8%

新加算による取得要件緩
和（職種間配分ルール

等）を踏まえて給与等を引
き上げた（予定）

8.2%
4.1%
6.6%

12.0%
7.4%

12.0%
5.0%
5.8%

新加算による加算の一本化
を踏まえて給与等を引き上

げた（予定）

15.1%
6.2%

13.3%
19.9%
20.2%
14.0%
20.0%
13.5%

左記に関わらず給与等を引
き上げた（予定）

57.4%
63.0%
65.7%
50.2%
52.1%
56.0%
50.0%
59.6%

その他

2.3%
4.1%
2.2%
1.2%
1.1%
2.0%
5.0%
3.8%
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５．給与等の引上げを行わなかった理由

第136表 （相談支援等の事業所）給与等の引上げを行わなかった理由 （複数回答）

施設・
事業所数

令和６年１
月末までに給
与等を引き
上げているた

め

人員配置を厚
くして職員の業
務負担軽減を
図ることを優先

したため

現在の給与
水準が他の
施設・事業

所と比べ高い
ため

制度の今後の
動向等につい

て見通しが立た
ず、長期的な
事業計画が立
てられないため

経営が安定
しないため

増収分を借
入金の返済
に充てたため

障害福祉
サービス等の
報酬の収入
が減少したた

め

支出が収入
を上回ったた

め
その他

全体 256 10.9% 3.9% 11.3% 18.0% 35.9% 3.1% 11.7% 13.3% 8.2%

第137表 （相談支援等の事業所）法人種類別にみた給与等の引上げを行わなかった理由 （複数回答）

施設・
事業所数

令和６年１月
末までに給与

等を引き上げて
いるため

人員配置を厚
くして職員の業
務負担軽減を
図ることを優先

したため

現在の給与水
準が他の施設・
事業所と比べ

高いため

制度の今後の
動向等につい

て見通しが立た
ず、長期的な
事業計画が立
てられないため

経営が安定
しないため

増収分を借
入金の返済
に充てたため

障害福祉
サービス等の
報酬の収入
が減少したた

め

支出が収入
を上回ったた

め
その他

256 10.9% 3.9% 11.3% 18.0% 35.9% 3.1% 11.7% 13.3% 8.2%
3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 66.7%

17 23.5% 0.0% 5.9% 0.0% 11.8% 0.0% 0.0% 11.8% 11.8%
65 6.2% 0.0% 4.6% 13.8% 21.5% 1.5% 6.2% 10.8% 7.7%
8 12.5% 12.5% 12.5% 25.0% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

96 8.3% 3.1% 14.6% 21.9% 44.8% 4.2% 14.6% 12.5% 6.3%
39 10.3% 5.1% 12.8% 25.6% 41.0% 5.1% 23.1% 17.9% 12.8%
0 - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - -

28 25.0% 14.3% 17.9% 14.3% 46.4% 3.6% 10.7% 21.4% 3.6%

第138表 （相談支援等の事業所）設立年数別にみた給与等の引上げを行わなかった理由 （複数回答）

施設・
事業所数

令和６年１月
末までに給与

等を引き上げて
いるため

人員配置を厚
くして職員の業
務負担軽減を
図ることを優先

したため

現在の給与水
準が他の施設・
事業所と比べ

高いため

制度の今後の
動向等につい

て見通しが立た
ず、長期的な
事業計画が立
てられないため

経営が安定
しないため

増収分を借
入金の返済
に充てたため

障害福祉
サービス等の
報酬の収入
が減少したた

め

支出が収入
を上回ったた

め
その他

全体 256 10.9% 3.9% 11.3% 18.0% 35.9% 3.1% 11.7% 13.3% 8.2%
５年未満 71 11.3% 2.8% 11.3% 21.1% 45.1% 4.2% 11.3% 16.9% 8.5%
５年以上10年未満 77 10.4% 7.8% 16.9% 18.2% 36.4% 2.6% 6.5% 11.7% 7.8%
10年以上15年未満 74 10.8% 1.4% 2.7% 17.6% 32.4% 0.0% 13.5% 14.9% 6.8%
15年以上20年未満 13 7.7% 0.0% 30.8% 15.4% 23.1% 7.7% 23.1% 7.7% 7.7%
20年以上25年未満 8 12.5% 12.5% 12.5% 0.0% 37.5% 25.0% 50.0% 0.0% 12.5%
25年以上30年未満 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
30年以上 11 18.2% 0.0% 9.1% 18.2% 18.2% 0.0% 0.0% 9.1% 18.2%

　給与等の引上げを実施しなかった事業所において、給与等を引き上げなかった理由を聞いたところ、「経営が安定しないため」の割合が35.9%と最も高くなっている。

全体
都道府県、市区町村、広域連合・一部事務組合
社会福祉協議会

独立行政法人（のぞみの園、国立病院機構以外）・地方独立行政法人
その他の法人（社団・財団、農協、生協、学校等）

社会福祉法人（社会福祉協議会以外）
医療法人
営利法人（株式・合名・合資・合同会社）
特定非営利活動法人（ＮＰＯ）
国、のぞみの園、独立行政法人国立病院機構
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６．給与等の引上げ以外の処遇改善等の取組み

第139表 （相談支援等の事業所）給与等の引上げ以外の処遇改善等の取組み

合計
従来より実施し
ており、今回、
更に充実した

従来より実施し
ており、今回、
内容等を変更

していない

従来、実施し
ていなかった

が、今回、新た
に実施した

合計

従来及び今
回、実施してい
なかったが、今
後実施する予

定

従来及び今
回、実施してお
らず、今後も実
施する予定な

し

入職促進に向けた取組

55.3% 10.8% 43.2% 1.3% 13.3% 8.4% 4.9%

35.2% 6.0% 28.2% 1.0% 24.1% 10.2% 13.9%

48.4% 8.3% 38.9% 1.2% 14.3% 6.1% 8.2%

42.5% 7.0% 34.5% 1.0% 18.5% 9.0% 9.5%

資質の向上やキャリアアップに向けた支援

59.6% 11.1% 47.5% 1.1% 8.4% 4.7% 3.7%

42.5% 6.8% 34.5% 1.2% 23.5% 11.7% 11.7%

26.5% 2.6% 22.8% 1.1% 34.2% 14.5% 19.8%

45.0% 4.3% 38.9% 1.8% 20.4% 12.2% 8.3%

両立支援・多様な働き方の推進

47.0% 4.9% 41.2% 0.9% 16.5% 5.7% 10.8%

56.2% 6.8% 48.6% 0.8% 12.6% 6.3% 6.3%

65.6% 9.1% 56.2% 0.3% 6.3% 4.2% 2.1%

47.6% 4.7% 41.9% 1.0% 18.5% 10.8% 7.7%

42.7% 4.1% 37.5% 1.1% 19.1% 9.5% 9.6%

腰痛を含む心身の健康管理

17.6% 2.7% 14.3% 0.6% 19.8% 7.1% 12.7%

46.2% 4.4% 41.0% 0.8% 17.4% 8.7% 8.7%

39.7% 4.3% 33.3% 2.2% 25.5% 14.7% 10.8%

60.5% 6.9% 52.4% 1.2% 10.8% 7.7% 3.1%

生産性向上のための業務改善の取組

31.1% 5.9% 23.7% 1.5% 22.1% 11.1% 11.0%

26.6% 2.4% 23.5% 0.7% 20.0% 6.5% 13.6%

46.9% 4.7% 41.5% 0.7% 18.6% 10.8% 7.9%

54.3% 7.2% 46.0% 1.2% 14.3% 10.4% 3.9%

やりがい・働きがいの醸成

67.0% 10.1% 55.9% 1.0% 4.7% 3.0% 1.7%

37.6% 5.1% 31.0% 1.5% 22.8% 12.5% 10.3%

58.1% 7.9% 49.5% 0.6% 12.0% 8.9% 3.1%

54.3% 6.4% 46.7% 1.2% 15.0% 9.9% 5.0%

給与等の引上げ以外の処遇改善等の取組みについて、実施率（「従来又は今回実施している」という施設・事業所の割合）を職場環境等要件の各区分別に見ると、入職促進に向けた取組では「法人や事業所の経営理念やケア方針などの明確化」、
資質の向上やキャリアアップに向けた支援では「研修の受講支援等」、両立支援・多様な働き方の推進では「有給休暇が取得しやすい環境の整備」、腰痛を含む心身の健康管理では「事故・トラブルの対応マニュアル等の作成等の体制の整備」、生産性向上
のための業務改善の取組では「業務手順書の作成等」、やりがい・働きがいの醸成では「ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化」の実施率が高くなっている。

法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築

他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施

働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀
痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等

従来又は今回実施している 従来及び今回実施していない

有給休暇が取得しやすい環境の整備

業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実

障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮

福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等の導入及び研修等による腰
痛対策の実施

短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

エルダー・メンター（仕事やメンタル面のサポート等をする担当者）制度等の導入

上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備

職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員か正規職員への転換の制
度等の整備

業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善

地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施

利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施

事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

タブレット端末やインカム等のＩＣＴ活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減

高齢者の活躍（居室やフロア等の掃除、食事の配膳、下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提
供）等による役割分担の明確化

５Ｓ活動（業務管理の手法の１つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの）等の実践による職場環境の整備
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７．平均給与額等の状況

第140表 （相談支援等の事業所）職種別にみた障害福祉サービス等従事者の平均給与額等（常勤）
令和６年９月 令和５年９月 差

職員数 平均年齢 平均勤続
年数

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

全体 1,570 47.6 10.8 20.0 159.3 375,390 20.5 162.1 361,420 ▲ 0.4 ▲ 2.9 13,970
主任相談支援専門員 240 50.1 14.3 20.0 159.9 435,140 20.5 163.8 420,270 ▲ 0.4 ▲ 3.9 14,870
相談支援専門員 1,123 47.4 10.3 20.0 159.0 364,950 20.5 161.9 351,980 ▲ 0.4 ▲ 2.9 12,970
地域移行支援従事者・地域定着支援従事者 102 43.6 9.0 19.9 159.2 364,420 20.4 160.2 339,990 ▲ 0.5 ▲ 1.0 24,430
事務員 105 47.3 9.4 20.3 160.6 361,180 20.5 162.1 348,810 ▲ 0.2 ▲ 1.4 12,370

※平均給与額は、基本給＋手当＋一時金（４～９月支給金額の1／6）により算出。また、10円未満を四捨五入している。

（平均給与額等の内訳）

基本給 手当 一時金 基本給 手当 一時金 基本給 手当 一時金

職員数
うち決まって
毎月支給さ
れる手当

うち決まって
毎月支給さ
れる手当

うち決まって
毎月支給さ
れる手当

全体 1,570 251,160 57,060 41,310 67,170 245,540 53,430 38,090 62,450 5,620 3,630 3,220 4,720
主任相談支援専門員 240 289,640 67,870 51,480 77,630 283,700 63,670 47,060 72,900 5,940 4,200 4,420 4,730
相談支援専門員 1,123 243,840 55,320 40,010 65,790 238,770 51,970 36,980 61,230 5,070 3,350 3,030 4,560
地域移行支援従事者・地域定着支援従事者 102 259,780 52,140 37,710 52,500 247,660 46,510 34,950 45,820 12,120 5,630 2,760 6,680
事務員 105 233,200 55,740 35,480 72,240 228,600 52,440 32,450 67,770 4,600 3,300 3,030 4,470

※

※10円未満を四捨五入しているため、合計が合わないことがある。

第141表 （相談支援等の事業所）職種別にみた障害福祉サービス等従事者の平均給与額等（非常勤）
令和６年９月 令和５年９月 差

職員数 平均年齢 平均勤続
年数

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

実労働
日数

実労働
時間

平均給与額
（円）

全体 252 51.3 7.5 14.4 81.8 176,390 14.1 79.9 165,650 0.3 1.9 10,740
主任相談支援専門員 8 57.9 7.7 13.9 74.8 162,010 14.4 74.4 146,970 ▲ 0.5 0.4 15,040
相談支援専門員 158 50.2 7.2 14.8 83.4 196,430 14.6 81.6 183,990 0.2 1.8 12,440
地域移行支援従事者・地域定着支援従事者 33 53.3 9.0 12.7 77.8 165,810 12.5 75.8 162,930 0.2 2.1 2,880
事務員 53 52.5 7.4 14.0 80.6 125,400 13.4 78.1 115,480 0.6 2.5 9,920

※平均給与額は、基本給＋手当＋一時金（４～９月支給金額の1／6）により算出。また、10円未満を四捨五入している。

（平均給与額等の内訳）

基本給 手当 一時金 基本給 手当 一時金 基本給 手当 一時金

職員数
うち決まって
毎月支給さ
れる手当

うち決まって
毎月支給さ
れる手当

うち決まって
毎月支給さ
れる手当

全体 252 140,060 18,020 11,570 18,310 132,880 16,140 10,000 16,620 7,180 1,880 1,570 1,690
主任相談支援専門員 8 132,140 9,770 6,460 20,100 128,310 9,790 6,640 8,880 3,830 ▲ 20 ▲ 180 11,220
相談支援専門員 158 155,020 20,800 13,760 20,610 145,850 18,500 12,160 19,640 9,170 2,300 1,600 970
地域移行支援従事者・地域定着支援従事者 33 127,760 19,030 10,410 19,020 126,430 17,580 8,140 18,930 1,330 1,450 2,270 90
事務員 53 104,330 10,330 6,500 10,740 98,920 9,190 5,230 7,360 5,410 1,140 1,270 3,380

※

※10円未満を四捨五入しているため、合計が合わないことがある。

令和６年９月 令和５年９月 差

手当は職務手当、処遇改善手当、通勤手当、家族手当などが含まれるほか、時間外手当（早朝・深夜・休日手当等）も含まれる。決まって毎月支給される手当は、労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情と関係なく支給されるもの
で、職務手当や資格手当等を含み、通勤手当や、扶養手当等は含まない。

令和６年９月 令和５年９月 差

手当は職務手当、処遇改善手当、通勤手当、家族手当などが含まれるほか、時間外手当（早朝・深夜・休日手当等）も含まれる。決まって毎月支給される手当は、労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情と関係なく支給されるもの
で、職務手当や資格手当等を含み、通勤手当や、扶養手当等は含まない。

　平均給与額については、令和５年９月と令和６年９月ともに在籍している者の、令和５年９月と令和６年９月の平均給与額を比較すると、常勤では全体で13,970円、非常勤では全体で10,740円増加している。
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Ⅵ．障害福祉サービス等従事者の状況

※相談支援を除く施設・事業所の令和５年９月と令和６年９月ともに在籍している従事者の状況

第142表 職種別にみた障害福祉サービス等従事者の性別

職員数 男 女

全体 24,626 31.4% 68.6%
福祉・介護職員 16,465 31.1% 68.9%
　生活支援員 6,210 38.9% 61.1%
　就労支援員 243 39.5% 60.5%
　職業指導員 1,181 45.9% 54.1%
　地域移行支援員 57 42.1% 57.9%
　ホームヘルパー 3,831 21.2% 78.8%
　児童指導員 1,211 30.9% 69.1%
　保育士 855 15.3% 84.7%
　世話人 1,577 23.0% 77.0%
　訪問支援員 568 13.7% 86.3%
　就労定着支援員 329 44.7% 55.3%
　地域生活支援員 236 29.7% 70.3%
　夜間支援従事者 167 46.7% 53.3%
サービス管理責任者等 4,346 41.0% 59.0%
医師 39 43.6% 56.4%
看護職員（保健師、看護師、准看護師） 1,060 13.0% 87.0%
理学療法士・作業療法士 335 46.0% 54.0%
機能訓練担当職員（言語聴覚士含む） 104 28.8% 71.2%
心理指導担当職員 64 35.9% 64.1%
管理栄養士・栄養士 518 6.9% 93.1%
調理員 415 22.2% 77.8%
事務員 1,280 26.6% 73.4%

第143表 職種別にみた障害福祉サービス等従事者の年齢

職員数 19歳以下 20歳以上
29歳以下

30歳以上
39歳以下

40歳以上
49歳以下

50歳以上
59歳以下

60歳以上
64歳以下 65歳以上

全体 24,626 0.1% 8.9% 17.5% 24.7% 26.0% 9.2% 13.7%
福祉・介護職員 16,465 0.1% 10.8% 18.3% 21.1% 23.5% 9.4% 16.7%
　生活支援員 6,210 0.1% 12.5% 21.1% 23.8% 23.8% 8.1% 10.6%
　就労支援員 243 0.0% 13.6% 25.9% 24.3% 24.7% 5.8% 5.8%
　職業指導員 1,181 0.0% 9.7% 19.5% 22.6% 25.6% 9.2% 13.5%
　地域移行支援員 57 0.0% 7.0% 21.1% 28.1% 15.8% 8.8% 19.3%
　ホームヘルパー 3,831 0.1% 4.8% 12.1% 16.5% 27.3% 12.7% 26.4%
　児童指導員 1,211 0.1% 19.1% 23.5% 21.2% 21.1% 6.4% 8.8%
　保育士 855 0.0% 25.1% 26.9% 26.3% 14.6% 4.7% 2.3%
　世話人 1,577 0.1% 4.7% 7.3% 12.4% 19.0% 14.8% 41.7%
　訪問支援員 568 0.0% 16.0% 24.6% 27.6% 21.3% 5.8% 4.6%
　就労定着支援員 329 0.0% 10.3% 28.3% 28.3% 20.7% 6.7% 5.8%
　地域生活支援員 236 0.0% 6.4% 22.5% 29.2% 30.5% 6.8% 4.7%
　夜間支援従事者 167 0.0% 8.4% 12.6% 15.6% 22.8% 9.0% 31.7%
サービス管理責任者等 4,346 0.0% 2.4% 16.0% 33.0% 32.5% 8.7% 7.4%
医師 39 0.0% 2.6% 15.4% 17.9% 33.3% 10.3% 20.5%
看護職員（保健師、看護師、准看護師） 1,060 0.0% 6.4% 11.4% 31.2% 33.5% 9.7% 7.7%
理学療法士・作業療法士 335 0.0% 16.1% 27.2% 29.0% 22.7% 3.6% 1.5%
機能訓練担当職員（言語聴覚士含む） 104 0.0% 16.3% 22.1% 35.6% 17.3% 3.8% 4.8%
心理指導担当職員 64 0.0% 9.4% 32.8% 32.8% 18.8% 6.3% 0.0%
管理栄養士・栄養士 518 0.0% 9.5% 21.4% 34.4% 24.7% 6.8% 3.3%
調理員 415 0.0% 4.8% 10.4% 21.4% 29.2% 12.5% 21.7%
事務員 1,280 0.2% 6.1% 14.7% 31.0% 30.9% 9.5% 7.6%
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第144表 職種別にみた障害福祉サービス等従事者の勤続年数

職員数
１年

(勤続１年～
１年11か月)

２年
(勤続２年～
２年11か月)

３年
(勤続３年～
３年11か月）

４年
(勤続４年～
４年11か月）

５年
(勤続５年～
５年11か月）

６年
(勤続６年～
６年11か月）

７年
(勤続７年～
７年11か月）

８年
(勤続８年～
８年11か月）

９年
(勤続９年～
９年11か月）

10年
(勤続10年～
10年11か月）

全体 24,626 12.1% 10.2% 8.5% 6.8% 7.5% 5.5% 5.0% 4.5% 4.2% 4.3%
福祉・介護職員 16,465 13.9% 11.5% 9.5% 7.3% 8.1% 5.7% 5.2% 4.5% 4.2% 4.2%
　生活支援員 6,210 12.5% 10.7% 8.8% 7.0% 7.1% 5.9% 5.4% 4.5% 4.0% 5.0%
　就労支援員 243 21.0% 15.2% 10.7% 8.6% 8.2% 8.6% 4.5% 4.1% 4.1% 2.5%
　職業指導員 1,181 16.4% 12.2% 12.1% 8.4% 9.1% 6.1% 5.4% 4.5% 3.9% 4.4%
　地域移行支援員 57 17.5% 10.5% 3.5% 7.0% 5.3% 8.8% 12.3% 8.8% 1.8% 7.0%
　ホームヘルパー 3,831 11.6% 8.9% 8.1% 5.7% 7.7% 5.0% 4.9% 4.9% 4.3% 4.0%
　児童指導員 1,211 16.3% 15.2% 11.3% 7.8% 9.9% 4.9% 6.0% 4.9% 4.0% 3.9%
　保育士 855 16.0% 13.8% 12.3% 8.9% 9.9% 4.9% 4.4% 4.2% 4.0% 2.9%
　世話人 1,577 16.9% 12.7% 10.0% 8.8% 8.5% 7.2% 4.4% 3.9% 5.4% 3.6%
　訪問支援員 568 19.0% 15.8% 10.9% 6.9% 9.3% 6.2% 3.7% 1.8% 3.5% 3.2%
　就労定着支援員 329 11.2% 15.2% 9.4% 12.8% 9.4% 6.4% 6.4% 5.8% 4.3% 4.0%
　地域生活支援員 236 7.6% 8.5% 11.0% 5.9% 10.6% 5.5% 5.1% 5.9% 5.9% 3.8%
　夜間支援従事者 167 29.9% 18.0% 10.8% 10.2% 7.2% 3.6% 8.4% 0.6% 1.2% 1.2%
サービス管理責任者等 4,346 7.1% 6.5% 5.8% 5.0% 6.1% 4.6% 4.6% 4.5% 4.3% 4.3%
医師 39 17.9% 7.7% 10.3% 5.1% 5.1% 7.7% 5.1% 0.0% 0.0% 5.1%
看護職員（保健師、看護師、准看護師） 1,060 11.3% 8.8% 8.3% 8.3% 7.3% 4.7% 5.7% 4.4% 3.7% 3.9%
理学療法士・作業療法士 335 11.6% 10.4% 8.4% 7.5% 6.6% 3.6% 3.3% 3.6% 3.6% 3.6%
機能訓練担当職員（言語聴覚士含む） 104 23.1% 8.7% 10.6% 5.8% 6.7% 9.6% 4.8% 7.7% 1.9% 5.8%
心理指導担当職員 64 6.3% 4.7% 3.1% 4.7% 1.6% 4.7% 7.8% 3.1% 4.7% 6.3%
管理栄養士・栄養士 518 8.7% 6.9% 6.2% 5.6% 5.6% 5.8% 4.2% 4.1% 3.5% 3.7%
調理員 415 8.7% 8.4% 7.7% 7.7% 10.1% 5.5% 4.6% 4.8% 5.5% 6.7%
事務員 1,280 8.9% 9.2% 6.3% 5.0% 6.2% 5.7% 4.3% 5.7% 5.2% 4.4%

職員数
11年

(勤続11年～
11年11か月）

12年
(勤続12年～
12年11か月）

13年
(勤続13年～
13年11か月）

14年
(勤続14年～
14年11か月）

15年
(勤続15年～
15年11か月）

16年
(勤続16年～
16年11か月）

17年
(勤続17年～
17年11か月）

18年
(勤続18年～
18年11か月）

19年
(勤続19年～
19年11か月）

20年以上

全体 24,626 3.6% 3.2% 2.9% 2.4% 2.2% 1.7% 1.8% 1.6% 1.4% 10.5%
福祉・介護職員 16,465 3.4% 3.1% 2.6% 2.1% 1.9% 1.4% 1.5% 1.3% 1.1% 7.4%
　生活支援員 6,210 3.6% 3.7% 2.8% 2.6% 2.3% 1.5% 1.5% 1.3% 1.0% 8.5%
　就労支援員 243 2.1% 2.9% 1.6% 0.4% 0.8% 0.0% 0.4% 0.8% 0.0% 3.3%
　職業指導員 1,181 3.2% 3.0% 1.9% 1.3% 1.5% 0.8% 1.3% 0.6% 0.4% 3.4%
　地域移行支援員 57 0.0% 0.0% 8.8% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 5.3%
　ホームヘルパー 3,831 4.3% 3.4% 3.5% 2.7% 2.3% 2.0% 2.2% 2.0% 2.2% 10.1%
　児童指導員 1,211 3.1% 1.8% 1.4% 1.1% 0.9% 1.1% 0.6% 0.9% 0.7% 4.3%
　保育士 855 2.6% 1.8% 2.6% 0.9% 0.5% 1.1% 1.4% 0.2% 1.1% 6.5%
　世話人 1,577 2.5% 2.5% 1.8% 1.5% 1.6% 1.1% 1.3% 0.8% 0.8% 4.7%
　訪問支援員 568 1.9% 1.6% 2.3% 1.6% 1.6% 0.9% 0.5% 0.7% 1.1% 7.6%
　就労定着支援員 329 2.4% 3.0% 1.2% 1.2% 2.1% 0.6% 0.9% 0.6% 0.0% 3.0%
　地域生活支援員 236 2.5% 4.2% 3.0% 3.0% 2.5% 2.1% 2.1% 2.1% 0.4% 8.1%
　夜間支援従事者 167 1.2% 0.6% 1.8% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 1.2% 0.0% 3.6%
サービス管理責任者等 4,346 4.5% 3.8% 4.0% 3.2% 2.9% 2.3% 2.9% 2.4% 2.3% 18.8%
医師 39 7.7% 2.6% 0.0% 0.0% 2.6% 10.3% 0.0% 0.0% 2.6% 10.3%
看護職員（保健師、看護師、准看護師） 1,060 3.2% 3.0% 2.5% 2.4% 2.5% 2.2% 2.4% 1.8% 1.3% 12.5%
理学療法士・作業療法士 335 3.0% 4.2% 1.8% 3.9% 2.7% 2.4% 2.4% 1.8% 2.4% 13.4%
機能訓練担当職員（言語聴覚士含む） 104 0.0% 1.0% 1.9% 2.9% 1.0% 2.9% 0.0% 1.0% 1.0% 3.8%
心理指導担当職員 64 6.3% 4.7% 0.0% 6.3% 0.0% 4.7% 7.8% 1.6% 4.7% 17.2%
管理栄養士・栄養士 518 3.5% 3.3% 3.3% 2.5% 2.9% 2.7% 1.7% 2.1% 1.7% 22.0%
調理員 415 3.6% 3.6% 2.2% 1.4% 1.9% 1.7% 1.4% 0.5% 0.5% 13.3%
事務員 1,280 3.6% 3.3% 2.9% 3.8% 2.4% 2.0% 2.3% 2.5% 1.7% 14.6%
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第145表 職種別にみた障害福祉サービス等従事者の勤務形態

職員数 常勤 非常勤

全体 24,626 74.1% 25.9%
福祉・介護職員 16,465 66.7% 33.3%
　生活支援員 6,210 81.4% 18.6%
　就労支援員 243 83.5% 16.5%
　職業指導員 1,181 74.2% 25.8%
　地域移行支援員 57 84.2% 15.8%
　ホームヘルパー 3,831 39.3% 60.7%
　児童指導員 1,211 73.4% 26.6%
　保育士 855 83.5% 16.5%
　世話人 1,577 47.9% 52.1%
　訪問支援員 568 71.8% 28.2%
　就労定着支援員 329 82.4% 17.6%
　地域生活支援員 236 83.9% 16.1%
　夜間支援従事者 167 39.5% 60.5%
サービス管理責任者等 4,346 95.0% 5.0%
医師 39 33.3% 66.7%
看護職員（保健師、看護師、准看護師） 1,060 84.4% 15.6%
理学療法士・作業療法士 335 86.0% 14.0%
機能訓練担当職員（言語聴覚士含む） 104 64.4% 35.6%
心理指導担当職員 64 95.3% 4.7%
管理栄養士・栄養士 518 90.7% 9.3%
調理員 415 65.3% 34.7%
事務員 1,280 83.5% 16.5%

第146表 職種別にみた障害福祉サービス等従事者の雇用形態

職員数 正規職員 非正規職員

全体 24,626 70.6% 29.4%
福祉・介護職員 16,465 62.4% 37.6%
　生活支援員 6,210 73.5% 26.5%
　就労支援員 243 84.0% 16.0%
　職業指導員 1,181 67.7% 32.3%
　地域移行支援員 57 77.2% 22.8%
　ホームヘルパー 3,831 41.8% 58.2%
　児童指導員 1,211 69.7% 30.3%
　保育士 855 81.6% 18.4%
　世話人 1,577 37.0% 63.0%
　訪問支援員 568 73.4% 26.6%
　就労定着支援員 329 83.6% 16.4%
　地域生活支援員 236 83.5% 16.5%
　夜間支援従事者 167 26.9% 73.1%
サービス管理責任者等 4,346 94.5% 5.5%
医師 39 35.9% 64.1%
看護職員（保健師、看護師、准看護師） 1,060 81.3% 18.7%
理学療法士・作業療法士 335 86.6% 13.4%
機能訓練担当職員（言語聴覚士含む） 104 68.3% 31.7%
心理指導担当職員 64 96.9% 3.1%
管理栄養士・栄養士 518 89.2% 10.8%
調理員 415 55.9% 44.1%
事務員 1,280 79.4% 20.6%
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令和６年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査
調査票・記入要領
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令和６年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査 
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 

 

✍この調査は、専用サイト（https://www.shogaifukushi.jp/r6shogu/）にアクセスし、オンラインで

回答いただく方法も利用できます。 

 

住所・法人名・事業所
名の確認 

調査票１ページの右上部分に記載の法人名、事業所名、事業所住所に誤りがある場合、下欄に正しい情報を記載し
てください。（誤りがない場合は記載不要です。） 

法人名  事業所名 
 

事業所住所  

法人番号              事業所設立年月 西暦［       ］年［     ］月 

調査票に関する問合
せ電話 

－     － 
調査票に関する
問合せＦＡＸ 

－     － 

調査票に関する問合

せメールアドレス 
            ＠ 

調査票に関する問合
せ担当者 

部署 
役職 

 
(フリガナ) 

氏 名 
 

経営主体 
 
該当する番号1つに○を

つけてください。 

１．都道府県、市区町村、広域連合・一部事務
組合 

２．社会福祉協議会 
３．社会福祉法人（社会福祉協議会以外） 
４．医療法人 
５．営利法人（株式・合名・合資・合同会社） 

６．特定非営利活動法人（ＮＰＯ） 
７．国、のぞみの園、独立行政法人国立病院機構 
８．独立行政法人（のぞみの園、国立病院機構以

外）・地方独立行政法人 
９．その他の法人（社団・財団、農協、生協、学

校等） 
 
 

ここからは、調査対象サービスの状況についてお伺いします。（各用語の詳細説明は記入要領をご覧ください。） 

※ 調査対象サービスとは、本調査票の右上部分に記載されたサービスをさします。 

 

§１．調査対象サービスの活動状況 
 

問１．調査対象となった障害福祉サービスの活動状況について、令和６年９月時点での該当する番号に○をつけ

てください。 

 １．活動中で、令和６年９月にサービス提供実績がある 

 ２．活動中だが、令和６年９月にはサービス提供実績がない 

 ３．令和６年９月30日時点で休止中、廃止 
 
☞調査対象サービスが令和６年９月30日時点で活動中であって、令和６年９月にサービス提供実績がある場合（問

１で１と回答した事業所）は、２ページ以降の設問に回答してください。その他の場合（問１で２、３と回答し
た事業所）は、２ページ以降は回答せず、このまま調査票を返送してください。 

 
【提出期限】 （オンライン提出の場合）令和６年11月15日（金）までに送信してください 

（郵送による提出の場合）令和６年11月５日（火）までに投函してください 

統計法に基づく国の統計調査
です。調査票情報の秘密の保
護に万全を期します。 

統計法に基づく一般統計調査 
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§２．調査対象サービスにおける福祉・介護職員等処遇改善加算の状況 
 

経営主体が、 
「国、のぞみの園、独立行政法人国立病院機構」である 

 

左記のいずれかに該当する場合、§２は
記入不要です。 
６ページ「§３．調査対象サービスにお
ける給与等の状況」に進んでください。 

調査対象サービスが、 
「計画相談支援」 
「地域相談支援（地域移行支援）」 
「地域相談支援（地域定着支援）」 
「障害児相談支援」である 

 
 

複数のサービスについてご回答いただいている事業所（２通以上の調査票をお送

りした事業所）で、加算届出等の回答内容が他の調査票と同一となる場合は、本

調査票の問２～問３の回答を省略することができます。回答を記入いただいた調

査票番号をここに記入し、問４に進んでください。 

⇒ 

調査票番号  

 
 

問２．調査対象サービスにおける令和５年度の福祉・介護職員処遇改善加算等(旧３加算)の届出状況についてお

聞きします。 

※調査対象サービスが「就労定着支援」または「自立生活援助」の場合は回答不要です。問３に進んでください。 
 

（１）調査対象サービスにおける令和５年９月時点の旧処遇改善加算の届出状況について、該当する番号に○をつ

けてください。 

 １．旧処遇改善加算（Ⅰ） 

 ２．旧処遇改善加算（Ⅱ） 

 ３．旧処遇改善加算（Ⅲ） 

 ４．届出をしていない 

 
 【１～３を回答した場合、（２）（３）を回答してください】 

（２）調査対象サービスにおける令和５年９月時点の旧特定処遇改善加算の届出状況について、該当する番号に○

をつけてください。 

 １．旧特定処遇改善加算（Ⅰ） 

 ２．旧特定処遇改善加算（Ⅱ） 

 ３．旧特定処遇改善加算（加算区分なし） 

 ４．届出をしていない 

※調査対象サービスが重度障害者等包括支援、施設入所支援、短期入所、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、また、

障害者支援施設が行う日中活動系サービスの場合は、「３．旧特定処遇改善加算（加算区分なし）」を回答してください 

 
（３）調査対象サービスにおける令和５年９月時点の旧ベースアップ等支援加算の届出状況について、該当する番

号に○をつけてください。 

 １．届出をしている  ２．届出をしていない 

 

  【１を回答した場合、（４）を回答してください】 

（４）調査対象サービスにおける令和６年２月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の届出状況について、

該当する番号に○をつけてください。 

 １．届出をしている  ２．届出をしていない 
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問３．調査対象サービスにおける令和６年６月以降の福祉・介護職員等処遇改善加算（新加算）の届出状況につい

てお聞きします。 

 

（１）調査対象サービスにおける令和６年６月以降の新加算の届出状況について、該当する番号に○をつけてくだ

さい。 

 １．新加算（Ⅰ） 

 ２．新加算（Ⅱ） 

 ３．新加算（Ⅲ）  ☞（２）～（５）と（７）を回答 

 ４．新加算（Ⅳ）  ☞（２）～（５）と（８）を回答 

 ５．新加算（Ⅴ）（経過措置） ☞（２）～（５）と（９）を回答 

   ⇒ ５．を回答した場合は、届出をしている区分（1～14）を記入してください［    ］ 

 ６．届出をしていない  ☞（10）に進んでください 

 
 【１～５を回答した場合、（２）～（５）を回答してください】 

（２）新加算を配分した職員の範囲について、該当する番号に○をつけてください。（複数回答可） 

 １．福祉・介護職員 

 ２．サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者・サービス提供責任者 

 ３．看護職員 

 ４．理学療法士・作業療法士、機能訓練担当職員（言語聴覚士含む）、心理指導担当職員 

 ５．管理栄養士・栄養士 

 ６．調理員 

 ７．事務員 

 ８．福祉・介護職員以外の配置指導員等（賃金向上達成指導員、目標工賃達成指導員等） 

 ９．その他（                                         ） 

 

（３）令和６年度の賃金改善の実施方法について、該当する番号に○をつけてください。（複数回答可） 

 １．ベースアップ等※により対応 

 ２．定期昇給を実施することで対応 

 ３．各種手当の新設により対応（決まって毎月支払われる手当以外） 

 ４．既存の各種手当を引き上げて対応（決まって毎月支払われる手当以外） 

 ５．賞与等（一時金を含む）の支給金額の引き上げまたは新設により対応 

   ⇒ ５．を回答した場合は、令和６年度の支給（予定）月に○をつけてください（複数回答可） 

令和６年 ６月  ７月  ８月  ９月  10月  11月  12月 

令和７年 １月  ２月  ３月 

 ６．その他（                                         ） 

※「ベースアップ等」とは、賃金表の改定により基本給又は決まって毎月支払われる手当の額を変更し、賃金水準を一律に引

き上げることをいいます。定期昇給や、毎月支払われる手当以外の手当、一時金等を支給することは含みません。 

 

（４）調査対象事業所における令和６年度に行ったベースアップ等による賃金の増加率を記入してください。 

ベースアップ等による賃金の増加率 （b÷(a-b-c)） ％ 

a)令和６年９月の賃金総額 円 

b)令和６年度のベースアップ等による賃金改善見込み額の1/12※ 円 

c)令和６年度のベースアップ等以外による賃金改善見込み額の1/12※ 円 

※処遇改善計画書の内容を参考とし、１か月当たりに換算するため１/12の額を記載してください。 

 処遇改善計画書を法人単位で提出している場合には、事業所単位の値を記載してください。 

 

（５）令和５年度と比較して増加した加算額の一部の令和７年度への繰り越しについて、該当する番号に〇をつけ

てください。 

 １．加算額の一部を令和７年度に繰り越した（予定） 

 ２．加算の全額を令和６年度分の賃金改善に充てた（予定） 

☞（２）～（５）と（６）を回答 
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【(１)で「１．新加算（Ⅰ）」又は「２．新加算（Ⅱ）」と答えた方にお伺いします】 

（６）新加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)の要件の一つであるキャリアパス要件Ⅳ(経験・技能のある障害福祉人材のうち１人以

上は賃金改善後の賃金額が年額440万円以上であること。なお、令和６年中は月額８万円以上の改善でも可）

について、実施する賃金改善等の状況に該当する番号に○をつけてください。（１～３は複数回答可） 

 １．改善後の賃金が年額440万円以上となる賃金改善を実施 

 ２．既に賃金が年額440万円以上となっている者がいる 

 ３．月額平均８万円以上の賃金改善を実施 

 ４．改善後の賃金が年額440万円となる者又は賃金改善額が月額平均８万円以上となる者を設定しない（予

定） 

 

  【４を回答した場合】その理由について、該当する番号に○をつけてください。（複数回答可） 

 １．小規模事業所等で加算額全体が少額であるため 

 ２．職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難であるため 

 ３．賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化するこ

とが必要になることから、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要するため 

 ４．その他（                                         ） 

 

【(１)で「３．新加算（Ⅲ）」と答えた方にお伺いします】 

（７）新加算（Ⅱ）の届出を行っていない理由について、上記のキャリアパス要件Ⅳの観点から該当する番号に○

をつけてください。（複数回答可） 

 １．改善後の年額賃金要件（キャリアパス要件Ⅳ）をどのようにして定めたらよいかわからないため（賃金改

善の仕組みを定める知識・経験を有する職員がいない場合も含む） 

 ２．改善後の年額賃金要件を定めるための事務作業が煩雑であるため 

 ３．改善後の年額賃金要件を定めることにより、賃金管理を行うことが今後難しくなるため 

 ４．改善後の年額賃金要件を定めることにより、職種間・事業所間の賃金のバランスがとれなくなることが懸

念されるため 

 ５．改善後の年額賃金要件を定めることにより、福祉・介護職員間の賃金バランスがとれなくなることが懸念

されるため 

 ６．改善後の年額賃金要件について、法人内又は施設・事業所内で合意形成することが難しいため（３、４、

５による場合を除く） 

 ７．職場環境等要件を、区分ごとに１つ以上取り組むことが困難なため 

 ８．ＨＰ掲載等を通した見える化要件を満たすことが困難なため 

 ９．その他（                                         ） 

 

【(１)で「４．新加算（Ⅳ）」と答えた方にお伺いします】 

（８）新加算（Ⅲ）の届出を行っていない理由について、該当する番号に○をつけてください。（複数回答可） 

 １．昇給の仕組み(キャリアパス要件Ⅲ)をどのようにして定めたらよいかわからないため（昇給の仕組みを

定める知識・経験を有する職員がいない場合も含む） 

 ２．昇給の仕組みを設けるための事務作業が煩雑であるため 

 ３．昇給の仕組みを設けることにより、賃金管理を行うことが今後難しくなるため 

 ４．昇給の仕組みを設けることにより、職種間・事業所間の賃金のバランスがとれなくなることが懸念される

ため 

 ５．昇給の仕組みについて、法人内又は施設・事業所内で合意形成することが難しいため（３又は４による場

合を除く） 

 ６．その他（                                         ） 
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【(１)で「５．福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）」と答えた方にお伺いします】 

（９）新加算（Ⅰ）～（Ⅳ）の届出を行っていない理由について、該当する番号に○をつけてください。（複数回

答可） 

 １．経過措置として新加算（Ⅴ）を算定しており、新加算（Ⅰ）～（Ⅳ）の取得について検討・準備段階であ

るため 

 ２．旧ベースアップ等支援加算相当の加算額の２/３以上の基本給等の引上げが困難なため（月額賃金改善要

件Ⅱ） 

 ３．任用要件・賃金体系の整備等が困難なため（キャリアパス要件Ⅰ） 

 ４．研修の実施等が困難なため（キャリアパス要件Ⅱ） 

 ５．昇級の仕組みの整備等が困難なため（キャリアパス要件Ⅲ） 

 ６．その他（                                         ） 

 

【(１)で「６．届出をしていない」と答えた方にお伺いします】 

（10）新加算の届出を行わない理由について、該当する番号に○をつけてください。（複数回答可） 

 １．対象施設・事業所の制約のため 

 ２．事務作業が煩雑であるため 

 ３．届出に必要となる事務を行える職員がいないため 

 ４．令和８年度以降の取扱が不明なため 

 ５．追加費用負担が発生するため 

 ６．利用者負担が発生するため 

 ７．非常勤職員等の処遇上の問題があるため 

 ８．賃金改善の必要性がないため 

 ９．算定要件を達成できないため 

 10．その他（                                         ） 

 

  【２を回答した場合】「事務作業が煩雑」とする具体的な事情について、該当する番号に○をつけてくださ

い。（複数回答可） 

 １．処遇改善計画書を作成するための事務作業が煩雑であるため（作成方法がわからない場合も含む） 

 ２．処遇改善実績報告書を作成するための事務作業が煩雑であるため（作成方法がわからない場合も含む） 

 ３．勤務時間や勤務日数等に応じて、処遇改善加算の総額から個々の職員の支給額を算定する事務作業が煩

雑であるため 

 ４．その他（                                         ） 

 

  



6 

§３．調査対象サービスにおける給与等の状況 

 

複数のサービスについてご回答いただいている事業所（２通以上の調査票をお送

りした事業所）で、給与等の状況の回答内容が他の調査票と同一となる場合は、

本調査票の問４の回答を省略することができます。回答を記入いただいた調査票

番号をここに記入し、問５に進んでください。 

⇒ 

調査票番号  

 

１．給与等の状況について 
 

問４．給与等の状況について 

※令和６年１月末時点の給与等の状況と比較した「令和６年２月１日から令和６年９月30日までの間の状況」をお

答えください。 

 

(１)令和６年２月１日から令和６年９月30日までの間の調査対象サービスにおける従事者の給与等の状況につい

て、該当する番号に○をつけてください。 

 １．給与等を引き上げた 

 ２．令和６年１月末時点の給与水準を維持しているが、今後１年以内に引き上げる予定 

 ３．令和６年１月末時点の給与水準を維持しており、今後１年以内に引き上げる予定はなし 

 ４．給与等を引き下げた 

 ５．その他（                             ） ☞問５に進んでください 

※「給与等」とは、決まって支給する給与（基本給・手当）と一時金をまとめたもの（手取り額ではなく、所得税や社会保

険料などを控除する前の額）をいいます（以下同じ）。 

※「給与水準」とは、法人の労働契約、就業規則等によって、あらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給

された現金給与の水準をいいます（以下同じ）。 

 

(２)令和６年２月１日から令和６年９月30日までの間の調査対象サービスにおける従事者の給与等の引き上げ（手

当の新設を含む）の内容について、該当する番号に○をつけてください。なお、今後１年以内に給与等を引き

上げる予定の場合も、本問についてお答えください。（複数回答可） 

 １．給与表（賃金表等）を改定して賃金水準を引き上げた(予定） 

 ２．定期昇給（毎年一定の時期に昇給制度に従って行われる昇給）を実施（予定） 

 ３．各種手当の引き上げまたは新設(予定） 

 ４．一時金（賞与・その他の臨時支給分）の支給金額の引き上げまたは新設(予定） 

 ５．その他（                                         ） 

 

  【３を回答した場合】具体的に引き上げまたは新設した（予定含む）手当（複数回答可） 

 １．夜勤手当 

 ２．時間外手当（早朝･深夜･休日手当等） 

 ３．家族（扶養）手当 

 ４．通勤手当・交通費 

 ５．移動手当 

 ６．職務手当（役付手当等） 

 ７．資格手当 

 ８．研修手当 

 ９．新加算に基づく手当 

 10．その他（                 ） 

  

（２）～（５）

を回答してくだ

さい 

 
（６）を回答

してください 
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(３)令和６年２月１日から令和６年９月30日までの間の調査対象サービスにおける従事者の給与等の引き上げ（手

当の新設を含む）の理由について、該当する番号に○をつけてください。なお、今後１年以内に給与等を引き上

げる予定の場合も、本問についてお答えください。（複数回答可） 

 １．福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金を踏まえて給与等を引き上げた 

 ２．令和６年度障害福祉サービス等報酬改定（新加算を除く）を踏まえて給与等を引き上げた（予定） 

 ３．新加算による取得要件緩和（職種間配分ルール等）を踏まえて給与等を引き上げた（予定） 

 ４．新加算による加算の一本化を踏まえて給与等を引き上げた（予定） 

 ５．上記１～４に関わらず給与等を引き上げた（予定） 

 ６．その他（                                         ） 

 

(４)令和６年度税制改正により、処遇改善加算を活用して賃上げを行った分も、賃上げ促進税制による税額控除の

対象となりました。調査対象サービスにおける従事者の給与等の引き上げ（手当の新設を含む）に伴う令和６年

度の賃上げ促進税制の適用有無について、該当する番号に○をつけてください。 

 １．（賃上げ促進税制の対象であり）適用を受ける予定 

 ２．（賃上げ促進税制の対象であるが）適用を受けない予定（適用を受けない理由：         ） 

 ３．賃上げ促進税制の対象外（社会福祉法人） 

 ４．賃上げ促進税制の対象外（その他） 

 ５．未定 

 

(５)令和６年２月１日から令和６年９月30日の間の給与等の引き上げ（手当の新設を含む）の対象者について、該

当する番号に○をつけてください。なお、今後１年以内に給与等を引き上げる予定の場合も、本問についてお答

えください。 

 １．施設・事業所の職員全員について、給与等を引き上げ（予定） 

 ２．調査対象サービスにおける従事者全員について、給与等を引き上げ（予定） 

 ３．調査対象サービスにおける福祉・介護職員全員について、給与等を引き上げ（予定） 

 ４．何らかの要件に該当した調査対象サービスにおける従事者のみ、給与等を引き上げ（予定） 

 ５．給与等を引き上げる予定だが、対象者については未定 

 

   【４を回答した場合】具体的な引き上げ（予定）の要件（複数回答可） 

 １．勤続年数 

 ２．経験年数 

 ３．資格の保有 

 ４．サービス管理責任者・児童発達支援管

理責任者・サービス提供責任者 

 ５．主任相談支援専門員 

 ６．勤務形態（常勤･非常勤） 

 ７．雇用形態（正規･非正規） 

 ８．勤務時間 

 ９．管理職 

 10．管理職以外 

 11．人事評価の結果 

 12．その他（                 ） 

 

【(１)で「３」又は「４」と答えた方にお伺いします】 

（６）令和６年２月１日から令和６年９月30日の間に給与等の引き上げ（手当の新設を含む）を行わなかった理

由について、該当する番号に○をつけてください。（複数回答可） 

 １．令和６年１月末までに給与等を引き上げているため 

 ２．人員配置を厚くして職員の業務負担軽減を図ることを優先したため 

 ３．現在の給与水準が他の施設・事業所と比べ高いため 

 ４．制度の今後の動向等について見通しが立たず、長期的な事業計画が立てられないため 

 ５．経営が安定しないため 

 ６．増収分を借入金の返済に充てたため 

 ７．障害福祉サービス等の報酬の収入が減少したため 

 ８．支出が収入を上回ったため 

 ９．その他（                                         ） 
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２．給与等の引き上げ以外の処遇改善等(令和６年度までの職場環境等要件)の取
組について 
 

問５．給与等の引き上げ以外の処遇改善等の取組の実施状況 

 

令和６年６月１日から令和６年９月30日までの間の、調査対象サービスに

おける給与等の引き上げ以外の処遇改善等の取組み状況について、項目ご

とに該当する１～５の欄いずれか１つだけに○をつけてください。 

※必ず全項目についてご記入ください。調査対象サービスの種別等により実施が想

定されない項目に関しては、６の欄に○をつけてください。 
（注） 
従来・・・令和６年５月31日以前 

今回・・・令和６年６月１日～９月30日 
今後・・・１年間を目途 

令和６年６月１日～９月30日の 

実施状況 

従
来
よ
り
実
施

今

に
充
実

今
後
充
実

す
る
予
定
を
含

 

従
来
よ
り
実
施

今

を
変
更
し
て
い
な

い 

た
に
実
施
し
た 

従
来
及
び

し
て
い

今
後
実
施
す
る

予
定 

従
来
及
び

し
て
お

今
後
も
実
施
す
る
予
定

な
し 

実
施
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
な

い 

入職促進に
向けた取組 

1 
法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施
策・仕組みなどの明確化 

１ ２ ３ ４ ５ ６ 

2 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

3 
他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわ
らない幅広い採用の仕組みの構築 

１ ２ ３ ４ ５ ６ 

4 
職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取

組の実施 
１ ２ ３ ４ ５ ６ 

資質の向上

やキャリア
アップに向
けた支援 

5 

働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援

や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研
修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に
対するマネジメント研修の受講支援等 

１ ２ ３ ４ ５ ６ 

6 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

7 
エルダー・メンター（仕事やメンタル面のサポート等をする担当者）制度

等の導入 
１ ２ ３ ４ ５ ６ 

8 
上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定

期的な相談の機会の確保 
１ ２ ３ ４ ５ ６ 

両立支援・
多様な働き

方の推進 

9 
子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、
事業所内託児施設の整備 

１ ２ ３ ４ ５ ６ 

10 
職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職
員の希望に即した非正規職員か正規職員への転換の制度等の整備 

１ ２ ３ ４ ５ ６ 

11 有給休暇が取得しやすい環境の整備 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

12 
業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制

の充実 
１ ２ ３ ４ ５ ６ 

13 障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

腰痛を含む
心身の健康
管理 

14 
福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボ
ットやリフト等の介護機器等の導入及び研修等による腰痛対策の実施 

１ ２ ３ ４ ５ ６ 

15 
短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者
のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 

１ ２ ３ ４ ５ ６ 

16 雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

17 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

生産性向上
のための業
務改善の取

組 

18 
タブレット端末やインカム等のＩＣＴ活用や見守り機器等の介護ロボッ
トやセンサー等の導入による業務量の縮減 

１ ２ ３ ４ ５ ６ 

19 

高齢者の活躍（居室やフロア等の掃除、食事の配膳、下膳などのほか、経

理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供）等による役割分
担の明確化 

１ ２ ３ ４ ５ ６ 

20 
５Ｓ活動（業務管理の手法の１つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字
をとったもの）等の実践による職場環境の整備 

１ ２ ３ ４ ５ ６ 

21 
業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担

の軽減 
１ ２ ３ ４ ５ ６ 

やりがい・

働きがいの
醸成 

22 
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の

福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善 
１ ２ ３ ４ ５ ６ 

23 
地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・
生徒や住民との交流の実施 

１ ２ ３ ４ ５ ６ 

24 
利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会
の提供 

１ ２ ３ ４ ５ ６ 

25 
支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の
提供 

１ ２ ３ ４ ５ ６ 
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§４．調査対象サービスの提供状況（令和５年９月、令和６年９月） 
 
 

問６．障害福祉サービス等の提供状況 

調査対象サービスの提供状況について記入してください。 

※ 下表の、調査対象サービスに該当する欄に記入してください。それ以外の欄は記入不要です。 

※ 具体的な記入方法については、記入要領を参照してください。 

 

サービス 

区  分 

令和５年の状況 令和６年の状況 

定 員 
延  べ 
訪問回数 

延  べ 
利用者数 

定 員 
延  べ 
訪問回数 

延  べ 
利用者数 

９月30日時点の定

員を記入 

９月中の「延べ訪

問回数」を記入 

９月中の「延べ利

用者数」を記入 

９月30日時点の定

員を記入 

９月中の「延べ訪

問回数」を記入 

９月中の「延べ利

用者数」を記入 

1 居宅介護 
 

回/月 
 

 回/月  

2 重度訪問介護 
 

回/月 
 

 回/月  

3 同行援護 
 

回/月 
 

 回/月  

4 行動援護 
 

回/月 
 

 回/月  

5 療養介護 人 
 

人/月 人  人/月 

6 生活介護 人 
 

人/月 人  人/月 

7 短期入所 人 
 

人/月 人  人/月 

8 重度障害者等包括支援 
 

回/月 人/月  回/月 人/月 

9 施設入所支援 人 
 

人/月 人  人/月 

10 自立訓練（機能訓練） 人 
 

人/月 人  人/月 

11 自立訓練（生活訓練） 人  人/月 人  人/月 

12 就労移行支援 人 
 

人/月 人  人/月 

13 就労継続支援Ａ型 人 
 

人/月 人  人/月 

14 就労継続支援Ｂ型 人  人/月 人  人/月 

15 就労定着支援   人/月   人/月 

16 自立生活援助   人/月   人/月 

17 共同生活援助（介護サービス包括型） 人 
 

人/月 人  人/月 

18 共同生活援助（日中サービス支援型） 人  人/月 人  人/月 

19 共同生活援助（外部サービス利用型） 人  人/月 人  人/月 

20 計画相談支援 
  

人/月   人/月 

21 地域相談支援（地域移行支援） 
  

人/月   人/月 

22 地域相談支援（地域定着支援）   人/月   人/月 

23 障害児相談支援  
 

人/月   人/月 

24 児童発達支援 人 
 

人/月 人  人/月 

25 放課後等デイサービス 人 
 

人/月 人  人/月 

26 居宅訪問型児童発達支援  回/月   回/月  

27 保育所等訪問支援 
 

回/月 
 

 回/月  

28 福祉型障害児入所施設 人  人/月 人  人/月 

29 医療型障害児入所施設 人 
 

人/月 人  人/月 
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§５．調査対象サービスの職員個人の処遇状況（令和５年９月､令和６年９月） 
 

問７．給与等の状況 

※調査対象となる職員の職種及び人数については、別添の記入要領に記載してありますので、ご確認の上で選定をしてください。 

※従業者の勤続年数が１年未満の場合は、回答欄が上下２段になっている項目については下段のみ記入してください。 

 

性
別 

年齢 職 種 職位 
資格の 

取得状況 

勤務開始 

年月 

雇用・勤務 

形態 

 

令
和
６
年
９
月
30
日
時
点
の
年
齢
を
記
入

 

令和６年９月に主として従事している職種について 

該当するもの１つに○をつけてください。 
各
時
点
で
管
理
職
で
あ
る

を
つ
け
て
く
だ

 

各
時
点
で
有
し
て
い
る
資

格

該
当
す
る

番
号
に
○
を
つ
け
て
く
だ 

貴
事
業
所
に
て
勤
務
を
開
始
し
た
年
月
を
記
入

当
該
事

業
所
以
前
に
同
一
法
人
の
経
営
す
る
事
業
所
等
に
勤
務
し
て
い
た
場
合

こ
で
の
勤
務
開
始
年
月
を
記
入

 

各
時
点
に
お
け
る
雇
用
・

勤
務
形
態

れ
ぞ
れ
該
当
す
る
番
号
に 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

管
理
責
任
者
・
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者
・

提
供
責
任
者 

医
師 

 

理
学
療
法
士
・
作
業
療
法
士 

 

心
理
指
導
担
当
職
員 

管
理
栄
養
士
・
栄
養
士 

調
理
員 

事
務
員 

 

生
活
支
援
員 

児
童
指
導
員 

保
育
士 

世
話
人 

職
業
指
導
員 

地
域
移
行
支
援
員 

就
労
支
援
員 

就
労
定
着
支
援
員 

地
域
生
活
支
援
員 

訪
問
支
援
員 

夜
間
支
援
従
事
者 

主
任
相
談
支
援
専
門
員 

相
談
支
援
専
門
員 

地
域
移
行
支
援
従
事
者
・
地
域
定
着
支
援
従
事
者 

1 1 2 3 4 1 2 1 2 

管
理
責
任

ビ
ス
提
供
責
任
者 

等 
介
護
福
祉
士 

社
会
福
祉
士 

精
神
保
健
福
祉
士 

務
従
事
者 

正
規
職
員 

非
正
規
職
員 

常
勤 

非
常
勤 

時
点 

令和６年９月30日 上段：令和５年９月30日 
下段：令和６年９月30日 

上段：令和５年９月30日 
下段：令和６年９月30日 

記
入
例 

男 

 
女 

歳 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 1 2 3 4 昭和 

平成 

令和 

年 

 

月 

1 2 1 2 

1 1 2 3 4 1 2 1 2 

 

① 

男 

 
女 

歳

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 1 2 3 4 昭和 

平成 

令和 

年 

 

月 

1 2 1 2 

1 1 2 3 4 1 2 1 2 
 

② 

男 

 
女 

歳

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 1 2 3 4 昭和 

平成 

令和 

年 

 

月 

1 2 1 2 

1 1 2 3 4 1 2 1 2 
 

③ 

男 

 
女 

歳

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 1 2 3 4 昭和 

平成 

令和 

年 

 

月 

1 2 1 2 

1 1 2 3 4 1 2 1 2 

 

④ 

男 

 
女 

歳

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 1 2 3 4 昭和 

平成 

令和 

年 

 

月 

1 2 1 2 

1 1 2 3 4 1 2 1 2 
 

⑤ 

男 

 
女 

歳

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 1 2 3 4 昭和 

平成 

令和 

年 

 

月 

1 2 1 2 

1 1 2 3 4 1 2 1 2 
 

⑥ 

男 

 
女 

歳

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 1 2 3 4 昭和 

平成 

令和 

年 

 

月 

1 2 1 2 

1 1 2 3 4 1 2 1 2 

 

⑦ 

男 

 
女 

歳

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 1 2 3 4 昭和 

平成 

令和 

年 

 

月 

1 2 1 2 

1 1 2 3 4 1 2 1 2 
 

⑧ 

男 

 
女 

歳

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 1 2 3 4 昭和 

平成 

令和 

年 

 

月 

1 2 1 2 

1 1 2 3 4 1 2 1 2 
 

⑨ 

男 

 
女 

歳

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 1 2 3 4 昭和 

平成 

令和 

年 

 

月 

1 2 1 2 

1 1 2 3 4 1 2 1 2 

 

⑩ 

男 

 
女 

歳

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 1 2 3 4 昭和 

平成 

令和 

年 

 

月 

1 2 1 2 

1 1 2 3 4 1 2 1 2 

  

38 
28 

10 

１１ 
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§Ⅳ．調査対象サービスの職員個人の処遇状況（平成27年9月、平成28年9月）§ 
 

 

 

 
実労働 

日数 

実労働 

時間 
決まって支給する給与 一時金（賞与・その他の臨時支給分） 

 
各
月
の
実
労
働
日
数
を
記
入

 

各
月
の
実
労
働
時
間
を
記
入

 

基本給の 

支払形態 

基本給の金額 手当の金額  

各年４月１日から９月30日までに

支給された一時金（賞与・その他の

臨時支給分）の合計額を記入してく

ださい。 

 

※一時金（賞与・その他の臨時支給分）が

ない場合は、０(ゼロ)を記入してくださ

い。 

 

 

 

各月分として支給された基本給

の金額を記入してください。 

 

※日給・時給の方は１日・１時間

あたりの単価ではなく、月額

（１か月の勤務分）として支払

った金額を記入してください。 

※年俸の方は12で割った金額を

記入してください。 

毎月決まって支給される手当 左記以外に支給される手当 

1 2 3 4  
 

月
給 

日
給 

時
給 

年
俸
・
そ
の
他 

各月分として支給された手当の

うち、毎月決まって支給される

手当を記入してください。 

 

※ただし、新加算の届出にあたって、

「決まって毎月支払われる手当」と

認められたものに限ります。 

各月分として支給された手当の

うち、毎月決まって支給される

手当以外の手当を記入してくだ

さい。 

 

※ただし、通勤手当・交通費をまとめて

支払っている場合は１か月分に割り

戻した金額を含めて記入してくださ

い。 

 上段：令和５年９月 
下段：令和６年９月 

上段：令和５年４月１日～９月30日 
下段：令和６年４月１日～９月30日 

記
入
例 

日 時間
1 2 3 4 

円    円       円  円

日 時間
1 2 3 4 

円    円       円  円
 

① 

日 時間
1 2 3 4 

円   円       円  円

日 時間
1 2 3 4 

円   円       円  円
 

② 

日 時間
1 2 3 4 

円   円       円  円

日 時間
1 2 3 4 

円   円       円  円
 

③ 

日 時間
1 2 3 4 

円   円       円  円

日 時間
1 2 3 4 

円   円       円  円
 

④ 

日 時間
1 2 3 4 

円   円       円  円

日 時間
1 2 3 4 

円   円       円  円
 

⑤ 

日 時間
1 2 3 4 

円   円       円  円

日 時間
1 2 3 4 

円   円       円  円
 

⑥ 
日 時間

1 2 3 4 
円   円       円  円

日 時間
1 2 3 4 

円   円       円  円
 

⑦ 

日 時間
1 2 3 4 

円   円       円  円

日 時間
1 2 3 4 

円   円       円  円
 

⑧ 

日 時間
1 2 3 4 

円   円       円  円

日 時間
1 2 3 4 

円   円       円  円
 

⑨ 

日 時間
1 2 3 4 

円   円       円  円

日 時間
1 2 3 4 

円   円       円  円
 

⑩ 

日 時間
1 2 3 4 

円   円       円  円

日 時間
1 2 3 4 

円   円       円  円
 
 
 
 

*** 記入内容について確認させていただく場合がありますので、調査票の複写を1部お手元に保存いただきますようお願いいたします。 *** 

*** 調査は以上です。お忙しいところご協力ありがとうございました。 *** 

複数職種を兼務している場合や、他のサービスと兼務している場合であっても、当該者の給与等

は按分せず、当該者に支払っている基本給、手当、一時金の総額を記入してください。実労働日

数、実労働時間も同様です。 

10 8 8 0 0 073 

20 160 3 1 4 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 

7 4 0 0 0 8 2 6 0 0 0

3 0 0 0

1 0 0 0 0



令和６年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査 

記 入 要 領 
 

 

●本冊子は、調査の概要や回答にあたっての留意点、各問の記入例、説明、用語の解説

等をまとめたものです。 

●記入についてわからないことがあった場合は、まずこちらの記入要領をご参照くださ

い。 

 

 

※令和６年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査は、インターネットによる回答が

可能です。積極的にご活用ください。 

 

 

※インターネットによる回答の詳しい方法は、同封のリーフレット「令和６年障

害福祉サービス等従事者処遇状況等調査～回答をインターネット経由で提出い

ただけます～」をご覧ください。 

 

 

 

 

調査に関するお問合せ先 

厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課 

「令和６年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査」事務局 

【電 話】：０１２０－１６３－３９１（フリーダイヤル） 

※受付時間 平日 9：30～17：30（土・日・祝日を除く） 

【メール】：jimukyoku@shogaifukushi.jp 

【ＦＡＸ】：０６－７６３７－１４７９ 

  

調査専用ホームページ https://www.shogaifukushi.jp/r6shogu/ 
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Ⅰ 調査の概要 

 

１．調査の目的 

・ 本調査は、障害福祉サービス等従事者の処遇状況の把握及び福祉・介護職員等処遇改善加算の影響

等の評価を行うとともに、報酬改定のための基礎資料を得ることを目的として実施します。 

 

２．調査の対象（調査客体） 

・ 障害福祉サービス等を実施する全施設・事業所を対象としています。なお、調査対象のサービス区

分は以下の通りです（29区分）。 

・ 調査の対象となる施設・事業所は、全国で合わせて14,477か所を、障害福祉サービス等の別に無作

為に抽出して客体を選定しました。なお、母集団となる施設・事業所の総数は約17万か所です。 

 

居宅介護 

同行援護 

療養介護 

短期入所 

施設入所支援 

自立訓練（生活訓練）※宿泊型自立訓練を含む 

就労継続支援A型 

就労定着支援 

共同生活援助（介護サービス包括型） 

共同生活援助（日中サービス支援型） 

地域相談支援（地域移行支援） 

障害児相談支援 

放課後等デイサービス 

保育所等訪問支援 

医療型障害児入所施設 

重度訪問介護 

行動援護 

生活介護 

重度障害者等包括支援 

自立訓練（機能訓練） 

就労移行支援 

就労継続支援B型 

自立生活援助 

共同生活援助（外部サービス利用型） 

計画相談支援 

地域相談支援（地域定着支援） 

児童発達支援 注）
 

居宅訪問型児童発達支援 

福祉型障害児入所施設 

 

注）児童発達支援・医療型児童発達支援のサービス区分について 

・本調査の対象事業所で、サービス区分「児童発達支援」の事業所には、令和６年３月までのサービス

区分「医療型児童発達支援」の事業所を含みます（令和６年４月から「児童発達支援」に一元化）。 

・本調査では、令和６年度と令和５年度の状況をお聞きする設問がありますが、令和５年度まで「医療

型児童発達支援」として指定を受けていた事業所は、令和５年度については「医療型児童発達支援」

の実績を回答してください。 

 

 

３．調査の主体 

・ 厚生労働省が実施します。 

 

  

Ⅰ 

調
査
の
概
要 

１ 
２ 
３ 
４ 
５ 
６ 
７ 
８ 
 

 

問１ 
問２ 
問３ 
問４ 
問５ 
問６ 
問７ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ 

記
入
要
領 

Ⅲ 

巻
末
資
料 



2 
 

４．調査の内容 

①調査対象の施設・事業所、調査対象サービスの確認 

・ 調査票には、あらかじめ、①施設・事業所の所在地（住所及び郵便番号）、②施設・事業所の運営法

人名、③施設・事業所の名称、④調査対象サービス名及び事業所番号、⑤調査票番号、⑥オンライン

提出用パスワードを印字したラベルを貼付しています（調査票1ページ右上）。 

・ラベルをご覧いただき、調査対象サービス等の確認をしてください。これらはオンラインで回答いた

だく場合にも必要な情報となります。 

 

＜調査票1ページ右上の貼付ラベルレイアウト＞ 
 

①施設・事業所所在地（住所及び郵便番号） 
②施設・事業所の運営法人名 
③施設・事業所名 
④調査対象サービス：●●●●● 
（事業所番号：xxxxxxxxxx） 
 

上記の事業所・サービスの管理者 様 

⑤調査票番号 000000 ⑥パスワード xxxxxxx 
 

 

 

 

②調査票の構成と調査内容 

・ 調査票は、上記のラベル記載の施設・事業所の調査対象サービスについて回答いただくものです。

施設・事業所で複数のサービスを実施されている場合も、回答は調査対象サービスについて該当する

内容としてください。 

・ 調査票の構成は以下の通りです。 

＜調査票の構成＞ 

ページ 
設問 

番号 
章タイトル 調査内容 参照資料 

1 
基本 

情報 
施設・事業所の基本情報等 － － 

1 問１ 
§１．調査対象サービスの活動

状況 

調査対象の障害福祉サービスの令和６年

９月時点の活動状況 
－ 

2～５ 
問２ 

問３ 

§２．調査対象サービスにおけ

る福祉・介護職員等処遇

改善加算の状況 

調査対象サービスにおける令和５年度の

福祉・介護職員処遇改善加算等（旧３加

算）の届出状況 

調査対象サービスにおける令和６年６月

以降の福祉・介護職員等処遇改善加算（新

加算）の届出状況 

福祉・介護職員等

処遇改善計画書 

６～８ 
問４ 

問５ 

§３．調査対象サービスにおけ

る給与等の状況 

給与等の状況 

給与等の引き上げ以外の処遇改善等の取

組の実施状況 

－ 

９ 問６ 
§４．調査対象サービスの提供

状況 

調査対象サービスの定員、延べ訪問回数、

延べ利用者数（令和５年９月、令和６年９

月） 

介護給付費・訓練

等給付費等請求書

（明細書） 

10∼11 問７ 
§５．調査対象サービスの職員

個人の処遇状況 

職員の職種、勤務の状況、給与の状況等

（令和５年９月、令和６年９月） 

※対象職員は事業所で抽出 

職員名簿 

賃金台帳 
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５．調査票の提出方法・提出期限 

・ 本調査では、次の３通りの提出方法を用意しています。 
 

①調査専用ホームページ（https://www.shogaifukushi.jp/r6shogu/）より調査票ファイル

（Microsoft-Excel）をダウンロードし、回答を入力・保存後、調査票ファイルを同ホームページ

にアップロードする方法 

②調査専用ホームページの回答フォームに直接入力・送信する方法 

③送付した紙の調査票に手書きで記入いただき、同封の返信用封筒にて郵送する方法 

※手書き回答に比べ、インターネットによるオンライン回答はわかりやすく、省力化が可能で、多くのメリ

ットがあります。インターネットが利用できる場合、オンライン回答（上記①または②）をお勧めします。 

※調査専用ホームページでは、セキュリティの観点から認証機構及び暗号化通信を利用しています。第三者

により回答内容が閲覧・盗聴等される心配はありません。 

【調査回答の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンライン回答 紙の調査票で回答 

回答期限：令和６年11月15日（金） 回答期限：令和６年11月５日（火） 

オンライン回答 紙の調査票で回答 

調査専用ホームページ 
（https://www.shogaifukushi.jp/r6shogu/） 
にアクセス 

同封の調査票を確認 

調査票ラベル記載の調査票番号・パスワードで
ログイン 

（①の場合） 
調査票ファイルをダウンロード 

同封の返信用封筒に調査票を
封入し、投函（切手不要） 

（①の場合） 
入力済み調査票ファ
イルをアップロード 

（②の場合） 
回 答 フ ォ ー ム に 入
力・送信 

記入要領（本冊子）を参照しながら、調査に回答 
※回答内容、方法等でわからないことがあれば、調査事務局（電話：0120-163-391）に問い合わせ 

Ⅰ 
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要 
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６．一般的な注意事項 

・ この調査は総務省より一般統計として承認されており、調査報告の秘密は厳守され、統計目的以外

に使用することは一切ありません。 

・ 回答は、法人本部の事務担当者または障害福祉サービス等を運営する事業所等の事務担当者・管理

者の方にお願いいたします。 

・ 調査票の記入内容について確認させていただく場合がありますので、調査票は複写したものを１部

お手元に保存してください。調査票ファイルで提出された場合は、データの保存をお願いします。 

・ 調査票の記入にあたり、不明な点がある場合は、調査事務局までお問い合せください。（問い合せ先

は表紙に記載） 

 
 

７．郵送で提出いただく場合の留意点 

・ 紙の調査票に直接記入いただいた場合、必ず原紙を返送してください。 

・ 調査票は、黒の鉛筆か黒のボールペンで、楷書で明確に記入してください。 

・ 桁のある数字を記入する場合は、右詰めで記入してください。 

・ 数字を記入する欄が「０」の場合は、必ず「０」を記入してください（例えば、回答人数が0人、あ

るいは回答金額が0円の場合は、無記入ではなく必ず「0」と記入してください）。 

・ 誤って記入したときは、消しゴムで消すか、二重線を引き、正しい数字を記入してください。（修正

印等は不要です。） 
 
＊調査票ファイルをCD-ROM、フロッピーディスク等の媒体に保存して郵送提出する方法は受け付けて

おりませんので、予めご了承ください。 

＊郵送提出した調査票について修正等があり再提出を希望される場合は、調査事務局へご連絡ください。

オンライン提出の場合は、連絡は不要です（調査期間内に何度でも修正・再送信できます）。 

＊調査票の記入内容について確認させていただく場合がございますので、調査票１ページの該当箇所に、

問合せ窓口となる電話番号、メールアドレス等を記入してください。 
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８．事業所等に複数の調査票が届いた場合の対応 
 

※届いた調査票が２通以上ある場合にお読みください。 
 

・ 本調査は、障害福祉サービス等のサービス単位で調査を実施しているため、複数のサービスを提供

している事業所等（事業所番号を複数持つ事業所等も含む）には、複数の調査票が届く可能性があり

ます。その場合も、事業所等の各サービスの管理者等が、それぞれの調査票にご回答をお願いします。 

・ ただし、加算届出状況に関する質問などで、複数サービスの回答内容が全く同じになり、調査票へ

の記入が同一内容となる場合は、１つの調査票にご回答いただくことで、他の調査票への記入を省略

することができます。記入を省略する場合は、調査票の指示に従い、該当箇所に回答済調査票の調査

票番号を記入してください。 

 

【記入が省略できるケース（例）】 

■同一施設・事業所に、Ａサービス（調査票番号00001）、Ｂサービス（調査票番号00002）、 

Ｃサービス（調査票番号00003）の３通の調査票が届いた場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■ＡサービスとＢサービスの回答内容が同じで、Ｃサービスの回答内容が異なる場合、Ｂサービスは上

記の通り省略が可能ですが、Ｃサービスについてはご回答をお願いします。 
 
 
  

ケース① 

多機能事業所等で、Ａ、Ｂ、Ｃいずれのサ
ービスに関しても福祉・介護職員等処遇
改善加算の届出状況が同じである。 ・調査票番号が最も若いＡサービス（調査票番号

00001）の調査票に回答を記入してください。 
・ＢサービスとＣサービスの調査票の２ページ右上

の「調査票番号」欄に、Ａサービスの調査票番号（こ
の場合は 00001）を記載してください。 

ＢサービスとＣサービスに関する調査票の 
問２、問３が省略できます 

ケース② 

多機能事業所等で、Ａ、Ｂ、Ｃいずれのサ
ービスに関しても職員の給与、処遇改善
等の取組状況が同じである。 ・調査票番号が最も若いＡサービス（調査票番号

00001）の調査票に回答を記入してください。 
・ＢサービスとＣサービスの調査票の６ページ右上

の「調査票番号」欄に、Ａサービスの調査票番号（こ
の場合は 00001）を記載してください。 

ＢサービスとＣサービスに関する調査票の 
問４が省略できます 
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Ⅱ 記入要領 

 
調査票１ページ（施設・事業所の基本情報等） 

 

○ 調査票の冒頭で、施設・事業所の基本情報や本調査に係るお問い合せ先等をお聞きします。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

調査票１ページ（問１ 調査対象サービスの活動状況） 

 
○ 調査対象の障害福祉サービスの、令和６年９月時点の活動状況をお聞きする質問です。 
 

 
 
 
 
 
 

 

・調査対象施設・事業所の
開設年月を西暦で記入し
てください。 

・調査票１ページ目の右上部分に記載し
た事業所名などに誤りがあった場合
は、訂正情報を記載してください。 

・調査票の記入内容について確認させ
ていただく場合がありますので、問
合せ窓口となる電話番号、ＦＡＸ番
号、メールアドレス、担当者氏名を記
入してください。 

・施設・事業所を運営する法人の経営主体について、
該当する番号１つに○をつけてください。 

・公設民営の場合、設置主体の公法人ではなく、運営
主体の民間法人の種別を選んでください。 

・国税庁から通知された13桁の法人番
号を記入してください。「事業所番号
（10桁）」や、商業登記法に基づく「会
社法人番号（12桁）」を記入しないよ
うご注意ください。 

・該当する番号１つに○をつけてください。 

・本調査の対象は、調査対象サービスについて、令和６年９月にサービス提供実績がある活動中の事業所となります。 

⇒「１」と回答した場合は、引き続き問２以降をご回答ください。 

⇒「２」または「３」と答えた場合は、調査はここで終わりです。以降は記入せず、このまま調査票を返送してくださ

い。 

5 2012 

shogu sample.jp 

００００１２３４５６７８９ 

000 123 4567 000 123 4567 

○○部△△課長 調査 一郎 
チョウサ イチロウ 
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調査票２ページ（問２ 令和５年度の福祉・介護職員処遇改善加算等の届出状況） 

 
○ 問２は、令和５年度における福祉・介護職員処遇改善加算等（旧３加算）の届出状況などについて

お聞きする質問です。 

※経営主体が地方公共団体の場合も、福祉・介護職員処遇改善加算等の対象ですので、問２を回答してく

ださい。 
 
【問２が回答不要になる場合について】 
・以下に該当する場合、調査対象時点の令和５年９月で福祉・介護職員処遇改善加算等の対象外ですの

で、問２の回答は不要です。 

①調査対象サービスの経営主体が「国、のぞみの園、独立行政法人国立病院機構」の場合 

②調査対象サービスが、「就労定着支援」「自立生活援助」「計画相談支援」「地域相談支援（地域移行

支援）」「地域相談支援（地域定着支援）」「障害児相談支援」の場合 

※「就労定着支援」「自立生活援助」は令和６年４月以降、福祉・介護職員処遇改善加算等の対象となりまし

たが、本問は回答不要です。 

 

 

 

 

 
 

  

・令和５年９月時点の福祉・介護職員処遇改善加算（旧処遇改善加算）の届出有無・

種類について、該当する番号１つに○をつけてください。 

・福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金（令

和６年２月から５月まで）の届出有無につい

て、該当する番号１つに○をつけてください。 

・令和５年９月時点の福祉・介護職員等特定

処遇改善加算（旧特定処遇改善加算）の届

出有無・種類、福祉・介護職員等ベースア

ップ等支援加算（旧ベースアップ等支援加

算）について、それぞれ該当する番号１つ

に○をつけてください。 
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調査票３～５ページ（問３ 令和６年度の福祉・介護職員等処遇改善加算の届出状況） 

 
○ 問３は、令和６年度における福祉・介護職員等処遇改善加算（新加算）の届出状況などについてお

聞きする質問です。 

※経営主体が地方公共団体の場合も、福祉・介護職員等処遇改善加算の対象ですので、問３を回答してく

ださい。 
 
【問３が回答不要になる場合について】 
・以下に該当する場合、福祉・介護職員等処遇改善加算の対象外ですので、問３の回答は不要です。 

①調査対象サービスの経営主体が「国、のぞみの園、独立行政法人国立病院機構」の場合 

②調査対象サービスが、「計画相談支援」「地域相談支援（地域移行支援）」「地域相談支援（地域定着

支援）」「障害児相談支援」の場合 

 

 

【調査票３ページ】 

 

 

 

 

 
 

 

  

・令和６年６月以降の福祉・介護職員等処遇改善加算（新加算）

の届出有無・種類について、該当する番号１つに○をつけてく

ださい。 

・新加算の届出をしている場合、加算を配分した

職員（賃金改善の対象とした職種）について、

該当する番号すべてに○をつけてください。 
・「９．その他」を選択した場合は、

その職種の名称を具体的に記入し
てください。 

・新加算のⅤ（経過措置）の届出をして

いる場合は、１～14の該当する区分

も回答してください。 
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選択肢に関する補足説明 
 
 
（３）賃金改善の実施方法について 

選 択 肢 説   明 

１．ベースアップ等により対応 ・加算の届出を行う前の賃金表（給与表）と比較して、基本給または決まって毎

月支払われる手当の水準を引き上げた場合に選択してください。 

２．定期昇給を実施することで対

応 

・毎年一定の時期を定めて、施設・事業所または法人の昇給制度に従って行われ

る昇給で賃金改善を行った場合に選択してください。 

３．各種手当の新設により対応（決

まって毎月支払われる手当以

外） 

・決まって毎月支払われる手当以外の手当を新設して賃金改善を行った場合に

選択してください。なお、決まって毎月支払われる手当を新設した場合はこち

らではなく、「１ ベースアップ等により対応」を選択してください。 

４．既存の各種手当を引き上げて

対応（決まって毎月支払われる

手当以外） 

・決まって毎月支払われる手当以外の既存の手当を増額して賃金改善を行った

場合に選択してください。なお、決まって毎月支払われる手当を増額した場合

はこちらではなく、「１ ベースアップ等により対応」を選択してください。 

５．賞与等の支給金額の引き上げ

または新設により対応 

・賞与等の支給で賃金改善を行った場合に選択してください。 

 

・新加算の届出をしている場合、賃金改善の実施方法について、該当する番号すべてに○をつけてください。 

・賃金改善の実施方法で賞与等を選んだ場合は、賞与等の支給（予定）月も回答してください。 

・加算額の令和７年度への繰り越し

について該当する番号１つに○を

つけてください。 

・令和６年９月の賃金を基準として、ベースアップ等による賃金の

増加率を算定・回答してください。 

・増加率の計算式は、「ベースアップ等による賃金増加額÷賃金改善

前の賃金額」となりますが、「賃金改善後の賃金額」から「賃金改

善額」を差し引いた額（回答欄の「a-b-c」）を「賃金改善前の賃

金額」と見なします。 

・計算結果は％表示で小数点以下第２位を四捨五入してください。 
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【調査票４ページ】 

 

 

 

 
 

  ・（８）は、新加算のⅣの届出をしている施設・事

業所が回答してください。新加算のⅢの届出を

行わなかった理由として該当する番号すべてに

○をつけてください。 

・（７）は、新加算のⅢの届出をしている施設・

事業所が回答してください。新加算のⅡの届

出を行わなかった理由として該当する番号

すべてに○をつけてください。 

・（６）は、新加算のⅠまたはⅡの届出をしている施設・事業所が回答

してください。実施する賃金改善の状況で該当する番号すべてに○

をつけてください。 

・「４」を回答した場合は、その理由について該当する番号すべてに○

をつけてください。 
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【調査票５ページ】 

 

 

 

 
 

 

  

・（９）は、新加算のⅤ（経過措置）の届出をしている施設・事業所が回答し

てください。新加算のⅠ～Ⅳの届出を行わなかった理由として該当する番

号すべてに○をつけてください。 
 

・（10）は、新加算の届出をしていない施設・事業所が回答してください。

新加算の届出を行わなかった理由として該当する番号すべてに○をつ

けてください。 

・「２ 事務作業が煩雑」と回答した場合は、その具体的な事情について

も、該当する番号すべてに○をつけてください。 
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調査票６～７ページ（問４ 調査対象サービスにおける給与等の状況） 

 
○ ここでは、加算の算定状況に関わらず、令和６年１月末時点の給与等の状況と比較した「令和６年

２月１日から令和６年９月30日」の間の、調査対象サービスにおける従事者の給与等の状況につい

て記入してください。 

 

 

 

【調査票６ページ】 

 

 

 
 

 

  

・該当する番号１つに○をつけてください。 

・給与等の引き上げについては、引き上げた者の人数の多寡を問いません。令和６年１月

末時点と比較して給与等を引き上げた方が一人でもいれば「引き上げ」とします。 

・職種や勤務形態（常勤・非常勤等）、給与等の種類（基本給、手当、一時金）によって、

引き上げの有無・対応が異なる場合も、一部でも実施があれば、「引き上げ」とします。 

・問４（１）で「１または２（給与等を引き上げ）」と答えた場合、引

き上げの内容について、該当する番号すべてに○をつけてください。 

・職種や給与等の種類（基本給、手当、一時金）によって、引き上げ

の内容が異なっている場合、該当する内容すべてを選択してくださ

い。 

・問４（２）で「３（各種手当の引き上げま

たは新設）」と答えた場合、具体的に引き上

げまたは新設（予定）する手当について該

当する番号すべてに○をつけてください。 

・手当の名称が異なる場合であっても同様の

趣旨で支払われているものであれば該当

する番号すべてに○をつけてください。 
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選択肢に関する補足説明 
 
 
（１）「給与等の引き上げ」について 

 例  示 

「給与等の引き上げ」に

該当する 

・給与表（賃金表等）の改定による賃金水準の引き上げ 

・定期昇給（毎年一定の時期に昇給制度に従って行われる昇給） 

・基本給の引き上げ（ベースアップ） 

・手当の新設 

・手当の単価の引き上げ 

・一時金の支給倍率の引き上げ 

「給与等の引き上げ」に

該当しない 

・勤務時間の短縮による実質の勤務時間単価の引き上げ（基本給や手当の受給額が変わら

ない場合） 

・年間複数回支払う賞与への金額配分を変更し、年間支払設定額は変化しない場合  
 
（２）「給与等の引き上げの内容」について 

選 択 肢 説   明 

１．給与表（賃金表等）を改定して賃

金水準を引き上げ(予定） 

・増額された給与表に改定を行った場合等に選択してください。 

２．定期昇給（毎年一定の時期に昇給

制度に従って行われる昇給）を実施

（予定） 

・毎年一定の時期を定めて、事業所または法人の昇給制度に従って行われる

昇給を行った場合等に選択してください。 

３．各種手当の引き上げまたは新設(予

定） 

・基本の給与以外に諸経費として支払われている手当額の増加や新たに設け

た場合等に選択してください。 

４．一時金（賞与・その他の臨時支給

分）の支給金額を引き上げまたは

新設(予定） 

・賞与等の一時金の金額設定の引上げや、新たに設けた場合等に選択してく

ださい。なお、年間複数回支払う賞与への金額配分を変更し、年間支払設

定額は変化しない場合は、非該当となります。  
 
（２）「引き上げまたは新設した手当」について 

選 択 肢 説   明 

1．夜勤手当 ・夜間の勤務に対して支給している手当をいいます。 

2．時間外手当（早朝・深

夜・休日手当等） 

・所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して

支給されるものです。時間外手当、早朝出勤手当、準夜勤手当、休日出勤手当等が該当

します。夜勤に対して支払われている手当は、「夜勤手当」を選択してください。 

3．家族（扶養）手当 ・扶養家族の有無、人数に応じて支給される手当をいいます。 

4．通勤手当・交通費 ・通勤費の補助として支給される手当をいいます。 

5．移動手当 ・訪問系サービス等において移動にかかる費用の補助として支給される手当をいいます。 

6．職務手当（役付手当等） ・管理職、管理者、サービス管理責任者等といった職制上の地位にいる職員に対して支給

される手当をいいます。 

7．資格手当 ・特定の技能、資格等を有する職員に対し支給される手当をいいます。 

・管理者資格に対する手当は、「職務手当」を選択してください。 

8．研修手当 ・労働者が任意に参加する労働時間外の研修に対し、受講料、交通費の補助等を行う手当

をいいます。 

９．新加算に基づく手当 ・福祉・介護職員等処遇改善加算の届出・取得に基づき支給される手当をいいます。 
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【調査票７ページ】 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

・問４（１）で「１または２（給与等を引き上げ）」と答えた場合に回答してください。 

・（３）では、引き上げの理由について、該当する番号すべてに○をつけてください。職種や給与等の種類

（基本給、手当、一時金）によって、引き上げの理由が異なっている場合は、該当する理由すべてを選択

してください。引き上げた人数及び金額の多寡は問いません。 

・（４）では、賃上げ促進税制の適用の有無を回答してください。 
・（５）では、引き上げの対象者について、該当する番号１つに○をつけてください。引き上げに特定の要

件がある場合は、その要件についても回答してください。 

・問４（１）で「３または４（給与等の引き上げ予定

なし・引き下げた）」と答えた場合に回答してくだ

さい。引き上げを行わなかった理由について、該当

する番号すべてに○をつけてください。 
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調査票８ページ（問５ 給与等の引き上げ以外の処遇改善等の取組の実施状況） 

 
○ 問５は、調査対象サービスにおける従事者の給与等の引き上げ以外の処遇改善等の取組状況などに

ついてお聞きする質問です。 
 
・令和６年６月１日～令和６年９月30日の間の、調査対象サービスにおける給与等の引き上げ以外の処遇改

善等の取組状況について、項目ごとに該当する番号１つに○をつけてください。 

・全項目についていずれかに○をつけてください。調査対象サービスの種別等により実施が想定されない項

目（例：調査対象が相談支援サービスの場合の「14 福祉・介護職員の身体の負担軽減」等）に関しては、

「実施することが想定されない」（番号６）に○をつけてください。 

 

【各選択肢の考え方】 
 施設・事業所での対応 

選 択 肢 従 来 今 回 今 後 

1 
従来より実施しており、今回、更に充実した（今後充実する予
定を含む） 

実施 充実 充実予定 

2 従来より実施しており、今回、内容等を変更していない 実施 継続 ― 

3 従来実施していなかったが、今回、新たに実施した 未実施 実施 ― 

4 従来及び今回、実施していなかったが、今後実施する予定 未実施 未実施 実施予定 

5 従来及び今回、実施しておらず、今後も実施する予定なし 未実施 未実施 予定なし 

6 実施することが想定されない ― ― ― 
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調査票９ページ（問６ 調査対象サービスの提供状況） 

 
○ 問６は、調査対象サービスの提供状況についてお聞きする質問です。 
 

※「延べ訪問回数」「延べ利用者数」については、令和５年９月分および令和６年９月分として国保連合会

に請求した実績に基づいて記入してください。 
 

 
 
  

・調査対象サービスの欄のみに回答してください。（それ以外の欄は空

欄のままで結構です。施設・事業所で他のサービスも実施している場

合も、調査対象サービス以外は記入する必要はありません。） 
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項目に関する補足説明 

 
問６ 「障害福祉サービス等の提供状況」について 

設問の項目 説   明 

定員 

・居住系サービス、日中活動系サービス（障害児通所サービス含む）の場合、令和５年、令和
６年それぞれの９月末日時点で、許可・認可、届出をしている定員を記入してください。 

・多機能型事業所の特例に該当し、サービス別の定員を設定していない場合は、調査対象サー
ビスを含む事業所の利用定員を記入してください。 

・調査対象サービスが短期入所で、空床利用型事業所の場合は、定員の記入は不要です。 

延べ訪問回数 

・訪問系サービスの場合、令和５年、令和６年それぞれ９月中の延訪問回数（国保連合会への
請求明細書、サービス提供実績記録票等に基づく実績）を記入してください。 

・利用者１人の１回の訪問を複数の職員で行なった場合も、訪問回数は訪問した職員の人数に
関わりなく、「１回」とカウントしてください。 

 

【記入例】 
９月中の居宅介護の利用者が３人の場合 
Aさん（身体障害者）：身体介護が中心の訪問回数６回、家事援助が中心の訪問回数３回 
Bさん（身体障害者）：身体介護が中心の訪問回数５回 
Cさん（知的障害者）：通院介助（身体介護が伴わない）が中心の訪問回数２回 
９月の延訪問回数は計16回（Aさん９回＋Bさん５回＋Cさん２回）となります。 

延べ利用者数 

・居住系サービス、日中活動系サービス（障害児通所サービス含む）、相談支援サービスの場
合、令和５年、令和６年それぞれ９月中の延利用者数（国保連合会への請求明細書、サービ
ス提供実績記録票等に基づく実績）を記入してください。 

・居住系サービスの場合、入所日･退所日、入院･外泊の初日･最終日も「１日」としてカウン
トしてください。 

・延利用者数は、居住系サービス、日中活動系サービス（障害児通所サービス含む）について
は給付対象延日数、相談支援サービスについては給付対象件数になります。 

 

【記入例】 
９月中の施設入所支援の利用者がＡさん、Ｂさん、Ｃさん３人の場合 
Ａさん：入所日９月６日、９月22日～26日の間外泊、９月30日現在入所中 
→利用日数は9/6～21、22、26（初日・最終日カウント）、27～30で計22日 
Ｂさん：入所日：９月１日以前、９月２日～27日の間入院、９月30日現在入所中 
→利用日数は9/1、2、27（初日・最終日カウント）、28～30で計6日 
Ｃさん：入所日：9月１日以前、9月30日現在入所中 
→利用日数は9/1～30で計30日 
したがって、9月の延利用者数は計58人（Aさん22日＋Bさん6日＋Cさん30日）となりま
す。 
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調査票10～11ページ（問７ 給与等の状況） 

 
○ 問７は、調査対象サービスに従事する職員個人の処遇状況をお聞きする質問です。 

 

○ 各施設・事業所で、調査対象となる職員を選んでいただき、その職員の職種や勤務の状況、給与の

状況等をご回答いただく質問となります。調査対象となる職員の選び方は下記をご参照ください。 

 

※職員が複数職種を兼務している場合や、他のサービスと兼務している場合であっても、対象者の勤務

時間や給与等を按分する必要はありません。どのサービス、職種を担当したかに関わらず、その職員

個人が実際に勤務した時間・日数、支払っている給与を記入してください。 

 

【調査対象となる職員】 

・調査対象は、調査対象サービスにおいて令和６年９月の勤務実績がある職員です。 

・勤務実績があれば、調査対象サービス以外のサービスと兼務している職員も含みます。調査対象サー

ビスに従事した時間がわずかであっても、勤務実績があれば対象となります。 

・本問は職員の給与額を聞く内容が含まれますので、従事者のうち、直接の給与支払のない出向職員、

派遣職員等は対象外となります。その他、調査対象となる者、ならない者は次の通りです。 

 
 例  示 
調査対象となる者 新規採用者、休暇中の者（産前・産後休暇含む）、欠勤者、育児・介護休業

の代替職員、登録ヘルパー 等 
調査対象とならない者 退職者、休職・休業中の者（育児・介護休業を含む）、出向職員、派遣職員、

業務請負の労働者（外部委託の調理員等）、ボランティア、インターン、研
修生、役員（経営専従）、その他諸事情により、令和６年９月の給与が発生
していない者 

 

・職種は、告示において各サービスに定められている、配置すべき職員等に基づいています。 

・職員が複数の職種に従事している場合は、主として従事している職種のいずれか１つに分類し記入し

てください。 

・主として従事している職種を決めがたい場合は、職種にふった番号の若い順に優先し記入してくださ

い。 

・職員に「看護補助者」または「福祉職として配置している看護職員」がいる場合は、看護師資格等の

有無に関わらず、従事業務に基づき以下のように計上してください。 

 
看護補助者 福祉職として配置している看護職員 

医療法、診療報酬制度および療養介護の人員基準により、

生活支援員、児童指導員または保育士（福祉職）を看護

補助者として配置している場合は、当該職員は「生活支

援員」等の福祉職ではなく、「看護職員」に計上します。 

医療法、診療報酬制度および療養介護の人員基準により、

加配している看護職員を生活支援員、児童指導員または

保育士（福祉職）として配置している場合は、当該職員

は「看護職員」ではなく、「生活支援員」等の福祉職に計

上します。 
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・「常勤職員」「非常勤職員」の定義は以下の通りです。非正規雇用の職員でも、事業所等の所定労働時

間を勤務している職員（フルタイム職員）は「常勤職員」となりますので、ご注意ください。 

 
常勤職員 非常勤職員 

施設・事業所で定めた勤務時間（所定労働時間）のすべ

てを勤務している者をいいます。所定労働時間のすべて

を勤務しているパートタイマーは常勤職員となります。

ただし、１週間の所定労働時間が32時間を下回る場合は

32時間を基本とし、この時間以上勤務している者を常勤

職員とします。 

常勤職員以外の従事者をいいます。常勤・非常勤の別は

勤務時間によるもので、契約上の身分（正規・非正規）

によるものではありません。 

嘱託医は非常勤職員としてください。 

 
 

【調査対象となる職員を選ぶ方法】 

・調査対象となる職員は、施設・事業所において、職種別に合計最大10名を選んでいただきます。（全

職員ではありません。） 

・記入する職種、人数は、調査対象サービスにより異なりますので、次ページの「記入いただきたい職

種・人数」の表を確認の上、対象職員を選択し、個々の職員の処遇状況について記入してください。 

・職員の選び方については、雇用形態（正規・非正規）や勤務形態（常勤・非常勤）に関わらず、各職

種について職員名簿や給与簿等を使い、上記の調査対象となる職員の中から、無作為に選んでくださ

い。（なお、無作為抽出の実行にあたっては、調査専用ホームページで支援ツール（MS-Excelファイ

ル）を配布していますので、ご利用ください。ツールを使わずに実行する場合は、手順の例を22ペー

ジで紹介していますので、参考にしてください。） 

 

・在籍する従事者数が「調査対象サービス別に記入いただきたい職種、人数」で示した人数を下回って

いる場合は、在籍する職員全員を記入してください。当該人数に達しなくても構いません。 

 また、個々の職種について、該当する職種の従事者数が示した人数を下回っている場合も、在籍する

職員全員を記入してください。当該人数に達しなくても構いません。なお、該当する職種の従事者が

いない場合は、その人数分の回答は不要です。 

  

Ⅰ 

調
査
の
概
要 

１ 
２ 
３ 
４ 
５ 
６ 
７ 
８ 
 

 

問１ 
問２ 
問３ 
問４ 
問５ 
問６ 
問７ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ 

記
入
要
領 

Ⅲ 

巻
末
資
料 



20 
 

【記入いただきたい職種・人数】 
調査対象サービス 職種 人数 

居宅介護    重度訪問介護 
同行援護    行動援護 

サービス提供責任者 1 
ホームヘルパー 8 
事務員 1 

療養介護 

サービス管理責任者 1 
医師 1 
看護職員 4 
生活支援員 3 
事務員 1 

生活介護 

サービス管理責任者 1 
医師 1 
看護職員 1 
理学療法士・作業療法士または機能訓練担当職員（言語聴覚士含む） 1 
生活支援員 3 
管理栄養士・栄養士 1 
調理員 1 
事務員 1 

短期入所 

生活支援員 7 
管理栄養士・栄養士 1 
調理員 1 
事務員 1 

重度障害者等包括支援 
サービス提供責任者 1 
生活支援員 4 

施設入所支援 

サービス管理責任者 1 
看護職員 1 
理学療法士・作業療法士または機能訓練担当職員（言語聴覚士含む） 1 
地域移行支援員、就労支援員、職業指導員のいずれか 1 
生活支援員 3 
管理栄養士・栄養士 1 
調理員 1 
事務員 1 

自立訓練（機能訓練） 

サービス管理責任者 1 
看護職員 1 
理学療法士・作業療法士または機能訓練担当職員（言語聴覚士含む） 1 
生活支援員 4 
管理栄養士・栄養士 1 
調理員 1 
事務員 1 

自立訓練（生活訓練） 
※宿泊型自立訓練含む 

サービス管理責任者 1 
地域移行支援員 1 
生活支援員 5 
管理栄養士・栄養士 1 
調理員 1 
事務員 1 

就労移行支援 

サービス管理責任者 1 
就労支援員 2 
職業指導員 2 
生活支援員 2 
管理栄養士・栄養士 1 
調理員 1 
事務員 1 

就労継続支援Ａ型 
就労継続支援Ｂ型 

サービス管理責任者 1 
職業指導員 3 
生活支援員 3 
管理栄養士・栄養士 1 
調理員 1 
事務員 1 

就労定着支援 
サービス管理責任者 1 
就労定着支援員 4 
事務員 1 
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調査対象サービス 職種 人数 

自立生活援助 
サービス管理責任者 1 
地域生活支援員 4 
事務員 1 

共同生活援助（介護サービス包括型） 
共同生活援助（日中サービス支援型） 
共同生活援助（外部サービス利用型） 

サービス管理責任者 1 
生活支援員 2 
世話人または夜間支援従事者 4 
管理栄養士・栄養士 1 
調理員 1 
事務員 1 

計画相談支援 
障害児相談支援 

主任相談支援専門員 1 
相談支援専門員 4 
事務員 1 

地域相談支援（地域移行支援） 
地域相談支援（地域定着支援） 

主任相談支援専門員または相談支援専門員 2 
地域移行支援従事者・地域定着支援従事者 3 
事務員 1 

児童発達支援 

児童発達支援管理責任者 1 
看護職員 1 
理学療法士・作業療法士または機能訓練担当職員（言語聴覚士含む） 1 
児童指導員または保育士 4 
管理栄養士・栄養士 1 
調理員 1 
事務員 1 

放課後等デイサービス 

児童発達支援管理責任者 1 

看護職員 1 
理学療法士・作業療法士または機能訓練担当職員（言語聴覚士含む） 1 
児童指導員または保育士 6 
事務員 1 

居宅訪問型児童発達支援 
保育所等訪問支援 

児童発達支援管理責任者 1 
訪問支援員 4 

事務員 1 

福祉型障害児入所施設 

児童発達支援管理責任者 1 
看護職員 1 
職業指導員 1 
心理指導担当職員 1 
児童指導員または保育士 3 

管理栄養士・栄養士 1 
調理員 1 
事務員 1 

医療型障害児入所施設 

児童発達支援管理責任者 1 
医師 1 
理学療法士・作業療法士または機能訓練担当職員（言語聴覚士含む） 1 
職業指導員 1 
心理指導担当職員 1 
児童指導員または保育士 4 
事務員 1 
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＜調査対象となる福祉・介護職員の選び方（例）＞ 
 

・無作為抽出の実行にあたっては、調査専用ホームページで配布している職員抽出支援ツール（MS-

Excel）の利用が便利です。ぜひご活用ください。 

・職員抽出支援ツールが利用できない場合は、以下のような方法で無作為抽出を行うことができます。

なお、無作為抽出であれば、この方法でなくても、別の方法で実行していただいても構いません。 

 

（職員リストを使った無作為抽出の例） 

①まず、調査票１ページ貼付のラベルに印字されている「調査票番号」の下１桁の数字を、10で割りま

す（例えば、数字が「８」であれば、0.8になります）。この数（Ｓとします）を無作為抽出の起点の

数とします。 

②次に、職員名簿等を基に、本調査の対象職員を職種別に、名字の50音順で並べます。（性別、年齢、

勤務形態などはすべて無視し、名字のみで並べます。同姓の場合は名前の50音順で並べます。） 

③職員を並べたリストに、先頭１番から通し番号を振ります。 

④リストの総人数÷抽出必要数を計算します（例えば、10人のリストから４人を抽出する場合は、10÷

4＝2.5になります）。この数をＰとします。 

⑤番号の１番から順に以下の抽出式に基づき計算を行うと、必要な人数が抽出されます。その職員を調

査対象とします。 
 

  抽出式：（リストの通し番号÷Ｐ+Ｓ）の整数部分 

    抽出式でそれぞれ最初に出てきた1～抽出数に該当する職員を対象とする 

 

例１）「調査票番号」の下１桁が「７」の事業所が、生活支援員17人から４人を抽出 

    Ｓは7÷10＝0.7、Ｐは17÷4＝4.25になります。 

    抽出式：（リストの通し番号÷4.25+0.7）の整数部分 
番号 職員名 抽出式 調査対象 

1 アオキ 1÷4.25+0.7＝0.94 整数部分 0 × 

2 アマノ 2÷4.25+0.7＝1.17 整数部分 1 ○（最初の1） 

3 イノウエ 3÷4.25+0.7＝1.41 整数部分 1 × 

4 エシマ 4÷4.25+0.7＝1.64 整数部分 1 × 

5 カトウ 5÷4.25+0.7＝1.88 整数部分 1 × 

6 キシモト 6÷4.25+0.7＝2.11 整数部分 2 ○（最初の2） 

     

13 ホンダ 13÷4.25+0.7＝3.76 整数部分 3 × 

14 ミキ 14÷4.25+0.7＝3.99 整数部分 3 × 

15 ムライ 15÷4.25+0.7＝4.23 整数部分 4 ○（最初の4） 

16 ワタナベ アユミ 16÷4.25+0.7＝4.46 整数部分 4 × 

17 ワタナベ タカシ 17÷4.25+0.7＝4.70 整数部分 4 × 

 
例２）「調査票番号」の下１桁が「４」の事業所が、調理員３人から１人を抽出 

    Ｓは4÷10＝0.4、Ｐは3÷1＝3になります。 

    抽出式：（リストの通し番号÷3+0.4）の整数部分 
番号 職員名 抽出式 調査対象 

1 ナガタ 1÷3+0.4＝0.73 整数部分 0 × 

2 マツバラ 2÷3+0.4＝1.07 整数部分 1 ○（最初の1） 

3 ヤマダ 3÷3+0.4＝1.40 整数部分 1 × 

 

※該当職種の職員数が抽出必要数以下の場合は、上記手順は不要です。該当職種の職員全員を回答して

ください。また、該当職種の職員がいない場合は、その職種についての回答は不要です。 
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・調査項目の中には、令和５年９月、令和６年９月における職員の雇用・勤務形態、労働時間、給与等

を聞く内容がありますが、回答対象の職員の勤務開始が令和５年10月以降だった場合は、令和６年９

月の状況のみを回答してください。（職員の勤務開始前の時点の欄は空欄のままで結構です。） 
 

 
 
 
 

設問の項目 説   明 

職種 

 

・令和６年９月末時点で従事していた職種について、該当する番号１つに○をつけてください。 

・複数の職種を兼任している場合は、主として従事している職種１つを選んでください。 

職位 ・各時点で管理職に該当する場合に○をつけてください。 

・ここでいう管理職とは、「職種」の選択肢１に該当する者（サービス管理責任者・児童発達支

援管理責任者・サービス提供責任者）及び、施設・事業所における管理者としての役職にあ

る者（施設長、部門長、看護師長、事務長等）を指します。 

・「職種」の選択肢１に○をつけた場合は、この設問にも必ず○をつけてください。 

資格の取得状況 ・各時点で保有している資格があれば、該当する番号すべてに○をつけてください。 

・人事・給与・処遇を決めるにあたって、法人で把握されている資格の状況のみで結構です。 

勤務開始年月 

 

・職員が法人に雇用されて勤務を開始した年・月を記入してください。調査対象サービスの施

設・事業所以前に同一法人の経営する他の事業所等に勤務していた場合も含め、法人での勤

務開始年・月となります。 

雇用・勤務形態 ・雇用・勤務形態について、各時点の該当する番号に○をつけてください。 

 

正規・非正規 ・「正規職員」とは、労働時間に関係なく雇用期間の定めのない者をいいます。正規職員以外の

者が非正規職員となります。 

 常勤・非常勤 ・「常勤」「非常勤」の定義は、19ページを参照してください。 
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設問の項目 説   明 
実労働日数 
 

・各時点月で、業務のため実際に出勤（在宅勤務含む）した日数を記入してください。
１時間でも就業すれば１労働日とします。 

・有休取得で業務を行っていない日は含めないでください。 
実労働時間 
 

・各時点月で、労働協約、就業規則等で定められた正規の始業時刻と終業時刻の間の実
労働時間数及び早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間数を記入してくだ
さい。 

・30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げて１時間単位で記入してください。 
・宿直時間は労働時間に含めないでください。 
・有休取得で業務を行っていない日は労働時間に含めないでください。 

決まって支給する給与 ・「基本給」「手当」「一時金」の定義は、巻末資料（25ページ）を参照してください。 
 基本給の支払形態 ・基本給の支払形態について、該当する番号に○をつけてください。 
 基本給の金額 ・各時点月で、当該月分として支給された基本給を記入してください。その月の分とし

て支給されていれば、実際の支給時期は翌月等でも構いません。 
・日給・時給として給与を支払っている場合は、１日あたり・１時間あたりの単価では

なく、その月の分として支払った１か月の金額を記入してください。 
・年俸として給与を支払っている場合は、1/12にした額を記入してください。 

 毎月決まって支給さ
れる手当 

・各時点月で、当該月分として支給された「毎月決まって支給される手当」の合計額を
記入してください。その月の分として支給されていれば、実際の支給時期は翌月等で
も構いません。 

 左記以外に支給され
る手当 

・各時点月で、当該月分として支給された「毎月決まって支給される手当」以外の手当
の合計額を記入してください。その月の分として支給されていれば、実際の支給時期
は翌月等でも構いません。 

・通勤手当等で複数月分をまとめて支払っている手当があれば、「1/複数月」で１か月
分に戻した額で記入してください。 

一時金 
 

・各年４月１日～９月30日の半年間で支給された一時金（賞与・その他の臨時支給分）
の合計額を記入してください。 

・上記期間での一時金支給（賞与・その他の臨時支給分）がない場合は、「0」を記入し
てください。 
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Ⅲ 巻末資料（給与等の説明・処遇改善加算） 

 

【給与等の説明】 

給与等 

「給与等」とは、決まって支給する給与（基本給・手当）と一時金をまとめ

たものをいいます。手取り額ではなく、所得税や社会保険料などを控除する

前の額をいいます。 

 決まって支給する給与 労働契約、就業規則等によって、あらかじめ定められている支給条件、算定

方法によって支給された現金給与をいいます。 

  
基本給 

決まって支給する給与のうち、手当（超過労働給与額を含む）を差し引いた

額をいいます。 

  
手当 

時間外手当などの超過労働給与額及び夜勤手当、家族手当、通勤手当、職務

手当、資格手当等の諸手当のことをいいます。 

  

 
毎月決まって支

給される手当 

手当のうち、労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係

なく定額支給されるものをいいます。職務手当、資格手当、処遇改善加算に

基づく手当等が該当します。 

  

 上記以外の手当 

手当のうち、「毎月決まって支給される手当」に該当しないものをいいます。 

以下の手当等が含まれます。 

・月ごとに支払われる額が変動するような手当（時間外手当、夜勤手当等） 

・労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手

当（通勤手当、扶養手当等） など 

 

一時金 

以下のいずれかに該当するものをいいます。 

①労働協約、就業規則等によらず一時金または特別な事由に基づき従事者に

支払われた給与 

②労働協約、就業規則等によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められて

いる給与で以下に該当するもの 

 ・夏冬の賞与、期末手当等の一時金 

 ・支払事由の発生が不定期のもの 

 ・いわゆるベースアップの差額追給分 
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【福祉・介護職員等処遇改善加算（新加算・令和６年６月から）】 

加算の基本的考え方等 

・福祉・介護職員の処遇改善については、これまで、福祉・介護職員処遇改善加算（旧処遇改善加算）、福

祉・介護職員等特定処遇改善加算（旧特定加算）及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算（旧ベ

ースアップ等加算）の３加算により充実を図ってきたが、令和６年度障害福祉サービス等報酬改定にお

いて、これら旧３加算の要件等を組み合わせる形で処遇改善に係る加算を一本化し、「福祉・介護職員等

処遇改善加算」（新加算）を創設するとともに、その創設にあたって、障害福祉の現場で働く方々の令和

６年度に2.5％、令和７年度に2.0％のベースアップへとつながるよう、加算率の更なる引き上げ及び配

分方法の工夫を行うこととしたもの。 

 

賃金改善の実施等 

・新加算を算定する事業者は、算定額に相当する福祉・介護職員その他の職員の賃金（基本給、手当、賞

与等）の改善を実施しなければならない。その際、賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とす

る項目を特定した上で行うものとする（安定的な処遇改善が重要であることから、基本給による賃金改

善が望ましい）。 

・令和６年度に、令和５年度と比較して増加した加算額について、事業者は、独自の賃金改善を含む過去

の賃金改善の実績に関わらず、新たに増加した新加算等の算定額に相当する福祉・介護職員その他の職

員の賃金改善を新規に実施しなければならない。その際、新規に実施する賃金改善は、ベースアップに

より行うことを基本とする。ただし、ベースアップのみにより当該賃金改善を行うことができない場合

には、必要に応じて、その他の手当、一時金等を組み合わせて実施しても差し支えない。 

・新加算等を用いて行う賃金改善における職種間の賃金配分については、福祉・介護職員への配分を基本

とし、特に経験・技能のある障害福祉人材に重点的に配分することとするが、事業者の判断により、福

祉・介護職員以外の職種への配分も含め、事業所内で柔軟な配分を認める。 

※福祉・介護職員は、次のいずれかに該当する職種 

 ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、就労定着

支援員、就労選択支援員、地域生活支援員、訪問支援員、夜間支援従事者、共生型障害福祉サービス等事業所及び特

定基準該当障害福祉サービス等事業所に従事する介護職 

 その他、人員基準外だが、配置を報酬上の加算として評価されている次の職員も対象となる 

  就労継続支援Ａ型の「賃金向上達成指導員」（賃金向上達成指導員配置加算） 

  就労継続支援Ｂ型の「目標工賃達成指導員」（目標工賃達成指導員配置加算） 

  児童発達支援及び放課後等デイサービスの「指導員等」（児童指導員等加配加算） 

・障害福祉の現場で働く方々の令和６年度2.5％、令和７年度2.0％のベースアップへとつながるよう、事

業者の判断により、令和６年度に令和５年度と比較して増加した加算額の一部を令和７年度に繰り越し

た上で令和７年度分の賃金改善に充てることを認める。 

 

新加算の区分 

加算Ⅰ ・月額賃金改善要件Ⅰ・Ⅱ、キャリアパス要件Ⅰ～Ⅴ、職場環境等要件を満している場合。 

加算Ⅱ ・月額賃金改善要件Ⅰ・Ⅱ、キャリアパス要件Ⅰ～Ⅳ、職場環境等要件を満している場合。 

加算Ⅲ ・月額賃金改善要件Ⅰ・Ⅱ、キャリアパス要件Ⅰ～Ⅲ、職場環境等要件を満している場合。 

加算Ⅳ ・月額賃金改善要件Ⅰ・Ⅱ、キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ、職場環境等要件を満している場合。 

加算Ⅴ 
・令和６年度のみの経過措置区分で、旧３加算の取得パターンに応じて、（1）～（14）の該

当する区分を算定することが可能。（令和７年度以降は算定不可） 
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新加算の算定要件 

月額賃金改善要件Ⅰ 

（月給による賃金改善） 

・新加算Ⅳの加算額（新加算Ⅰ～Ⅲを算定する場合は、仮に新加算Ⅳを算定する

場合に見込まれる加算額）の２分の１以上を基本給又は決まって毎月支払われ
る手当（基本給等）の改善に充てること。 

・なお、加算を未算定の事業所が新規に新加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定し

始める場合を除き、本要件を満たすために、賃金総額を新たに増加させる必要
はない。したがって、基本給等以外の手当又は一時金により行っている賃金改

善の一部を減額し、その分を基本給等に付け替えることで、本要件を満たすこ

ととして差し支えない。また、既に本要件を満たしている事業所等においては、
新規の取組を行う必要はない。 

※本要件は、令和６年度は適用猶予される。 

月額賃金改善要件Ⅱ 

（旧ベースアップ等加算相当の賃金改善） 

・令和６年５月 31 日時点で現に旧処遇改善加算を算定しており、かつ、旧ベー
スアップ等加算を算定していない事業所が、令和８年３月 31 日までの間にお

いて、新規に新加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定する場合には、初めて新加

算ⅠからⅣまでのいずれかを算定し、旧ベースアップ等加算相当の加算額が新
たに増加する事業年度において、当該事業所が仮に旧ベースアップ等加算を算

定する場合に見込まれる加算額の３分の２以上の基本給等の引上げを新規に

実施しなければならない。その際、当該基本給等の引上げはベースアップによ
り行うことを基本とする。 

※本要件の適用は旧処遇改善加算を算定しており、かつ、旧ベースアップ等加算

を算定していない事業所のみ。該当しない事業所（旧３加算を算定していなか
った事業所、令和６年６月以降の開設事業所等）は適用を受けない。 

キャリアパス要件Ⅰ 

（任用要件・賃金体系の整備等） 

・次の一から三までを全て満たすこと。 
一 福祉・介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等

の要件（福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めていること。 

二 一に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系（一時金等の臨時的に
支払われるものを除く。）について定めていること。 

三 一及び二の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全て

の福祉・介護職員に周知していること。（常時雇用する者の数が 10 人未満の事
業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等は、内規等の整

備・周知でも可） 

キャリアパス要件Ⅱ 

（研修の実施等） 

・次の一及び二を満たすこと。 
一 福祉・介護職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護職員と意見を交換しなが

ら、資質向上の目標及びａ又はｂに掲げる事項に関する具体的な計画を策定

し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。 
ａ 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施

（OJT、OFF-JT 等）するとともに、福祉・介護職員の能力評価を行うこと。 

ｂ 資格取得のための支援（研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、
費用（交通費、受講料等）の援助等）を実施すること。 

二 一について、全ての福祉・介護職員に周知していること。 
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新加算の算定要件 

キャリアパス要件Ⅲ 

（昇給の仕組みの整備等） 

・次の一及び二を満たすこと。 

一 福祉・介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は
一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。具体的に

は、次のａからｃまでのいずれかに該当する仕組みであること。 

ａ 経験に応じて昇給する仕組み 
 「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること。 

ｂ 資格等に応じて昇給する仕組み 

 介護福祉士等の資格の取得や実務者研修等の修了状況に応じて昇給する仕組
みであること。ただし、別法人等で介護福祉士資格を取得した上で当該事業者

や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。 

ｃ 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み 
 「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。

ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。 

二 一の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての福
祉・介護職員に周知していること。（常時雇用する者の数が 10 人未満の事業所

等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等は、内規等の整備・

周知でも可） 

キャリアパス要件Ⅳ 

（改善後の年額賃金要件） 
・経験・技能のある障害福祉人材のうち１人以上は、賃金改善後の賃金の見込額

（新加算等を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。）が年額 440 万円以

上であること（新加算等による賃金改善以前の賃金が年額 440 万円以上であ
る者を除く。）。ただし、以下の場合など、例外的に当該賃金改善が困難な場合

であって、合理的な説明がある場合はこの限りではない。 

 ・小規模事業所等で加算額全体が少額である場合 
 ・職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げる 

 ことが困難な場合 

※令和６年度中は、新加算の加算額のうち旧特定加算に相当する部分による賃金
改善額が月額平均８万円（賃金改善実施期間における平均）以上の職員を置く

ことでも可。 

キャリアパス要件Ⅴ 

（配置等要件） 
・福祉専門職員配置等加算（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護にあ

たっては特定事業所加算）の届出を行っていること。 

※重度障害者等包括支援、施設入所支援、短期入所、就労定着支援、居宅訪問型
児童発達支援、保育所等訪問支援は配置等要件に関する加算が無いため、配置

等要件は不要。 

職場環境等要件 

・職場環境等の改善に係る取組（次ページ）を実施し、その内容を全ての福祉・

介護職員に周知すること。 
・その際、新加算Ⅰ又はⅡを算定する場合は、「入職促進に向けた取組」、「資質の

向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰

痛を含む心身の健康管理」、「生産性の向上のための業務改善の取組」及び「や
りがい・働きがいの醸成」の６つの区分から３つの区分を選択し、それぞれで

１以上の取組を実施し、新加算Ⅲ又はⅣを算定する場合は、取組のうち１以上

を実施すること。 
・新加算Ⅰ又はⅡを算定する場合は、職場環境等の改善に係る取組について、ホ

ームページへの掲載等により公表すること。具体的には、原則、障害福祉サー

ビス等情報公表制度を活用し、職場環境等要件を満たすために実施した取組項
目を選択すること。 

※令和６年度は経過措置として旧処遇改善加算、旧特定加算の職場環境等要件が

適用され、令和７年度以降は要件が変更される。 
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【職場環境等要件（令和６年度）】 

入職促進に向けた
取組 

・法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕

組みなどの明確化 

・事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 

・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない

幅広い採用の仕組みの構築 

・職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施 

資質の向上やキャ
リアアップに向け
た支援 

・働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より

専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障

害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研

修の受講支援等 

・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 

・エルダー・メンター（仕事やメンタル面のサポート等をする担当者）制度等の導

入 

・上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な

相談の機会の確保 

両立支援・多様な働
き方の推進 

・子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所

内託児施設の整備 

・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希

望に即した非正規職員か正規職員への転換の制度等の整備 

・有給休暇が取得しやすい環境の整備 

・業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 

・障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮 

腰痛を含む心身の
健康管理 

・福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットや

リフト等の介護機器等の導入及び研修等による腰痛対策の実施 

・短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のため

の休憩室の設置等健康管理対策の実施 

・雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施 

・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 

生産性向上のため
の業務改善の取組 

・タブレット端末やインカム等のＩＣＴ活用や見守り機器等の介護ロボットやセン

サー等の導入による業務量の縮減 

・高齢者の活躍（居室やフロア等の掃除、食事の配膳、下膳などのほか、経理や労

務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供）等による役割分担の明確化 

・５Ｓ活動（業務管理の手法の１つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとっ

たもの）等の実践による職場環境の整備 

・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減 

やりがい・働きがい
の醸成 

・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介

護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善 

・地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や

住民との交流の実施 

・利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 

・支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 
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【福祉・介護職員処遇改善加算等（旧３加算・令和６年５月まで）】 

福祉・介護職員処

遇改善加算 

・平成23年度まで実施されていた福祉・介護人材の処遇改善事業における助成金によ

る賃金改善の効果を継続する観点から、平成24年度から当該助成金を円滑に障害福

祉サービス等報酬に移行し、当該助成金の対象であった障害福祉サービス等に従事

する福祉・介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されたもの。なお、処遇

改善加算において対象となる福祉・介護職員に該当する職種は以下の通り。 

 ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者（令

和５年３月31日までの経過措置）、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支

援員、訪問支援員、夜間支援従事者、介護職員（共生型及び特定基準該当事業所に

従事する者） 

・加算の算定要件は、指定されたキャリアパス要件、職場環境等要件を満たしている

ことで、キャリアパス要件の適用状況により、加算Ⅰ～Ⅲのいずれかに区分される。 

福祉・介護職員等

特定処遇改善加算 

・令和元年10月の障害福祉サービス等報酬改定において、職員の確保・定着につなげ

ていくため、処遇改善加算に加えて創設された加算。経験・技能のある障害福祉人

材に重点化しつつ、職員の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程度において、

一定程度他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めることとした

もの。 

・加算の算定要件は、処遇改善加算Ⅰ～Ⅲのいずれかを取得していること、指定され

た賃金改善及び賃金改善以外の要件を満たしていること。 

福祉・介護職員等

ベースアップ等支

援加算 

・令和４年10月の障害福祉サービス等報酬改定において、令和４年２月から９月まで

の福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金による賃上げ効果を継続する観点から、

令和４年10月以降にも交付金事業と同様の措置を講ずるものとされたことにより、

創設された加算。 

・加算の算定要件は、処遇改善加算Ⅰ～Ⅲのいずれかを取得していること、賃上げ効

果の継続に資するよう加算額の2/3以上は福祉・介護職員等のベースアップ等の引

上げに使用すること。 

・対象となる職種は福祉・介護職員。ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇

改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。 
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